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地域需要の変化に伴う公共建築の

用途変更に関する建築計画学的研究

平成 2 年 12 月

曽根陽子



論文要 己
日

本論文は，公共建築の用途変更の実態を明らかにすると共に，用途変更に伴って生

じる建物平面の変化の構造を分析して，合理的な平面計画の考え方を提示したもので

ある。

本論文は「序論 J í結論」を含む 7 章からなっている。

第 1 章「序論」では，本研究の目的や既往の研究，用語の定義，研究の方法，調査

の概要などについて説明した。

第 2 章「わが国の公共建築の維持管理の実態」では，わが国の公共建築の着工延床

面積の推移から，公共建築の維持管理が今後現在以上に重要な問題となることを述べ，

維持管理について先行的な自治体や公的組織等の調査から，現在の公共建築の維持管

理の実態を示し，各組織等の施設カルテとその中の機能的側面に関する項目について

考察した。

第 3 章「公共建築における用途変更の実態J では，調査の結果得られた分析対象施

設の形態，工事金額等について集計し，現在のわが国の公共建築における用途変更の

全体的な状況を概観した。次に，実態調査の結果から，建物の種類別に，用途変更の

全体的な傾向と，特徴的な具体例を示し，建物の種類によって用途変更の生じる要因

や変更の経緯に個別の特徴的な傾向があることを明らかにした。また，アンケ ー ト調

査と実態調査の結果から，各事例の用途変更の発生要因と新用途決定の理由を分析し

て集計し，現在の用途変更の生じる要因について，実状を明らかにした。

第 4 章「用途変更の事例調査」では，典型的な事例を取り上げ事例研究した。武里

団地図書分館は年齢層別人口の偏りや競合施設の増加によって需要が量的に変化して

用途変更した例であり，横浜市老人施設清風荘は結婚式のあり方という需要の質的側

面が変化して用途変更した例である。小平市中央公民館は，都市近郊の衛星都市の人

口増加によって，葛飾区東立石保育園は，建設時期の違いによる施設格差を解消した

用途変更で， どちらもよくあり得る事例である。倉敷市展示美術館は現代の名建築を

活性的に保存した事例で，福岡市市民図書館は民間の大規模遊戯施設を用途変更した

事例で，どちらも個性的な建物である。

第 5 章「用途変更と建物の変化」と，第 6 章「用途変更による平面の変化」では，

分析対象施設の用途変更前後の平面を比較分析し，建物の用途及び使用内容の変化と

建物平面の変化との関係を明らかにして，合理的な平面計画の方法を提案した。

建物の形を①面積，②道路及び敷地との関係，③室と空間の連結形，④室，空間の

内容，に分けて考えることとし，第 5 章では，①と②について記述した。施設面積に



ついては，統計資料と対象事例の用途変更結果から平面計画の考え方を述べ，道路及

び敷地との関係については，利用者の利用形態の変化と出入口の位置と形の変化と し

てとらえ，両者の関係を明らかにした。また，用途変更を実現するために必要な工事

を，改修工事グレードというスケールで表現し，その内容や決定理由 ， 用途変更との

関係などを述べた。

第 6 章では，室と空間の連結形を(1 )ワンルーム型， (2) 廊下型 ， (3) センター型とし，

階段と水廻りは，主出入口の近 くにあるものと，利用者の中心にあるものなどに分け

て，プランタイプを設定した。用途変更の前後でプランタイプに変化があるかどうか

をみた結果，元の建物の平面によって変更の可能性に差があり，用途変更時に必要な

平面の変化を実現する工事の内容にも差があるとわかった。

第 7 章「結論」では，約 10年間の建築関連定期刊行物 8 誌に掲載された，改修工事

に関する事例から，用途変更の計画資料となるものを整理して，手法別に表にまとめ，

最後に，本研究のまとめと今後の課題について記述した。
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第 1 章序論

1 .研究の目的

戦後 45年を経過して，わが国の公共建築のストックも膨大なものとなってきた。

建物の寿命は「物的老朽化 J ， í 立地上の不適合 J ， í 機能上の陳腐化」という 3

つの要因によって決まるといわれているが(文 1 ) ，実際の寿命は，物的老朽化によ

ってではなく，立地上の不適合や機能上の陳腐化によって決定されていることが多い

という。また，建物が快適に使われるには，単に物的維持管理が良好なだけでなく，

建物の内容が使用目的に合致していなければならない。

このように，機能的側面の維持管理は重要な問題であるが，維持管理といえば，物

的維持管理を指すのが一般的であり，研究も又，物的側面に関するものに偏っている。

特に公共建築では，建築担当者が使用上の問題を気にするのは新築時のみであり，一

旦竣工すると，使用内容が変わってきても使用者の裁量に任されることが多い。初期

性能を維持するための修繕は行われるが，使用内容の改善は検討されず，ほとんどの

公共建築は新築されたときが最良で，機能は低下する一方である。これは，建物を車

や大型電気製品と同じような耐久消費財と見る考え方で，使い捨ての思想といってよ

いだろう。

公共建築が長く使用されなければならない理由として，以下のようなことが考えら

れる。

①低成長，安定経済の時代にふさわしい公共投資の形態は、フロー型ではなく，スト

ック型である。修繕費や改修費を支出しつつ、建物を長期間使用することは、低成

長安定経済の現代に合った公共投資といえる。

②長期間の使用に耐え得る質の高い建物が多くなることは，社会資本が蓄積されるこ

とであり，そこで営まれる生活の充実につながる。

③地球環境の保全は，我々現代人の義務である。公共建築は，建設全体に対して占め

る比率は小さくとも，その公的立場から省資源，省エネルギーを目指し，廃棄物を

最小限におさえなければならない。短期間での改修はその趣旨に反する。

④公共建築は長期間存続することによって，思11染みのある都市景観をっくり，使い慣

れた施設となる。このことは，老人にとって，特に必要とされることであり，老齢

化社会をむかえつつある現代の公共建築では，考慮されるべき点である。

公共建築の第一の目的は，地域住民へのサーピスである。従って，公共建築は地域

需要をもとにして設計目標が設定され(文 2) ，その実現に必要な室，空間が作られ



る o 機能的な合目的性 と 用途にふさ わ しいデザインは設計の重要な 要素である。

しかし地域需要は時間経過と共に質的にも量的にも変化する。 その変化 に対応しな

ければ，建物は無用の長物となり利用されな く な る o 本文中の公立結婚式場の衰退は

その l 例である〈第 4 章 の 2. 参照)。公共建築 の重要 な 価値のひ と つは住民に とって

必要な も のである こ と で，いかに立派な 建物でも使用 されない公共建築では価値がな

2. 既往の研究

し 、。

既存建物の維持管理問題は近年重視されるようになった分野であり，下記の文献

で既往研究のまとめが行わ れている。

* 建築学大系19 í 維持管理」ー ライフサ イクルコストの研究

田村 恭他， 彰国社 ・ 83. 7 

* 建設省総合技術開発 プロジェクト 「建築物の耐久性向上技術の開発」

既往研究文献リスト 下総董他、 . 84 

*日本建築学会昭和 59年大会研究協議会資料 「 分譲集合住宅の管理」

建築物維持管理文献リスト 井上博他、. 83 

*日本建築学会建築経済委員会 「建築物の耐周年限に関する調査報告書 j

耐用性耐久性関連文献リスト 加藤裕久他 I • 79 

本研究では「建物の機能上の陳腐化」 を 「 地域需要 と建物との不整合」と解釈し，

この不整合を解消することが機能的耐用年限を延長させる方法であると考える。 í地

域需要と建物との不整合J が建物の物理的寿命の範囲で避け得ないものである以上，

解決のひとつは新築の時から機能変更が可能な建物を作ることであり， もうひとつは

既存建物を生かして機能変更することである。

「用途変更」は機能変更の最も著しい方法であり，機能変更の典型である。本研究

は公共建築における機能変更を用途変更という断面でとらえて，機能変更に対してフ

レキシピリティのあるプランと，既存建物の機能変更の合理的な計画手法を提案する

ことを目的とするものである。

既存建物の耐久性延長に関する研究はいくつかに分けて考えられる。

最も早くから研究されていたのは材料，施工の分野である。木材の防腐，鉄の錆

止め，セメントの亀裂防止など，建築物の構成材の耐久性を高めるという視点から

研究が行われていた。この分野ではその後も，十代田三郎氏の「木材の普及ならび

にその防止に関する研究 J (文 6) などを経て，耐久性研究の主流として現在に至る

まで続いている。中でも岸谷氏らの鉄筋コンクリート中性化進行式についての研究

(文 7) は機能的耐用年限の延長の限度を示す物的耐周年限の決め手となっている。

環境の分野では，建物の汚れや堆積塵あいを対象とした宇野氏や，楢崎氏の研究

〈文 8) があった。

耐久性延長に関する研究分野の一方の主流は建築経済である。耐用年限について

理論的基礎を築いたのは「住宅経営費用に関する研究J (文 10 ，昭 39) を著した谷

重雄氏である。谷氏は「物理的命数とは消滅の原因が構造耐力にあるとする考え方J

(文 9) と規定し， í 機能あるいは性能が劣化して，ついに使用に堪えぬようになる

場合は機能的命数と読んで物理的命数と区別すべきであろう」と定義している。こ

こでの機能的とは主として設備機器機能を意味し，本論文でいうところの機能的耐

周年限は社会的命数と表現している。谷氏はまた，人口統計上の手法を準用して，

建築耐用年限に対し平均余命数の概念を取入れ，各都市の住宅の余命数分布を求め

た。この研究は調査時点が昭和 35年で，戦災の影響を大きく残した時期であり，そ

れが問題であったが，これは後述の橋本氏，飯塚氏の耐周年数に関する調査も調査時

期について同様の問題を持っていた。

公共建築の維持管理を論じる場合には便宜的に税法上の法定耐周年限が使用され
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ることが多いが，法定耐用年限も時代とともに短縮の傾向をたどっている o 日本建
築学会建築経済委員会固定資産評価部会はこの法定耐周年限設定のための資料と し

て，昭和 55年「建築物の耐周年限に関する調査報告書 J (松下清夫主査，文 5) を出
している o その後，小松氏，加藤氏らによる累積ハザード法による木造専用住宅の

寿命の推定(文 12) ，並びに同じ手法を K 市に適用した崖 i主祭氏の「公共建築の修
繕貨の実態と寿命の推定方法に関する研究 J (文 15) を経て，建物の寿命につ い て

は徐々に明確になってきた。これらの研究の中から興味深い結果を箇条書きすると

以下の通りである。

① A市 の戦後 の建築物の昭和 33年 -- 5 3年 の 除却建物の最頻寿命 は 14年

② A 市で は RC造 の 建物の方が木造の 寿命より短い

③ A 市 では 「 居宅 」 のように非生産財的要素の建物は除却年数が長 く なる。

④わ が国の木造住宅の平均寿命は約 48年である。

⑤ K市の公共建築の平均寿命は 35年-- 39年 である。

これら建物寿命の実態と，材料学からの物的耐周年限との聞にはかなりの差があ

り ，現在の建物の寿命が物的耐周年限によって決まることが少ないことは明白であ
る o 寿命の実態とあるべき姿とは別であり，本研究は公共建築におけるその差を適

切に縮めようとするものである。

耐周年限に関する研究と並行して，修繕周期や修繕率に関する研究がある。この

研究の目的は建物を計画的に維持管理し一定性能を保持し続けることと，ライフサ

イクルコストを低くすることである。

飯塚裕氏らは旧電信電話公社営繕時代の実務的立場を基盤に，十代田氏の材料学

実験室的な耐久性研究から，フィールドに材料の耐久性研究の分野を広げたもので

ある(文 16) 。

昭和 29年には，日本建築学会建築経済委員会がモデル修繕過程を作成した。この

モデルは設備比率が現在と全く違っており，かなり前から実状に合わないほど古く

なっているが，現在でも自治体などの維持管理費計算のよりどころとされている o

最近では石塚義高氏による「第一報 標準建築修繕費算出方法 一 標準建築修繕費

算出に関する研究 J (文 19) ほかがあり，建設省総プロ，建築・設備維持保全推進

協会(建設業界連合の維持管理)などでもモデル生涯費用の算定が行われている。

構法分野の中で本研究の資料として重要なのは，小原誠氏の「改修の円滑化のた

めの建物各部位の構成について J (文 22) である。ここでは、改修工事においては

建物部位の耐用年限と構法上の深・浅の序列が整合し，部位同志の更改年限が倍数
関係にあることが望 ましいとされている。内田祥哉氏はビルデイング・エレメント

論の立場から耐久性を論じ〈文 2 4) ，最近の吉田悼郎氏らの研究(文 25) に受け継

がれている。

建築経済の中で昭和 55年頃から増えてきたのは，今や社会問題でもある分譲集合

住宅の維持管理に関する研究である。分譲集合住宅では単に物的側面から修繕周期

や修繕率を求めただけでは問題解決にならない。従って，今後は，管理組織や修繕

積立金 ， 管理システムなど建築経済的な問題だけでなく，住戸集合形式や近隣関係

など建築計画学的分野との境界に研究が進展することが予想される。

これら物的維持管理研究の蓄積に対し，機能的側面の維持管理研究はほとんど無

いに等 し い。

建設省営繕の橋本正五氏は「庁舎の減耗と建替に及ぼす内外要因の影響について 」

( 文 27) ほかで ， 庁舎， 職員住宅では，機能的経済的理由からの建て替えの多いこ

とを指摘 してい る。

そして， 岩下秀男氏を初めとして，機能的耐用性減少への対応が必要だとす る 主

張は少なくない が (文 31) ， そ れ を 裏付ける調査も 具体的な研究もなか った 。 そ の

理由とし て次の よ うな事が考え ら れる。

①民間建物ではこれまでも経常的に 機能変更が行われており ， あえて研究者が研究

する必要が薄かったo

②公共建築では こ れまで新築建物の内容の変化が多く，その研究に追われた。

③既存建物に関する記録は一般にはあまりきちんと残っていな い 。

④わが国では，建築ストックが少なく ， 維持管理や運用について関心が薄かった。

⑤日本住宅公団， 日本電信電話公社， 日本国有鉄道， 郵政省，文部省，建設省など

維持管理に実績のある公的組織は建物の種類が限定されており，機能変更問題は

顕在化しなかった。

建築計画の分野で建築の機能的耐用性に言及していたのは西山卯三氏である。西

山氏は 「農村貧困化過程における住宅，農村建物の耐周年数に関する研究 J (文 33 )

の中で， 建物の寿命が使われ方によってっきると述べている。この他， í建築雑誌J

(日本建築学会)の特集記事に於てそれぞれ建築計画学の立場から維持管理や耐周

年限に関する考え方を述べている。 í耐周年限特集 J (昭 36. 8) では鈴木成文氏，

「省資源特集 J (昭 44.1 1)では伊藤誠氏， í建物のメンテナンスはどうあるべきか 」

(昭 58 . 10) では柏原士郎氏，岡田光正氏I í 既存建築物の診断・改修一技術の現状

と今後の課題 J (昭 59 . 7) では清水令一郎氏などである。

船越徹氏は種々の建物を対象にして，経年的に変化する建物の使われ方と建物の

対応関係を一連の「建築の成長・変化の研究 J (文 37) で解明しようとした。研究

方法や研究対象は違っているが意図的には本研究と最も近いものである。
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建築計画の分野には，吉武氏らの「団地居住者の医療需要一住宅団地の医療施設

計画に関する研究 1 J (文 65) など，人口構成や施設利用の経年変化，建物の変容

過程などを時系列でとらえた研究は少なくないが， これらは新築時の予測計画を目

指したものである o 公共建築における地域需要のとらえ方や，建物の変容をプラン

中心に見る点など，本研究はこのような既往の研究成果をもとにするが， 既存建物

の改修を目標としている点に特色がある。

3. 用語の定義

本研究分野はまだ大系的に確立していないので，研究者によって使用する語句と

意味に若干の食い違いがある。本論文では原則として「建築物の耐久設計は可能か 」

(昭和 6 1 年度大会材料 ・ 施工部門研究協議会資料， 日本建築学会材料施工委員会，

昭 6 1. 8) による語句 の定義を使用す る こととするが，本論文で使用頻度の高い語句

及 び本論文独自の使用 をする もの については下記 の通り定義する。

公共建築 : 国 ， 及 び地方自治体が所有す る 建築物。住宅都市整備公団 や 旧電信電話

話公社，旧国鉄等 の所有する 建築物も 公共建築 に該当するが，現在は民

営化さ れているため本論文の分析対象施設からは除外 した 。

地域施設 :地域住民にサービスする施設。 店舗 などの民間施設を 含 み 公共建築より

広範囲の施設。

耐周年数: 建物またはその部分が使用に耐えなくなるまでの年数。耐用命数，耐周

年限と同じである。

建物の 寿命:建物が新築されてから撤去されるまでの年数。 実際耐用年数に同 じ で，

諸研究によれば，耐周年数より短いのが実態である。

物理的耐周年数:建物の使用や経年によって建物が劣化し，使用できなくなるま で

の期間。構造体の耐周年数をその建物の物理的耐用年数としている 。

機能的耐周年数:建物や設備が需要の変化に対応していないために， 建物の機能，

性能の相対的価値が低下し，使用できなくなるまでの期間。

社会的耐用年数:周辺環境の変化や都市計画の変更など，建物自体の耐用性低下

が理由でなく使用されなくなるまでの期間。

維持管理:建物や設備を常に適切な状態にしておくための工事と作業。

耐久性: 建物またはその部分の劣化に対する耐性。耐性一般をさすこともある。

耐用性: 建物またはその部分が機能を持続して維持する性質。

ライフサイクルコスト:建物の企画から建設，廃棄に至るまでの期間内に，費やさ

れる費用全体をさす。新築時のイニシャルコストとその後のランニングコ

ストの合計である。

劣化:物理的，科学的，生物的要因により，物の性能が低下すること。

修繕:劣化した部材・部品・機器の性能を原状あるいは実用上支障がない程度まで

回復させること。但し，保守の範囲に含まれるものは除く。

建築課:自治体における建築工事を担当する部署の総称。営繕課。保全課を含む。

管財課:国， 自治体等の土地建物を含む財産を記録，管理する部署。名称は様々。

内訳書 :国， 自治体等の建築工事の(入札予定価格の〉見積書。
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計画通知:建築基準法第 18条の 2 に基づいて，国，都道府県文は建築主事を置 く 市町

村が建築物を建築する前に建築主事に出す通知。一般の確認申請。

史的保存:歴史的に価値のある建物を建築的手段で保存すること。

く数字> :分析対象施設の施設番号を示すo 施設名と施設番号は表-1. 5 (P.18"-'25) 

による。また ， 本文中の分析対象施設 とは表- 1. 5 の 11 8施設を指 し ，そ れ

以外の調査し た施設 も 含 む場合 は調査施設 と 呼ぶ。

工事グレード : 改修工事の程度を プ ラ ン変更のし 易 さ から 6 段階 に分けたもの 。

内容について は P.1 26--129 に詳述 している。

躯体利用:仕上げや配管 を撤去し， 躯体のみを利用 して 再利用す る改修方法。

内容については P . 126 に 詳述している。

庁舎 : 本庁舎 の意味。

分庁舎 : 本庁舎 に付属する機能を持つ事務庁舎。

老人センター:老人福祉センターや，老人憩いの家などの老人用の集会施設とリク

リエーション施設一般

大規模修繕:建物を計画的に修繕するうえで設定する時期で，設備機器や配管の交

換，屋上防水の全面補修などを行い，おおむね 16--20年間隔で設定される。

4. 研究の方法

(1 ) 研究目標の確認と予備調査

建物の寿命が物理的要因で決まっていないことは建物の除却年数の短さ(文 1 1)か

ら見て明らかであり，その要因が需要と建物険能との不整合にあることは経験的に知

ら れていた。が， その事実は橋本正五が庁舎と公務員宿舎の(主として木造)建て替

え調査 (文 28) によって指摘 していただけであっ た。したがって ， 本研究はまず問題

の所在の確認から出発し ， 不整合の内容を明らかにし なけ ればなら な い。

公共建築を対象として，研究目標 の確認が必要だが， 既往研究の な い分野なので，

自治体の建築担当者 や関連の研究者に ヒヤ リ ングして， 該当する 建物があったところ

から建物の調査を始 め た。

予備調査 としてのヒヤリングの対象 は次の通 りである。

①周辺の 自治体

②知人いる 自治体や紹介者のある自治体

③維持管理の研究者

この予備調査の結果，以下のことが分かった。

①どの自治体でも既存建物の維持管理についての取り組みが非常に遅れている 。

②「機能上の陳腐化 J I機能上の理由から改修 J I 使用上の問題があって改修J 等 の

言葉では調査対象とする建物の意味が通じない。 I用途変更」と 言えばわかる。

③機能上の理由での改修工事や増築をしたものには，部屋の模様替えやドアの交換な

ど部分的な工事もあり，対象建物の範囲の設定が困難である。

④自治体としては，機能変更や用途変更の事例はあまり外部に知られたくない。

⑤用途変更の事例は少なく，各事例の用途も要因も内容も状況も多様である。

⑤内容の説明に例を出すと，その例に回答が拘束される。特に空き教室の例を出すと，

空き教室の話に終始することになる。

春日部市の武里団地では，診療所が図書館に用途変更されていた。この資料収集に

は市の関係各課の全面的な協力が得られたが，同時に，公共建築の用途変更に関する

資料を時系列的に揃えるには，自治体側の全面的協力が必要であることがわかった。

例えば， 20回近い改修工事を 20年前までさかのぼって知るには，各時点の担当者の

話を聞く必要があり，プランも各自の古いファイルから探してもらうことになった。

団地の人口構成にしても初期のものは公団にもなく，市の人口統計課で町名変更で集

計単位が違ったのを丁目別に抜き出し再集計してもらった。団地内の患者数の変化や

周辺地域の人口変化，開業医数の変化，等々も同様な意味で市のお世話になった。
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しかし，このケーススタディの結果，以下のように研究の目標を確認することがで

き，調査と研究の方法に関するいくつかの見通しを立てることができたo

①「公共建築の施設単位の用途変更」を調査対象とする。

②武里団地診療所で生じたような地域需要との不整合は，他の公共建築にも共通する

一般化できる要因によって生じている。従って他の自治体の公共建築で も 類似の不

整合が生じている。

③用途変更された公共建築を一定数調査すれば，用途変更が必要となる要因や変更の

実状は明らかになるであろう。

④「公共建築における機能上の陳腐化J は，建築計画学的に「建物と地域需要との不

整合」と言い替える方がわかりやすい。

⑤用途変更を建物の形(平面〉と使われ方との不整合の発生とその解消過程と見る o

( 2 )研究方法

わが国の建築計画学の主流は「使われ方研究」であるといわれる。これは建物の使

われ方の調査から，人間の行為・生活と建物空間との相関関係，矛盾，法則性を見つ

け出し，建築計画に適用しようとするものである。現存する建物を調査対象とする目

的のはっきりした方法であるから現状改良的で，未だ実現していない提案的なものに

は一定の限界がある。

すでに述べたように，用途変更とは建物と地域需要との不整合の解消過程であり，

現状改良の方法である o 本研究がその変更の内容を使われ方にみるのはむしろ自然、な

ことであろう。

用途変更の個々の事例は理論に沿って計画されたものではなく，各担当者が種々の

条件のもとで，工夫実施した結果である。成功事例ばかりではなく，施設内容の面で

は新築の他施設より劣っている場合が少なくない。施設の用途や規模，内容も事例に

よって異なっている。事例を集計してその数値なり，パターンをそのまま用途変更の

あるべき方法とすることはできない o どの様な形で事例を読み取るかが問題である。

では，使われ方研究に不可欠な調査事例はどの程度の詳しさで，どれほどの数が必要

であろうか。事例は多いほど良いが，用途変更が認知されていない現状においては，

数そのものにさほどの意味はない。

おそらく現在のわが国の用途変更で最も数が多いのは，空き教室の再利用であろう。

これは調査しなくとも，人口構成の変化と公共建築における学校建築の割合から容易

に推察できる。安易なアンケート調査で，空き教室の用途変更ばかり集めても仕方が

ない。武里団地診療所のケーススタディは 1 事例でも空き教室事例の何倍もの情報を

持っていた。必要なのはこのような事例である。
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しかし，武里団地診療所のように過去にさかのぼるケーススタディがどこでもでき

るわけではなし '0 例えば，神戸市や埼玉県などの大組織になると，建築課の協力は得

られでも，他の課の資料までは入手できなし '0 従って本研究で集められる資料は，比

較的記録の残り易い「最近の用途変更J のものに限られることが予想された。

「幸せな家族はどれも似通っているが，不幸な家族は一つ一つ違っている j という

言葉がある。新築建物が白地の所に計画されるのに対し，用途変更の建物は地域需要

と建物との矛盾から生じたものであり，個別差は大きい。数多く集め，数量的処理を

行なうことによって個別な条件を切り捨てては，失うものが余りにも大き過ぎる。複

雑で多くの側面を持つ事例をケーススタディ的に見て，用途変更の構造を普遍的に説

明する情報を得ることが重要である。

ケーススタディ的な研究の問題点は，選ばれた事例の代表性と分析過程の手続きを

客観化普遍化しにくいため不正確さ窓意性が入りやすいことだといわれる。(文 58) 

そのために注意すべきことは，事例の典型性と事例から洞察されたことの再現性であ

る。

(3 )調査方法

本研究の調査方法の計画については，二つの視点が必要である。ひとつはその方法

が時間的，労力的，設備的に実行可能であるかどうか，もうひとつは，その方法によ

って用途変更の構造が普遍的可視的に提示できるようになるかどうかである。

調査は用途変更の建築担当者と施設管理者への直接面接調査と，建物の観察調査が

最も効率的である。それに先だって，用途変更事例の所在を知る必要がある。予備調

査の段階で， こちらの説明が悪かったのであろうが，紹介者なしで行った場合と紹介

された場合とで回答が違った自治体があったり，調査矩否もあったので，アンケート

や電話による調査を安易に実施することは避けるべきと考えたo

確実に調査できるのは紹介者がある政令指定都市の施設と，雑誌等に公表されてい

る施設である。これらについては事前に手紙を出し，調査以前に 2 度以上のコンタク

トをとった。この調査では， どの自治体でも丸一日，実に丁寧に調査にお付き合いい

ただいた。担当者と管理者との接触時間が長い利点を生かし，できるだけ自由に話を

聞いたが， この実地調査を通して，用途変更の構造の概要の見当がついた。

次の段階であるアンケート調査は次の 3 つの理由から 2 段階に分けて実施した。

①用途変更した建物を保有する自治体は少ないと予測される。

②回答には手間がかかるので，最初から記述の大変な内容にすると回答率が低くなる。

③ 2 次アンケートの回答のお礼として同封する報告書と論文の数を節約する。

実地調査を前提としたアンケート調査なので，回答率の予想、と実地調査ができる範
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固ということから，対象を関東，東海，近畿の人 口 1 0万以上の市区とした 。

実地調査では，用途変更の経緯や現在の使用状況他につ いて， 聞 き取り対象者か ら

の回答はできるだけ自由に話 し てもらうことを目標にし ， 欠けて い ると思われる 内容

について補足的に質問 し た。

5 . 調査概要

調査は以下の )1国序で行い，概要と調査の結果得られた事例数は以下のとおりである。

(4 ) 分析方法

調査の結果得ら れる 情報には定量的なものと 定性的なものがあるが，本研究の目的

には，プランと 定性的なものにより多くの情報が含まれている。

個々の事例の相互 に関連した情報を無視しないという原則から，カード (KJ ì法用の

既成品を用いた)の裏表に分析に必要と思われるデータをできる限り記入し，集計は

そのカードを使用してその都度，施設全体の特性を考慮、して行うこととした。必要に

応じて，施設別にファイルしである調査資料で内容を確認した。

分析にあたっての留意点は以下の通りである。

①用途変更の要因や工事内容など，自由記述式の回答は聞き取り調査によって内容を

補足し，集計にあたっては内容を省略し過ぎないように注意する。

②複合建築や多棟建築があり，事例によって扱いに差が生じないように分析対象を主

要な棟の主要な用途に限定する。

③史的保存の建物は用途変更の目的が本研究の対象事例と違っているため，工事内容

や平面の考え方も異質なので，分析対象から除外する。

④空き教室の利用による用途変更は，独立した用途に使用されている場合はピルの 1

室と考えられるので，分析対象事例とする。

⑤用途変更の理由など，定性的な内容を持つ回答の集計は 1 週間以上の時期を置いて

再度集計する。

分析の主目的は用途変更前後の平面を比較し，用途変更によって平面上生じた変化

をの法則を明らかにすることである。平面の見方には様々あるが，用途との関係から，

①面積，②出入口の位置と形，③室の連結形，④階段と水廻りの位置，⑤各室の広さ

形と機能などの要素に分けて分析し，使用内容の変化と変更内容との関係を明らかに

することとした。

調査 A. 聞き取り調査

調査目 的:公共建築の機能変更の実態を知るための予備調査である 。

調査対象 : 埼玉県， 春 日部市， 浦和市，神戸市，大阪府，大阪市 ， 草加市 ， 新宿区 ，

千代田区，川口市，神泉村，神川村，越谷市，大宮市，岩槻市， 朝霞市 ，

高崎市，函館市，京都市の 19 自治体の建築課

調査期間:昭和 59年 11 月~昭和 61年 8 月

調査方法:建築課での聞き取り調査と該当事例がある場合には実地調査をした。

調査 B. 聞き取り調査

調査目的:維持管理に実績のある自治体や組織の管理の実態を知る。

対象組織 調査日時 対象部門 面接相手

横浜市 60.10.14 住宅建設課 斉藤龍男他

神奈川県 60.10.15 建築工事課 伊藤吉一他

大阪府 60.12.11 営繕室 上原正治他

大阪市 6 O. 9. 企画課 大泊正昭他

神戸市 60. 9. 計画保全係 稲毛政信他

神戸市水道局 60. 9 技術部 乃込亦幸

埼玉県 60.10.13 管財営繕係 池原誠二

N T T (本社) 60.12.18 保全防災部 折笠 弥

N T T (関東支社) 61.11.10 

建設省(近畿地建) 60.10.22 工務検査課 河合慶盛

建設省(本庁) 61.11.11 保全指導室 片淵

筑波学園都市 61. 1. 28 施設管理課 大塚祐正

国鉄(本庁) 60. 建築課 中村隆俊他

国鉄(技術研究所) 61.11.11 調査課 菊池真澄他

団地サービス 60. 9.13 分譲企画課 竹内正明

埼玉県サービス公社 60.12.23 建築課 加藤治男
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調査 C. 文献調査及び聞き取り調査

調査目的:建築関連の定期刊行物 12誌から既存建物の改修事例を抽出し，わが国の建

物改修の実態と改修手法を探る。

調査対象:表- 1 . 1 の通り

調査期間 : 昭和 6 1 年 1 0 月 ~昭和 6 1 年 1 1 月

調査方法 :改修工事の記事の内容を 図- 1 . 1 のデー タシートに記入しょ

調査 D . 聞き取り調査

調査目 的:用途変更された公共建築の実態調査

調査対象:表- 1 . 2 は政令指定都市における用途変更事例である。

表- 1 . 1 調査 C における建築関連定期刊行物一覧表

刊行物名 調査号数 刊行物名 調査号数

新建築 1966.11 -- 1988.8 組築と社会 1970. 1 -- 1988.8 

建築文化 1968. 6 -- " 建築技術 1984. 7 -- " 

S D 1971. 1 -- " 日経 7 ・h?ft- 1980. 1 -- " 

都市住宅 1974. 1 -- " ひろぱ 1984. 7 ......, 11 

A+U 1971 " 公共建築 1984 " 

建築保全 1980 N 施工 1984 " 

図- 1 . 1 データ・シート

.'とl l 凶 r-.r. 1

表- 1 . 2 政令指定都市における

用途変更事例(昭 60)
j 01 剖 M ~ 

岨司:t'.I\; ,"a IA 迫 011 ぬ I

キL 中晃 市 2 
ru 

，時

* 京 者日 。

~ n IH' を 令、!'I \Lたかを n" ，h

横 i兵 市 3 

ニ同時 IH I Iす二とを ' f lt にしたヲf>(l
)11 自奇 市

名 古 屋 市 2 

よ円 11 同 1 .1.1\令令 t ぃ令 f.四ど令"にで 3 だの? )? 者R 市 2 

大 阪 市 2 

Il.町 内川mすゐ巴 の . 11 に U"'l 隣町 2 た，."'，，(;'的に J宅" Lf;J¥ 1ql 戸 市 2 

広 Eb 市 2 
π~ I'!円，"'1"ゐんの"1\体的匂 u ・1111"

1 ヒ プL 1H 市 。

a吐 同l 7行 2 

*昭和 59年までのシートは福村文代(大阪大学昭和 60年卒)が作成し，筆者が原著確

認をしている。
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札幌市， 横浜市，名古屋市，京都市，大阪市，広島市，福岡市などの政令
指定都市に おけ る用途変更された建物，及び建築担当者，施設管理者。
東京都と 川崎市，北九州市は該当事例がないため，調査を省略した。

調査期間 : 昭和 6 1 年 8 月 ~昭和 6 2年 4 月

調査方法 : 聞き取 り 調査。

調査 E. 一次郵送アンケート調査

調査 目的:用途変更 された公共建築を実地調査するための情報収集 のため である o
調査対象 :関東， 東海，近畿地方の 143市区の営繕課長。

発送先と回答結果の各市の該当施設数は表 ー 1 . 3 の通りである o
調査期間:昭和 62年 4月 28 日発送

調査方法:郵送アンケート調査。

調査用紙は本論文の最後にある付録参照。

回収率等 :回答率は 100/143 (69 . 9%) である。回答のあった市区と，該当する施設数は

表ー 1 . 4 とおりである o 54% の市区で該当事例がなかった。回収率に際だ

った地域差は見られなかったが，用途変更した施設の保有率は東京区部が

高い.保有市区/回答市区は，東京区部が10/14 ，他の関東地方が21/48 ，
東海地方が8/22 ，近畿地方が13/25であった。

調査 F. 二次郵送アンケー卜調査

調査目的:調査 E に回答のあった該当事例の用途変更の詳細を知る。

表- 1 . 4 調査結果一覧表

全調査自治体数 152 

-用途変更施設のない市区 5 9 /152 

-用途変更施設のある市区 5 3/152 

-用途変更施設の数 1 4 9 

-二次アンケートまである施設の数 1 1 8 キ

-実態調査をした施設の数 100 

ヰ:二次アンケートで姫路市立美術館は歴史的保存

であると判ったので対象施設から除外した。
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表- 1 .3 調査自治体一覧表
は珂査の必要な いもの

空棚 は回答のなかったもの
調査対象:調査 E の郵送アンケートに，用途変更施設を保有していると回答のあった

46市区の回答者。

調査期間:昭和 62年 6月 1 日発送

調査方法:郵送アンケー ト調査である o 調査用紙は付録参照。調査依頼文には筆者の
既発表論文を同封した。該当施設が 2 以上の自治体には更に「施設カルテ
の調査研究」報告書を同封した。

改修率等 :回答率は 31/ 46 (67%) で，回答施設数は 89事例であっ た。

発送先と回答の有無と施設数は表ー 1 . 3 に示すとおりである o

市区名
一次 一次 実態

市区名
一次 一次 実尽

市区名 一次 支.~
D~- ト nヤ・ト 開査 p~- ~ D ケ・ト 調査 7 ï7 ・ト 7ïケ-ト 開査

7)< P 。 豊島区 2 安械

日 立 2 北 区 5 小牧 。

土 iil1 荒川区 。
一 一 津 。

肪 田 仮出区 四日市 2 2 2 

宇都宮 練馬区 6 伊努 。

足 手IJ 足立区 10 10 松坂
山 。 葛飾区 2 2 鈴鹿 。

前 f~ 2 2 江戸川区 。 大津 。
一

高 的 八王子 京都 一 4 

桐 生 立 JlI 宇治 4 
伊~\Qt) 。

一 武滋野 大阪

太 回 。
一 院 堺 。

一

j甫 FトSヲf 梅 岸和田 。
一 一

)11 越 。 府 中 豊 中 。

H~ 谷 。 調布 池 田 2 
)11 口 。 町 田 。 吹 田

大 ，呂- 。
一 小金井 高槻

所 沢 3 3 平 守 口 4 

石 槻 日 野 5 枚方 。

春日部 l 東村山 2 2 2 茨木
挟 山 l 東久留米 。

一 八尾 2 2 
上 尾 多 摩 。

一 富田林 。

草 力。 2 憤 浜 一 4 寝屋川
)11 越 。 横須賀 。 松原
入 間 。

一 )11 崎 。 大東 。

新 座 平塚 2 2 和泉

一
認F 3 拒否 鎌 倉 箕面

干 葉 2 2 2 犠 沢 羽曳野
市 )11 。 小田原 門真 。

一

船 f~ 。
一 一 茅ヶ崎 東大阪

木更津 。
一 相模原 。 神戸 一

松 戸 秦野 姫路 (1) 

野 田 。
一 厚木 尼崎 。

一

佐 倉 2 大和 。
一 一 明石 。

一

習志野 。 甲 府 西宮 5 4 
拍 。

一 岐阜 伊丹
市 原 。 大垣 加古川 。

一 一
流 山 。

一 各務原 宝塚
八千代 百P 岡 2 川西
我孫子 浜位 。 奈良
千代田区 。 。 1召 津 3 掻原
中央区 清 水 2 和歌山 。

一

港 区 2 2 富士宮 。 埼玉県 一 。

新宿区 。 富士 大阪府 。

文京区 。
一 焼 津 。

一 神泉 2 
台東区 牒 技 。 朝霞 一 。

墨田区 恒否 名古屋 一 2 神川村 一 一 。

江東区 3 豊 桔 函館 一 2 
品川区 岡 崎 。

一 札幌 一

目黒区 2 2 一呂 。 福岡県 一

大田区 滴戸 6 6 神奈川県 。

世田谷区 春日井 。
一 福岡 2 

渋谷区 2 豊川 。 広島 2 
中野区 刈谷 倉敷 2 
杉並区 7 7 6 互~b正 田 。 回答市区 100 31 42 

142 46 

調査 G. 聞き取り調査

調査目的:調査 6 に回答のあった該当施設のうち，特徴的な施設の実態を知る o
調査対象:表ー 1 . 5 中に表示された 62施設。

調査期間:昭和62年 7月~昭和63年8 月

調査方法:建築担当者と施設運営者からの聞き取り調査と建物の観察調査。

以上の結果得られた分析対象事例数は 118であった。

各事例の内容の概要は表ー 1 . 5 に示す通りである。

なお， 一次郵送アンケートには回答があったが，二次アンケートには回答がなく以
後の調査をしなかった 28施設は分析対象からは除いたが，用途変更施設概要の集計に
は算入した.

調査 H. アンケー卜調査

調査目的:分析対象事例のひとつである武里団地図書分館の利用者調査
調査対象:武里団地図書分館の来館者

調査時期:昭和 60年 5 月 9 日、昭和 60年 5 月 12 日

調査方法:分館の出入口で来館者にアンケート用紙を渡し、その場で住所年齢職業を
記入してもらい、入退館時間は調査者が記入する。

調査 1 :郵送アンケート調査

調査目的:公立結婚式場の式場と会議室，ホールの利用率の経年変化

調査対象:昭和59年度「関東甲信越地区公立文化施設協議階会員名簿」より抽出した
埼玉県内の結婚式場を持つ公立文化施設22施設

調査時期:昭和 61年 4 月

調査方法:郵送アンケート調査。電話により補足調査した。
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表ー 1 . 5 分析対象施設一覧表

1iíH予凡X 辿物名休 新築年 廷面積 (nf) ~工*n 。首 考 J:.'!!.=;I町 (1
番号 (旧住物名称) 改修年 情造

〔百万円)

(1臼 m 必) - 所在地 (経過) 規模 工(干J]問1 !/日向m') r J 内はアンケート回答者の意見 図五面位臼
怒号

15 中央「白地域3長会所 昭. 40 295 2. 4 12-15 と同じく出張所を廃止する方針によっ
(第六出張所) B゚.60 RC 造 8 て用途変更された。プランも 12 とほとんど同

tf~ ﾇ/q i!1i -足立区足立ト 17 -5 (20) 2 階建 じ。

16 伸明地以集会所 Bf�. 41 163 O. 6 12-15 と閉じく出張所を廃止する方針によっ 昭. 62 
(神明出張所) 昭. 60 RC 造 て用途変更された。プランも 12 とほとんど同 6 月

11 -足立区神明南 2 - 14-7 (19 ) 1 階建 じ。

17 醍悶児!'ìHti 昭. 43 209 35. 1 人口の急増地区で l 度増築，その後総合庁舎 8B.61 
( n~間支所) 日目. 60 RC 造 16. 8 を新築。小学校の向いの用地なので学童クラ 12 月

支所 - 京都市伏見区民間西大路町75 (17) 2 階詮 ブに。担体利用「用地扶いが成功した転用 」 図 6. 13 

18 あすか作業所 + 児童館 BB. 45 277 26 近所の集合住宅の下に新築。住宅地内で最初 BH. 62 
(出張所 + " ) 昭. 59 RC 造 94 反対があった。 2 ， 3F用避難階段は法的には不 6 月

出張所 -北区王子ト28 -1 0 ( 14) 3 階建 要だが設置。小規模建築でプラン変更はない 図 6 . 10 

19 身障施設+児童館 昭 . 40 303 24 複合化して新築移転。駅前大通に面して騒音 B゚. 62 
(昭和町出張所+ " ) 昭. 62 RC 造 79 多い。調査時には撤去作業中。 3 階は児童館 5 月

" -北区昭和町3-10-7 (22) 3 階建 のまま。裏は住宅地なので出入口変更が必要

20 社会福祉会館 昭 . 48 157 19 ti合化して新築移転。木造なので転用して使 昭 . 62 
(出張所〉 8H.60 木造 12. 1 用を希望する課なし。閑静な住宅地のなので 6月

" -北区田端3-12-12 (12 ) 2 階建 新築では反対される。元の窓口の住が邪魔。 図 6. 15 

21 西綾瀬ポランテア施設+集会所 昭. 42 270 15. 8 変更理由は 12 に同じ。既に集会所があるので 昭 62
(第 19 出強所) 8Ij. 61 RC 造 58 ボランティアからの要望のあった施設にする 6月

" -足立区西綾瀬4-5-6 (19 ) 2 階建 2 階の集会室は地元も使用可能。身障対策有

22 たんぽぽ福祉作業所 昭. 35 150 都市計道路予定地内で既に複合化し新築移転 8H. 
(第 2 出張所) 昭 . 51 木造 60 道路反対で他予定地の用売進まず，その間の 6月

" -練馬区平和台3-22-11 (16) 1 階建 利用だが長引そうで全面改修。木造町役場風

23 みぶ学園+身障者福祉会館 昭. 39 
2220 

300 合同庁舎化して移転。上は公団賃貸住宅。 2 昭 . 61 
(朱雀支所〉 昭. 60 

SRC 造
132 階の施設用に別人口 (ELV付)を新設。材料製 12 月

支所 -京都市中京区壬生坊崎町 19-4 (21 ) 
10階建の

品置場不足。前面道路が大通りで入口施錠。1 ~ 3 階 図 6. 19 

24 栄保健所 BIj.35 
931 

60 46 の庁舎に移転後の空き建物利用。地区 C や 昭. 62 
(本郷支所) 昭. 61 

RC 造
65 消防所等との複合建築。前は通りに面してい 5月

" -横浜市栄区桂町301 (16 ) 
2 階建の

たがプレハプ棟増築。用途変更で一室増築。 図 5. 29 陪

25 教育委員会事務所 昭 . 35 4106 384 他に新築移転。定期券販売所の中央吹抜ホー BH. 61 

その他 (交通局) 昭. 57 RC 造 93. 6 ルの竪穴区画が困難だった。ダクト配菅用天 8 月
の庁舎 -札幌市中央区南 i条西 14条 (22) 3 階建 井懐が不足した。 2 階以上は双方事務所。 図 6 ， 58 

26 社会福祉協議会 昭. 38 2738 88. 4 防衛庁が他に新築したので購入「老朽化が激 昭 . 61 
(防衛庁庁舎) 昭. 57 RC造 32 しく新築した方が良かった J 4 陪は殆ど使用 10 月

H -福岡市中央区大手門トト15 (19 ) 4 階建 していない。ジョイント部分から雨漏りする

27 ひもんや保育所+学童クラブ 昭. 43 1522 244 新構造基準に合わせる為の揖造補強は区の方 昭. 62 
( " + 社協 + " ) 昭. 62 RC 造 160 針。改修時期のものから順次改修。 0 才児保 10 月

" -目黒区碑文谷2-8-9 (19) 3 階建 育の為社協を出し増築アンカー使用で面積増

28 下石神井保育所+研修所 8tj.40 899 人口増で他に新築。保育所不足の激しい時期 8Ij.62 
(石神井福祉事務所) 日目 .47 RC 造 不明 立地条件が良く建物が古くとも利用者は多い 6月

H -練馬区石神井町7-25-45 ( 7) 3 階建 平面計画が悪く，日照のない保育室は寒い。 図 G. 42 

29 福祉作業所+事務所+集会所 8Ij.34 327 新築庁舎に移転。内部改修は殆どなく使用。 8Ij.62 
(福祉事務所) 8H.54 RC 造 不明 材料製品が山積み。履き替えは平面で. 2 階 6 月

" - 練馬区豊玉中 4-1 3- 17 (20) 2 階建 は選管や内部の移動時等に暫定的な使用。 図 5. Z 7 

胞設 辺初名祢 新築年 廷面積 (m') 総工事1'1 。市 考 実感況J l't

番号 (旧辿物色祢) 改修年 情造
(百万円)

旧同冷) - 所在地 (径過) 現段 工(千11円11/H 価ni) r ~内 (i アンケート回答者の意見
実胞臼

図面器号

向庁舎 昭. 40 6493 1393 人口増により庁舎を新築。訊口数も1. 5 倍に B"B. 61 

(!Á会悦) 8tl.60 RC 造 215 なる。新築庁舎と外装を揃え.内部は豪華に 10 月

T' iち, - 広日市国泰寺町 (20) 5 階建 する。事務室を議員室にするかプランは不変

2 行政及び公共団体事務所 日目. 43 9327 H 人口が急増 し.基地跡地に新築する。再開発 昭. 63 

(庁舎) Bfl. 61 RC 造 予定地のため暫定的利用で，殆ど工事をしな 8 月

" - 所沢市宮本町卜卜2 (18) 5 階建 い。打ち放し庇のある香川県庁舎風の外観。

3 市民センター 昭. 34 1325 63. 9 人口が急増し，隣接地に新築。オープンな事 昭. 63 

(市庁舎) 昭. 48 RC 造 48 務室に間仕切壁を新築して，各程団体等の事 9月

" - 東村山市本町 1-2-3 (l4) 2 階建 務室に使用。近代建築的な外観。 図 5. 9 

4 市民センター BtL 4321 人口増により，新庁舎に移転。伺度か増築を 昭 . 53 

(市庁舎) 昭 . 48 RC 造 不明 し，迷路のような平面に。いずれ撤去予定で 5月

" 
-四日市市諏訪町 1-26 (42) 3 階建 仮設的改修。昭 6 新築部分は表現派風の建物

5 葺合文化センター BH.39 3259 57 合区により総合庁舎に移転。地元に還元する 昭. 61 

(区総合庁舎) BH. 57 RC 造 151 施設にする。地元+学識経の委員会を設け内 7 月

" -神戸市中央町旗塚4-4-1 (18) 5, 2階 容検討。北に保育所，周囲も建込み建替困難 図 6 . 49 

6 北社会教育センター 昭. 42 3076 27 他の場所に新築移転。交通の便が良いので地 昭. 61 

(区役所) 昭. 58 RC 造 88 区センターに。総工事費は他新築センターと 9月

" 
-名古屋市北区黒川本通2-16-3 (15 ) 4 階建 同じで倍の面積に。体育館部分は建て替え。

7 中央公民館 昭. 55 3522 51. 5 庁舎を新築し，老朽化した公民館の機能を拡 昭 . 63 

(庁舎別館) 昭 . 62 RC 造 15 充。本庁舎の増築経験から変更を予測し梁の 6 月

" -宇都宮市中央 1-卜 13 ( 7) 6 階建 差筋を設けたが使用せず。令23条で階段改修 図 6. 23 

8 中央公民館 昭. 37 3985 479 人口増で庁舎新築。①丈夫②市の財政事情③ 昭 53

(市庁舎) 昭. 49 RC 造 120 起債がある④将来の建替構想、から用途変更。 8月

" -小平市小川町 2-1325 (12) 3 階建 隣接の新築図書館と関連した設計で同時施工

9 中央公民館 昭 .25 1487 155 合同庁舎を旧公民館用地に新築。公民館をこ

(市庁舎) 昭 . 48 RC 造 104 ちらに。木造庁舎は撤去し公園に。 RC 部分

" - 池田市官原町 510 (23) 3 階建 のみ使用。 I転用建物は使用上不便である」 図 6 . 32 

10 図書館+消費者センター 4851 958 人口急増で新築し移転。腫体利用し，図書館 昭 63

(市庁舎) 昭 . 52 RC 造 197 に。佐藤武夫事務所でプランは大幅に変更。 8 月

" -訣山市入間川 2-2-25 (16 ) 5 階建 元のプランも傾斜地に二期工事なので変形。 図 5. 63 

11 展示美術館 昭. 35 6825 1040 元は丹下設計で改修は浦辺事務所，町村合併 日目. 61 

(市役所) BB.57 RC 造 152 で他に新築移転。地元作家より展示物寄贈さ 10 月

" -倉敷市中央町 2-6-1 (22) 3 階建 れ美術館になる。賠体は楠強不要な程丈夫。 図 4. 38 

12 常東地域集会所+図書分室 昭.44 579 4.08 24 ヶ所あった出張所を合理化のため 15 ヶ所に 昭 . 62 

(常東出張所+ N) 昭. 60 RC 造 7 統廃合した。 on line 化. 複合建築化なども 6月

出 ~fi 所 - 足立区千住旭町ト 16 (16) 3 階建 同時に実施した。出張所廃止は住民サービス 図 6 . 8 

の低下と反対があり代替に地元還元施設とし

13 千住南部地域集会所 昭. 58 424 O. 06 て集会所に用途変更する。工事は補修程度で 昭 62

(第三出張所〉 日目. 60 RC 造 O. 14 管理 lま地元に委託した。 6月

" -足立区千住仲居町 19 ( 2) 2 階建 第三出張所の場合は新築時点で出張所の廃止 図 6. 28 

が決まっていたので 2 階は集会所として設計

14 千住北部地法集会所 昭 . 40 145 6. 04 し，出張所への用途変更は看板の付け替えだ

(第五出張所) 昭. 60 RC 造 41 けであった。 12 だけ 3 階に図書館があるが，

" - 足立区千住寿町37-6 (20) 1 階建 残りのプランはほとんど同じである。
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施;立 担問名称
新築年 延而 1 ，; ( n{) 民主I)ín 。南 2岳J 立、'.r~ ,:;,',1 (f 

( 百万 I' J)

??i号 (旧 w物名称) 改修年 t持 ・叱J.8_ 工 'I~ 11\ 仰
-;(11:0: 口

(1日 m ，;t) -所在地 (経過) 規模 (午 fll / n;)
』内 li アンケー 卜 回答者の意見 図面m号

30 臼(，);史 tW 物館+i&光休憩日rr OI1. 46 374 9 458 新庁舎に移転。個人より区示物の~!f U'~ があり nll61 

(水 jjJ_局庁舎) 03. 58 R cj宣 122 t!~ 物館に。天井か低く区示物か限定される。 10 月

その(，‘小也, ' Û れ市中央 2-6-} (12) 3 階住 1 1暗案内所で . 主人口 IHLV. 付で外部に新設 図 6. 65 

の庁

芝 il !l i性同支店+婦人会館+ 013.53 
1653 157 新庁舎に移転。住民の要求で泊 ï~者センター

31 S RC 造
"iì'H'l者センター(，，+，，+ 日目 . 62 

6 階起の
95 を新設。 他の階は使用しながらその部分だ け

" 
福祉 1~ 務所) ・港区芝 Î1 1l 3- 卜 4Î ( 9) 

3 陪
改修工事。

32 追跡調査本務所 I゚l ~ 8 249 4. 1 人口増で地築 し たプレハブ庁舎と小学校のプ An. 62 

(プレハフ'庁舎 ) D"B. 52 S J宣 17 レハブ校舎を再利用。現在は物置と し て利用 6 月

" 
- 日野市田町2808 ( 4) l 階建 し て い るが . 近々出去の予定。

33 佐太小学校 昭. 48 292 1. 5 幼児数が減少して，入国児数の絶対数が減つ

(佐太幼稚園? 昭. 58 RC 造
たので私立幼稚園の保護の た め廃止。渡り廊

的IiU匂 - 守口市佐太中町 5-1 2 3 (10) 2 陪建 下のみ増築。 工事なし. 図面なし 。

34 佐保小学校みどりの家分校 日目. 43 301 21 幼児数が減少したので廃止して，隣接す る 小 昭. 63 

(佐保幼稚園〉 昭. 60 S 造 70 学校の特別教室に。 現在籍者 5 名。車で通学 2月

" - 奈良市法華町291-3 (17) l 階建 可能に出入口周りを変更。 身障\\'C を増築。 図 6. 35 

35 東公民館
昭. 45 895 13. 8 33 と同じ理由で近所の幼稚園に統合され廃止

(東幼稚園〉 昭. 58 RC 造 15 地元の要望で新用途を決定。 平面の変更はな

H - 守 口市大久保町ト160 (13) 2 階建 く「動線上無理がある j

36 庭窪公民館分室 昭. 50 635 77 33 と同じ理由で近所の幼稚園に統合。図面な

(佐太幼稚園) 昭 . 58 RC 造 12 し。

" - 守口市金田町 3-134 ( 8) 2 階建

37 若草公民館 BB.43 271 21 児童数減少で廃止。 34 と廃止前は同じ幼稚園 昭 . 63 

(佐保幼稚園) 昭. 60 RC 造 77 敷地が広く.出入口は分離している。外階段 2 月

" - 奈良市法華町 2- 9-3 (l1) 2 階建 を新設し，和室を作っている。

38 天沼児童館 +学童 クラブ BB.38 559 94. 7 幼児減少で廃止園を買収「地元で号11染みの園 BB. 62 

(民間幼稚園+園長宅〉 昭 59 RC 造 169 なので子供用施設に j と要望がある。遊戯室 6 月

" - 杉並区天沼 lート25 (21 ) 2 階建 を別棟増築。学童保育は園長宅の出入口利用 図 6 . 26 

39 児童文化館 昭 . 45 515 4. 6 3S に同じ。図面なし

( はしば幼稚園) 昭. 58 RC造 9 平面の変更はない。

" - 守口市大宮通卜50 (13) 2 階建
図 6. 33 

40 本地集会所 、
昭. 29 218 。 他に新築され移転。公民館が遠い地域なので 昭 . 63 

(椙山西保育所) 昭 . 48 木造 。 地元の要望で工事しないで集会所に使用。官 8 月

保育所 -瀬戸市駒前町 28 (19) 1 階建 理も地元。調査時にはすでに撤去されていた

41 西麻布福祉会館 + 児童館 + 昭 . 4 S 
1803 216 隣接地を買収して新築。敷地が大通りに面し 昭 . 62 

職員寮(保育所 + " + " ) 昭. S 7 
RC 造 120 不整形なので建物も不整形。外部は全面改修 7 月

" - 港区西麻布2-13-13 (12) 
5 階建の したが内部は変更部分のみ工事。 ELV . 新設。 図 6. 48 

1 , 2 陪

42 敬老館 + 西原出張所 昭.38 98 7. 5 同一敷地内に新築され別棟部分を用途変更。

(百原保育園〉 昭. 43 RC 造 76 2 保育室をぶち怯いて舞台付の和室に。浴室

" - 渋谷区西原2-26-7 ( 5) 3 階建 と湯沸室部分は変更しないでそのまま使用。

43 横井老人憩いの家 昭 . 45 152 21. 2 近接地に新築。 l 棟を撤去し 2 陳を用途変更 昭 . 63 

(都南保育園〉 昭. 56 S 造 13 遊戯室lこ畳敷し舞台付大広間に 。 出入は棟別 2月

" - 奈良市横井町 (11 ) 1 階建 外部手洗いや浴室もそのまま使用。 図 6 . 5 S 

44 富 ヶ 谷児童館 BB.38 204 21. 7 隣接地に新築移転。騒{本は全く変更なし 。 保

(富 ケ 谷保育園) 昭 56 CB 造 106 育空間の間仕切り 壁を慌去し畳敷に 。 外部階

" -渋谷区富ケ谷 2-30-8 (18 ) 2 階建 段と避難用滑り台 li撤去。 図 6 . S 4 

施設 建物名称 新築年 延面目 (m) .m工 1万l>円11) 備 考
番号 (旧建物名件) 改修年

(百 ;lU,I[; J1B'f 
構造

工{千;1円11/U 附nl) (旧川注) - 所在地 (経過) 規 t~ r ~ 内はアンケート回答者の意見 Æ~~ 日
図面番号

~ 5 心身附害者間祉センター 昭 . 46 435 56 隣接の新築部営住宅の l 階に移転。 1 陪は霊 BH.62 
( (早百所) 昭 59 RC 造 129 度問害者の訓練. 2 r桔は軽度用。中廊下プラ 6月

i足首所 - 足立区青井 3-16- 6 (13 ) 2 階建 ンに変更なし。増築用の差筋は使用しない。 図 6. U 

46 栄区役所 昭. 49 5302 843 人口増加 し校地狭小になったが周囲買収でき 昭. 62 
( 本郷小学位) 昭 60 RC 造 159 ず に 移転。 人口増による分区で庁舎に。校庭 5 月

小学佼 -出浜市戸塚区住町 3 0 3 - 1 9 (11 ) 5 階建 は P に。出入口を増築し玄関 ホ ールにする。 図 6. 5 J 

47 養護学校+商業高校+看護学佼 昭 32 5760 1800 最初か ら 地I正端部に位置し たが更に反対側が 日目 61 
( 大手中学校+ ，， + ，，) 昭. S9 RC 造 221 人口増で移転。看. と商.は 位置 を変更し出入 10 月

中学佼 - 広島市中区大手町4- 4 - 4 (27) 2- 4 陪 口改修。食堂リハ ビリ 室入 ロ ホールを増築。 図 6. 36 

~8 総合教育センタ一 +出張所 S289 339 校庭が都計道路にかか り ，校地が狭小にな り 昭. 62 
( 石神井束中学校) 昭 . S4 R C j宣 57 移転。 昔の借地があり 建て替えれは返却要求 7 月

" - 練馬区高野台 3ート 10 4 階建 される 。 内外観共変更は少ない。

49 教育センター +学力促進学級 3884 189. 2 同和対策の方針変更で校区が再編成さ れ校舎 昭 62
(芦原小学校) 昭. 60 RC 造 48. 7 も老朽化したので他に新築。教室の広さのま 1 0 月

小学佼 -西宮市神祇宮町2-6 3 階建 ま研修所に。半分は地域の学力促進学級に 。

SO 新田地区センター 昭. 42 1795 2S2 人口急増地域で狭小になり近く に新築。 木造 BB. 62 
( 新田小学校) 昭 . 56 RC 造 140 校舎は撤去し公園に。 R C校舎のみ転用。出入 9月

11 -横浜市北区新吉田町3236 (14) 4 階建 口を新築し.教室単位を残した用途変更。 図 6 . 34 

51 高月地区集会所 昭. 40 185 7. 9 昭40年に廃止され， 行政財産から 普通財産 に

( 高月小学校分校) 昭 57 木造 43 地元の町会からの要望で改修 して貸与。プラ
11 -八王子市高月町222 (17) 1 階建 ンは殆ど変更なし。

52 上品野集会所 昭 . 31 229 。 統合されて他に移転。一棟だけ出去せず地元 昭 63

(上品野小学校) 昭. 53 木造 。 の自治会に貸与。 菅理人は常駐せず荒廃 した 8月

" -洞戸市上品野町725 (22) 1 階建 印象，改修工事はない。

S3 民俗資料館 大 . 14 661 66 県内最古のRC造の小学校。昭57年迄教材室等 日召 62 
(草加小学校) 昭 . 58 RC 造 99. 8 に使用したが.他の校舎を増築して空いたの 3 月

" - 草加市住吉ト11-29 (58) 2 階建 で用途変更。鱈体利用の改修。古典的外観。

S4 教育研究所倉庫+小学校 昭 . 23 1206 。 生徒数が増加して中学校が移転し小学校にな 昭 62

(元総社中学校) 昭 . 58 RC 造 。 る。隣接道路の交通量が多く騒音がひどくな 8 月

中学校 - 前橋市元総社町80-2 (35) 3 階建 ったので.一様を防音壁的な教育委倉庫 に 。

5S 中学校セミナーハウス 昭 . 32 1000 62. 1 統合による廃技。 セミナーハウス整備事業で

( 名草中学校) 昭. 53 S 造 63. 2 用途変更。調理室浴室便所などの水まわりを

" -足利市名草中町 1618 (21) l 階建 別棟で増築。教室を 2 宿泊室にする。 図 5. 8 

56 あ か ざわ山荘 BH.34 1087 71. 5 鉱山が閉鎖され児童数が減少し廃校となる 。

(本山小学校) 昭. 53 RC 造 71 解体費用の節約と周辺環境が良い事から山荘
小学佼 -目立市宮田町 3585 (19) 3 陪建 に，体育施設も利用。避難階段新設。

57 下久保コテージ 昭 . 21 690 ダム建設で村の人口が移転し，学校 も移転。 昭 . 61 
( 矢納中学校) 昭. 45 木造 不明 一度は秩父電鉄が経営したが村営に。 11室 10 月

中学校 - 埼玉県児玉郡神泉村矢納 1372 (24) l 陪建 700 m' にする。黒字は少ないが他の利益ある 図 6. 37 

58 コープ ピレ y ジ 神泉 BH.41 1032 130 過疎による統廃合で廃校に 。 観光村として BB.61 
( 矢納小学校) 昭.60 RC 造 126 image upの施設に。起債 IS0万円の返還が大 1 0月

小学校 -埼玉県児玉郡神泉村矢納 5 2 6 (19 ) 2 階建 変であった。村民の雇用促進も役立つ 。

59 南山本地区集会所 昭 . 41 
189 

22. 4 空教室の利用。解体材の踏出径路の確保に苦

(普通教室) 昭 62
RC 造

119 労した。専用便所を新設。
書司bド~ 三竺五吉 -八尾市本町南7ート 19 ( 15) 

3 階建の
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nμ也- ，長S文汁 建物名称 新築年 延面fñ'( m') ~工事万円11] 備 考
(百 実':吉川 ]'i

番号 (旧建物名祢) 改修年 携造
工(千q円I 1/11 仰n,') 

(1日月1 ，主) -所在地 (経過) 規模 r j 内はアンケー ト回答者の意見 'k l，包日
. 

図面番号

60 府知地区コミュニティセンター 昭. 38 226 38. 97 空教室の利用。段業に支障がないよう工事上

(普通教室) 日目. 60 RC 造 172 配慮した。外直通陪段新設。円形校舎の不整
教室 - 八尾市山城町3-卜H (22) 3 階建 形な部屋なので家具備品に無駄があった。

松上小学校学誼保育クラブ B~. 42 
87 

17 児蛮数減による空教室の利用。 屋外陪段を新61 
RC 造

(普通教室) ~. 60 
3 階建の

194 設したので工事nが高くなった。流し台，使

" -民飾区西新岩4-18-1 (18) 
2 陪

所，洗面台を新設。

62 中央体宵館別館 日目 . 45 1114 。 49の体育館，歴史的に古い学校なので地域交 昭 62
(芦原小学校体育館 ) ~. 60 RC 造 。 流の場が欲しいと要望があ っ た。工事はなし 10 月

" -西宮市神祇官町 2-6 (15 ) 1 階建 でそのまま地元の体育館に。利用者は多い。

63 産業娠興館 昭. 30 1908 68. 7 結婚式場の利用者が減少したので，式関連の 昭. 62 
(結婚式場名称変更無) 昭. 57 RC 造 36 部屋を撤去し，会議室にした。建替の全体計 6 月

地区C. -足立区千住トト21 (27) 4 階建 画があるので必要最小限の工事にした。 図 6. 50 

64 東部区民福祉センター+出張所 昭.42 1118 112 式場の利用者が減少。 63は最上陪がホールだ
(結婚式場名称変更無+ " ) 昭. 58 RC 造 99. 8 がここは l 階が出張所。 2. 3階は全面改修し

" -足立区東綾瀬トト 17 (16) 3 階建 舞台付の大広間や談話ロビーなどを作る。 図 6. 66 

65 市民センター 昭 . 38 不明 119 式場の利用者が減少したので会議室に。同時
(結婚式場名称変更無) B~. 56 RC 造 不明 に外装，サ y シ，防水工事も改修した。既存

" -平塚市見附町 15-1 (18) 3 階建 の図面もなくて苦労した。 図面なし

66 老人施設清風荘+青少年図書 昭. 42 1061 34. 5 式場を廃止し.1. 2階を老人センターにし 1 階 昭. 61 
(結婚式場+児童図書館 昭. 61 RC 造 127 の図書館を 3 階に移転。 3 階の直通屋外階段 3月

H -横浜市金沢区柳町ト3 (19) 3 階建 を新設。 ELV. を新設。既報でケーススタディ

67 よしだ学園+学習ホーム 昭 . 39 941 97 センターを他に新築。親達の運動があり市で 昭 . 61 
(開放センター) 昭. 58 RC 造 102 購入した.1. 2陪は授産施設だが， 3陪と相互に 12 月

" -京都市左京区吉田近衛町26-7 (1 g) 3 階建 屋上遊戯室やホール.手口室を借りる事がある 図 6. 52 

68 まつば児童館 昭.46 382 44 公民館活動が活発で近くに豪華に新築された 昭. 63 
(公民館) 昭. 61 S 造 115 補助金をもらっているので 30年間は類似用途 8月

公民館 -所沢市上安松952-2 (15 ) 2 階建 に使用。小学校の隣接地。学童クは近所に有 図 6. 46 

69 杏中老人憩の家 昭 . 46 123 9. 2 隣保館が隣接地に立派なものが新築されたの B"B.63 
(杏中隣保館) 昭. 51 S 造 14 で，舞台を作り，施設改良して老人センター 2月

集会所 -奈良市杏中町401 (11 ) 2 階建 に。管理人はいない。

10 杏南老人憩の家 昭. 46 129 1. 6 69 と同じ B"B.63 
(杏南隣保館) 昭. 57 S 造 59 2 月

" -奈良市杏南町 79 (11 ) 2 階建

71 越木岩公民館 + 老人憩の家+ 昭 . 3 9 1035 6. 4 財団法人所有の建物を市が借りて運宮してい
庁舎分室(福祉会館 +，， +u) B-a.59 RC 造 6 たが，中学校区単位に公民館を設置すること

" -西宮市樋池町 (20 ) 3 階建 になり.名称を変更し，同時に補修した。

72 第二山の家 昭. 51 329 17. 2 財団法人が老人センターを運営していたが解
( (財)慈幸苑 ) 昭. 61 木造 52 散して市に寄付された。舞台を拡張し，菅理

老人E -池田市五月丘5-2-19 (10) 1 階建 人室を茶室にするなど内部改修した。

73 西福祉事務所 699 37. 23 元々福祉事務所だったが一時期学童保育クラ BB.62 
( " +学童クラブ) 回. 5 9 RC 造 53 ブに，他に学童クが新築され又事務所になる 7月

児mm -杉並区天沼3-30-40 (14) 3 階建 全体的に楠修が必要になったので順次工事。 図 6. H 

74 平山図書館+学蛮クラブ a-a.46 549 35. 6 新設のニュータウンに新築され移転。分館構 昭 62
(児童館) 昭. 52 RC 造 65 想で図書館に。駅前広場に面する部分に増築 8 月

" -日野市平山ト 18-3 ( 6) 2 階建 2 陪は学童クラブで外階段を新設。 度々変更 図 5. 15 

施設 建物名称 新築年 延面 fìl (m' r ~工111P1l1) 備 考番号 (旧建物名称〉 改修年 椛造
(百万

ユ;位~Iì'í;旧m l!!) -所在地 (経過) 規模 工(干'f円I l/li 側m') r ~内はアンケート回答者の意見
j: 伯 白

図面番号75 高崎何人会館 大.1 748 40 元々地元有志が作って市に寄問。蔵書が増え
昭. 61 (図書館) 日目. 41 木造 40 て他に新築。古典的意匠の建物， RC造部分は
11 月

回 2ifíJ -高崎市高松町 l (55) 2 階建 ittRIで 3 階建。姉人サークル盛んで自主運営
図 5. 11 

76 子供の家+集会所 Bt�. 4 384 2. 8 他に新築。市中心地で児童は多 L 、。隣接地に
昭 63(図 ~ft古) 昭. 51 RC 造 14. 8 駐車場が作られその上が公園となる。 2 階の

5月" -四日市市:JN訪栄町 22- 25 (47) 2 階建 児童クラブはそこから出入。 I 陪は集会所。
図 5. 12 

77 川知公開室 昭 36 940 O. 63 隣地に新設。情報公開制度が新設されたので
昭 62(図苔陀) Dt�. 61 RC 造 86 公開室に。区最初の RC造の建物。無理のない

7月" -練馬区豊玉北 6- 9 (25) 2 階建 情造で栢体の痛みは少なかった。平面変更無
図 5. 13 

78 高齢者事業団+集会所 Bt�. 27 583 O. 63 昭27図書館として新築され.昭42水道局にな(図書館→水道局) 昭. 59 RC造 3 階 る。新庁舎ができて空建物を有効利用の為用" -清水市浜田町 4 - 4 (32) 木造 l 陪 途変更。図面が未整備で平面図がない。
79 県立美術館 昭. 39 6832 1210 図書館が他に新築.美術館の要求が多かった 昭. 61 (福岡文化会館) 昭. 60 RC 造 177 賞もとり地元に馴染まれた良建築。天井高が

10月-福岡市中央区天神トトl (21 ) 4 階建 不足。階段出入口など大幅に変更。
図 4. 39 

80 稲浜公民館 昭. 38 313 39 海岸は埋立で大規慎住宅団地になる。海水浴 昭. 62 (ユースホステル) 昭. 61 RC 造 124 客用であった。 Y. Hは他に新築され，隣接公 8月宿泊~~.:z. -千葉市稲毛海岸 3-4-1 (23) 2 階建 民舘の別僚とする。宿泊室部分は使用せず。
81 分庁舎 昭. 40 2129 52 人口急増で郵便局が狭小になり他に新築。庁 昭. 62 (中央郵便局) 昭. 56 RC 造 25 舎も狭小なので購入する。最小限の内装工事 3月

郵便局 -草加市高砂1-1-1 (16) 2 階 で用途変更。外観は郵便局。
図 6 . 5 

82 庁舎+郵便窓口 +休 日診療所 昭. 38 4533 632 人口増で局が移転。基準法改正で北側が住専 昭 . 62 (中央郵便局) 昭 . 60 RC 造 139 なので容積が現在以下にしか建替できない。 6月" -北区王子本町ト2-1 (22) 4 階建 三角ラーメンで平面苦労した。郵便局の外観
図 6. 17 

83 市立中央公民館 日目. 3 9 1724 98 人口増で局が移転。市の中央部なので中央公 BB.63 (中央郵便局) 昭. 55 RC造 57 民館に。再開発予定なので簡易工事で音が廊 8月" -所沢市元町590-1 (16 ) 2 陪建 下にもれる。中廊下は暗い。平面変更大きい
図 6. 14 

84 日野図書館 + 福祉センター BB. 34 409 49 人口増で局が移転。元の図書館は公民館の中 昭. 62 (郵便局) 昭. 54 RC 造 119 で手狭だった。表通りに面し貸出し主体の分 8月" - 日野市日野本町 7-5-14 (20) 2 階建 館。 2 陪の福祉センターは利用が少ない。
図 5. 14 

85 教育研究所+青少年C. 事務所 昭. 38 706 22 機能充実の為，他に新築。間仕切壁を新設し(i商防本部) 昭 . 60 RC 造 31 防7)<，内部仕上.冷暖房をやりかえる。 I 階消防署 -宝塚市小浜 2-2 (22) 2 階建 2 階を別用途に使用するのは自然に。
86 南市民教養ルーム+休日診療所 昭. 32 790 人口増による分区で，位置が区のはずれにな 昭 . 61 庫(平野消防所一東住吉保健所 昭. 57 RC 造 り中央に移転。新庁舎できるまで一時期保健 10月" -大阪市東住吉区中野3-2-12 (25) 2 階建 場に使用。内部改装程度で全体的に手入不足

図 6. 67 
87 消防庁舎+庁舎 昭. 39 14894 宇 1262 庁舎の一部の消防署が狭小なので増築し.同(消防署 +庁舎車庫) Bt�. 51 RC造 85 時に庁舎の一部も消防署にし全面改修。構造" -平塚市浅間町ト l (12) 2 階建 補強し合法規にする。中性化は進行していた
88 休日 ・ 準夜診療所 昭 . 30 405 。 木造の旧町時代の消防署。木の火の見櫓も量 昭 . 62 (消防署→分斤舎) 昭 . 48 木造 。 近まであった。庁舎の向かいなので庁舎の分 8月" -日野市日野本町 (18 ) 2 階建 室に使われた事もある。建替予定の一時使用
89 シルバ一人材 C. +事務所 昭 38 5'82 59 機能充実し新築。間仕切壁を移動。車庫は事( ;þj 防庁舎) 昭. 60 RC 造 101 務室に。宿舎部分と設備部分位置同じだが配" -箕面市西小路 3 (22) 2 階建 菅納りに苦労。階段寸法は身障基準に不適合

図 6. 68 
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施設 建物名祢
新築年 廷面 1;; (m') ~工:lIF1l1) 備 考

{百万
コミ伴氏m

番号 (旧建物名称) 改修年 情造 ヱボ 1\1 価
).[胞日

(\日周辺 ) - 所在地
(経過) 規模 (千 pi/ ni) 

』内はアンケート回答者の意見 図面積号

施以 建物名称 新築年 延面目 (m') 主主工事n b首 考
番号 (旧建物名称) 改修年 構造

(百万円) X'!sJ'U� 

(¥smJ.1!) - 所在地 (経過) 規 t~
工*1I1 17.li r j 内はアンケート回答者の意見 Ã胞日( 千戸J/ OI')

図面番号

90 西庁舎
昭 7 1960 

(也に新築。本庁舎に隣接し外観も同じく古典 BtL 61 

(中京保健所) 昭. 59 RC 造 不明 的。近隣に住宅が珪込み現状の大きさに注笛 3月

保健所 -京都市中京区河原町御池 (52) 4 階建
できない。間仕切望を撤去。 4 階 (i 既に改修 図 6.43

91 区民間談所+休日診療所 BB. 39 141 
当時この辺 (i病院不足だったがその後周辺に BH.62 

(診療所) 昭.44 RC 造 不明 増加し不安になった。商店街の一隅の小さな 6 月

" 
- 練馬区盟玉北5-18 ( 5) 3 階建 建物。類似の用途なので平面の変更少ない。

105 j芭「幸íN年の家 明. 43 1304 18 戦争で領事館引き払い戦後荒廃していた。背 昭 61
(ロシア領事館〉 昭 . 4"0 B. RC造 60 年の家の運動で新築も含め適所を探した。浴 8 月

その他 -函館市船見町 17-3 (58) 2. 2階 室宿泊室講堂を増築。活性的な文化財利用。

106 シルバ一人材 C . +福祉会館 BB. 32 162 8. 16 助産センタ一一職員宿舎→現在と変更された 昭 . 63 
(助産センター→宿泊所) 昭 58 木造 50 通りから奥に入っており，建て替えても現状 8月

;, -瀬戸市東舵限町51 (26) 1 階建 程度のらのしか建たない。小部屋の名残り有 図 6. 47 

92 第三ひもんや保育図 日目 . 39 728 118 南側の 1 / 3 を揃去して更地にし.新築保位所用 日目 . 62 

(保健所) 昭. 60 RC 造 115 地地主の代替地にする。南側に建物が建てば 10 月

" 
-目 黒区碑文谷5-15-19 (21) 2 陪建 保育室に日照はない。北国庭等無理が多い 図 G. G 1 

107 保管合filï 昭. 28 。 出去までの間もったいないので倉庫に利用。
(内職斡旋所) 昭. 61 木造 。

;, -杉並区阿佐ヶ谷北 1-4-2 (33) 2 階建

歯科衛生士専門学医 昭. 35 
1293 

44 保健所は合同庁舎に移転。上階は市営住宅。 昭 61

93 RC 造
(保健所) 昭. 58 

5 階建の
34 室の原形を残した変更。学生用出入口にアー 9 月

" 
-名古屋市北区黒川本通 2 - 16-3 (23) 

1. 2 階
チ新設。歯科実習室は荷重大で大梁補強。 図 6. 6 

94 心身障害福祉センター 昭. 39 346 48. 1 他に新設。公営住宅の 1 階部分で通りに面す 昭 . 62 

(保健相談所) 昭. 61 RC 造 139 る。老人リハビリと作業所を含むが使用時間 6 月

" -足立区江北ト 16-3 (22) 4 階建 が分かれている。身障\l'C. 自動ドア設置。 図 6 . 59 

108 分庁舎 昭. 2 約 7000 市の人口重心が移動し営業不振となり市が買 昭. 61 
(丸井テパート) 昭. 43 RC 造 不明 収。ト7 ・ ïÀへ -Ãを木間仕切で仕切って使用。 8月

間入 - 函館市末広町4- 1 9 (21 ) 5 階建 天井高く堰体は丈夫。昭和初期の重厚な意匠 図 G . 20 

109 第 6 庁舎 昭 . 41 567 26. 5 庁舎が狭小で隣接地を買収したが上物も使用
(レストラン) 昭. 61 RC 造 可能で改修して利用「構造補強は予算と計画

;, -目立市助川町卜 1 -1 (20) 3 階建 の折り合いがつかず困難」意匠はレストラン 図 6. 25 

95 菊水図書館 昭. 36 1194 62 保健所機能が拡大し他に新築。書架は荷重が 昭. 61 

(保健所) 昭. 54 RC 造 48 大きく 1 階にしか置けないのにし 2陪の面積 8月

" -札幌市白石区菊水 i条 4 (18 ) 2 階建
が同じため書庫面積が不足。 2 階は空きがち 図 6 . 40 

110 社会福祉協議会 不明 118 47 仮庁舎の一部として購入し上物を利用。庁舎
(民間割烹旅館) 昭. 54 RC造 65. 7 新築後は社協が使用している。内装と設備改

;, - 清水市島崎町 39-1 3 陪建 修工事をした。図面が未整備である。

96 武里団地図書館十 H BH.41 868 
入居開始時には多かった産婦が次第に減少し B2.60 

(武里団地診療所) 昭. 54 RC 造 周・囲に医院が増加した為産婦人科を廃止。子 5 月

診療所 -春日部市大字大技89-4 (13) l 階建 供文庫運動があり図書分室に。改修回数多い 図 5 . 16 

97 東立石保育園+職員待機所 昭 41
891 

71 相部屋の保母寮は入居希望者が減少し個室の 昭 62

(保母寮+保育園〉 B2.61 
RC 造

80 新寮建設。 l 階保育所の 0 才児保育を拡充す 昭 63

京 葛飾区東立石4-45-5 (20) 
2 階建の る。保育中の工事で保母の協力と意見があり
2 階

98 すずかけ作業所+集会所+ 昭.42 1062 90. 76 地方出身単身者が減少し廃止。作業所に無償 B2.62 

friend house(消防職員待機所) 昭. 60 RC 造 85 貸与。近隣の反対があり身返りに集会所を併 10 月

" -西宮市津門大塚町ト38 (18) 5 階建 設。 4 階は F . H. 5 階は倉庫. 4. 5階の使用少い 図 6.44

111 阿佐ヶ谷区民センター 昭 . 10 3518 614. 2 東電が他に新築。借地で建替なら地主に返還 昭 . 62 
(東電支社) 昭 . 59 RC 造 175 改修でも公共建築以外ならもめる。桓体利用 7月

賃借 -杉並区阿佐ヶ谷南ト47-17 (49) 4 階建 ELV. 増築し中庭から出入り。利用率高い。 図 6. 16 

112 中央公民館 昭 37 7340 416 旧中央公民館は木造の文化財的建物で狭小で 昭. 62 
(群馬農業会館) 昭 . 56 RC 造 57 も増改築は不可能である。農協ピルを買収し 10 月

購入 -前橋市大手町 2-3-6 (19) 4 階建 改修。立地条件が良く利用率高い。ホール有 図 6. 64 

113 婦人センター 昭. 50 162 10. 4 市役所が移転し出納用銀行だったので共に移 B2. 62 
(市指定銀行〉 昭 57 S 造 63. 9 転し買収。内外装きれいにしたが平面の変更 8月

" -日野市日野本町ト6-3 ( 7) 2 階建 はなく 2 階に事務所がある。 1 階の利用率低 図 6. 21 

99 母子寮 昭 . 48 1001 34 狭小な{呆母寮の希望者が減少したので他寮を B2.61 

(独身保母寮) 昭. 57 RC 造 34 改修し廃止。個室 2 室を合わせて 1 D K にす 7 月

" -千葉市桜木町25-1 ( 9) 4 階建 る。浴室便所等の共同部分はそのまま使用。 図 6. 38 

100 排水所事務所 昭 . 38 275 47. 5 ポンプ能力が不足したので隣接地に新設。庁 昭 . 63 

(ポンプ場) 昭. 61 RC 造 173 舎が狭小になり水道事務を現場に。鉄骨で増 9 月

その他 -東村山市美住町 2- 13-4 (23) 1 階建 築し，室内に竪樋。水周りも全面的に新設。 図 5 . 8 

114 市民図書館+職員厚生施設 昭. 39 9313 141 交通の便が悪く営業不振で倒産したので購入 昭 . 62 
(博多プレイランド) 昭. 51 RC 造 15 暫定的利用のっちりが叢書数が 6 倍に。空間 昭 . 63 

" -福岡市博多区築港本町 13-1 (12) 4 階建 は広く変化に富んでいる。上階は荒廃。 図 4. 40 

115 大谷記念美術館 昭 . 36 2283 71. 7 大谷氏より美術館設立を条件に展示品と家屋 昭 . 62 
(大谷邸) 昭. 47 RC 造 64 の寄贈あり。庭，屋敷共に和風の邸宅だが天 10 月

11 -西宮市中浜町4-38 ( 11 ) l 階建 井低く小部屋主体。昭52RCで増築。改築予定 図 6. 56 

101 梅里敬老会館 昭 . 3 171 41. 17 都電が廃止され変電所不要に。構造体堅固で 昭. 62 

(都電の変電所) 昭. 40 RC 造 239 天井高い。木造で増葉し用途変更。今回木造 7 月

" -杉並区梅里卜 14-4 (37) l 階建 部改築。 ít光惚の人」の舞台で撤去しにくい 図 6. 30 

116 職員厚生会館 不明 155 。 庁舎を増築する計画で隣接地を買収したが. BH.63 
(住宅) 昭. 46 木造 。 実施は先なので当面は上物の住宅を揃去せず 8月

" - 瀬戸市追分町64-1 l 階建 そのまま職員用の集会室等に使用した。

102 熊野集会所 不明 98 。 警察次長の官舎が廃止になり，地元の集会所 昭 . 63 

(笹察官舎) 昭. 50 木造 。 に。主に老人クラブが使用している。続き間 8月

" -瀬戸市熊野町 68 1 階建 座敷にカラオケ等がありア γ トホームな感じ

117 瀬戸商工サービスセンター 昭. 40 418 5. 3 鉄道チッキ便の目通の受渡し所だった。宅急 B2. 63 
(日本通運事務所) BB. 56 木造 12. 7 便が増えてチッキ便は廃止されたので市で購 8 月

;, -瀬戸市栄町45 (16 ) 2 階建 入。再開発地境内なので工事は最小限で利用

103 天沼出張所会館+倉庫 昭. 41 128 10. 66 出張所の向かいに位置するので会議室兼集会 BB.62 

(公益質屋) 日召. 61 B 造 83 所に。元の質屋の外装のまま改修。蔵はその 7 月

" -杉並区天沼 2 (20) l 階建 まま倉庫として利用。 図 6 . 45 

118 消賞者センター 8H.30 499 用地取得が困難なので.当区は借上げが多い 昭 . 62 
(みどりや店舗) 82. 47 RC 造 不明 商店街にある店舗の 2 階が空いたので外部階 7月

賃借 -杉並区阿佐ヶ谷南 1-36-4 (17 ) 4 階建 段を新設した。元々店舗なので改修し易い。

104 児童館 昭 . 23 164 質屋の所管は児童課と同じ厚生課である 3 区 昭. 62 

(公益質屋) 日B.46 木造 不明 i草の外れにあるので利用児童は他区が多い。 6 月

" -北区滝野川 7- 51-1 (23) 2 階建 改修は少なく蔵は遊鼓室に部屋(ま畳のまま。 図 6. 12 
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調査 j :聞き取り調査

調査目的:用途変更に関わる周辺の情報を得る。

調査対象者と聞き取り調査の内容
①自治省地方債担当員:公共建築新築の補助金，地方債の決定時の建築基準や既存建

物の状況について

②埼玉県庁社会教育課課長:県立文化施設の使用状況と維持管理について

③浦和市市民会館館長:結婚式場の利用状況と今後の計画
④横田光雄氏(公共施設財源便覧の著者) :起債の内容や決定過程について。

⑤浦和玉姫殿支配人 浦和平安閣支配人:今後の結婚式場の傾向について o

⑤全国公立文化施設協議会事務局:公立文化施設の維持管理や用途変更について o

⑦浦辺建築設計事務所所員:改修設計の方法。

③佐藤武夫設計事務所所員:福岡県立美術館の改修設計の経緯について。

表- 1 . 6 聞き取り調査施佐一覧表

調査し:観察調査
ト プルトレ INN と 148. カーニパル プ ラザ調査対象:下記の通りである。 138. エピス・ 7 )1/ l' 

以外は全て調査 C の建築関連定期刊行物に掲載されていた事例である 0

137. 大倉山記念館(精神文化研究所→文化会館〉

138. エピス・プルトレ 1 N N (国鉄保線区事務所棟→ビジネスホテル)

139. 山の上ホテル(元のデザインを残した改修事例〉

140. 主婦の友社(磯崎新設計の旧社屋保存の増築例)

14 1.北 1 ガラス(煉瓦造建物の外殻保存。倉庫→店舗)

142. サッポロビール(煉瓦造建物の外殻保存。倉庫→ビアホール)

143. 東京国立美術館工芸館(煉瓦造建物の完全保存。兵舎→美術館〉

144. 建築会館(部分保存。新築)

145. 東京都庭園美術館(昭和初期に建設された建物の完全保存o 宮家邸宅→美術館)
146. 白鹿記念酒造博物館(煉瓦造建物の外殻保存o 酒倉→博物館〉

147. アイピースクエア(煉瓦造建物の部材保存 工場→ホテル〉

148. カーニパルプラザ(煉瓦造建物の外殻保存 倉庫→レストラン〉

149. 北大路高野団地集会所(煉瓦造建物の外壁保存o 工場→集会所)

150. 京都市考古資料館(改修工事事例 西陣会館→美術館)

施設 施設名 調査年月 調査目的及び施設の特徴
番号

119 熊谷電報電話局 . 86.11 
昭和 10年新築の郵便局の電話分室。新築移転後の空路

物を宮業棟に改修。近隣が建て込んで辺替え困難。

120 高崎電報電話局 , 86.11 昭和 29年新築以来、加入者地に伴って何度も増築して

きたが、昭和 54年の 6階迎て局舎の増築を機に大改修。

121 広島西電報電話局 86. 10 昭和 12年山田守設計で新築。被爆辿物。交換機を{也糠

に移動して空いた辿物を営業窓口に改修。階段も新設

122 杉並会館 . 87. 6 昭和 42年芦原義信設計の結婚式場。室の広さや内装等

何度も改修o ;z.~'1 7'7 ロ 7なので平面変更に制約があった

123 札幌市豊平館ほか , 86. 8 
北海道文書館等も含む明治時代の洋風建築の完全復元

保存の事例。結婚式場として使用しているが保存優先

124 品川公会主 , 86. 4 
昭 31年新築。舞台を広げる等何度か改修。機能が古く

演奏会に不適で組合総会等に使用。再開発で撤去建替

125 杉並公会堂 . 87.6 昭 32年新築。地域指定が変更され、現在の 3 階建でも

日影規制にかかる。建替不可能。改修して使用する。

126 函館市観光案内所 , 86. 8 
旧道庁函館支庁舎。明治 42年新築昭和 58年修復。完全

復元保存。函館市には種々のタイプの保存建物がある

127 渋谷保育園 . 87. 6 
昭和 61年新築ロ都心にある最新設備の公立保育所。

タイル張りの外装など今後の事を考E宣して立派に。

128 津和野市庁舎 , 88.11 
景観保存地区内にある木造の冗郡役所をそのまま市庁

舎として使用。

129 ホテルニュー函館 , 86. 8 
昭和 7年新築の銀行。昭 43造船会社がホテルに用途変

更。昭 61年トトが変わり再改装。イ ~T リ 7 は荒知設設計。

130 神戸市立博物館 . 86.3 
昭 10新築の銀行を用途変更。坂倉事務所が改修設計。

営業室の吹抜けを生かしたインテリア。大幅な増築。

131 兵庫県公館 , 86. 3 
明治 35年山口半六設計の県庁舎を外壁保存で復元保存

県営繕課設計。旧 2 階建てを内部で 3 階建てに変更。

132 ユニオン・スクエア . 86. 8 
明治 44年新築の 2 階建て煉瓦造郵便局を昭 58年同行y

他に用途変更して外殻保存。工芸家遠の自由な設計。

133 広島アンデルセン . 86. 10 
大正 14年新築の銀行。被埠。昭 42年パン屋に用途変更

J. 7 ィリ 77' による 2 回目の改装。7f 11古風のり刊行. ~.イ ~n

134 名古屋市名東郵便局 , 86. 7 
新開発の人口急増地区の郵便局。当初から増築を見込

んで計画し、既存部分を芯に上下慌の 5 方向に増築。

135 福岡市歴史資料館 , 86. 10 
明治 42年新築の辰野金吾他設計の煉瓦造銅仮茸の霊安

文化財。昭47年完全復元保存改修し歴史資料館とする

136 春日市の民家 2棟 . 85.3 ‘ 民家を現代的に再生した事例。降幡広信設計。

調査 K :その他の聞き取り調査

調査目的:用途変更された建物及び改修された建物の調査

調査対象と調査時期は表ー 1. 6 の通りである。
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15 1.東京大学工学部 6 号館(屋上への増築事例)

152. 高輪プリンスホテル別館(明治の煉瓦造建物 邸宅→ホテル)

153. 群馬会館(昭和初期に建設された会館の改修工事)

154. 名古屋市役所東庁舎 (昭和初期の本庁舎に外観を揃えた新築)
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ー 34
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-36 
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第 2 章 わが国の公共建築の維持管理の実態

公共建築は新築から改修の時代に入ったといわれる。しかし，各自治体の維持管理

に対する取り組みはまだまだ不十分な状態にある。例えば，今回調査したほとんどの

自治体では，竣工後の建物の維持管理は各部局に任されており，既存建物の建築的状

況について全体的に把握している部署はなかった。保有建物の情報は管財課の台帳に

登録されているだけで，経過年数別の床面積や棟数について集計していたのは，わず

かに神奈川県と神戸市だけである。

また，維持管理に関する予算は建物を使用している部局単位についているのが，一

般的で，修繕費の全市的な状況を把握している担当課がないところがほとんどである。

これらの事からも，既存建物全体の維持管理について危機感を持っている自治体が極

めて少ないといってよいであろう。

この章ではわが国の公共建築のストックの実状を推測し，維持管理の基本原票であ

る施設カルテからわが国の維持管理の実態を明らかにする。

1 .わが国の公共建築の実態

図- 2. 1 に昭和 29年から昭和 59年までの年度別建築主別の建設延床面積を示す。こ

の数値は昭和 31--51年の「建設着工統計 J (建設省発行)によるものである。

これによれば，公共建築の建設量は昭和 34年までほとんど増加していないが，昭和

30年代後半からの高度成長期に合わせて，急速に増えてきたことがわかる。特に市区

町村の建設量の伸びは著しく，国や都道府県の建設量が昭和48年のオイルショックを

期に伸びが止まっても，それより後，昭和 54年まで増え続けている。しかし，市区町

村でも 55年以降は財政の逼迫化，新たな用地の取得難，小中学校などの基本施設の建

て替えが一通り終わった事などから，むしろやや減少の傾向が見られるようになった。

図- 2 . 1 の建設延床面積をもとに，経過年数別に 5 年刻みにしてして示したものが

図- 2.2 である。経過年数 31....... 35年の数値は昭和 31年度の建築着工統計調査書のグラ

フから読み取ったものである。図- 2.2 は戦後建設された全ての公共建築が廃棄され

ずに残っているとした場合の経過年数別の面積分布とみることもできる。

これによると，国，都道府県，市区町村のいずれも，経過年数が 15年未満の新しい

建物が多いことがわかる。実際には古い建物ほど撤去される率が高いので，現存建物

の平均経過年数は，全てが残っていると仮定した経過年数の平均である表中の 12....... 13 

年(昭和 60年現在)より新しいと予想される。

図- 2.3 は神戸市の建設延床面積の経年変化を示している。全国的な動向と全く一

致しているわけではないが，昭和 52年に建設量が落ち込み，その後 55年頃ピークにな
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り，その後増加量が減少している点は似通っている。

新築から経過年数 10年までは修繕費はかけられないのが一般的であり，設備配管の

交換を含む大規模修繕が必要とされるのは 15--20年とされて い る。各自治体で ， これ

まで新築工事に重点が置かれ，既存建物の維持管理問題に危機感がなかったのは，こ

のような現存建物の経過年数の新 しさが理由であろう。

この延床面積の数値から， 表ー 2 . 1 の建設省の修繕費モデル(文 3 )で，昭和 55年

価格で，耐周年数 65年，建設費単価 160 ， 390 円/ m' として，昭和 59年度の必要修繕貨を

算出する と，国が 4 ， 620億円，都道府県が 4 ， 520億円，市区町村が 1 兆 84億円になる。

59年以降も 59年と同程度建設されると仮定して算出すれば，必要修繕費は年が経過す

るにつれ増加し， 20年後には最も多くなって，国，都道府県，市区町村の必要修繕費

はそれぞれ 59年度の新築工事費の1. 4倍， 1. 15 倍， 1. 2倍になる。

この数値は概算的なもので，多くの仮定を含んでいるが，同じ総工事金額でも改修

工事の方がずっと件数が多くなり，発注や管理の手間がかかることから考えて，今後

は修繕工事が自治体の建築工事のかなりの部分を占める時代になることは間違いない。

近年の公共建築の寿命は，神戸市の廃棄建物面積から公共建築の寿命を推定した崖

注栄氏の研究(文 15) によれば，約 35年-- 38年だったという o 神戸市の廃棄建物面積

の数値は仮設建物や付属屋を含んでおり，学校施設の影響も大きい総括的な数値であ

る。そこで，図- 2.4 ，図ー 2 . 5 に政令指定都市の建て替え建物の建設年度別の件

数と，経過年数別の件数を示すo これは付属屋などの仮設的な建・物は件数に含まず，

件数で表現しているため，一般に公共施設としてイメージされる RC 造の主棟建物に

近い。前述論文の神戸市の廃棄件数に比べ，短期間で廃棄されるものが少なくなって

いるが，平均すれば 30--4Q年の寿命になることは共通している。

昭和 30年代までの建物はスチィールサッシで空調もなく，維持管理が悪いこともあ

り誰の目にも老朽化が歴然としていた。そのため建て替えの決定は比較的容易で寿命

も短かかった o だが，今後増えてくる 40年代後半-- 50年代に新築された建物は，物的

老朽化はそれ以前ほど目立たなくなるし，公共建築の場合は，不動産としての残存価

値が残っていれば，廃棄しにくい事情もある。公共建築の寿命は今後は現在より長く

なると予想される。

また，生涯建築費単価の面からも，寿命が長い方が有利である。表- 2 .2 は建設省

の修繕費モデルで，設定寿命別の生涯建築費単価を計算したものである。この場合の

生涯建築費単価とは，新築工事費と新築から撤去までの修繕費の累積合計を設定寿命

年数で害IJ ったものである。撤去される直前の修繕費は少なくなるのが一般的なので，

撤去前 5 年の修繕費はモデルの修繕費の半額にて計算した。図ー 2 . 6 は表ー 2 . 2 を

グラフ化したものである。
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これをみると，修繕費は設定寿命が 40年くらいまでは長 くな るほど高 くな る が， そ

の後は横ぱいになっている o 新築工事費は設定寿命が長いほど安 くなる o この二つを
合計した生涯建築費単価は設定寿命 2 5年 く ら い までは，大幅に安 くな り ，それ以降，

逓減率は減少す る が，寿命が長い ほど有利 であ る 。

もし，建物が耐久消費財と 同 じ で，使えさえすればよいというのな ら，あるいは，

これまでの公共建築と同じように，安い材料を使っ て 30年位で建て替える方が， 土地
の有効利用 や省エネ機器によるランニングコストの軽減を考えれば合理的かもしれな

2 . 施設力 ル テか ら見た現在の公共建築の維持管理

こ の節で は， 維持管理に実績のあ る自治体や公的組織の施設カルテの現状から維持

管理の実状を明らかにする。

だ が， r 建築は雨露をしのぐだけのものではない J r 公共建築は耐久消費財ではな
く，長く残るものでなければならない」との思いが公共建築に耐久性を求める根底に
あり，加えて，省資源や省エネルギー，廃棄物を減らすということが世界的な視野か
らも求められる状況になっている。公的機関は率先してこれらを実施する義務があり，

公共建築を地域住民の財産として大切に使用し，適切な範囲で寿命を延長することが

求められる。

以上述べたような諸状況から，今後，公共建築の寿命は長くなるであろうし，それ

に伴って機能変更や用途変更の必要性も増してくると恩われる。

(1 )施設力ル テ の役割

建物を良好な状態に保つために建物の状況を把握 し，維持管理の方策を 立てる 事は

医師が患者を診察 し，身体の状況に応じて処方を決めることと似ている。そこで既存

建物の状況判断を「診断J I 診断状況を記入する用紙を 「施設カルテ」と呼んでいる 。

診断には， 建物の性能や機能に関する緒要素について， 重要な変化が生じた時点で

方策を立てる方法と，ある時間断面で切って緒要素を一度にみる方法とがある。人間

が身体のどこかに異常が生じた時に医者にかかるのと，人間ドックの様に，症状の有

無に関わらず検査を受けることがあるのと同じ事である。

人間の場合は前者の方法でも，体温，食欲，体重などの判断項目と傷み等の自覚症

状から変化が生じた事ははっきり分かる。しかし，建物の場合は，雨漏り以外は不都

合な変化が生じても，慣れが生じて自覚症状が無くなったり，目に見えないことが多

く，問題点が放置されたままになる可能性がある。また，修繕の必要の度に現場に出

かける方法は 10年以上経過した建物の数が多くなると，管理技術者が年中補修工事に

追われることになってしまう。

そこで I N T T ，建設省等，保有施設数も管理技術者も多い組織では，維持管理の

効率化と計画修繕の視点から定期検査を中心に維持管理を行っている。又 I 2 , 3 の

自治体でも維持管理体制っくりの手始めとして，施設カルテを作成し始めている。こ

こでは，各組織の施設カルテにおける機能的耐用性に関する項目の有無，内容と使わ

れ方，その有効性について考察を加えるものである。

建物の機能変更は，物的修繕周期と期を揃えて実施されるのが合理的である。修繕

周期は建物の部位によって異なっており，提案者によっても差があるが，プランの変

更に最も大きく関係する設備配管の全面取り替えは概ね 20年に収東している。また，

内部仕上げや屋根防水，建具などの部分補修や塗装も概ね 5 年の倍数になっているも

のが多い。機能変更がすべてその範囲で行われるとは限らないが，少なくとも，物的

改修の周期には機能変更も検討されることが望ましい。

~\o 

(2 )施設カルテの内容

施設カルテには次のような内容のものが含まれる。

台帳

建物の概要と工事経歴を表すものである。原則として建物が存在する限り保存され
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る。頻繁に書き換えられるような項目は含まれない場合がほとんどである。維持管理

に直接関係する情報だけが取り出してまとめられる。例えば，竣工図 は建物の全容を

説明するが，ボリュウムが大きく，全施設の竣工図を施設カルテと して維持管理担当

課で保管するのは難しし '0 竣工図や改修時の詳細図などの情報は現場に保管する場合

47都道府県の内，定期適実態調査をしているのは，わずか 2 府県だけで，ほとんど

の所は必要が生じた時のみ実施している o このような実状では施設カルテを作ってい

る自治体は少ないと予想されたため， r建物の維持管理 J (文 16) と「横浜市公共建

築物保全対策調査報告書J (文 51) を参考として，維持管理に関心を持ち，対策を立

てている先行組織と近辺の自治体に対して聞き取り調査を実施した。聞き取り対象組

織と聞き取り相手は調査概要の調査 B (P.13 の表- 1. 6) に既述の通りである。

が多い。

大阪市等では施設台帳の電算化を進めているが，電算化には次のような利点、がある 0

.定期検査時に対象施設の全体像が素早く把握できる。

・修繕予算作成時に数量データがすぐ手にはいる。

・ 長期修繕計画作成のための修繕率，修繕周期などのデータを得ることができる 0

.全施設の状況を常に容易に把握できる。

診断チヱックリスト

数多くある建物の見るべき部分，見るべき内容をもれなく検査するためリストの形

式にしたものであって，正常であった事も記録される。検査時の状況を他人にコミュ

ニケートできるように，記入マニュアルを整備しておく必要がある。建築技術者でな

い施設管理者が記入するチェックリストもある。

力ルテ

カルテ(処方筆〉とは「明解国語辞典J によれば，診断結果「医者の処方を書きし

るした文書」である。建物の場合は，修繕改修すべき場所，方法，金額，緊急度等が

記入された文書である。破壊試験等の専門的な検査が必要な場合や，診断の結果，処

方がはっきりしない場合もその旨記入する。また，修繕周期は建物の立地条件や施工

の良不良などで，違ってくるので，始めは一律に設定しでも定期検査時に修正し，カ

ルテに記入する必要がある。

( 3 )施設カルテの現状

調査した組織のうち，埼玉県，浦和市，春日部市は定期点検をしておらず，施設カ

ルテも作っていなかった o 団地サービスは集合住宅だけが管理対象であり，本研究と

は対象が違っている。神戸市は調査時点では大阪大学岡田研究室にカルテ案を作成依

頼中であった。表ー 2 . 4 はこの 5 つを除いた主な組織の調査結果をまとめたものであ
る。

施設カルテの実態調査

表- 2.3 は官公庁営繕実態調査における施設現況調査実施状況である。

表- 2.3 施設現況調査実施状況( r 自治体の営繕 J . 19-10 より)

特徴的な事柄を箇条書きにすると，以下の通りである。

①カルテを実際に適用していたのは，建設省と NTT だけである。

カルテを作っても，実際にそれを適用するには，実行できる定期点検体制やカルテ

の結果に応じて補修するための予算の裏付けが必要である o 各自治体はこれまで，保

有既存建物の新築からの経過年数が浅く，維持管理の必要性が薄かった。 先進的と

いわれている都市でも，ようやく昭和 60年近くになってストック対策(=計画修繕〉

に取り組みはじめたところである o 中では横浜市が最も進んでいたが，それでもヒ

ヤリング時点では，カルテ作成を終え，外郭団体の管理公社に維持管理を一括委託

することに決定した段階であった。

国鉄は維持管理では，最も長い実績のある組織だが， ヒヤリング時点では，民営化

を目前にしており，維持管理に目を向けていられない，むしろ建て替えだという話

であった。赤字の建物には維持管理が必要でも費用をかけることはできない状態で
あった。

施設の現況調査 都道府県 市

定期的実態調査 ( 4%) 4.5(10%) 

改修増築の必要な建物のみ 25.5(54%) 19 (42%) 

特にやっていない 16 (34%) 15.5(35%) 

その他 3.5( 8%) 6 (13%) 

言十 41 45 

②維持管理費はどこも必要なだけかけられていない o 0 

「修繕しなければならないことは分かっていても，予算が無いので雨漏りなど緊急

度の高いものしか手が付けられない」とは，自治体の維持管理担当者からよく聞く

言葉である。ヒヤリングした中では，最も維持管理体制の整っていた NTT におい

ても，通常の補修費は 1985年現在で， 2000 円/rr{以下で，事後保全を余儀なくされ

ていたと言う o 民営化に移行するにあたって，維持管理の遅れを回復すべく， 5 ヶ

年局庁保全強化計画が実施され，特別予算が追加された程である。

③維持管理に対して，専門的な体制ができているところは少ない。
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表- 2.4 各自治体等の施訟

台

近臨地. ~ 大阪市

実慰調査表 A (施詞配置図

B (視|工事履歴書(建築) (撮械)

n A付表(合同 (電気・通信・ね)

n B付表( K 主要箇所改修履歴書共)
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施設机予のI I I ー(電気・通信・ね)

構 成 I I 非木造建築物現存割その他一マイクロフィルム

n I 図面

カ|建築物延焼防止度調 設備計算書

ル|昭和年度施設特別 法令関係手読書

劣化度診断記録、〉ト平立面

H 写真

劣化度診断シート

H 評価シート

テ|略図 11200平面図、

写真

枚数

対象施設 122万 rrf 7 延床面積不明 2 ， 420万 rrf 約800 万棟

1, 300~ 1， 500施設

50年度予算 75億円 57年度 311億円新築含む I 130億円 540 円 Irrf

現状補修予算 I 59年度予算 87億円その内 40-50億補修費 I(他の電鉄会社の半分の単価)

管理体制|営繕
各省庁

カルテ記入者|営繕部技術者

と費用

(計 画)|5 年
調査周期

作成時期 45年度より

記入状況 完了

ファイリング営繕

各主管 |直営

(財)建築技術協会

カルテなし 台帳のみ |担当投術者

担当技術者

工事毎 I 5 年

59年 4 月から作成で現在 I 59年 12月から開始(新保式)

100施設弱 |新築、増改築建物のみ

(財)建築技術協会 |各建築区単位 (54)

官庁建物実態調査カ・なし |現段階ではメリットがない

電 算 化|を入力演み。 のでしていない

敷地事情、室別面容ヂーまJiンクとして台帳のみ作成 INTT 方式と自ら担当者が

面、施設整備計画、され利用目的はとれから考|語るように、記述式の実践

室の内訳など、ソフえる。施設の種類ごとにの|的シートである.劣化度診

素の記入は最も多 L ディヲスをつけ、設計等の利用|断の分厚いマニュアルを整

に対し、ハード面にに供しているのみで予算化|備し、全国的に統ーした基

施設カルテの|は、現存率という耗にはまだ利用されていないJ$で記入が行なえるよう配

特 色|に代表され、情報カ新築時の台蝦作成は比較的|慮されている。

ただ現存率表はよく楽だが、補修時に作成する

れている。現在、写には、かなりの時間を要すc

の見直しが計画されしかし、部材の数量等竣工

時点のものは、記入があり

詳細な台帳である。



表- 2.4 各自治体等の施設カルテの現況一覧表

近蝕地建

実態調査表 A (施設全貌)

大

施設概要

阪府

(1) (2) 

国 鉄

台

" B (棟 別) 1 工事底歴 (建築) (設備)

" A付表(合同庁舎周 )1 棟別リスト・建築(主棟用)

" B付表( ")1 (付属棟用)

官庁建物実感調査力ード原表 |設備概要 (電気・撮械)

機器リスト根

施設カんすの

構成

横浜市

施設概要

神奈川県

施設概要表 配置図 |建物保守台帳建物情報ケト

工事庖歴書(建築) (揖械) 1 /1 修泊履歴等

(電気・通信寸ス)1 竣工数量表

主要箇所改修履歴書共)

施設概要書(建築) (撮械)

(電気・通信・力)

機械台帳 (機掠)

N で T 1 神戸市水道局

1 1 総括シート(現況図と図面 )1 保全調書
21 脂設概要 (1) (2) 

31 工事履歴 (建築) (訟備)

大阪市

(一般、小規模、小中学校別)1 建物概要表

棟概要 |設備概要表

配置図・立面図 仕上表 4 捜別リスト・建築 (1) (2) 

空調衛生設備概要 設備仕上表 5 設備概要

防災設備概要 設備機器表 6 栂器リスト (電気・慢掠)

電気設備 点検区分別項目表 7 図面、写真

工事台帳 (屯気・通信 .1ü)

" 部位別点検表

カ 建築物延焼防止度調査表 外構点検表

Jレ 昭和 年度施設特別計画表 設備点検表

テ略図 11200平面図、配置図 点検経過表

写真 図面、写真

耐震診断チェッヲリスト

枚数 10枚

対象施設 122万rrf 724施設 79万rrf

必-a-会aa-存言語言:r 間-占:民{主点了{付忌ーめー r -li-m-元ーん宇一一一一一一一戸-th:ぷ-一一一一ーー-可往生-主“自主一五百一一 r -ù-'古完全-d吋砕

外壁開口部カルテ |専門点検依頼表 91 点検経過表 (電気・掠掠) 1 部位別数累表+修諮終了

空調衛生設備カルテ |保守点検結果報告伝票 10 1 点検結果のまとめ

保守点検記録集計表 111 保全基準以外の事項

修理依頼表 12 1 点検ケト 建築工作物

修理結果報告伝票 13 1 電気配語、ボイラー醤拐、水槽

修理記録集計表 14 1 ね管、わ栓、む7、給水設備

14枚 1 14枚| 暖房

5.1億+ 2.2億 =7.3億円 1 1, 580円1m 214億円 1 5.7億 +2.4億 =8.1 億円 1 5 ヶ年保全強化計画886億円

(主管) 営諮(設7.000万 )1 (含光熱費保守委託料)1(管財課)都市部 +α=約23倒実施 854億円 177億1:年

835 円1m I I 建築工事課

58年度補修26億(含学校)

営繕→(財)建設監理協会|建築部→(仮)保全公社 |整備検討中 現管財 |直営 |直営

(工事履歴、数量等未記入) I (設備は台恨のみ)

施設(縮小図面を含)企画調査

営泊、管理協会 |保全公社

建築は、台帳関係7的ム入力|施設カルテのみ入力済み.
共外注にて作業中。設備は、|プログラム内部で、入力も

7ロヴラム入力共内部で完了。 I 内部でカルテ記入は外注.

敷地事情、室別面積改修計|詳細な記入リストは最も役|カルテは、建物の物理的劣|自治体として、非常に早い|点検シートは管理者向けと|建物が小規模で様式が似て|十匁パンクとして台帳のみ作成 INTT 方式と自ら担当者が

面、施設整備計画、人員、 |立ちそうにみえる。外措か|化の大きい外皮の項目にし|時期に開発した意義は大き|技術者向けの 2 種類あり、|いるのか項目が少ない.従|され利用目的はこれから考|語るように、記述式の実践

室の内訳など、ソフト的要|ら仕上に至るまで必要修繕|ぼリ、その項目毎に劣化判|い.ただし、カルテは提案|前者はアンケート式、後者|って、記述式の書き方でも|える。施設の種類ごとにの|的シートである.劣化度診

素の記入は最も多い.それ|費用の積算までしているがJ 断を客観化している.この|にとどまり記入されていな|問題のある場所についての|そうむっかしくないのかも|ディクスをつけ、設計等の利用|断の分厚いマニュアルを整

に対し、ハード面について|活用はまだ不十分である。 I ように建物補修の重点項目|い.内容は、項目が多く、 |記述式である.経験を寝ん|しれない. 1 に供しているのみで予算化|備し、全国的に統ーした基

施設カルテの|は、現存率という総合抱寝|当面はデータの監備を重点|を追求し、計画化していく|しかもいづれも記入式で記|だ技術者が判断のブラック|部位別数量は大変にみえる|にはまだ利用されていない4 世で記入が行なえるよう配

特 色|に代表され、情報が少ない .1 としており、今後の活用が|のも一つの方向と思われる」入は大変困廷のように思わ|ボックスであり、結果だけ 1 :が、補修設計等によく活用|新築時の台帳作成は比較的|慮されている。

ただ現存率表はよく活用さ|期待される. I 文施設概要は、コンパクト|れる。 1 を記述する実践的方法であ|されている。 I 楽だが、補修時に作成する

60年度予算 76億円

I 59年度予算 87億円現状補修予算

管理体制
営繕

各省庁

カルテ記入者 営繕部技術者

と費用

(計 画) I 5 年
調査周期

記入状況 元了

設計事務所

1.000万円 370件

未定

57年度から作成

完了

l 営縞ファイリング 1

官庁建物実態調査カード原票

電 算 化|を入力済み。

れている。現在、現存率表

の見宜しが計画されている。

その他一マイクロフィルム|劣化度診断記録トト平立面

図面 11 写真

設備計算書 |劣化度診断シート

法令関係手読書 評価シート

458万 rrf 1.100施設 2.420万m 約800万棟2.681施設 I 1. 900万 rrf 約3万槙 I 62.353m 300棟|延床面積不明

1 ， 300-- 1. 600施設

57年度 311億円新築含む I 130億円 540 円1m

その内 40-50億補修費 I (他の電鉄会社の半分の単価)

予定

設計事務所

550万円 182件

5 年

行都市部

施設管理者8-14 技術者2-8 1 保全担当技術者

総括責任者1

目標点検年 2--3 年 I 3 年をベース I 1 年 --3 年

点検依頼により技術者が実施

56年度開発 I 59年 3月運用開始(新様式) I 58年度から作成

未記入 I 現在 115施設

各主管

(財)建築技術協会

カルテなし 台帳のみ |担当技術者
担当技術者

工事毎 I 5 年

直営

設計事務所

60年度から作成

現在182施設終了

59年 4 月から作成で現在 I 59年 12月から開始(新搬式)

100施設弱 |新築、増改築建物のみ

総括責任者 1 -6 1 1. 14

施設管理者ト15

不明

肥DIAS (財)建築技術協会 各建築区単位 (54)

HEDIAS (建築保全管理システム) I 61 年度検討予定

JOB650 (電力設嫡)

なし 現段階ではメリットがない

のでしていない

によくまとまっている. には、かなりの時間を要す4

しかし、部材の数量等竣工

時点のものは、記入があり

詳細な台帳である。
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維持管理の専門担当部門があるのは NTT と神戸市だけであり，他は新築と兼務し

て い た。自治体では修繕補修費の予算は担当部局と営繕諜と 2 本立になっている。

日常的な修繕補修費は担当部局におりて， 1 工事当りの金額が大きいもの (200万~

500 万円)や技術的判断の必要 な も の だ けが営繕課におりているところが多い。補

修貨は全額担当部局におりて， 金額の大き いも のや専門知識の必要なものが建築課

に委託さ れると こ ろもある(神奈川県)。 予算の配分ができなければ， 保有建物を

全体的な視点から 管理することができず， 計画修繕などは不可能で ある。

建築ではなく 担当部局に修繕予算をおろす理由は次のようなものであると 言われる 0

.簡単 な工事は担当する部局が行 っ た方が簡単で早い。

・修繕費は政策 目 標になりにくい。例えば，保育所の補修費を福祉課におろせば，

福祉予算になるので，担当部局に予算をつけた方が聞こえが良い。

・技術者も補修と新築両方した方がやりがいがある。

・いずれ一括して委託に出すことを予定している。

④維持管理の一括委託化がすすんでいる。

清掃， 警備，設備機器の維持管理は現在も外注している場合がほとんどであるが

この他に修繕補修工事も含めて，総枠で維持管理予算を渡してしまう，一括管理委

託方式が横浜市だけでなく，大阪府や埼玉県など，増える傾向にある。

自治体の正規の発注工事の事務手続きは金額の多少に関わらず同じなので，少額の

修繕工事では手聞が大変，単価の融通性がない， といった制度上の不便さがある 。

別組織(公社等の外郭団体)に一括外注すれば，それらの不都合は解消される。し

かし，下請け管理では，現状の継続になり易いし，維持管理から新築設計へのフィ

ードパックや，機能変更のための改良工事などは直接管理でなければ実現されない。

⑤施設台帳は内容があまり詳細になると記入されない。

竣工時には簡単に分かること(計画通知番号や，材料の数量など〉も 10年 20年経っ

た建物では，捜し出すのに手間がかかる場合がある。そのためせっかくシステム

(大阪府の MEDIAS) を作っても，データが入力できなかったり，新築の建物からの

適用にしたり(大阪市，国鉄) ，空欄のままにしておく(横浜市〉などということ

になる。

新築時の数量把握は容易だが，改修工事になるとそのつど正確に全体数量を変更し

ないと分からなくなってしまう。台帳に記入する項目は必要最小限にする必要があ

る。

(4 )施設カルテにおける機能的項目に関する問題点

ヒヤリングの結果，実績，内容共に， N T T と建設省が他の組織に対して，先導的
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立場にあったことが分かった。建設省→大阪府→横浜市の流れはカルテの中の現存率，

対策ランクの項目を媒介にしてうかがわれ， N T T →国鉄の流れは記述式の施設カル

テからうかがわれる。カルテは当初の作成目的からいっても物的側面に関するものが

主体であるが，機能的側面についても意識的に項目を設けているの は ， N T T と建設

省だ け である。この 2 つ以外の カルテで，建物の機能的側面 に関する項目は以下の通

りである。

①大阪府と横浜市は利用条件ランク ，身障対策 ランクな ど施設の性質 に関する項 目を

設定 し ている。記入方法は種々の施設のあるべき 姿を予め分類 した表が あり ，その

3 段階の数値を入れるのである。大阪府 の記入マニ ュア ル lこ よれば， 目標 と到達度

という 形で使 うつもりであったようだが， 3 段階にランク分けしても， 基準が明確

にされてお ら ず実際には記入していないという話であった。

②国鉄，神奈川県，神戸市水道局のカルテは物的側面に関するものだけであった。国

鉄のカルテの 「収容人員 J í駅規模」の 2 項目が機能的内容のチェ ッ クにも役立つ

項目であった。

③大阪市はカルテはなく，台帳だけであったが，機能的変化の重要性を台帳の「作成

目的 」 の中で次のように述べている。 í (略〉社会情勢の変化と行政ニードの変化

にともない，建物全体の世と変更，内部間仕切りの変更等がおこる。(中略〉これ

ら建築物の整備保全を的確に実施するために，本施設台帳を作成するものである。 J

記入欄には「企画，設計上特に考慮した事項」 という項目があり，周辺対策，デザ

イン，不同沈下対策，遮音対策が選択枝として挙げられている。デザインの項には

更に，地域性，平面，立面，色調，その他，の項目に分かれ，有りをOで記したの

ち，内容を記述するようになっている。機能的側面を重視したいという意図は感じ

られるが，記入する方の困惑も予想される項目である。

「企画，設計上特に考慮した事J は，他の組織の台帳には見られない重要な項目で

あると思われる。 だが，その内容はデザインなどという暖昧なものではなく， きち

んとした「設計条件」でなければならない。要求室，設定利用人員，遮音対策なら

どこに対してどの程度の遮音性能が要求されたのか等，新築時に記しておく必要が

ある。

( 5 )診断方法についての 2 つの考え方

NTT と建設省の 2 つの組織はわが国では維持管理の実績もあり，他の自治体や矢

組織のカルテ作成に影響があったことは既述の通りであるが，この 2 つの組織の診断

方法には，考え方の違いがある。

NTT は，改修工事は経験ある検査員という判断のブラ y クボックスが，医師が患

-39 -

者の体を見るように，総合的に建物の状況を判断するのが，最も実践的だとの視点、に
立っている。

建設省は，種々の要素をできるだけ数値で表し，個々の建物の条件の違いは係数の
形でかけていくというものである。

既存建物の傷みは個別性が大き く ， そ の修繕内容も一律ではない o 従って，物的側
面の維持管理では， N T T 方式は実感と の差の少ない実践的方法であり，建設省の算
定方式に比べて長所が多 t\o N T T で は，検査員は実務経験の長いベテランを配置し
建築 と 設備の担当者が数人でチームを組んで診断をしている。 判定基準を標準化する
た めの マニュアルも整備さ れ， 例えば，鉄部の錆 の劣化度判断 に は， カ ラー写真見本

帳 までが用意 されている o N T T方式の維持管理は，検査員の信頼度が高 く，施設の
種類が多憾な 自治体の建物の維持管理に適している o だが，誰が検査するのか分か ら
ない一括外注の維持管理ゃ， 管理建物の数が多い建設省等では，数値で表現された状
況で補修費を決めるしかないであろう。

以上は物的側面の維持管理に関する診断，補修に関するものであったが，機能的側
面に関してはどうであろうか。

NTT では，設定性能の点検を 1 1 年、 16 年、 26年の特別点検時に行っているが，点検

時のカルテには，機能対応項目も含まれている。具体的には， í用途と機能の整合性J
という項目で，以下のような内容である。

1 )使いにくさ， 2) 狭あい， 3) 機能の老朽化，4)機能の陳腐化， 5) 周辺環境との著し
い違和感， 6) その他。

それぞれについて改善の要否を判定し，主要な要整備場所と所見とコストの概算を

記入するのである〈参考「建物等の点検評価方法J ， í 同解説」 文 52) 0 マニュア
ルには点検要項として，他項目と共通で以下のような方法を指示している。
1)利用者，関係者等に対するアンケート

2) 標準的な単位水準地，係数値との比較検討

3)専門技術者による総合評価

だが，内容はこの段階で留まって，それより詳しい方法は書かれていないo 物的側
面の判断マニュアルが材料劣化の色見本まで整備されているのに対し，アンケートの
例も無ければ，標準的な単位水準値も示していない。 í用途と機能の整合性」を判定
するという趣旨はもっともだが，果して項目だけのマニュアルで，現場検査員が改善
の内容(それ以上のコストまで〉を判定できるのであろうか。聞き取り調査によれば，
NTT では機能対応の項目は，検査において余り重視していないという話であった。

一方，建設省のカルテは，敷地状況，収容人員，庁舎の室面積，付属家の面積，施
設整備計画，がそれぞれ現状と基準が数値で記入されるようになっている o その数値
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は別の実施要領に細かく載っており，例えば， r新営計画緊急、度判定」の項では，理

由が 8 項目挙げられ，それぞれに評点と計算式が記入されている o 庁舎の分散度なら ，

離れている距離がOm で， x 点になるという具合いである。ものを見ずに機械的 iこ数

値を当てはめるのは，いかにも「お役所的」な方法だが，優れた点もある o 例え ば狭

あいも， N T T なら他の項目同様検査員の判断に任されるが，建設省では職階別の人

数毎に数値を積み上げて基準数値とし，その数値と比較して狭あ L、かどうかを決めて

いる。計算過程が一律であり，実質的な有効性はおそらく NTT が上であろうが，主

観的な判断だけに頼らないやり方は，実績の蓄積によって基準の改良が可能であり，

考え方は参考となる。

計画研究とは，計画における熟練者の的確な主観的判断を，明文化することでもあ

る o N T T 方式が有効であっても，診断の的確さが検査員の経験年数やチームの人員

構成などに求められるなら，そちらは本研究の当面の範囲ではない。

施設カルテを機能的側面から記入するとすれば，台帳には，設計の基礎となる需要

状況や設計条件とされた事を記入すべきである。利用圏域内の人口，利用対象，要求

室，等々である。定期点検時の診断方法については，物的診断向様，機能的側面につ

いても，一定のマニュアルが必要である o マニュアルは判定基準を示すが，事例によ

る差を考慮した上での最終的な診断は熟練した検査員がすることになる。
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3. まとめ

1 節では建設着工統計から，昭和 29年からのわが国の公共建築の建設量の経年変化

をみた o それらを経過年数別に 5 年単位で合計し，全てが廃棄されずに残っていると

仮定して，今後の維持管理費を計算したo それによって維持管理費が，今後急速に増

加し， 各自治体が維持管理に重点を置かざるを得なくなる状況であることを示した。

新築工事単価と修繕単価を合わせた生涯建築費単価は，逓減率は 30年くらいから低
くなるものの， 設定寿命が長いほど安 くなる o また，経済的な有利さからだけでなく，

省資源，省エネルギー，廃棄物を出さないといった地球レベルの視野からも公共建築

の寿命を延長することが求められ，建物の機能変更や用途変更の必要性が高 くなるこ
とを述べた。

2 節では，維持管理に実績のある自治体や公的組織の維持管理について，実態調査
し，維持管理を効率的計画的に実施するための道具として作られている施設カルテの

現状を明らかにした o 施設カルテの中でも，建物の機能的側面に関する項目を取り上
げ，考察をした。

調査時点〈昭和 60--61年〉で施設カルテを実際に適用していたのは建設省と NTT

だけであった o 維持管理費はどこも不十分であり，維持管理の専門的な体制があると
ころも少なく，一括委託化がすすめられていた。

施設カルテの中の機能的側面に関する項目は各組織に散発的にみられるが，実質的
に効力を発揮しているところはないo なかでは，建設省と NTT が意識的に機能的側
面に関する項目を設けているが，実際に結果を適用しているわけではない。建設省と

NTT は診断方法について，考え方の違いがあり， NT T は熟練者による判断という

現実性に優れる方法であり，建設省は数値による記入という蓄積可能な方法をとって
いる。
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第 3 章 用途変更された公共建築の実態

物的耐用年限より建物の寿命の方が短いのは， I 機能上の陳腐化J つまり 本研究に

お け る「地域需要と建物との不整合 J によることは既に述べた通りである。では公共

建築 に おける不整合の内容とはどんなものであろうか。この章では不整合とその結果

生 じた用途変更の実態を明らかにし，機能変更が必要となる要因について述べる。

1 .機能変更の背景と要因

実態調査 の事例数は限られており，実態に全ての変化要因が反映されていると は限

らない。そこで，実態分析に先立ち，新築建物における機能変更と， 建物の機能変更

が必要となる要因について，今後の可能性も含めて，全体的に述べる。

(1 )新築建物における機能的耐用年限の延長

建物自体にフレキシピリティがあり，改修工事なしでも需要変化に対応可能である

ならば，機能変更のための建築工事は必要でなくなる。民間のオフィスピルや貸し店

舗などでは，ある程度の機能変更に対応可能な建物にすることを設計目標のひとつと

している。機能変更に対応できるフレキシピリティのある建物とは，一般に次のよう

な建物であると恩われる。

①面積や平面寸法に余裕がある。

②スペース内に構造壁がなく，間仕切り壁が自由に移動できるオープンスペ ー ス。 。

③設備の変更・交換が容易にできるように天井高や P. S (パイプスペース) ，設備関連

諸室に余裕がある。

④寿命の異なる部材の交換システムが考えられている。

⑤年月に耐える手堅いデザイン，あるいは逆に簡易に改装できるデザインとする。

⑤荷重や水平力の増加に耐える構造余力がある。

公共建築の中では，庁舎建築はオフィスピル的な建物であり フレキシピリティを

持たせた設計も有効だが，一般の公共建築はそれぞれ特有の目的を持っている。施設

利用者にとってオフィスピルのようなプランニングが使用目的に対し最善の設計とな

るとは限らない。フレキシピリティを持たせることがコストアップにつながり，結果

の有効性に見通しが薄い場合，新築時には使用目的に沿った設計方法を選ぶことにな

る。
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(2 )需要変化の量的側面
量的側面とは一言でいえば利用者数の変化であり，主と して施設面積 に関わるもの

で その予測は建築計画の主要な部分で も あ る o 3 - 4 節で用途変更の発生要因の調

査結果を述べるが， 以下は量的側面 の変化要因と して考えられ ることを述べる。

①地域構造の変化に伴 う利用圏域内人口の増減。

絶対数の変化は もちろんのこと，年齢層の偏 り ， 昼夜間人口比率の変化などもある。

図ー 3 ・ 1 は 中野区の世帯人員別普通世帯の経年変化である。昭和 30年か ら わずか
25年の聞に、一人世帯(中野区では若者)が 5 . 4 %から 42. 5%へと 急激に増えていった

ことがわかる o 住民に必要な施設がそれに伴って変化してくるのは当然である o

地域人口の変化などにより行政区域が変わったり，町村合併等が行なわれることが

ある o また，広域行政地域制度など行政方針の変化によって施設の圏域人口が変化
する o こうした場合は変化が急激であり，そうでない場合と区別して扱う必要があ

る。

②経年による人口構成の変化

団塊の世代を持つわが国の人口構成は，経年そのものが年齢層別人口の変化をもた

らすo 小学校の空き教室問題を初めとして，徐々に老人施設が多く必要になってく

ることなど，施設計画の上で重要な問題である。

人口構成に偏りがある点では計画住宅団地や疎住地域なども同じであり，施設需要
の経年変化の予測が重要である。それぞれ，経年によって偏りの変更傾向に違いが

ある。

③競合施設数の変化

利用圏の重なる競合施設数の増減は 1 施設当りの利用者数の増減につながる。公共
施設同士だけでなく，病院，学校，幼稚園など民間施設も競合施設となる o

④利用圏域の変化

圏域面積が変われば利用者数も変わる o 利用圏域の変化予測は建築計画学の重要な

お年 35 40 45 50 

3人

2人

l人

図- 3. 1 中野区世帯人員別普通世帯の経年変化
〈中野区区勢概要昭 S8年版より〉
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テーマ の一つである o 交通手段， 道路，競合施設の位置と規模，ターミナル駅など
が影響する o 施設自体の内容によっても利用圏域は違ってくる。

⑤利用頻度， 利用期間の変化

利用者の実人数は変わらな く とも，頻度や期間が変われば延べ利用者数は変わって
く る o 延べ利用者数はどの施設でも記録されているが，その内容によって施設のあ
り 方 が変わ って くる 。

⑤発生率の変化

経年と 共 に 発生率の変化する も の がある o 共働きが増えれば， 保育所を必要 と す る
要保育児童 の発生率が高 くなるな どがその例である o 施設内容の変化によっ て も変
わってくるし， こ の予測は難 し い 。

いずれの変化も 正確な予測は容易でない。新築時の変化予測が妥当でなかったた め

に，用途変更の必要が生じたのであるから，改修時に可能だとはいいきれない。しか

し，計画とは予測であり，結果の如何にかかわらず変化予測は必要なことである。

(3 )需要変化の質的側面

公共施設の質的側面にかかわる需要変化は施設の用途や内容を変えるわけで， r施
設の内容」を変えるものといえる o 施設の内容とは，具体的には個々の室の機能(形
・設備・構造)や室構成，施設のネットワークや立地などである。

質的側面の細部においては，利用率を高めるため，好みや流行などの流れに対し，
ある程度考慮せざるを得ない面もある。例えば，理念的には「省エネルギー」が大事

であるといってもクーラーなしの夏の集会所を使う人はいない。現在の質的変化に関

するいくつかのチェ y クポイントを，過去 10年間の生活白書などから拾い上げて，箇
条書きにすると以下の通りである。

①週休二日制，家事労働時間の短縮，等の生活時間の変化に対応しているか。
②女性の社会進出などの傾向を反映しているか。

③長寿化，核家族化，老人家族の増加など， ライフサイクルの変化に対応しているか。
④消費生活水準の向上，可処分所得の減少等経済生活のレベルに合っているか。

⑤老人，身障者，幼児などにとってバリアフリーになっているか。
⑤安全性に問題ないか。

⑦消防法，建築基準法，その他の法律に合っているか。

③住民の自主的な意志を反映しているか。関連する住民運動，請願，自主活動はある
か。

⑨要求の個別化，多様化を意識しているかo 少人数の要求にどう対応するか。
⑪補助金や制度を有効に利用しているか。
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⑪動線の錯綜はないかo 各室の使用内容と広さや器具などが機能的に適切かo
⑫清掃や器具交換などの管理運営上の問題を考慮しているかo
⑬同種の民間施設に比べ流行遅れではないかo 違っている点はどこかo
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2. 用途変更された施設の概要

この節では，一次アンケートまでの結果で得られた用途変更施設の概要を示し，わ

が国の用途変更施設の傾向を知ることを目的とする。

( 1 )改修年度，新築年度，経過年数

何年単位で集計するか は事例数とのバランスもあるが，内容を重視して決めること

とした。改修年度は経年傾向を見るために各年度毎に集計し，新築年度と経過年数は

修繕周期との関係があり 5 年単位で集計した。修繕周期は， 日本建築学会基準や建設

省，日本電信電話公社(現 N T T) ，その他の維持管理に関する研究でも 5 年周期の

ものがほとんどである。

図- 3.2 は調査事例の改修年度別分布である。アンケートの時期に近いほど記憶さ

れて回答されているとも考えられるが，各自治体とも該当事例数が少ないので，用途

変更工事は近年増加していると読んでもよし 1。図- 3 . 3 は同じデータを 5 年単位で集

計したものでこれを見れば，増加の傾向は更にはっきりしている。

図- 3.4 は新築から用途変更までの経過年数である。 16年-- 20年に山がある。これ

は設備などを含む建物の大規模改修が経過年数 16--20年で実施されているものが多い

ことと関係している。着工延床面積は経過年数 11 年-- 15年のものから急に増えている

ので，今後，経過年数 16--20年の建物が増加してくるので，用途変更も増えて来る可

能性が多いと思われる。

図- 3.5 は調査事例の新築年度分布を示す。昭和 36年-- 40年に新築された建物が最

も多く，その前後がそれに次いで多い。昭和 36年-- 40年は高度成長期にあたり，当時

の建物は経済，社会の激変期を経過している。

(2 )構造，規模，延床面積

図- 3.5 に調査事例の構造を示す。 3/4 が RC 造で，次ぎに木造が多い。 RC 造の

ほとんどがラーメン構造で，壁構造は 3 例である。構造別の新築年度を見ると木造は

戦後から昭和 40年までのものがほとんどである。鉄骨造はプレハプ造が多いためか，

やや新しい。

図- 3.6 は調査事例の階数である。 3 階建てまでの建物が多く I 81% を占める。 5

階建て以上の建物のうち 6 事例は旧用途または新用途のどちらかが庁舎である。 5 階

建て I 6 階建ての建物は I 1 フロアだけを使用している 1 例を除いて，いずれも全面

的な改修になっている。地下階は用途変更前は自転車置き場や倉庫，食堂，売店など

職員用の裏のスペ ー スに使用されていたものが多いが，用途変更後は地区センターの

-47 -



事
例
数

。

昭 . 40

図ー 3. 2 改修年度別の調査事例数

80 
，
m
抽E

n
t・

B{j . 6 1 5 6 5 1 4 6 4 1 3 5 3 5 

図- 3.3 

5 年単位改修年度別の

調査事例件数

値正楠の
・
1
，

為

一

の
F
・

中途度年 防音音楽室や トレ
一一ング室などとして積極的に使用されている場合も多 ~'o

延床面積の分布は表 -3 ・ 1 の通りである o 1000m 2 以下のものが約半分で. 500m 2 

以下 は 45事例で約 3 0%である o 変更前の用途が支所出張所ゃ，幼稚園，保育所，集会
所， 消防署， 住宅等が小規模で，庁舎，学校，地区センタ一等が比較的大規模である o
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(3 )工事費

対象事例のうち，総工事費がわか っ ているのは 107事例 で ある o 表- 3 ・ 2 は 昭和 59
年度の物価指数を 1 とした修正値であり，表 - 3 ・ 3 の金額はこれによって修正 した総
工事費金額別の事例数を示している o

工事費が 0 円というのは工事をしない用途変更で，そのまま使用内容だけを変更 し
f も?である o 工事金額の最低は 6 万円の事例である o 6 万円と言うのはいか川少
ないか， この事例は新築の当初から集会所として設計され，暫定的に出張所として使
;;ょ;:;?えだけで集会所吋変更したものである o 工事費の最高は 18億

。この養護学校は延べ床面積8162m 2 で，商業高校，看護専門学校
も併設されている o 工事費のほとんどは養護学校部分の増築 C2402m 2 ) .改修，外構
工事に充てられ，商業高校と看護専門学校の部分は位置が変更され入口周 ・りなど若干
の改修工事はされているものの，教室部分は簡単な補修程度で済まされ，ほとんど元
の教室のままある。このような事情であるから，総工事費が 6 万円の建物と 18億円の
建物を千べても，金額の多い建物の方が立派であるとは言えないo 規模が違うから金
額が蓮つのではなく，総工事費の比較では，工事規模しか分からないと言うことであ
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工事費や単なる工事単価だけでは工事内容も変更内容もわからない。用途変更などの
計画決定には概算見積が必要だが，現在全く資料がない状況であり，今後の課題とし
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rri単価

(単位円)。 10 3. 施設種別に見た用途変更の傾向

ここでは，施設の種頬別に用途変更の傾向を明らかにする。

施設分類の方法は械々である。官庁では，管轄によって分けるのが一般的で，幼稚

園は学校と一緒にされ，保育所は老人福祉センターや母子寮と一緒になる。この他に

施設の利用者年齢層によって，幼児施設，老人施設などと分ける方法や，近隣施設，

センター施設といった分け方もある。本研究では，用途の他に建物の形と規模に注意

し，回答事例数を考慮して分類する。

変更前の旧用途と変更後の新用途の関係は表- 3.4 の通りである。これをみると新

用途に比べて旧用途の方が多いのが，支所出張所，幼稚園，小中学校棟，消防署など

で，その逆が集会施設，福祉施設，文化施設等である。だが，全体の事例数が少ない

ため，足立区の出張所のようにまとまった数の事例があるとその影響が大きく，表の

数字が必ずしも全国的な数の傾向を反映しているとはいえない。ここでは事例数の大

小を比較するよりも，用途変更発生の要因が一般的で，全国あちこちの自治体でも同
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階数別の調査事例件数 図ー 3.7 改修工事単価別の分析事例数
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表- 3. 1 延床面積別調査事例件数
表- 3.3 総工事費別の調査事例件数

総工事費 事例数

(単位百万円)

。 7 

100万円以下 3 

6 

1 1 

10 ---- 7 

20 -., 9 

30 --- 1 6 

50 --- 1 7 

100 --- 9 

200 ---- 1 0 

500 --- 6 

1000 ---- 6 

不明 1 4 

百十 121 

廷床面積 (nl) 事例数

1 --- 100 3 

101 200 1 5 

201 ャ 300 1 4 

301 500 .13 

501 701 1 3 

701 1000 1 2 

1001 1500 1 4 

1501 2000 1 3 

2001 5000 1 5 

5001 ---10000 1 0 

10001 1 

不明 2 3 

合計 146 

表- 3.4 用途変更前後の施設一覧表 * 1 :学賞保育クラブを含む
本 2 :心身隊害者用施設一段

昭和 59年を1. 0 とした物価指数の修正値

kぞL
市防庁合 幼児胞設 学 t主 m会経:立 福祉飽投 文化S'é設

①②③ ④⑤ ⑤①③ ⑨⑪⑪ ⑫⑬⑪ ⑮⑮⑪ ⑬⑫⑮ @ 小 2十 2十

qr ①庁舎 l 3 2 3 1 1 12 
Ui 
②支所・出張所 6 2 7 16 40 

庁

バuおき ③その他の庁舎 3 2 l 4 12 

iIJ ④幼稚図 1 1 3 2 
~'l t芭

:J ⑤保育所 311 14 

学 ⑤小中学校模 1 1 4 1 2 1 4 1 15 

⑦ H 教室 2 1 1 19 
筏

③その他 。

lI! ⑨地区センター 3 l 2 
会
⑪公民館 1 10 

�i! 

E主 ⑪集会所 2 

沼 ⑫老人センター
1止

⑬児童館(本 1)
}主

l 4 

i宣 ⑪授産施設等(キ 2) 。

文 ⑮図;!;館 1 2 l 7 
fヒ

⑮博物館(ヰ 3 ) 1 9 
E昆

役 ⑪宿泊施設

⑬郵便局 2 1 1 l 

⑮消防署 3 1 1 2 2 10 25 

⑫保健所 1 l 1 1 2 8 

@寮・その他 l 1 4 1 1 2 5 16 
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/ J、言十 7 2 14 o 4' 017 7 1318 8 10 15 755 1 1 5 19 
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じような問題が発生したと思われるような典型的な用途変更のパターンを さがすこと

が重要である。

以下，施設の種類別に典型的な用途変更の傾向を示す o

30 

0: 新築

0 : 用途変更
[l ~f"íU:lt件え

( 1 )行政事務施い
己舎の用途変;の典型的なパターンのひとつは，人口急増した衛星都市のものであ
ふくの所沢市 く 10>狭山市，く川市，く3>東村山市 日野市(建て替え) く4>四日
市市などの庁よで 各市の人口変化と庁舎建設の時期は図ー 3 . 8 の通りである o
これらの市;ぃ)れも戦後人口が急増した市である o 四日市市を除いて，以前はど

の市も都心からかなり離れた農業地帯の町で，庁舎も木造であった o 人口が増え始め
て RC 造の庁舎に建て替えるが，その後もベットタウンとして急激に人口が増え;
プ，しハプ戸舎や分庁舎を建てて蛸足庁舎となる o ついに増築や分庁舎では対応できな

二り， ほ即lぼ削ま
ン夕一等に用途変更する。
一人した経緯で建てられる庁舎は，最初が戦前からの木造役場，次が中央に吹抜?

ゃーのある打ち放しひさしの旧庁舎，最後がタイル張りの高層新庁舎と，外観やフ

ランに共通点のあるものが多い.
フ< 5>神戸市葺合区ゃく 24>横浜市栄区も人口が増加して分区したものであり，く11>倉敷
市庁舎の場合は町村合併によって人口が増加したものである o これらも人口の変動に
よって，他に庁企が新築され旧庁舎が用途変更された例である。
「人口と全職i数の聞には，ほぼ一定の関係が見られ，一般に市町村の場合，職員

一人当り 100人内外の住民，県の場合は職員一人当り 700人程度の住民を受け持ってい
る J (文 64) という o 従って，人口の激変した市町村の庁舎ではどこでも，同じよう
な不整合が生じた筈である。
図- 3 ・ 9 は都市近郊にある草加市の人口の変化と庁舎職員数と郵便局職員数の変化
を示す o 草加市では郵便局が他に移転し，空いた局舎を市のく8 1>分庁舎に用途変更し
て:る o このクラフをみると，人口の増加と共仏市の職員だけでなく郵便局職員も

増加していることが分かる。
公共建築が地域サービスを目標とする以上，庁舎以外の場合でも地域人口の変化に
よって，多かれ少なかれ建物に不整合が生じるのは当然、の事である o 庁舎や郵便局だ
けでなく，警察署も消防署などほとんどの公共建築が人口の増加に伴って施設面積を

増やす必要が生じる。
一支所や出張所が空き建物となる主な理由は，広い意味での行政方針の変化である o
支所や出張所は本庁舎から離れた地域の住民に対する窓口業務を行う施設であるから

加
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rJ 

へ
万
人

却 35 ~() ~5 日 印

図- 3.8 

人口急増市の人口の変化と庁舎の新築と用途変更の時期
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草加市の人口の変化と市職員数，郵便局職員数の変化
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旧集落の中心地などの昔の人口重心に設置される事が多い。と ころが，新たな住宅が

建ったり，店舗ができたりして人口が増える場所は旧集落ではな く ，新設駅の周辺や

畑だった場所であったりする。その結果人口重心が移動して，かつての位置が不適当

になる場合もある o また，自治体側にも観合施設化によって職員を合理的に配置 し た

い意向と，用地取得難の事情がある。

それらの理由から，地区割を再編成し，住民に対して窓口サービスする部署(例え

ば住民課や，社会福祉協議会，保健所など〉や集会所，公民館をまとめて複合建築化

するという方法が取ら れる。 o A (オフィスオートメーション)化して窓口業務は迅

速になり ，建物も空調のある新築建物になるが，出張所の数は減少する。このような

方針は支所出張所の多い東京区部や京都市，大阪市等の大都市で共通していた。

変更前の用途が支所や出張所であった建物は，人口重心に置かれ，住宅地や商店街

の中心や，幹線道路沿いなど地の利のょいところに多い。従って立地条件としては種

々の用途に適しているが，実際には，用途変更後の建物用途は限定され，集会所，福

祉作業所，児童館などになっている。

足立区では出張所の廃止はその近くに住む住民にとってはサービス低下であるので，

直接住民サービスになる施設にするという意向があったという。

幼稚園より廃止の傾向は少ない。

今回の調査でも，保育所そのものの縮小廃止に伴う用途変更事例はなかったo 保育
所の用途変更はむしろ内容の充実した新しい保育所が他の場所に新築され，移転した
後の空き建物を老人センターなどに用途変更した事例だけであった( 6 事例) 0 新築
の保育所は乳児保育部門が拡充され，更衣室や休憩室のような保母関連室が整備され
ている。

新用途が保育所へ用途変更されたのは 4 事例だが， うち <27> ひもんや保育所とく97>
東立石保育所の 2 事例は，既存保育所に，同じ棟にある保母寮や学童保育室から用途
変更した乳児保育室を付け加え，新築の他の保育所と同程度にレベルアップするため
のものである。

保育所の建物は以前建てられたものより，近年建てられるものの方が面積的にも内
容的にも上であり，その差を補うためには他に新築する場合と改修して面積を増やす
場合とがある o 旧用途が保育園のものは他に新築したものであり. <27> とく 97>の保育
園は既存建物をレベルアップした変更である。

(2 )幼児施設

わが国は年齢層別人口が偏っているので，対象年齢層の限定される施設の必要量は

経年によって変ってくる。現在，全国的に幼児児童施設に空きが生じ，老人施設需要

が増えているといった現象である〈文87) 。なかでも，住宅団地のように特定の年齢

層に人口が偏っている地域では，より極端な形で現れる。

わが国の集合住宅団地も，建設後 20--30年経過したものが増えてきた。当時の団地

の住宅は住戸規模が小さくて. 2 世帯同居ができないので，子供たちは出ていって，

老人だけの世帯が増えているという。当然，幼稚園や小学校に入るような児童数は減

少する。第 4 章の 1 .で述べるく 96>武里団地診療所の事例は，団地の産婦人口の変化に

伴う産婦人科入院患者数の変化と建物の変化を述べたものである。

今回の調査では. 7 つの幼稚園が幼児人口の減少に伴う理由で小学校の特別学級や

集会所，児童館に用途変更されている。幼稚園は私立幼稚園に依存する率が高く，公

立幼稚園は昭 30年代後半から 50年年代前半に増加した施設で (P.134 の図- 5.5参照)

ある。歴史が浅く，収容率も幼稚園全体の 16. 7完(昭和 60年度〉に過ぎないので，幼児

人口が減少してくると，私立幼稚園を保護するため廃止されたのである。

保育所についても，幼児人口が減少すれば要保育児童数も減少する。しかし保育所

の場合は，既婚婦人労働人口が増加して需要の発生率は高くなっており，相殺されて

( 3 )教育施設

児童人口の減少による小学校の空き教室問題は全国的な傾向である。空き教室の有
効利用 lこついては，文部省助成局施設助成課から「学校施設のリニ A ーアルー既存施
設を店用して豊かな教育環境をつくるために J (昭和 62. 文 51)のマニュアルが出さ
れ，大規模改修の国庫補助制度も防水等の工事だけでなく教室転用も補助対象になっ
ている。本研究では，空き教室の有効利用以外の部分に重点置いている。

小，中学校の棟単位の用途変更には二つのタイプがある.

ひとつは過疎地に生じるタイプである o 地域人口が減少し，学校が統合されたり廃
校されたりする o 人口が減少する原因は，一般的な過疎のほか，鉱山の閉鎖や，村が
ダムに水没するなどである o 残った空き建物を利用する用途変更だが，宿泊施設に用

付わ横浜市紫区役所( 1日小学絞〉
告白￥を 11: 1
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途変更する場合と，あまり手をかけずに地区集会所にして いる場合とがある.宿泊施

設は，豊かな自然環境とグラウンド，プールなどの体育施設を活用した研修的な施設

である。

もうひとつのタイプは都市化が進行したことによって生じ た用途変更であ る。 く 46 >

横浜市本郷小学校(新栄区役所一写真一 1 ) ，く 50>同新田小学校(新新団地区センタ

ー) ，く47>広島市大手中学校(新広島養護学校)のような新興住宅地の学校は地区人

口の急増に伴って生徒数も増加したが，校地が狭く増築用地もなくなり，他 lこ新築さ

れ移転している。

<48>石神井東中学校(新練馬区総合教育センター〉は都市計画道路の拡張によって

校地が減少し，他に新築され移転した。学校用地の一部は借地であり，地価が高い地

域なので建て替えということになれば敷地を返さなければならないというのが建て替

えせずに使用する理由である。く 54>前橋市教育研究所(写真一 2 )は校地の隣接国道

の交通量が増えて騒音や振動がひどいので，道路側の校舎一棟を校舎以外の用途に変

更して防音壁としたものである。

学校を教育センターや児童宿泊施設にしているのは，管轄が同じ教育委員会である

という理由の他に，文部省の補助金や起債があることも一因である。

学校だけでなく，起債や補助金の有無は新用途の決定に影響を与えている(文 56) 0 

起債は借りたものだから「返せば良い J わけで，理屈では簡単である。だが，民間の

借金とは違い借りた理由や返す理由が問われたりするので，中間に立つ県の手を煩わ

せるなど，今後の事もあって末端の自治体では精神的に負担を感じるようである。ま

た，倉敷市庁舎や小平中央公民館のように図書館に用途変更しようと思ったが，用途

変更では補助金がもらえないので，それならと新築にした場合もあった。現在，改修

工事に補助金が出るのは学校だけであり，補助金のないことも学校以外の建物に大規

模で改善的な改修工事の少ない理由のひとつになっている。

く 63>足立区産業振興館など旧用途が地区センターで用途変更した事例は， 1 例を除

いていずれも結婚式場を廃止し会議室にしたものである。 <66>金沢八景会館の事例で

後に詳しく述べるように， 40年代前半の新築時には受付日に行列ができた程の施設が
2 0年足らずで月に数回しか利用されなくなっている。結婚式場はホ ー ルや会議室を併

設する会館やホールの一部分であるが，他の部分と独立した機能を持って分離され，
面積的にも大きいので，本研究の対象施設とした。

<69> とく 70> は隣保館から老人センターになった事例である o 隣接地に R C 造の隣保

館が新築され，空いた和室だけの集会室に浴室と舞台を付け加えたものである.集会
所が廃止されて他の用途に変更された事例はない.

集会所は室の大きさをあまり選ばず，特別な設備も必要としない上，設置すれば

地元に喜ばれる.そんな訳で，空き建物の使用目的が特定化していないときには，と
りあえず集会所にするという，やや安易な傾向もある(写真一 3 )集会所に用途変更

され，工事費が判明している 13施設のうち， 8 施設の改修工事費の平米単価が 1 万円
以下であることからも，その一端がうかがわれる.

( 5 )社会福祉施設

授産施設や作業所は心身障害者を訓練し，職業を与える施設であるが，根拠となる

法令の種類や障害の内容によって施設名が異なっている o 建築的には入所施設か通所

施設かで大きな違いがある o 用途変更後の施設は適所施設のみである o この授産施設
や作業所も近年になってようやく公的援助の必要性が認められるようになった施設で

ある。例えば，埼玉県では通所授産施設等 64 (社会福祉名簿一昭和 62. 1現在による)

のうち 44がこの 10年以内に開設されている o 従って，授産施設が他に用途変更された
事例はなかった。

用途変更によってできた授産施設等で面積が500m 2 を越えるものは京都の 3 施設

(<67> よしだ学園， <23>みぷ学園+みぶ身障福祉会館)のみで，この 3 施設も建物は

(4 )集会施設
主n芯施設数

年度 10 20 30 40 50 

IIr3 初61-

56-60 

51-55 

46-50 

41-45 

-40 

社会前祉施設名問より

(t奇玉県生活相祉部)

昭和61年 5 月 1 日現在

写真 一 3
<\02 >ゑ戸市熊野集会所 (1日官舎〉
間関の酪T \t1~みに馴喚んではいるが

写真 =4 (1日 出議所〉
<22>続馬区たんぽぽ福祉作業務
客溜まりが談話コーナーに

図- 3. 10 埼玉県の老人福祉センタ一等の年度別建設数
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市所有であるが運営は社会福祉法人に委託され，公立施設はない o 作業所等 13施設の

うち 7 施設は，法に基づかない小規模通所授産施設である。建物は自治体で用途変更

工事をするが，社会福祉協議会や自主組織の「親の会」などに貸与され，自主運営さ

れている。

授産施設や作業所は新築だと近隣から設置を反対される可能性があるので，既存建

物を利用するのだという話もあったが，事実そうなのか，安上がりにすませる言い訳

かは不明である o く 98>すずかけ作業所の用途変更の場合でも，説明会で作業所を作る

ことを近隣から反対 され，見返りに地域集会所として一室を併設したという o

福祉施設のあり方は，自治体の政策，更に大きくいえば社会の価値観によって変わ

るので，今後とも変化の可能性は大きい。

作業所等の旧用途は支所，出張所だったものが 5 事例ある o <22>たんぽぽ福祉作業

所など，出張所のオープンな事務室は解放的な感じを与え，客溜りのコーナーを馴染

みやすい談話空間にしているく写真- 4) 0 空間の大きさは作業所に適しているが，

交通の便のょいところに立地する支所や出張所は長時間障害児が作業する場所として

必ずしも適した立地とはいえない。交通の激しい大通りに面したこのたんぽぽ作業所

では，障害児が飛び出して，交通事故に合ったりしないように出入り口を施錠してい

たほどである。

老人福祉センターも最近需要が増え建設の多い施設である。図- 3.10 は埼玉県の

老人福祉センターの建設年度を示している。作業所等と同様近年増えた施設であるこ

とがわかる。老人福祉センターの旧用途で多いのは保育所であるが，浴室と舞台付き

の大広間は共通する部屋である。

(6 )文化施設

旧用途が図書館である事例は，広い充実した図書館が他の場所に新築され移転した

後の空き建物を利用したものである。大正と昭和初めに建てられた図書館は外観内部

写糞-5
(1 6)回目前市子供の家 (18弱寄館〉
秩~Q ゲ 1) Jレ恨のデザインも伝 へ て

写真一 6
<75>i1臨時婦人会館 (IB~審館〉
石貼りのす1:と脱線の階段

-58 -

とも個性的な建物で，当時の図書館建築がデザインに凝っていた様子がうかがわれる
(写真一 5 ， 6) 。

用途変更されて図書館になった建物の旧用途は，庁舎からプレイランドまでノイ ラエ

ティに富むが，書籍は荷重が大きく，床スラブに書架を置く場合は構造的な補強が必

要になる o そのため 1 階だけに書架を置くような分館か，高さの低い書架を分散して
置 く児童図書館が多い( 7事例中 5事例〉。

図書館のあり方は十数年の聞に変化してきた。身近な利用し易い場所に館外貸出の

多い分館をつくるというのも新しい傾向のひとつである(文 75) 0 <84> 日野市日野図

書館などのように，交通の便のよい 目抜き通りにあ る郵便局を図書館にした例は，施

設の立地特性を活かした用途変更の好例である。

く 80>千葉市稲浜公民館の旧用途は夏の海水浴客を対象としたユースホステルであっ

た o 新築当時は目の前まで砂浜だったが，その砂浜が埋め立てられ海浜ニュータウン

になり，海水浴はできなくなったo 周辺環境の変化はどんな建物にも多かれ少なかれ

あが，松の植えられた，いかにも海辺のユースホステルらしい外観の建物の前に高層

アパートが林立する景観は，周辺環境と建物用途の不整合を端的に示している。

( 7 )郵便局，消防署，保健所

これらも経年によって地域構造が変化したり要求機能が変化して，既存施設では対

応できなくなった施設である.

<86>南市民教養ルームのある東住吉区は，平野区の人口が増えて分区されてできた。

分区以前は区の中央にあった平野消防署の位置は，東住吉区のはずれになってしまっ

たので，区の中心に新築し移転した。しかし分区のための移転がなくとも，消防車や

梯子車が大型化し既存の車庫では収容できなくなっていたし，高層ビルが増え火の見

櫓から周囲が見えなくなり，既存の建物では o A (オフィスオートメーション)化に

も対応できなくなっていたという。

郵便局も取扱量が増え，機械化や駐車場の狭少化から他の場所に新築して移転した

ものが多し '0 郵便局は広い集配作業スペースが建物の大部分を占めており，用途変更

が楽であったという建築担当者の話が多い。

(8 )寮，その他

高度成長期まで都市(千葉市，葛飾区，足立区，西宮市など)では，保母，看護婦，

消防署員などの若年職員は東北地方や中園地方などから募集した。当時の住宅事情か

らいって寮がなければ人が集まらなかった。現在では新規採用職員が減少し，家族持

ちが多くなり単身者が少なくなった o また，個室のない寮は嫌われて空き室が増えて
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きた。改修工事をして個室化しているが，それでも空いた寮は用途変更されて い る。

「その他」に該当する旧用途施設のひとつは，都電の変電室，ポンプ室など，人間

以外の 「物」を扱う建物である。今回の分析事例にはなかったが ， 給食センターや ゴ

ミ焼却場，市場，倉庫なども，人間以外の「物」を扱う公共建築である。

「その他」に該当する旧用途施設のもう ひとつは，公益質屋や，内職斡旋所，領事

館，官舎，助産センター など ， 他の代替施設ができたため公的に設置す る必要がなく

なった施設である。

領事館の事例は明治時代の煉瓦造で，現在では史的保存されるような建物であるが，

用途変更の当時は保存があまり重要視されておらず， 一般の建物として用途変更され

た。現在も他の史的保存対象の建物のように保存が主目的になっているのではなく，

日常的によく使われているので本研究の分析対象施設とした。

新用途で「その他J に該当する施設は， シルパ一人材センター( 3 事例〉消費者セ

ンター( 3 事例)物産ショールーム( 2 事例)など，近年になって自治体が取り組む

ようになった施設と，職員厚生施設( 3 事例)倉庫( 2 事例)など庁舎内部向けの用

途で，空いているから利用するというタイプのものがある。

(9 )寄付，購入，賃借による施設

購入の事例には，公共用地として求めた用地にあった民間の建物がまだ使えるため

利用しているものと，営業不振だった施設を地元企業から購入したものとがある。購

入以前の用途はレストラン，テ'パート，料亭，レジャーセンター，住宅など多種多様

である。

西宮市のく 115>大谷美術館は大谷氏より展示品と邸宅の寄贈があって美術館にしたも

のである。写真一 7 のような立派な門や，ステンドグラスの入った玄関，茶室，和風

庭園などがある建物で，寄贈主の好みが残されている。和風座敷の展示室は展示品が

小品に限られるので近々全面建て替えの計画中だというが，庭や茶室は残すべきであ

ろう。

もとの建物が公共建築でない建物は外観も個性的で，用途変更後も，初めから公共

建築として建てられた建物とは違った雰囲気の施設となっている.

写真- 7 
<11ó> 1!S富市大谷35念菱寺号館 (18 邸宅〉

J 境警 ・t:の '1~ h号が a ，る!lうIn
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4. 用途変更の要因と新用途決定の理由

対象事例の全てについて用途変更の理由と経緯についての回答を得た.

アンケートへの回答は回答者個人の意見ではなく，公文書扱い(発行番号が付いて

いる)ものが少なくない。公文書扱いまではいかなくとも課長決裁までは取っている

ものがほと んどであることが， 実地調査の結果わかった。アンケートに対する回答は，

何に使用されるかわからないという危険性を考慮した自治体側の表向きの見解であり，

回答者がその時の考えで自由に書いてよい一般のアンケートとは違う面がある。しか

し，表向きの回答であっ ても，少なくとも関係者が主要と考えた要因であることはま
ちカf いない。

さらに，筆者自身による担当者と施設運営者に対する聞き取り調査によって，回答

の確認とアンケ ー トを補う部分の情報を得ている。十分な面接調査の時聞が持てた施

設については，用途変更の要因について概ね率直な見解が得られたと思われるが，実

地調査ができなかった施設と十分な面接時間が取れなかった施設についてはこの他に
隠れた理由がないとはいえない。

回答内容を分析すれば，以下の三つに分けることができる.

①用途変更の発端として，旧用途が変更された理由と経緯。

②建て替えまたは廃棄しないで用途変更した理由。

③新しい用途の決まり方。

アンケートは自由に記述してもらう回答形式であり，聞き取り調査でも回答者にで

きるだけ自由に話してもらうようにしたo 従って，精度にばらつきがあり，全ての項

目について回答のあるものから， 1 項目に関してだけ回答のあるものなど様々あるの

で，各項目の回答数の合計は一致してない。

(1 )旧用途が変更された理由

表- 3.5 は旧用途が変更された理由を示しており，回答の文章中「……の理由で，

建物が空いたので，……」という回答の……の部分を集計した。

今回の用途変更のほとんどが何らかの理由で空いた建物の利用である。空き建物は，

より適切な建物が他に新築され移転して生じる場合と，旧用途の施設が廃止されて生
じる場合とがある。

(イ)の地域人口の変化に該当するもののうち最も一般的なのが，地法の人口増に伴っ

て市の職員や生徒数も増え，庁舎や学校などが狭くなったというものである。行政区

の変更には人口増加により分区したものと，町村合併により結果として人口が増加し

たものとがある。人口重心の移動とは，次のような場合である。
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建物だが
① 2 つの集落の中心にあった中学校が一方の集落がダムに水没 したためはずれの位

撤去までの問，

実施されるま

他の予定地の用地買収ができず当分事業が進行しないので
用途変更して使用している。都市計画道路や再開発は計画があっても，
でに時間がかかることが多く，

( <5 7>下久保コテージ 〉

②市の繁華街が移動してデパートとしての立地に不適になり市に売却した。

置になってしまった。

10年くらいはすぐ経ってしまう。
(<108>函館市分庁舎)

旧用途の施設が廃止された建物で，
大③もともとやや地区のはずれにあっ た中学校が地区の反対側の人口増加により，

が理由となっているのは学

(口)年齢層別人口の変化の影響を受けて廃止されたのは幼児人口の減少によるものが

(イ)地域人口の減少，

校で，過疎による学校閉鎖と統廃合によるものである o
(<47>大手中学校)

移転したので……」という回答のものである。実地調査の結

きく重心をはずれた。

(口)は「近くに新築し，

児童数の減少によるものが学校(教室を含む)幼稚園であり，
当然、のことながら新しい施設は内容的に充実していることがわかった。施設の種果

である。産婦人口の減
少によるものが団地の出産施設である。

保健所などである。公民館，図書館，類は庁舎，

公益質屋や結婚式場，
(ハ)内容的に時代に合わなくなったものには，

<9 4>保健センターの整備年(ハ)は支所出張所がほとんどである。小中学校の統合や，

都内職斡旋所，度計画なども(ハ)に該当する。 <49> は同和地区の学校だが，校区編成方針の変更による
電変電所などがある。

そのほかに宅配便が増えれば<117>鉄道チッキ便の引渡し所は必
出産は病院になり <106>助産センターで生むことは少なくなったo 相部要なくなるし，ものなので行政方針の変化に該当する。

屋の単身者寮も時代に合わなくなったといってよいだろう。
建物を変更しても対応できる理由ではな(こ)は都市計画道路が敷地にかかるもので，

公益質屋に対しサラリーマン金融なども競合施設
(二)の競合施設の解釈を広げれば，

といえるものである。く48>石これは社会的耐周年限あるいは「立地上の不適合」L 、。

同じ内容の競合しかしここでは，

具体的には医院をさしている o <91>練馬区診療所は新築された

(ハ)の施設も該当するかもしれない。
施設と狭義にとって

といえるので，学校とし

ては不適切となった建物である。く 22>たんぽぽ福祉作業所も都市計画道路予定地内の

都市計画道路予定地が校地の一部にあたり，神井東中学校がそれに該当し，

人口が急増していたのに付近に医院がなかったので，昭39年当時，
住民サービスのた旧用途が変更された理由表- 3.5 

医院や病院が増えて必要なくなった。その後，区で設置する必要があったが，めに，

<96>武里団地診療所も同じである。地域人口の変化(イ)山
U

(借り上げ)による用途変更は，実際にはもっと多くあると思わ民間施設の賃借り
N 新

築
移

消費者センターを設けるな

あちこちに見られるようにな

広報室，
れる。民間ピルの一部に図書分館や庁舎の分室，

地価高騰で公共用地が購入できなくなったためどは，

4 0 

2 

1 5 -
f
A
 

*
盟
?

内
エ
建

物 該当しないだろうと類
った o 回答数が少ないのは回答者がアンケートの回答例から，

記入しなかったと思われる。

<11 1>阿佐ヶ谷区民センターである。阿佐ヶ谷の賑やかな商

推して，

賃借りで大規模なのは，

3 

1 3 

産婦(1) 

窓口業務の一部を残して他に新築し東京ガスの営業所だったが，店街にある施設で
1 4 

2 移転したものである。 <118>の消費者センターも <11 1>と同じく杉並区の施設であるが

幼児 (7 ) 学童 (5)

(ハ)内容が時代に合わず利用者減少

(ニ)競合施設が増え利用者減少

(本)周辺環境の変化

(イ)地域人口の減少

(ロ)年齢層別人口の変化廃

利

用

止

この他にも
用地取得が困難で，民間の店舗フロアを借りたものである o 杉並区では
jヂ舎面積の不足から事務室や倉庫として庁舎近辺のピルの一部を借りているという o

く 11 4>プレイランド 1;，;

デパートとプレイランドは営業不振になった建

2 4 

人口増に伴う使用者増で‘狭小に(1 6) 

分区等行政区域の変更( 4) 

人口の偏りによる圏域の変化 ( 3) 

(ロ)設備.仕上げ，面積等の内容充実

(ハ)制度，年次計画等行政方針の変化

(ニ)都市計画にかかる

く 112>農業会館(農協所有)購入施設ではく108>デパートや，

7000 m! を越える大規模な施設である。

1 1 

8 

3 

民間施設の購入，賃借り，寄付による

大規模改修の時期なので同時に

その他

立地的に適した
位置にあった o <109>のレストランや< 110>割烹旅館<116>住宅<1 11> 日通事務所などは
物であり，農業会館は市役所ともとの公民館の中間の便利な場所で，

136 2十
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用地買収したところ，上屋があり使用できるので使用しているというものである。
「大規模改修の時期なので」という理由は，建物が空いたなど，他の理由が先にあ
，同時に大規模改修の時期でもあったのでというものがほとんどである o

大規模改作の工事内容は，防水と内外装の吹替え貼替えと設備機器配管の交換である
い プ j ンを変更しようと思えば間仕切壁の移動なと容易にできる o しかし，均
一一がら改修するので，用途変更などがない以上，あまりプラン変更はなされな

場合も少なくない。立地条件の良い位置にあるため有効利用を考えているのであろう

が，用途変更の改修工事が不十分で新用途の施設としては，有効利用されていない例

が多い。

いL ではく 27> 目黒区ひもんや保育所は大規模改修の時期であることが先の理由で，改
修の時期に合わせてプランの変更を計画した珍しい例であった。目黒区では区の建物
を新しい構造基準(昭 55) に合わせて!臥構造補強する方針だという o 構造補 st!Hi 工
事が躯体に関するものなので大工事になり，施設の業務を停止しなければなりU?
防火区画や避難施設は既存建物であっても適合工事をしている自治体が多いが，構造
補強は工事が大変なうえ効果が目に見えないので，既存不適合(法 3 条の 2 ，建築基
準法が変わる前に建てられた既存建物は変更した基準に不適合でも法を適用しない〉

のまま，なかなか実施されにくい面がある。
大規主改修を機に構造補強し，機能変更や用途変更するのは，効率的な 1 方法であ

(ニ)の「建て替えできない」理由で最も多いのは，複合建築の一部になっている場合

である。特にく 23>みぶ学園や，く 94>心身隙害福祉センターのように集合住宅の下にあ

る場合は，建て替えや売却はほとんど不可能である。集合住宅の 1 '"-2 階に，保育所

や出張所，集会所などの公共施設が設置されている場合は多いので，このタイプの用

途変更は今後も多く発生するであろう。

借地は現在のように地価が高騰する前に借りたものである。く 11 1>の阿佐ヶ谷区民セ

ンターは戦前に東京ガスが民間地主からの借地で建てた建物だが，企業等に貸したら，

土地を返すように地主に言われるだろうと，区に貸すことにしたという。 <90 >京都西

庁舎のように，近隣が建て込んできて，建て替えることになればもっと低いものしか

建たないという理由は， < 5 >葺合文化センターなども同様で，他の公共施設でもあった

と思われる。

る。

基準法の改正で住居専用地域には日影制限が新設され(昭 51) それ以前の建物は

不適合になる。又，地域指定が変わることもある。く82>北区分庁舎は 20m の国道に面

する 4 階建ての建物であるが，用途地域の見直しで北側が第 2 種住居専用地域となり

表- 3.6 建て替えや廃棄しないで用途変更した理由

(2 )建て替えや廃棄しないで用途変更する理由
建物の旧用途が廃止された時，必ず用途変更されるとはかぎらず，建て替えや廃棄
されることもある o 建て替えや廃棄しない理由は表ー 3 . 6 の通りである。
最も多いのは， (イ)建物が丈夫で耐周年限がきていないというもので，回答では「ま
だ使えるので……」という表現をしていることが多いo 公共建築では，不動産として
の残存価値が十分ある場合，なかなか撤去しにくいo これは今回の対象事例の新築か
らの経過年数が， 16--20年のものが最も多く， 25年未満の建物がほとんどである(図
;3 4) ことからもうかがわれる o 新築から 20年にもならならないうちに建て替える

と，税金の無駄使いという批判が出る可能性もある。

(口) I 財政的に余裕がない J ， í安上がりだから」という答には，建て替えた方がよ
いのだがという含みがあるが，実質的には(イ)の別の表現であることが多い。
川の暫定的使用という項目には，再開発計画など計画があるものと，現在は計ヤ

決まってないが，いずれ建て替えるという内容のものがある。再開発計画や都市計四
道路の計画があれば，たとえ事業が足踏み状態でも，推進する側が新築するわけには

(イ)耐周年限がこない，丈夫 5 3 

(ロ)財政的余硲がない，安上がり 1 3 

(ハ)暫定的利用 2 4 

再開発計画等の計画がある (10) 

現在計画はないがいずれ計画 ( 14) 

(ニ) 建 て替え不可能 2 1 

1) 復合建築の一部である ( 15) 

2) 借地上の建物である ( 2) 

3) 近隣が建て込み日照等の問題あり( 2) 

4) 北側斜線，用途地域の変更で判 ( 2) 

(ホ)地元に記念的.思11 染みある建物 7 

(へ)その他 6 

計- 1 2 4 

いかない。

いずれ建て替える計画があるといっても，聞き取り調査によれば，漠然としている

"*1 : 北側斜線設置以前の建物ゃある用途の建物は用途地域の変更で

改築できない。
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現在の大きさの建物は日影規制で建たなくなった。撤去直前の古い建物を法的に現在

より不利になるからと用途変更するのは公共的な立場からは問題だが，この程度のも

のを用途変更して使用するのは止むを得ないであろう。

また，杉並区では区域の 8 割が第 1 種住居専用地域になっている。現在あるかなり

の公共建築の日影はほとんど第一種住居専用地域にかかることになり，建て替えしな

いで使用するよりほかはどう しようもないという話である。

(ハ)と(ニ)の忠由を合わせると 45事例で，用途変更の 40%近くが建て替えできない事

情をかかえた，やむを得ないものである。(ハ)と(ニ)に該当する理由は，ほとんどアン

ケートではなく聞き取り調査でわかったことなので，実地調査施設を増やせばこれ以

上の率になることも予想され，現在の用途変更が用途変更せざるを得ない事情を抱え

たものが多いことがわかる。

(3 )新用途決定の理由

新用途決定の理由は表ー 3 . 7 に示す通りである。

最も多いのは， (イ)の「地元の要望があったので」で，施設が空いたとき，地元のさ

表- 3.7 新用途決定の理由

(イ)地元の要望や運動があった 3 0 

(ロ)地元に還元 1 0 

(ハ)前が狭小等で建物を捜す(移転) 1 5 

(ニ)年次計画，制度等で必要〈新設) 1 6 

(ホ)他の利用希望がない 4 

(へ)他の用途には使えない 6 

(卜)立地上適切 関連施設の近所 キ 2 1 0 

(f) n 便利，環境が適切刊 1 5 

(リ)類似，関連用途叫(補助金関連 (2) ) 9 

0) 管轄が同じ 4 

(ル)その他 6 

3十 125 

(複数回答はダブルカウント)

ヰ 2 :学校の近くに学童保育.本庁舎の近くに分庁舎といった例

キ 3 :商店街の中に消費者センター，観光地の中心に観光案内所といった例

村:図書館を情報公開室，集会所を老人センターにといった例
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まざまなグケープから空き建物利用要望が出たものである o 要望のある用途で最も多
いのは集会所で，作業所も「親の会」などから要望があったものである o 出張所のよ
うな小規模の建物で，地元の利用しか考えられない立地条件の場合は要望の内容も限
定されるか， < 3 0 >倉敷市水道局庁舎のように市の中心地の建物だと，要望が沢山集ま
り，要望があったというだけでは決め手にならなくなる。

自治体の方で「直接，地元の役に立つ施設を作る」と考えれたのが， (口)地元還元で
ある。

空き建物があるからということからではなく，他の部局で適切な建物をさがしてい
た施設があり，それに空き建物が当てられるというのがい) ( こ)である o これらは 変
更後の新用途施設の必要性がはっきりしている。

(ハ) (ニ)が空き 建物の有無にかかわらず，必要とされていたのに対し， (本)他に利用希
望がない， (ヘ)他には使えない， といった消極的な用途の決まり方をしているのは小規
模な木造施設に多い。

建物の立地的な特徴を意識した用途の決め方には(ト)関連施設の近所， (f)便利，環
境が適切，という回答がある。

(ト)は関連した施設が近所にあるもので，自然な新用途の決まり方で，例えばく 17>醍
一児童館， <68> まつば児童館， <34>佐保小学校みどりの家分校〈養護学級)は，自の
前が小学校であるため，学校に関連した施設になっている o 庁舎の近くにあるから
庁舎の分室や会議室にしたり，浄水場の敷地内にあるので，水道局の事務室にす;な
どもこれに該当する。

(f)は「交通の便利な場所なので中央公民館や図書館などにした」とか「観光の中心
地にあるので観光センターにした(<30 >倉敷観光案内所) J r 商店街で人が集まるの
で (<118>消費者センターなど) J r きれいな環境なので〈過疎地の学校から宿泊施設
への変更) J といった立地上の特質を生かした例である。このような理由で決めらん
た用途の施設は，利用率が高いようである。

(卜) (f)のように立地的な特色を取り入れた新用途の決め方はあったが，建物の形態
的な特徴を意識した決め方をしたという回答はなかった。だがあえて回答するほど意
識的でなくとも実際には，建物の総面積と形から変更可能な用途の幅を想定していム
ければ，関係部局の間で用途変更の話は進まないはずである。

(リ)の「類似用途，関連用途」というのは，く77>練馬の図書館を情報センターにした
り， <69><70>のように集会所を老人センターにしたり，く38><39>のように幼稚園を児
童館にする例など内容的に類似した用途への変更である。

補助金の関連で新用途を決めたというアンケート回答があったのは <55>足利セミナ
ーハウスとぐ68> まつば児童館の 2 例だけであるが，聞き取り調査によれば，学校の用
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途変更ではほとんどの場合，補助金が新用途の決定に関係している o <46>栄区役所で

は，補助金の関係もあって庁舎としての使用は 10年間ほどの仮使用で ， 新庁舎ができ

れば，教育センターなどに戻す約束だという。

0) の「管轄が同じ」というのは，教育施設と福祉施設に多い。教育施設はあ えて回

答がなくとも，新用途をみると，ほ と んどが管轄を同じ教育委員会の施設にしてい る o

福祉施設では，保育所から老人センタ ー や 身障者施設への用途変更などがそうで ある

が， <10 4>滝野川児童館のように ， 一見関連の な さ そうな公益質屋からの用途変更 も，

「どちら も福祉課の管轄だから」ということである.

5. まとめ

1 節では，機能変更が必要となる需要の量的変化と質的変化の内容，並びに新築建

物の場合の機能変更に耐えるデザインについて，概観した。

2 節では，調査事例について，以下の項目を集計し，調査対象施設である用途変更

された公共建築の傾向を明らかにした。

①改修年度別の件数では，近年になって増加の傾向がみられる。

②新築年度別の件数では，昭和 3 6 年 ....._ 40年の建物が最も多く，昭和41--45年のもの

が次に多い。

③経過年数別の件数では，経過年数 16--20年 の建物が特 に 多い。

④構造 は 3/ 4 が R C 造で，階数では 3 階建てまでのものがれ% を 占 める 。廷床面積

は ， 1000m'以下の も の が約半分で， 5000 m' を越えるものも 1 0例ある。

⑤総工事費 は幅広く 広がって い るが，工事単価 は ， 3 万円台か ら 8 万円台のも の が

多い。

3 節では，施設種別に用途変更の傾向をみた。特徴的な用途変更のいくつか を示せ

ば，以下の通りである。

①行政事務施設では，都市近郊都市の人口急増に伴う用途変更と ， 地区再編成等に

よる支所出張所の用途変更が多い。

②幼稚園や教室の用途変更は， 園児数や学童数の減少によるもの が多い。

③小，中学校については，過疎地で宿泊施設に用途変更されるものと，都市化に よ

る用途変更と対照的な二つのタイプが特徴的である。

④結婚式場や質屋など，現在では公共施設として利用率が減少している施設が用途

変更されている。

⑤用途変更後の新用途では，集会所と作業所などの福祉施設が多い。

4 節では用途変更の要因と新用途決定の理由を 3 項目に分けて示した。

①空き建物を利用する用途変更が多い。空き建物が発生するのは，ほかにより適切

な施設を新築し 移転した場合と，旧用途を廃止した場合がある。大規模改修の時

期にあたったので同時にという場合もあるが事例は少ない。

②既存建物を建て替えないで利用する理由は，建物がまだ使用できる状態であると

いうこと以外に，都市計画などがあって暫定的に利用する場合や，建て替えでき

ない事情があるなど，やむを得ず用途変更した事例が40%近くある。

③新用途の決め方では，地元の要望があった施設や適切な施設を探 していた施設に

なることが多いが，他に使い道がないという消極的な決まり方もある。施設の立

地的な特徴を意識した用途の決め方はあるが，形を意識したという回答はない。
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第 4 章 用途変更の事例調査

この章ではい く つかの典型的な事例を取り上げて，詳細に調査，分析する o 事例は

それぞれ下記の様なテーマを持っているので選択した。

① ( 96 )武里団地図書分館・"・年齢層別人口や競合施設の増加などによって需要が量的

に変化して用途変更 さ れた事例である。

②く 66 )老人施設清風荘一一・結婚式披露宴の需要が質的 lこ変化して用途変更された事

例で ある。

③ (8)小平市中央公民館 ・一 人口急増地区の市庁舎が公民館に用途変更 される 普遍的

な用途変更の事例である。

④ < 97 )東立石保育園 一ー一一 近年新築された他の同種施設に比べ面積や内容が劣って

きた古い施設の格差を解消するための用途変更である 。

⑤ <1 1>倉敷市展示美術館一 - 現代の名建築を活性的に保存するため に用途変更した事

例である。

(<1 14 >福岡市民図書館 ・・・旧用途が民間の娯楽施設で，デザインも特色ある建物を

一般的な公共建築の図書館に用途変更した事例である。

1 .春日部市武里団地診療所のケーススタデイ

(1 )調査の概要

日本住宅公団武里団地について

総戸数ー一- 6.199戸

賃貸住宅 2DK-2 ， 294戸

(4F , 5F. 10F) 3 K -- . 2 ， 327戸

分譲住宅 3 K --. 80戸

、
、
.
，
，

nr 
r
h
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，
，
.
‘
、

3DK-560戸

3 D K -- . 895戸

施設付一. 43戸

入居開始:昭和41年 4月 入居完了:昭和 42年 8 月

春日部市立武里診療所及び春日部市立図書館武里分館について

所在地:埼玉県春日部市大字大枝 89番地

構造規模:鉄筋コンクリート造平屋建て(一部コンクリートプロック造〉

延床面積: 868.45 ml (診療所 - S3 1. 1Snf，分館 -337.3ml )

既存資料からの集計及び資料収集

1 )春日部市基本構想及び統計資料 昭和47-- 昭和 60

2) 春日部市立病院医事統計 昭和 46--昭和 59
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図- 4 .2 に団地の年齢別人口構成の変化を示す。入居開始時の昭和 42年には若夫婦

と幼児が極端に多い新設団地特有の特徴を示している。やがて，年数が経過するにつ

れ，人口構成の山は次第になだらかになり，釣鐘型に近付いてくる。しかし，入居時

にピークを形成した年代は 20年経っても頂点の位置を保っている。今後更に年数が経

過することによって，この年齢層が団地人口の老齢化へと影響していくことが予想さ

れる。

3) 春日部市立病院 120年の歩み」昭和 53年発行
4) 春日部市立病院増改築予算作成原案添付図面 昭和 42....... 昭和 59
5) 春日部市立中央図書館・同武里分館利用日報 昭和 59 ・ 4....... 昭和 60 ・ 4

6) 春日部市埼玉医師会名簿 昭和 39--昭和 59

7) 日本住宅公団入居者名簿 昭和 41 ， 41 

8) 日本住宅公団分譲住宅申し込み調査 昭和 48

聞き取り調査

対象者:春日部市立病院事務長，春日部市立病院皮膚科医師，
春日部市立図書館館長，武里分館責任者， 春日部市企画調整諜課長

市社会教育課課長他の市関連担当者，

アンケート調査

対象者:武里分館来館者全員
方法:入口でアンケート用紙を手渡しその場で記入して出してもらう

内容:居住地，年齢，性別，職業，利用頻度
日時:昭和 60.5.9 (木)ー 119人，昭和 60. 5 ・ 12 (日) -534人

団地診療所に入院した産婦の年齢構成は図- 4.3 に見るように，経年によってわず

かに平均年齢が上がるていどで，昭和42年 50年共に 25才 -35才までが80% を越える。

では ， この年齢層が団地人口に占める比率はどうであろうか。

( 2 )人口の変化
昭和 41年，一面の田園の中に日本住宅公団武里団地ができた o 東武田光線に新駅
「武里団地前」が作られたo 入居は 2 年間で完了し，団地の人口は 19 ， 530 人となる 0
45年までに出産による人口増が 11% あるが，その後は現在に至るまで微減傾向をたど

昭和 4 2 王手 ‘
1000 

っている

一方 〉れまで国道 4 号線沿いに家が散在する程度であった武里地区の人口は，団
地建設三設をきっかけに住宅地開発が進み，団地建設の完了した年から昭 53年頃まで
増え続ける。図 -4 ・ 1 は団地人口と地区人口の経年変化を示している o

女

団地人口 .

昭和 5 5 年
1000 

図- 4.2 武里団地人口構成の変化

N11/i}2f)i;tIf~ 

N;'"" "同" " 毘
日召 .35 40 45 50 55 60 

図- 4. 1 武呈団地人口及び武里地区人口の経年変化
図- 4.3 

武呈団地診療所の産婦の年齢構成

1000 

男 女

8. 1'; 

昭和 6 0 年
1000 

昭和42年|~咋::::ili--::::::産宣み~

昭和50年 |~4j;;: ::;:::;:?と112;;;:;:霊童41~
図- 4.4 

武里団地診療所の小児科患者の年齢構成
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出産可能年齢層である 25才から 34才までの全団地人口に対する比率は， 42年 一 1 8 . 5 

%, 52年一 10.4% ， 60年一 8.1% と， 18年の聞に 1/3 に減少したo 図- 3.2 中にそ の比
率を示した o 図中の( )内に示した数字は年齢層を 20才から 3 9才まで広げたものだが ，

減少傾向は同じである。

産婦ほど極端ではないが，団地診療所の小児科患者の対象年齢層 ( 図- 4. 4 ) であ

る 0才 --9才までの団地人口 に占める割合 も減少し てきて い る ( 図- 4 . 2) 0 

(3 )武里地区の医院数の変化

こう した周辺人口 の変化は周辺の医院数の変化を 引 き 起 こした o

図- 4 . 5 は団地開発直前の昭和 39年から現在までの武里地区の医師会入会者数の変化

人

43941455055  

図- 4.5 武里地区医師会入会者数経年変化

10 

昭和41年

0・ 500 固

を示している。団地入居開始時には 3軒しかなかった医院が，入居完了時には診療所以

外に 1 2軒に増えている。それ以後，医院数はやや増加し，現在は 17 医院で安定してい

る。

図- 4 .6 は入居開始時と現在の周辺の医院の分布を示していいる。産科と小児科が

団地近辺にあり ， 皮膚科医院は無い。これを見ると入居当時の団地住民にとって，小

児科産科とも武里団地診療所がいかに重要だったかが分かる。周辺医院の増加は競合

施設の増加でもある。しかし，周辺人口が増加 し ている聞はまだ競合は顕在化してい

なし '0

(4 )患者数の推移

図 - 4.7 は設立から現在までの診療所の患者数の推移を示している。 産婦人科，

小児科の患者 は共 に 診療所開設後，急激に増えるが，昭和 46年を境に減り始め， 4 9年

から急激に減少している。産婦人科の入院患者数の経年変化(図- 4. 8 ) を見ても，

開設直後から年間 500件をを越える入院があるものの，昭和48年をピークとして減少傾

向が著しし '0 皮膚科の患者数は 41年開設以来わずかに増加傾向が見られる。

図- 4. 9 に見るように，産婦人科入院患者の初産婦と経産婦の比率は，団地開設後

3 年ほどは初産婦の比率が高いことが分かる。第 1 子出産時は実家などで出産する寄

寓率が高い(文68) ので，団地開設直後の初産率は図- 4. 9 以上に高いと予想される。

住宅公団団地に入居したのを契機に初めて子どもを生むことができた当時の住宅事情

がしのばれる。

図 - 4.10 ，図- 4.11 は産婦人科と皮膚科の患者の団地と団地外の比率の変化を示し

ている。皮膚科では徐々に団地外が増加しているのに対し，産婦人科では急速に団地

内の比率が減少している。

患者の医院選択行動には多くの要因があり，診療圏が徒歩圏の範囲を越えているこ

とはすでに多くの研究によって示されている。しかし，武里団地のように周辺になに

もないところに新たに入居してきた住民にとって，近隣の施設を利用するのは当然の

ことである。診療所の建物や設備は高級感はないが，公立という信頼は大きく，医師

は N大系で安定している。近年こそ春日部市内に診療圏は広がっているが，昭和 40年

代にはモータリゼーションもそれほど進んでいなかった。それらの点を考え合わせる

と，この診療所の患者数の増減は，次の 3 つの要因によるものと考えられる。先に示

した団地人口，地区人口，付近の医院の数の経年変化はそれを裏付けている。

①団地の人口構成の経年変化

②周辺の医院の増加

③周辺人口の増加

60 

昭和 60年

図- 4.6 武里地区医院分布図
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千人

25 
(5 )患者数の変化と建物の変化

一一一 小児科

一一ー 産|閑人科
この建物は患者数の変化に応じて，小さな模様替えを含めると 16回の改修工事 をし

その変化の様相を内容から 5 つの時期に分けて述べることとする oている。
一一 皮l百科

20 

(図- 4. 12) 爆発的出産の時期一 一 昭和 41年 5月~昭和44年 12月-一-ー
.-・‘\
〆、，

........ 

団地の入居開始と同時に武里団地診療所が開設された。小児科と産婦人科各 l 名の
雑役 1 の構成員で，事務 3 , 薬剤師 1 , 看護婦 4 ，医師，

, 
、，

v 

15 

10 

15 ベットを有していた。

分娩も月に 3-- 5件でしたが，半年程で団地入
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、
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「開設当時は一日の患者数は 6-- 9 件，
\1 一年分に修正

15 ベットではとうてい足りなくなってしまいました o 患者さんがつぎつ居者が増え，
59 55 50 45 

中にはベットの上から直接退院される患者さんも出るほどに多忙を極め，ぎと来て，
武呈団地診療所の診療科別外来患者数経年変化図- 4.7 

これは資料 3)
陣痛室，

に書かれていた当時の看護婦さんの思い出話である o 爆発的な出産増加の時期であっ
快復室等全て患者さんに占領されてしまいました J看護婦室，

月平均47. 5件である。資料 2) の医事統計によれ

fこ。

この時期の年間入院件数は 570件で，

患者数の比率は約 3 : 1 で

次式の通りである。

婦人科 10. 4 日で

あった o 従って月間の 1 ベット当りの利用回数を単純計算すれば，
[47. 5x (B.BX3+10.4)/4] /15(床) = 29. 1 日

この時の平均入院件数は産科8.8 日ば，

一
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文字どうりベットの空く間のなかったことがわかる。

(温水暖房)室と当直室が増築された。昭和42年にプロック造でボイラー武里団地診療所の

0 
昭 41

図- 4.9 

昭和 4 1. 5"'-'45.12 爆発的出産の時期図- 4. 12 

初産婦経産婦比率の経年変化
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武呈団地診療所の

昭 .41

図- 4.11 

50 

武里団地診療所の

産婦人科鯵療圏比率の経年変化

昭.47

図- 4.10 

皮膚科診療圏比率の経年変化
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11. 最盛期 昭和 44年 12 月~昭和 50年 7 月 (図- 4. 13) 

このような病室不足に答えて，病棟が増築された。ベット数は 19床(実質 21床)と

なる。それに伴って検査室や更衣室が設けられ，新生児室が拡張された。市立病院か

ら週 2 回医師の応援もあり，患者数は多いがそれなりに体勢の整った時期といえる。

小児科の入院患者も 44年から受け入れ，産婦人科入院病棟の端部の病室がそれに充

てられた。 46 年， 47年で月平均 6--9 人の入院者があった。

45年 7 月 冷房工事( ウインドクーラー〉

47年 6月 皮膚科診療開始，旧処理室を皮膚科診察室にあてる。

47年 この頃，更に診療所を拡張すべく， 2 階建ての増築案が検討されるが，

実現に は至らなかった。図中左上の部分である。

-_.‘'・・ー・ーーー・・ー- ---、

図- 4. 13 最盛期昭和 4 1. 5~45. 12 

2 階

皮膚科
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川.出産数減少期 昭和 50年 7月~昭和 53 年 10 月 (図- 4. 14) 

担当の産婦人科医師の交代と同時に，患者数の増えてきた皮膚科診察室が正規に開
設された o それに伴って，大幅な部屋の使用変更が行われ，待合室部分も増築された0

-1 9年から産婦人科と小児科の患者は減り始め，武里診療所は赤字経営となる o

産婦人科担当医師の私事退職を契機に，産婦人科は廃止されることになったo 団地

住民から不安の声はあったが(市議会質問があり) . 3 km の距離にある市立病院の産

婦人科のベット数を増やすという対応で納得してもらったという病院事務長の話であ

る o この頃になると周辺の地域人口増加も頭打ちになり，医院の数も現在と同じ数に
なっていた。

図- 4. 14 

一「でT ←寸

IV. 図書分室併設期 昭和 54年 7月~昭和 57年 3 月 〈図- 4. 15) 

産婦人科廃止によって空いた入院病棟の利用方法が検討され，市立図書館の分室が

設置されることになった。分室に決定された理由は次の 3 点である。

①県立図書館と市立図書館の移動図書館が，それぞれ毎週来ていたがその貸出実績
が高かった。

②団地の母親達のボランテア組織「武里子供文庫」が， 1000冊 +4000冊(移動図書館
の一括貸し)の規模で中央公民館で運営実績があった

③図書分館開設運動があった。

図書分室は，火曜土曜の週 2 回児童図書を中心に運営されることになった。

図書館への用途変更の改修工事内容は以下の通り。

外装:清掃後仕上げ材吹き付け，スティールサッシ→アルミサッシ，出入口新設
屋上防水:シート防水

内装:間仕切壁撤去，床壁天井張り替え

空調:パッケージ型エアコン新設
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③天井が低 く 親しみ やすい。

④ショ y ピ ン グセンタ ー へ向かう歩行者専用道路に向いているので小さい子供も安

心し て利用できる。

蔵書数 (30 . 000冊) や建物面積は本館の 1/ 6 だが，立地条件が良いためか蔵書数に対

する 利用者数や貸出冊数の比率 は本館の 2 . 6倍と効率がよい。図- 4.17 は本館と分館の

利用者数の週変動を示 し て いる。どちらも土日 の利用者が週日よりずっと多く ， 水曜

日が そ れ に次ぐ。週 日と日 曜の利用者 の差 は本館の方が大き し \ 0

分館の利用者は週 日， 日 曜共に団地内居住者が67% を占めている。分館の週 日の利

用者は 30代の 主婦が中心で，センターへの買物の行き帰りに利用する姿が見 られる 。

利用者の時間変動を見ても，図- 4.18 に 示す通り，週日は 11時台の 昼食前の時間が多

い。週日の分館利用者の主である主婦にとって.11時台が最も利用しやすい時間であ

ることが分かる。日曜は 30代 40代の男性が奥さんや子供と連れだって来館する姿が目

立つ(図 - 4.19) 。在館時間も日曜の方が長い。

この改修工事の結果，

一方，診療所は縮小方針がうかがわれ，患者数の減少していた小児科は当番医によ

る半日診療となる o 建物も部屋割の変更はあったものの，内外装はほとんどそのまま

で，空いた部屋も倉庫，図書室と名前を付け変えただけであった o 人

目別

「ー，--I --Lー」1 

』

分fE

入

団

分館 ・ 辺 日

V. 図書分館併設期 昭和 57年~現在 〈図- 4.16) 

図書館は分室から分館となり，毎日開館されるようになった。図書館として作られ

た建物でないための欠点(図書館員談)は以下の通り o

①書架荷重を地中梁部分でしか受けられないので書架間隔が広い。

②長方形の平面なのでレイアウトの自由度が無い。

③小部屋用の天井高なので低い。

しかし，筆者の見たところ，反面以下のような長所もある。

①書架間隔が広いので書架の脇でゆっくり本を見ることができる。

②長方形の平面で南向きなので書架のある場所も含め建物内全体が明るい。

分館 ・日 曜

12 12 

本館・週日

人

2∞ 

l∞ 

月火水木 金 土日

図- 4. 17 

武里団地図書分館における

週日・日曜の利用者の週変動

本Êg ・日程

12 n
 

p
、
1》12 

図- 4. 18 武呈団地図書分館における

週日・日曜の利用者の利用時間変動
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分館'f 週日 館・日曜

SO 
2S 

25 

10-

5-
0-

女性

25 ・ ~O

図- 4. 19 武里団地図書分館における週日・日曜の利用者の男女別年齢構成

本館の利用者は週日は昼休みと閉館前が多い中心地型で，分館はお昼の時間が減る

住宅地型である。日曜はどちらもピークの少ない形をしている。

図書館員の話では，団地の児童数が減少し始めており， (昭和 60年時点で〉昨年か

ら児童図書の利用率は減少しつつあるという。いずれこの団地居住者が老齢化すれば，

老人向けの対策が必要となるだろうと予想される o 調査時にも，目が悪くなったため

であろうか，子供用の字の大きな百科辞典を見ていたお年寄りの姿が印象的であった 0

59年までの主な改修工事は以下の通り o

昭和 57年:お話コーナーと児童書架コーナー(畳敷)を新設。

昭和 58年:男女別便所に改修o 増築時のジョイント部分の室内化。

昭和 59年:風防室及び自動ドア新設，屋外スロープ改良。

一方，診療所はその後，メンテナンスが全く行われず，荒れるにまかせである。

床や壁の仕上げはところどころ剥がれ，割れた窓ガラスはセロテープで止められてい

る。使用されない部屋も多い(図- 4.15中の網掛け部分) 0 

その中のひとつ，タイル貼りの分娩室(写真一 4. 1. A, 4. 1. B) には，分娩台やライ

写真 - 4. 1. A 

物館となった

締積雪三

-81 -

写真一 4 . L B 

当時のままの

分娩台

ト，機器ケ ースが使用されていた時と同じ状態にのままほこりをかぶっていた o 10年

数年前のこの部屋は，順番待ちをするほど，次々と赤ちゃんの泣き声が聞かれたので

ある。部屋や器具の堅固さが，かえって使われない部屋の寒々しさを増しているよう

であった。

この 団地が作られた昭和 41 年頃には，住宅団地の施設計画に関する優れた研究が行

われていた。 中で も 吉武ら の「住宅団地の医療施設計画に関する研究J (文 65"-'69)

は 直接的に団地の診療所計画に関わるものであった。その後の服部他による 「住宅地

開発のインパクトスタデイ 1 ....... 4 J (文 7 1)は，団地開発に伴う周辺地区の施設発生現

象をテーマとしたものであった。

本節では人口や周辺施設の変化に関して，それらの研究成果をトレースしたことに

なった。建築計画研究の目的が予測でとどまるものであるなら，こと団地診療所に関

する限り，上述の研究でほぼ完全であろう。しかし，予測を具体的な建築の形につな

げることもまた計画学の目的である。この施設の 19回にも及ぶ増改築は計画の結果で

はなかった。市の担当者達は激しい需要の変化や住民の要求に，ただひたすらに合わ

せて行こうと建物の形を変えていったのである。

毎年の改修工事は施設を落ち着かないものにし，度重なる無理な増改築によってジ

ョイント部分を初めとして，建物の傷みは随所にみられた。機能変更の改修計画が確

立，一般化していれば，多少先行投資的でももう少し系統的な改修工事が可能だった

のではないだろうか。

なお，この診療所に隣接する武里団地保育所の乳児保育室は「建築設計資料集成 4 J 

(p.292 一昭和 40) に， 0....... 1才児室の唯一の設計例として掲載されていたものである。

この保育室もまた人口の激変から，開設わずか 3 年後で，乳児保育室としては使用さ

れなくなってしまった。団地の乳幼児の保育希望者数が増加し，近所に乳幼児専用の

保育所が新設されたためである。平成元年度には当時とは逆に，幼児数が減少して定

員割れが生じ，定員の削減を実施している。

建築計画における各種施設の研究が新設住宅団地の施設計画を契機として発展した

が，計画実現された施設のその後の計画もまた必要となることを武里団地の実態は示

していよう。
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2. 横浜市老人施設清風荘の用途変更

婚姻の発生件数の予測は，結婚適齢層の人口と婚姻率がわかれば よ いの で，他の施
詩に比べ需要量の予測l は容易な方である o し かし内容的な面では ， 最近の派手な 結婚
ミの状況が 20年前に lま誰も予想、で き な かっ たよ う に 予測 が難 しいも の のひと つであ
ろう o 利用者に経済的な余裕が生 じて， 結婚式場はその人の価値観によって選択?る
施設となっ た o 公立結婚式場も，あるいは選択枝のひとつとなり 得たのかもしれない
が 現実に は，内容的に適切な対応がなく，利用者 は年々減少している o 現在の余暇
活動施設や生涯学習施設も，需要内容の変化に対応せず利用料金が安いだけの施設に

なっ てしまったら，結婚式場と同じ道をたどることになろう。
F 本節ではまず，公立結婚式場の戦後の動向を，統計資料から概観する o 次いで，埼
玉県内の結婚式場を実態調査し，結婚式場利用者の経年変化から，公立結婚式場の利
用率が減少している実状を示すo そして，需要の質的変化によって用途変更された建
物の典型として，公立の結婚式場八景会館を取り上げ，改修工事の内容を紹介する。

( 1 )結婚式の変化

わが国の結婚式と披露宴は，長い間，自宅で行わるのが一般的であった(文 ) 0 

柳沢らの研究によると(文 )名古屋近郊では昭和 26年川は自宅で結婚式をT っ
ていた人が75% あったのに，昭和 49年以降には 0% になってしまったという o 自毛で
の結婚式が減少しただけでなく，昨今のホテルや専用結婚式場で行われる披露宴が凝
った演出をするようになり， これまでのわが国にはなかった特殊な形になってきつつ

あることは，誰もが経験しているところである。

公立文化施設協議会(公文協)式典部会では，公立結婚式場の利用率減少の原因を
「挙式の豪華指向に対し施設が対応し得ないためだ J (関 7 日公文協だより昭 60.3.1)
としている o 結婚式の変化には種々の面があるが，その一つに宴会規模の拡大化があ
る o 図- 4.20 に年代による公立施設と民間総合結婚式場の披露宴室の規模を示すo

E f"5 39年以前全国公立施設(42) 1 定員 39人以下

Bg40--45年全国公立施設(7 6)

Bð60年 埼玉県公立施設(50)
f、

B g 60年 民間結婚式場 (98)
♂: ( )内(立総室叙

図- 4.20 年度別設置主体別の規模別披露宴室の比率
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昭和 3 9年以前の公立結婚式場の披露宴室では収容定員 39人以下の小規模な室が 50%

近 く を占めていたが ( 文 によ る) ，昭和 60年の埼玉県の公立施設では 60--79人収容

定員の室が増え ， 昭和 60年の民間結婚式場では，収容定員 100人以上の室が50% を占め

ている ( 文 による)。

結婚式は地方性や利用階層によって違いがあり，一律に言うことはできないが，宴

会規模の拡大化の一端がうかがわれる 。

(2 )公立結婚式場の変遷

現在でこそ公立結婚式場は利用されな くなったが， 建設当初からそうだ ったわけで

はない。

全国公立文化施設協議会発行の 「全国文化施設調査書 J (昭 45) によ れば，日本で

初めての挙式室 (20名)を持つ公立結婚式場は昭和 28年新築の員塚公会堂で あ る。 わ が

国で戦後初めて会館が建てられたのは昭和 25年であるから，初期の会館にと って結婚

式場はすぐに必要だと認められたのであろう。だが，この時は単に挙式室を持 っ て い

るだけであった。

昭和 29年に開設された 3 施設になると，挙式室の他に控室を備えるようになった。

中でも荒川区会館は，披露宴室 (56名定員 2室他) ，挙式室 (22 名定員) ，美粧室 (3室 )、 男

子更衣室 (2名用)、神宮控室，両家控室 (30 名定員) ，写真室 (50 名定員)と，初めて本格

的な式用室構成をなし，その後の公立結婚式場もほぼ同じ室構成を持つようにな っ た 。

公立結婚式場のほとんどは，教育文化施設の一部として，ホール，会議室と組み合

わされて設けられる。 I全国公立文化施設調査書」及び「同名簿 J (昭 60) により昭和

60 
件 i 上段:胞!~の問!QU

20 

I [コ 店主 i高崎(;1.昭和田年の叩|下

下段:会lN1主 111/日のみ(;tJ;?: (都式1l!1 lf:室数

'1:::::;: j~え室，宴会室など ;j賄式に

閉する特定目的家~持つもの

最高時 t;t附f1141 年の211キ

図- 4.21 公立会館等の年度別建設数とその中で挙式関係室を有する会館等
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59年までに建設された市民会館，文化会館，ホール，体育センターなどの施設とその
中で結婚式場関係室を持つ施設の年度別開設数を示したものが， 図 - 4 ・ 2 1 である o

これをみると， 30年代後半より会館の建設が多くなるが，結婚式場を持つ会館も次
第に多くなっている o 特に昭和41年. 42年に開設された会館ホールでは . 71 %が結婚
式場を設けていた o この調査書には体育センターその他が 1 7 %も含まれて い る事を考
えると，当時開設された会館とホールのほと ん どが ， 結婚式場を設 け て い たと い って

よい。この頃が公立結婚式場の申 し 込み受付目には行列が出来た と い う最盛期である。
昭 46--47年頃よ り 次第 に結婚式場を持つ会館は少なくな っ てく る o 昭和 60年現在 ，
式場を持つ公立会館の数は 282施設で全会館の 2 7.7 % だが， そ の 2/ 3 は新築から経過年

数 1 0年以上の ものである。

(3 )埼玉県の公立結婚式場の利用率の変化

調査方法

結婚式は地域差の大きい儀式であるが， I全国公立文化施設調査書」によれば，公
立結婚式場の施設内容に限れば，特に大きな差がみられないo 本研究では利用率の変
化を見るという目的から，資料確認のしやすさを重視し，埼玉県内の施設を対象とし
た o 調査対象の選択は昭和 59年度「関東甲信越静地区公立文化施設協議会会員名簿」

か ら結婚式場を持つ施設を抽出した o

調査概要

調査方法:郵送アンケート調査。電話により補足調査した。

調査内容:①建設時より現在の毎年の挙式室，披露宴室，会議室，ホールの利用頻度

及び利用人数。

②施設の平面図

③②に掲げた各室の数と収容人員。

④建設時より現在迄に行った増改築の年度及びその内容。

⑤婚礼関係の運営形態について。

回収率: 95.5%(21/22) 。完全回答率は 85. 7%であった。

調査結果

図 -4. 22 は，各会館の年間挙式室利用件数の推移を示したものである。開設初年度は
年度途中から開設した施設もあるので 2年目からグラフにした o 施設番号は開設年度)1聞

につけている.

このグラフをみると，結婚式の利用率はどの施設も減少しているが，昭和48年頃か
ら全体的な利用率の減少傾向がみられる。昭和 50年までに建設された施設では開設後
いくらか利用率が上昇しているが， 50年以降建設のものは開設の次年度から利用率が
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図 - 4.22 埼玉県における会館等の結婚式利用件数経年変化
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図- 4.23 埼玉県における会館等のホール利用件数経年変化

HO !を líl名 lmlf IJl在/白日liB~本

① l司玉県総谷会館(37)100/820= . 12

③ IQ 玉県労働会館(~O) 45/630=.07 

③験父宮記念m 民会館(42) 不可!

⑨深谷市厚生会館(42) 34/187=. 18 

⑤!í:1!II市立沼祉会館(44) 97/128=.23 

⑥ I奇玉県nm産忠文化会舵(45)152131 6= . 48

( hll I口市民会館(~5)1191711 =.15 

⑥鴻製市立市民会館(45) 391290= .13 

③上尾市川社会館(17)2641775= . 37

⑩ I司玉県草加文化会館(41)145/563=.25

⑪入間市市民会館(48) 15/315=.05 

⑫阪市民会館(49) 711244=.29 

Q 111 玉 県川 ~l~l止をけ ・(40) 207 /552 =.38

⑪ l 奇 玉 県仮戸文化 会 館(50)1131258= . 44 
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⑮ l奇 玉県東 1l! L1 1 文化 会 館(51)1541220=. 10

⑮制限市民会館(51)1031267=.40 

⑪毛呂山町 I~ 祉会館(53) 46/65=.71 

⑮飽谷) i 1 こ ; ( ~ン，ー(54 )3911569=. 10

⑮川玉県本庄会館(55) 59/185=.32 

@戸岡市文化 会 館(56)2221210=.93

@小川町民会館(56) 的172= .96

寧 ; 単 it :i証 利用的の超高時に，t lする昭 1日59 fl'

のやl f1l I忽



減少する施設が多い o 最も利用件数が多いのは昭和 47年の熊谷県民会館で ， 年間 82 0 件

である。ところが， この熊谷会館も昭和 59年の利用は年間 100組で，最盛時の 1/8 に激

減している。

図- 3. 23 に同じ施設を対象として年間のホール利用件数の変化を示す。結婚式場の

利用率が減少しているのに対 し，ホールの利用件数は増加している施設が多 く ，会議

室の利用についても ， ホ ー ル問機利用率が上昇 してい る 施設が多い O つまり ， 結婚式

場の利用率だけが低下 して い る のである o このこ とから ， 結婚式場の利用率 の低下は

施設の立地条件や施設の老化によるもので なく ，結婚式場の内容が需要者の好み に合

致し なく なっ たためであると推察 される。

以上 の結果，次のことがわかった。

①公立結婚式場は昭和 40年代ま で は需要に合 っ ていて利用率 も高 く ， 式場を持つ 会館

も多 く 建設 された.

②現在では質的に需要と合致しなくなっており，ホールや会議室の利用は増加してい

るのに，結婚式場のみ利用件数は減少している.

③建設後 20年に満たない利用率の低い結婚式場を持つ会館が埼玉県にはかなり多い。

(4 )用途変更の概要

施設概要

施設開設 : 昭 42年 3 月 改修工事完了日昭 61年 3 月

敷地面積: 174. 39rrf iB.1F-67. 41rrf 1F. -366.84 nf 

延床面積: 1061.11rrf 各階面積し2. 3F-293. 76m! P. H.1. 2-19. 67rrf 

造規模 :RC造地下i階，地上 3階，屋上 P. H. 2階

用途変更の内容:旧 1 階一青少年図書館 2 , 3 階-結婚式関係室

新 1 . 2 階一老人利用施設 3 階ー青少年図書館

調査方法 :昭和 61年 3月 4 日 聞き取り調査

用途変更の経緯

横浜市には結婚式場を持つ会館が4つあり，そのいずれもが，利用者の減少に悩んで

いた。中でもこの結婚式場八景会館は交通の便がやや悪いせいもあって図- 4.24 に示

すように，昭和 48年を頂点に利用率は減少の一途をたどり， 59年には最盛時の 1/10以

下に減少した。

しかし建物はしっかりしており，管財課が中心となって庁内で用途変更を検討した。

この施設は建設当時から市の外郭団体(財)横浜市福祉文化事業団が民生局予算で

運営しており，用途変更後も事業団で運営したいという希望があった.埋立資料館，

カルチャーセンター， 青少年施設，老人婦人の会館，集会施設，などが新たな用途の
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候補にあげられた。老人教育会館と決まったのは市で一区にー老人福祉センター館と

いう構想があるにもかかわらず， この地区にはセンターがなかったためである。いず

れ大きなセンターを作る時の為に(センターという名の施設があると，すでにあるか

らと新設されないから)センターという名称は避けられた。

結婚式場の利用率は減少しているが，会議室の利用は年々増加しているので，改修

後も夜 4: 00""9 :0 0 は地域住民のコミュニティーセンターとして解放する予定である。

また，青少年図書館は昭和 54年に近所に地区図書館のある地区センターが開設した

時に利用者が半減したがそれ以降安定した利用率を示しており，改修後も開設される

こ と となっ プこ。

改修工事の概要

総工事費 は 13450万円 (建築 7700万円)で，内容 は表- 4 . 1 の通りである。

設備配管 と機器類は建設後 19年経っており ，全部新しくした。配管 と 機器の撤去費

が建築工事費に 含まれていたため ， 新築の場合とほぼ同 じ 金額になった 。

工事で苦労したのは設備の配管スペースが狭くようやく納めたこと、構造壁の付け

かえで壁の上部アンカ一部分のコンク リ ート打ちに苦労 したことなどだ とい う 話であ

った 。

改修結果

用途変更の前後の平面を図- 4.25 に示す。

八景会館は広いピロティやキャンティレバーの多い派手なデザインだが， 全面改装

によって新築同様の姿となった.工事費は同程度の新築工事費の 1/2程度であると い う 。

l 少l 年I I 館l 利I I J I 
レJ

脅 図書 (用者人数)

ν ¥ --
千人

。

ト\

。

/ 一ト\.I~十\
内小学生

。

ト、

¥ V 
L「-一-ー---Lr---

、、

ヤー『
ト\レー

件
。

トー

30 
¥ 2F. 3F. (利用者件数)

¥ 結婚式用

10 謝三にご

ー-
~二二に;

昭 48 50 55 59 年

図- 4.24 八景会館の結婚式利用件数

及び青少年図書館利用人数の経年変化
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プランニグもうまくまとめられている。老人センター特有の斜路や風呂のな い事も，

他にもそういうセンターがあるからと担当者はあまり気に し て い な い.まだ開館 し て

いないので利用状況については何ともいえないが，施設側では 80名 収容のところ 160 名

はくるだろうとみている.

表- 4.1 老人施設清風荘の用途変更工事内容

工事内容

躯体

外壁仕上

屋上防水

笠木

サ ッシ

改修前

打 ち放 しコン ク リート

アスフ ア ルト防水

モルタル

スティールサッシ

改修後

補修の必要なし

リ シ ン吹き付け

シート防水軽歩行用

補修程度

一部アルミサ ッ シ，他はシルバー塗装

屋外階段 1F: 燦旋鉄骨階段， 2F: 鉄骨 旧階段撤去後， 3 階直行鉄骨階段新設

ゲートボール場新設外構

内装

縦穴区画

給排水管

受水槽

花壇他

床 : P タイル， 壁:7' 7スター

なし

コンクリート地下受水槽

高架水槽 I PH. 2F にコンクリート製

ポンプ

暖房 |全館温水暖房

冷房 |披露宴室:セハ.レレート型トト

電気

全面改装，壁:クロス貼

新設

全面撤去後，新設

地下機械室にパネル製で新設

補修して使用

全面交換

各室別パッケージ型エアコン( 6 ケ〉

機材配管共全面交換，変圧器は容量変更
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変更前

!日

旧 2F t鼓~i'V島

J ぜJレコニL匂嶋

変更後

新 2F 乏入手l開fìtt三世

同組
富喜喜

新 3F 青少年図書~

図- 4.25 老人施設清風荘の用途変更前後のプラン
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3 . 小平市中央公民館の用途変更 中心地にある大規模建物である o 建物の立地条件と 規模か ら みて，新しい用途が地区

センターや中央公民館など市民の利用する大規模集会施設となるのは 自然である 。

以上のように， この小平中央公民館は，空建物の発生経緯 や， 新 たな用途， さらに

建物の平面についても，庁舎の用途変更として最 も典型的な事例のひとつ といえる 。
(1 )人口の増加と庁舎面積

小平市の人口が急激に増加したのは「ドーナツ化現象」 と呼ばれる大都市周辺地域

への人 口移動が著しい時期であった o 分析対象の中では，所沢市 ， 狭山市，東村山市，

日野市， 草加市，池田市なども同じ時期に人 口 が急増 し た衛星都市である (P. 5 3 の図

-3. 8) 。これらの市はいずれも急増以前は人口 5 万人以下の農業主体の町であった。

戦前から戦後にかけての小平市も農業を主とし た町で，戦後す ぐ都営住宅が建設さ

れたが， 2 0年代の人口増は 6 1%程度であった o 昭和 30年代 になって ， ブ リ ジ ス ト ン や

目立な ど の工場建設があり， 急に人口が増え始めた o 特に 35年以降の増加は著 しいも

のがあって， 住宅公団団地 ( 1 766戸一 昭 4 0年 ) が建設 さ れ ， それまで耕地あるいは宮

地だった ところに，サラリーマ ン用 の住宅団地が次々に建て られて いっ た。

小平市の場合，大団地開発でー箇所 に増 えるとい う のでは な く， 市域全体が住宅地

として開発 されたが，昭 50年頃から市域のかなりの部分が住宅で占められてきて，人

口 の増加は頭打ちになったo 現在の小平市は，付近に大学が多いため学生が多く， 年

間 1 割の人口の出入りがあるものの，所々に畑が見える安定した郊外住宅地となって

い る。

この小平市のような発展経緯をたどった自治体は，大都市近郊には数多くあ っ たと

思われる。

町役場時代の小平市の庁舎は木造の平屋建てであったが，昭和 37年に市となって，

RC 造 2 階建て地下 1 階建ての庁舎が新築された。ところがその後も人口は増え続け ，

仮設のプレハブ庁舎や，近所の分庁舎を使用する蛸足庁舎の時代を経て，昭和 47年に

タイル張りの高層庁舎が新築される。このような庁舎建物の形の変移もまた，多くの

衛星都市においてたどった流れであろう。(写真- 4.3) 

庁舎は地区人口との比例関係が他の公共建築に比べはっきりしている施設である。

市町村職員は人口 100人をに対し約一人で，人口規模に対しその比率はそれほど変わら

ないと 言われている o 職員一人当りの庁舎面積は時代と共に大きくなる傾向にある

(第 4 章の 2 参照〉ものの， 15"""30rrf とその幅は他の施設に比べ広くない(文 6 4)。

従って，人口が新築時の何倍にも増えれば，敷地に余裕があって大幅な増築ができ

る場合を除いて，既存庁舎で対応することができなくなるのは当然、のことである。

今回の分析対象事例で，空き庁舎の新たな用途として最も多いのが，公民館等の社

会教育施設で ， 5 伊l ある。これ以外の新たな用途は，各種団体等の使用する事務庁舎

や図書館，美術館である。

本庁舎 は ， その自治体の庁舎としては狭少でも，市の施設全体からみれば，市街の

(2 ) 用途変更の経緯

小平市では，町役場時代の木造建物も市庁舎が新築された時，そのまま中央公民館

( 1 館自の公民館)と し て用途変更され，中央公民館が現在の位置に移転されるまで

使用された。この木造建物は，中央公民館の移転後も地区公民館として使用されてい

たが， 3 年前に改築された。小平市では，すでに町役場時代の庁舎を公民館に用途変

更 し た実績があっ た 。

用途変更が発生した理由につ いてのアンケ ート回答〈記入者一管財課，三沢武司〉

は以下 の通りである。 í 人口増や住民サービス の多械化 に と もない ， 業務量が増加し，

スペ ー スが不足 してきた。プレハブ分庁舎の建設や，一部の部門(議会， 福祉事務所

等〉を福祉会館に移すことによっ て 〈スペース 不足 lこ ) 対応 して い た が ， 事務機能や

住民サービスの低下が避けられず，新庁舎の建設に ふみきった 。 旧庁舎につ い て は耐

周年数も十分に残っており，社会教育の充実を図 るため，その活動拠点となる新中央

公民館として活用を図ることとした。 」

写真- 4.2 

小平市庁舎の外観の変. 什: 1 :木造斤舎の町役場 3 : 移転後の新庁舎

2 :用途変!l!前の!日斤舎 4 :用途変更後の中央公民館
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新庁舎が建設されることになり， 旧庁舎をどうするかという検討が行われた。

その間の経緯を改修時の公民館長だった長島課長は以下のように語って い る o

「 庁舎は起債で建てていたo 償還年数が残って いたので返済 し てからでないと建て替

えできないし， 建物に耐周年数があ る ので ， 再利用するこ とにな っ た。 新 たな用途と

して図書館と公民館が候補に あがっ た o 当時 の市長の方針 に公民館 10 館構想、 があり，

身近な場所に地区公民館を作 り， そのセ ン ターに中央公民館をつくるとい う のが そ の

趣旨であ る 。」

跡地利用検討委員会〈庁内職員によるプロジェクトチ ー ム〉が作られ， メンバーは

企画 ， 図書館， 社会教育， 建築， 管財等の関連課で構成されていた。 そこでは検討案

として図面が 3 案作られ， 以下のように比較検討された。

①改修 一 公民館には 300席のホールが必要なのでホールは別棟にするという案もあったo

しかし， 新築と改修を同じ施設として使用すると耐周年数が違うので将来公民館本

体が駄目になったときホールが無駄になるという意見が出た。近接する福祉会館に

は当時 450席の市民ホールがあり， 計画中の市民文化会館ができれば， 福祉会館のホ

ー ルも公民館用に使えるので， 別棟増築案は見送られた。

構造的に図書館にするのは無理であった。 また， 新築図書館には補助金が出る (公

民館も補助金がでるが，額は 1990年で図書館 5600 万， 公民館 3150万で図書館の方が

高い)。従って図書館は隣接地に新築されることになった。

②撤去して新築(図書館+公民館〉

③撤去して新築(図書館と公民館を別々に〉

図書館の他に公民館を新築するのは， 当時市庁舎を新築予定であったので市の財政

上無理である。

結局改修して中央公民館にすることとなったが， 耐周年限と将来構想， 市の財政事

情を考慮した結果であった。図書館の位置はいずれ現公民館を建て替えるので， その

時の事を考慮した位置形態となった (図- 4.26) 。

公民館の内容については公民館運営審議会(学識経験者 十 各種団体代表+ 学校長)

で検討され「中央公民館のあり方について」の答申が出された。市民の意見も市広報

などで募集した。

公民館の改修予算は当初 3 億円であった。総額で決って， この範囲でできる改修に

しようということであった。 だが， 仕上げを剥いでみたら補強が必要であり， 防火対
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策 も 必要で， 大幅に予算が オ ーパーし た 。

設計は横河建築設計事務所 〈 旧 一 岡建築設計事務所) , 施工は大林組で， どちらも

新築の図書館と同 じであったため 改修工事の方に便宜を図ったという。便宜とは

具体的には ， 図書館の材料が余れば公民館に回すなどがその一例だが， 設計や現場で

改修工事だ け で はかけ ら れない手聞を か けているのも ， 無形の便宜といえる。

(3 )用途変更の概要

計画通知は図書館と 同一申請で出 され， 計画概要は以下の通り で あ る 。

建設場所:小平市小川町 2 丁 目 1325 番地

指定地域:用途地域 一 住居地域， 第 2 種高度地区， 準防火地域

敷地面積: 8.738. 693rrf 

構造:図書館 一 RC 造一部 S 造， 地上 3 階地下 1 階。延床面積- 4703. 55 m! 

公民館 一 以下に示す通りである。構造的にはいじらない。

公民館の建物の概要

新築年:昭和 37年 改修年:昭和 59年

構造規模:鉄筋コンクリート造， 地下 1 階， 地上 2 階

変更前の用途:小平市庁舎 変更後の用途:小平中央公民館

j亘尚

r--a 一一

民地

L-
図- 4.26 

日弓 Jγ 町 '，1
〆 1_ JI  

一 一ーーーー一

道路

小平市立中央公民館と図書館の配置図
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延床面積:変更前- 3985. 62rrf (B1F-346. 27 1ト 1256.82 2F-1225.224 PII-157.31) 

変更後一 3985.62 rrf 

工事費:総額 4 億 7900万円 工事単価 -120 ， 182 円/nf

建築工事費 3 億 500万円，設備工事費9300万円，電気設備工事:t~8 000万円

工事内容:工事グレードは大規模改修

外部仕上げ:弾性タイル吹き付け

サッシ:スティールサッシをアルミサッシに交換(カバー工法)

屋上防水:押えモルタル撤去後，押えモルタル，ウレタン防水厚さ 4 rn rn 

内部仕上げ:全て改修 給排水ガス管:一部既存使用

冷暖房:一部既存使用

身障者対策:エレベーター，身障者用便所を新設

防火区画:シャッター取り替え，一部区画変更

変更前

1 階 し
ー圃 且-~ u.__. 

1 階

変更後

Li-J当 時 Tli l( '<;(; f，~ロビー 1:
• • 

11 

一一 っーーァー

‘ 

lm ・ 1fi
-一一一一----- . 2 階

図- 4.27 小平市中央公民館〈旧市庁舎〉のし 2 階平面図
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この小平中央公民館は元の市庁舎の形を残しながら，公民館として新築された建物

と比較してそれほど劣っていないようにみえた。

工事上の苦労についてのアンケート回答(記入者一管財課三沢武司)では ， I 内装

を撤去したところ，隠ぺい部分に躯体，配管に劣化があり，対処補修と改修工事を並

行して工期内に完成させたこと。」とあった。また，他の同種施設と比較してよい点 ，

惑い点としては「良い点一機能的に作られている。学習目的に応じた室が確保されて

いる。採光が十分考慮されている。 悪い点一照明器具，配水管等の一部に旧施設時の

ものがそのまま使用されているので故障等のトラブルがときどき発生する。ホールの

床から天井までの高さが構造上変更できなかったため(旧事務室の高さのまま)観客

席の勾配が取れず，後ろの席から舞台が見えにくい o J という回答が得られている。

田辺建築課長の話をもとにこの公民館改修工事の建築的な特徴を記述する。全体の

配置やレイアウトは内部の検討委員会で行い，建物内部の技術的なものは設計事務所

で設計した。(図- 4.27) 

全体計画: 65年末に下水道が完成し， 6?年に市民文化会館がオープンするので， 67年

以降に博物館と児童館との複合施設として建て替え予定である。用地取得難であり，

都市計画道路の予定も敷地内にあるので，高層化が考えられる。

デザイン:前庭の広場にキャノピー(列住〉が設置され，仕上げに隣接する新築図書

館と同じタイルを使用して，図書館と一体の施設の印象を与えている。談話室前の

中庭は図書館工事で行い，地下の和室前のドライエリアの庭のパックにも図書館の

外壁を効果的に利用している。

色彩はアイボリーを主体にし，壁やドアの部分にオレンジゃからし色，モスグリー

ンなど鮮やかの色を使用し，カラフルに，明るい感じにまとめている。玄関ホール

は壁仕上げにネオパリヱを使用しており明るい感じである。

各室計画

便所:昔のままでも使用可能であったが，全面的に改装していた。

2 階ホール:天井高に問題有り。構造的に変更が困難であった。

地下手口室:中庭に石組が寄付されてあったが，改修後は地下の和室の前に使用。

地下の音楽室:当時エレキが流行ったので防音室にしていた。

調理実習室:元は食堂の調理室である。配管をそのまま利用した。

1 階ギャラリー:照明がむき出しになったのは天井ふところが不足したためである。

エレベーター: 3 階が増築されたときに 2 基設置する予定でスペースが取ってあっ

たので， 1 基新設し，片方を湯沸し室にした。

書庫:出納課にあった金庫はそのまま書庫にした。

地下レッスン室:下に通気口のあるフローリング床としたが，利用率高い。
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その他

3 階が増築できるように柱梁のアンカーが設けてあったが，差し筋部分が老化して

おり使用できなかったというが，新構造基準にも合致していないであろう。

防î7}くは中間で一度やり直している。

2 階の床のフローリングブロックは削ってそのまま使用。

防火シャッターは元々設けられており ，消防法上の基準 は ク リアーした。

ボイラー空調機は既存のものを使用 o 2 階の空調機のみ新設した。

中庭の床に，地下室の採光用のガラスプロックが埋められていたが，雨漏りがひど

かったので全廃し，採光を必要としない防音室にし，まとめてテンパライトの排煙

天窓を 4 箇所設置している。

ドライエリアの斜面の土がくずれるので，来年度工事する予定という話である。

(4 )公民館のあり方

本研究は公民館のあり方について論ずるものではないが，石川中央公民館管理係長

の話によれば，公民館そのものの存在が曲がり角にきているという。

石川係長の話は以下の通りである。 I立川などに，カルチャーセンターや NHK 文化

講座などが開かれ，公民館活動の代用をしている。利用者は自分でしたいものを選ん

でお金を出して受講しているので，熱心である。公民館が企画を立て住民がそれを受

けるというやり方で良いのかどうかなど活動内容の見直しが必要である。 住民に活

動の場を提供する地域センターとして，貸し室にする考えもある。現在レクホール

(ダンス室)は申し込みの競争率が高く，机と椅子の教室は使用率が低いo 室構成も

変化する必要がある。」

コミュニテイセンターや，地区センター，文化センターなど，種々の名前の集会施

設があるが，公民館は，戦後からの歴史を持つ最も数多い社会教育施設である。近年，

生涯教育が叫ばれ，新たな衣を着た生涯教育センターが提案されている。生涯教育と

はもともと，公民館活動の目標である。新築施設に新たな内容を盛り込むだけでなく，

既存の公民館をどのように改修変更して現在の目的に併せて利用するかも重要な課題

であろう。
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4. 葛飾区東立石保育園の用途変更

東立石保育園は，東京都葛飾区にある保育所の 2 階にあった保母寮を乳児保育室と

緊急時の職員待機所に用途変更した事例である。

戦後の公共建築は，絶対的な施設不足と社会全体の困窮状況を反映して，面積も内

容も貧弱な建物から出発せざるをえなかったo しかし，戦後 40余年を経過する過程で，

徐々に施設は整備され，現在では一部の人口急増地域や過疎地域を除く多くの自治体

では，公共建築は量から質の時代に入ったとの認識を持つにいたった。

このような時代経過を反映して，同じ用途の公共建築であっても新築された年代に

よって建物の面積や仕上げ，備品，設備などの程度に差があることが少なくない。施

設がその時代の需要を受け止めるものである以上，そうした格差が生じるのはむしろ

当然、のことといえよう。

既存建物に時代の需要と合致しない部分が生じたとき，施設を運用している現場レ

ベルでは，部屋の配置替えや模様替え，家具の移動，備品交換等によって対応する。

しかし，それらは必要に迫られての間に合わせ程度であることが多い。

小中学校の義務教育施設では，鉄筋化O年計画，特別教室整備O年計画といった形

で，質の平準化が意識され，現在でも質向上の改修工事の補助金が設けられている。

しかし，学校以外のほとんどの施設では，改修より建て替えという形で格差の解消が

計られているのが実状である。

確かに戦後という何もなかった時代から建設を始めたわが国には，昭和 30年代から

40年代にかけての量の達成を目的とした貧弱な公共施設が多い。そんな建物では建て

替えという形で格差解消を計るのが適切かもしれない。

しかし，一口に 50年と言われる鉄筋コンクリートの寿命を考える時，今後もずっと，

格差解消を建て替えだけに頼ることはできない。また，格差解消を建て替えだけに頼

ろうとすれば，建て替えまでの聞は「がまんの期間」とも言える建物と地域需要との

不整合の期間を過ごすことになる。それでは建物がその機能を十分に発揮するのはわ

ずかな期間になってしまう。

葛飾区の東立石保育園は 2 階にあった保母寮を保育室と緊急時職員待機所に用途変

更することによって，同じ区内の他の保育園との格差を縮小したものである。

調査は既述の 2 段階の郵送アンケート調査の他，昭和62年 8 月に建築課担当者と保

育所園長聞き取り調査との実地調査を行なった。その後，平成元年 4 月に保育課と建

築課に対する聞き取り調査を補足した。
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( 1 )保育所を取り巻く一般的状況

戦争直後の保育所は，焼け残った建物か「青空保育J かのどちらかと い う ほど， 貧
弱なものであったo だがその後，働 く 女性の増加とともに，保育所の数 は図- 3 .28'こ

示すように昭和 60年 iこ至る ま で増え続けてきた 。 し か し ，措置児童の数が昭和 55年を

ピークとして減少し始 め， 定員割れ に伴う保育所の定員縮小と統廃合の動きは ， この

2. 3 年顕在化するよ うになってきた 。

全国保育状況調査報告(・ 86年保育年報)によれば，・ 8 4年中 に(1. 784市町村回答 ) 定

縮小が 1. 11 2 ヶ所 で行 われ， 140 ヶ所が統合廃止されたという o そして現在もその傾向
を強めている o その主要因は幼児人口の減少であるが，同時に昭和 60年から措置費の

国庫負担率が 8 割から 5 割に削減され，地方財政にとって負担が大きくなったことも

統廃合の重要な理由である。

このように戦後継続的に建設さてきた保育所は，新築時期の違いによって，当時の

保育需要と施設全体のレベルを反映して，施設聞に格差が生じている o 変化の要因と

内容は以下のとおりである。

①働く女性が多くなって社会的な保育感が変化し，保育所が子供の健全な生活の場と

して整備される必要性が認められるようになった。

②保母の労働条件が問題視され，更衣室や休憩室が必要となった。

③ 0 才児保育の必要性が認められ， 0 才児保育をする保育所が増加してきた。

④母親の労働条件にあった保育が要求され，完全給食や長時間保育も一般化した o

⑤国の保育基準が上昇し，少数ながら独自に基準を上げる自治体もでてきた。
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図- 4.28 保育所数と全入所児数と 0 才児入所児数の変化

(厚生省社会福祉施設統計調査より)
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例 えば， 昭和 6 1年に建設された渋谷区立渋谷保育園は総タイル張りで，全館冷暖房

完備の保音園で，一昔前にはとても保育所とは見えないほど立派な建物である。内容

的にも ， 年齢別保育はもちろん，保母関連の室も整備され，各保育室には保母専用の

洗面台まで設置されている。 0 才児室を例にとれば，ベ y トルームと食堂，保育室，

調乳室 ， 医務観察室，便所， 0 才児用物入れ( おむつ用)等の室が専用に設けられて

い る。 3 才未満児室と して 0"'-'2 才児用に 1 室 し かなかっ た， かつての保育所と差が

あ るのは もち ろんだが，現在の多 くの保育所も施設的 にはこの レ ベルに達 し ていない

ところが多 い。

保育時間が合わないことか ら ベビーホテルなどに頼 って，保育所に預 け ら れな い人

もいるので，保育所に空 きが生じたからといって必ずしも保育需要が減少しているわ

けではなし '0 し か し数的な保育需要が真に減少しているなら，施設面積としては余裕

が発生したということである。この余裕面積を生かして，施設問格差の縮小や，長時

間保育 や 0 才児保育などの多様な保育需要に答える改修工事をすることも必要である。

(2 )公共建築における社会福祉施設

公共建築の中には人口一万人当りの施設保有面積(これを施設原単位と呼ぶ)が一

定の範囲に入る庁舎や義務教育施設，供給処理施設のようなものと，社会福祉施設や

文化施設のように自治体によって違いの大きい施設とがある。

前者はそれぞれの施設の使用者である庁舎職員や生徒の人数が人口当たり一定の範

囲であり，供給処理施設では同じく人口と比例した処理量となるためである。

これに対し，社会福祉施設の場合は充足率ばかりでなく，需要の発生率までもが自

治体の福祉行政方針によって違ってくる。ちなみに筆者らの調査した 7 市の人口一万

人当りの社会福祉施設面積は，浦和市が129m" 札幌市 201m" 横浜市 336 m\ 神戸市 4

15 m\ 春日部市479nf，京都市 488 m2 ，函館市 570 m2 となっている(文 94)。自治体にお

ける福祉施設面積は各自治体の福祉政策の一面を表している。

(3 )葛飾区における保育所の経年変化

保育所の建物は各自治体の保育行政方針によって大きな違いがある。厚生省の設置

基準そのままに建設する自治体や，それに上積みした都の基準によるもの，独自の区

の基準によるものなどである。例えば， 0 才児の措置率を見ても，全国平均が2.9% に

対し，港区8.1 %，葛飾区は 5.7% となっている。従って東立石保育所の建物の面積や

内容は葛飾区における他の保育所と比較することになる。全国平均や他の区と比較し

て格差の有無を言う時は自治体の保育政策の格差を問題にすることになる。
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①図- 4.29 に園児一人当りの延床面積の変化を示す o
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才児保育の実施の有無による影響が大きいo 東立石保育所では改修工事により 0 才
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②図- 4.30 に園児一人当りの敷地面積の変化を示す o 年度と共に増加している o
昭和 44....... 51年年には児童館や職員寮と昭和 43年までは保育所単独の施設が多いが，
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丁
一刈都営住宅の 1 階設置しの複合施設が多くなる。昭和 55年以降は用地取得難のため， '81 

新築年度別<敷地面積/園児数>

80 

葛飾区における保育所の図- 4.30 葛飾区における保育所の

新築年度男IJ< 延床面積/園児数>

図- 4.29 
たものだけとなる。

③図- 4.31 は 2....... 5才児一人当りの保育室面積を示す。経年と共に増加傾向にある。
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④図- 4.32 は園児 2....... 5才児一人当たりの屋外遊戯場の面積の変化を示すo 経年と関係
用地費が高くなり容易に園庭をは薄い。施設的な条件をよくする傾向はあっても，
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複合施設なので圏庭に使用増やすことはできなくなる。敷地面積は大きくなるが，
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人

屋できる面積は増えていない。東立石保育所は上階の寮を用途変更しているので，

外遊戯場は減少していない。

⑤図- 4.33 は調理室/園児数を示す。調理室/園児数は経年とともに増加の傾向があ
全体の増加傾向より低い。やや増加したが，る。東立石保育所は改修工事により，

81 80 15 10 61 &1 80 11 10 61 
それぞれ経年と共にやや増加する傾向が遊戯室/2-5才児数も，事務室/職員数，

葛飾区における保育所の図- 4.32 葛飾区における保育所の

新築年度月IJ< 保育室面積/園児数>

図- 4.31 あるが図は省略する。東立石保育所は事務室を拡張した。
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遊戯室は他の新築保育所と同程度であった。

⑥医務室は昭和 45年以降に新築された施設に設置されている o

それまで設置されていなかった全ての保育所にも増改築によ⑦保母休憩室は・ 71年頃，

って設けられたo 東立石保育所でもこの時玄関ホールの一隅に小休憩室が作られた o
道
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休憩室は 2 階に設けられた。今回の工事で玄関はもとに戻され，
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⑨宿直室は昭和 59年に新築された施設以外は全てに作られていた o 現在は警備会社に
ロッカ一室等に使用されている。東立石保育所では委託され宿直室が不要になり，

つぶして事務室を拡張した。

園児一人当り区内の保育所は屋外遊戯場を除いて各室とも，以上の変化を見ると，

図- 4.34 葛飾区における保育所の
新築年度別<遊技室面積/園児数>

81 '8) 

図- 4.33 葛飾区における保育所の

新築年度別<調理室面積/園児数>

, 80 11 10 65 の面積が経年によって広くなる傾向にあることがわかる。東立石保育園については壁

構造壁で囲まれた保育室の面積を変更することは容易ではない。構造であるため，
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(4 )改修工事の概要

所在地:東京都葛飾区東立石 4-45-5

敷地面積 :1320.14rri

延べ床面積 : 改修前 - 8 78.39nf ( 保育所 - 566 . 99 nf ，保母寮 -31 1. 40m')

改修後一 89 1. 7 8nf( 保育所 一 777 . 78nf ， 待機所 - 114.00m' )

工事金額 :総額 7 . 100万円(約 8 万円/ nf) 

建築 3 ， 800 万.設備1. 500 万.電気1. 700 万， ガ ス 100万

主要工事内容:外部仕上げー既存ケレン清掃後複層模様吹き付け 。

屋上防水 一 既存の上にウレタン塗膜防水。

内部仕上げー張り替え，板貼壁とフローリング床は研磨して塗装丙使用。

設備機器及び給排水ガス管 - 全面交換。

冷暖房 一新設(パッケージ方式)。

変更部分:図- 4. 35 の通りである。

入所定員 の変化: 改修前一 120名( 1 才一 15 ， 2才 一 20 ， 3才一 25 ， 4, 5才 - 60) 

改修後一 125 名 (0才ー に l 才一 1 5, 2才- 20 , 3才一 25 ， 4, 5才- 56) 

職員数 の変化: 1 9 名→ 25 名

新築年 :昭和 4 1 年 改修年 : 昭和 61 年

設計 :新築ー佐藤武夫設計事務所，改修 :藤設計事務所

階
図

2

面

後
平

更恋
(

変更前

2 階平面図 ① 

用途変更の経緯

東立石保育所が新築された昭和 4 1年頃 は保育所の増設期であっ た。 東京周辺では保

母が不足し， 東北地方から保母を募集 した 。 地方か ら上京する 若い保母を確保するに

は，当時の住宅事情からいって寮がぜひとも必要 とされたが，こうした事情 は葛飾区

だけでなく，大都市の自治体ではどこも同様であった。

最近は公務員指向の人が増えたうえ，新設される保育所も少なく， 通勤可能な範囲

からの保母が増えてきた。また， 1 室 4 人に 2 段ベ y トという寮のっくりも現在 の生

活レベルに合わなくなっている。他の寮で個室化する改良工事をしたので，この寮で

は空き室が増えてきた。そこで，寮全体を保育所と災害時の職員待機室に用途変更し

た。職員待機室は通常は地域の集会室として使用することを認めている。同時に建物

全体の大規模改修も行なった。

工事の苦労

狭い敷地でしかも通常保育を行いながらの工事なので，次のような配慮をした。

①園児職員に対する安全確保。仮囲いによって作業部分と保育部分を区画した。

②工事騒音で保育に支障をきたさないように，騒音発生工事は土日に行ない，昼寝の

時間は極力静かな作業にした。

③工事部分の代替室を常に確保する必要があり，園庭に 2 階建てプレハプ (200m2 ) を

建てた。

④資材置場，作業場がなく近隣に場所を探すのに苦労した。

こうした工事上の配慮は使用しながらの改修工事では必然的に生じるものである o

NTT や旧国鉄などの電話局や駅など休むことができない施設では，使用しつつ改修

工事を行う実績が多く，それなりのノウハウが蓄積されているという。公共施設にお

いても保育所や病院などは容易に休館することはできない。それらの施設を改修する

となれば，東立石保育園の改修工事のような使用しつつの改修工事の実績を蓄積して

行く意味があると恩われる。

改修結果

使用しながらの改修工事であったため，仕上げ材などにも保母さん達の希望ができ

るだけ取り入れられた。工事担当者は「苦労が多くとも，喜ぶ反応がすぐ返ってくる

変更後 1 階平面図

。 1 10 

図- 4.35 葛飾区東立石保育園，改修前後の平面図
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のが嬉しい」と語っていた。一方保母さん達の方からは， I 日常の不自由は自分遠の

施設のためだと思うとあまり苦にならなかった」という話があった。

一部の人の話だけなので事実は確認していないが，ともかく事故は O であった o

天窓があるため 2 階の保育室は，図面で予め予想していたより明るく広々としてい

た o 耐震診断をしなかったため構造壁が移動できず，水周り(便所，厨房)を拡張で

きなかったのが残念だという担当者の感想である。

敷地面積が狭いので， 2 階の待機宿舎部分も保育所に組み込んで， 1 才児以上の保

育室にもゆとりを持たせたほうがよかったであろう o この保育園の情造は壁構造であ

るため，構造補強をしても室構成の変更は容易ではない。
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5. 倉敷市立展示美術館の用途変更

(1 )史的保存と現代建築

法隆寺や大阪中之島公会堂などの歴史的に保存すべき建物を保存することを史的保

存という。史的保存では，建物に歴史的価値があるため，一般建物における採算上の

バランスを越えて保存費用がかけられるが，史的価値には差があるので，重要度に応

じて掛けられる保存費用が違ってくる(図 -4.36) 。

例えば，法隆寺は歴史的価値が極めて高いので，保存のための費用がどんなに多く

かかっても完全な保存をする必要があるが，市指定の民家などでは保存のためにかけ

られる公費は少ない。

保存費用の差はあっても，江戸時代以前の建物が保存されるべきという点では，お

おむね合意が形成されている。だが，明治中期以降の近代建築に対する評価は考え方

によって差があり，特に RC 造の建物については，煉瓦造の建物以上に史的保存の必

要性を認める人は少ない。建築史の上では重要な近代建築も，保存する価値よりも，

立て替えない不利益(裏返しの保存費用)の方が大きいという判断で次々に建て替え

られている。

史的価値と保存費用が整合しない建物を保存するために，建物の一部だけが残され

たり，用途変更された建物は多い。前者は残す部分を減らし，後者は使用することに

よって史的価値と保存費用との差を解消したのである。

ところが現代建築の場合は，たとえ建物自体に建築的価値があっても，財としての

効用がなければ，立て替えない不利益を無視してまで保存されることはない。史的保

存に値する現代の名建築を残すには，機能変更し財として有効に使用することが必要

保存

質用

撤去

現代建築 |戦前fD建築|明治以前
史l的{illj金 | の建築

図- 4. 36 史的価値と保存費用
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である。残すよりも建て替えた方が若干有利だとしても，その差は保存という意義に

よって補われたと考えるべきであろう。このように機能変更し使用しながら名建築を

保存することを， I 現代建築の活性的保存」と名づけ，倉敷市庁舎をその一例として

見てみたい。

この調査は予め調査 C (P.14) によって事例を抽出し，調査依頼文書を郵送 し， 実

地調査を行なった o 調査日時 は昭和 6 1 年 1 0 月 2 8 日 。 聞き取り調査の相手 は営繕謀課長

補佐堂下泰広氏と展示美術館主任小玉隆志氏である。

(2 )改修工事の概要

建物の概要

所在地: 倉敷市中央 2-6- 1

新築年 :昭和 35年 5 月 改修年:昭和 58年 8 月 経過年数 23年

構造規模:鉄筋コンクリート造，地下 1 階地上 3 階塔屋 2 階建て

延べ床面積:新築時一 7244nf 改修後一 7666 nf 

新築設計:丹下健三研究室 改修設計:浦辺建築事務所

変更前の用途:市庁舎 変更後の用途:展示美術館ー部児童図書室

工事費: 42 ， 000万円，工事単価:約 5. 5 万円/ mZ

工事内容

打ち放しコンクリート部分:構造上のひび割れはなかったが，鉄筋保護のためひび割

れに樹脂注入を行った。構造体の中性化は 12m/mで、あった。洗浄後，浸透性防水材

吹き付け。目地シール全面打ち替え。

屋根: 屋上ステージを廃止し，不要な突出物(手摺，住，階段等)を撤去し，在来の

表面を処理した後，樹脂モルタル調整の上アスフアルト露出防水を施した。ルー

フドレインはワンサイズ上のものに交換。

建具:庇が深いためスティールサッシの状態がよく，戸当りのゴム，クレセント， 戸

車の交換程度。プレコンにガラスのみのはめ殺しはノマテ交換を行った。

内装 : 1 , 2 階の吹抜け空間は天井貼替えのみ。

2 階は既存より低い位置に天井を新設。展示用の壁を新設。

3 階の議場は内装を全面的にやりかえ，簡易ステージを設置した。同じく 3 階

の収蔵庫は専門家の指導のもとに断熱し，天井高に注意した。

設備:既設を再利用の方針だったが， 20年以上経過しており，廃棄も多かった。照明

と換気は全面的に新設。

法的改修:防火防煙区画のため防火扉及びダンパー，誘導灯設備，非常警報設備，非

常照明設備，自家発電，機械警備設備， 1 T V 設備，排煙設備，ハロゲン消火設
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備 ， 連結送水管設備を設置した。

空調設備:既存のヒートポンプ方式ターボ冷凍機を使用した。不足の熱源として都市
ガス使用の吸収式冷温水発生機を新設した。

省エネルギー : 新設機器はすべて省エネルギー型を使用し， 3 館(同一政地内の自然

博物館，図書館と〉中央監視システムによる効率的運用を行った。
用途変更の経緯

原型の市庁舎の設計は丹下健三氏である。この市庁舎の建てられた敷地には，後に

市民広場や公会堂が作ら れる 予定であったが，広場は作られず，図- 4.37 に示すよう

に ， 7甫辺建築事務所設計の水道局庁舎と駐車場が作られた。

昭和 42年 旧倉敷，児島， 玉島の 3 市が合併し，人 口 はそれま で の 1 5 万から 4 0万人に

増え，それに 伴 って職員 も 増加したため昭和 55年新庁舎が建設 され た o 移転後の空庁

舎については建て替え案もあったが ， 丹下氏の名建築であ り ， 構造が新耐震基準にも
合致する程完壁あったので，用途変更に決定した。

新たな用途は図書館など 2 転 3 転したが，美術館にになった直接的な理 由 は地元出

身の日本画家池田進哲氏より作品が市に寄贈されたためであ っ た。

図- 4.37 倉敷展示美術館配置図
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( 3 )改修結果

図- 4.38 は用途変更前後のプランである。

変更後 変更前

例代 E

1降何長 院内1.:

ボ円相

2 陪平面図

1 陪平面図

図 -4.38 <11>倉敷展示美術館〈旧市庁舎〉平面図
図面は美術館のパンフレット及び市からの資料による
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新築当時の丹下氏設計の作品は，いずれも各建築雑誌のトップを飾っていたo 倉敷

市庁舎は東京都庁舎(竣工昭和 31年)と代々木の体育館(竣工昭和 39年)の聞の時期

のものである。丹下氏は都庁舎の後，この倉敷市庁舎を初め，倉吉市庁舎，香川県庁

舎，今治市庁舎などを設計し，各地の庁舎建築に丹下亜流のデザインを生み出すほど

の絶大な影響力を持っていた o 今回の分析対象事例の中のく2>所沢市庁舎 (P.114 の写

真- 4 .6 参照)も氏のデザインの影響を受けている。

氏の設計した建物についての，使用上の欠陥や施工上の困難さは，筆者も当時風間

として聞いていたo 今回の聞き取り調査でも，この建物の庁舎としての機能的欠点は

いくつか挙げられた。屋上のステージは竣工以来一度も使われないままに今回撤去さ

れたし，一階の大きな玄関ホールは冬には風の通り道となって寒く市民に嫌われる場

所であったという。日常業務の上では，天井が高く(階高 6. S8m) 照明器具を明るくし
ても手元が暗くて困ったという。

使用上は欠陥の多い庁舎であっても，打ち放しコンクリート仕上げの吹抜空間は，

20年以上たった現在でも力強い印象を与え，美術館への用途変更では，庁舎としては

欠点であった事が逆に有利に働いたという面があったo 用途変更における建物の特徴

を聞き取り調査をもとにしてまとめれば，以下の通りである。

①庁舎としては高すぎる階高(天井高)があったので，天井高の不足はなく，逆に 4m
に天井を下げた程であった。

事務空聞から展示空間への用途変更では，天井高の不足が常に問題になり，調査事

例でも，福岡県立美術館，小平中央公民館，倉敷自然博物館などで天井高の不足が
欠点であった。

②長辺方向で 16.88m ，短辺方向が 10.26m と 13.S7m というオープンな大スペースは柱が

無いため，展示空間としてアレンジしやすい。

③打ち放しコンクリート仕上げの吹抜け玄関ホールは不特定の市民が日常的に利用す

る庁舎のホ ー ルとしては迫力がありすぎたが，美術館のホールとしては緊張感を与

える適切な空間となっている。

吹抜けホールを利用した特別展示や N響のコンサートも開催されたが，音響効果も

よかったという話である。

④打ち放しの庇が主体の立面は窓がほとんど見えず，庁舎としては閉鎖的な印象を与

えるが，美術館としては日照の影響が少なく，盗難防止と展示のため内部に壁を回

しても外観に影響を与えない有利な点となっている。維持管理の上では，庇で覆わ

れていたため，スチールサッシの傷みがなく全く交換していないという話である。

⑤議場は議員定員が増えたのに，両端のコア壁が動かせないので，椅子間隔を詰めた

り，傍聴席を削ったりしても狭かったo 音楽ホールに変更したところ偶然，音響が
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よく，座席数も多くないので，市内のピアノ発表会などによく使われて いる o

⑤主出入口の位置が変更されたので，元の出入口は閉鎖され，喫茶室になっている。

変更前

ーーーー ・ ーーーーー ー一ー一一 -, . . 
この庁舎は駅前からのメイ ン通りに接し，駅から歩いて来た時，正面に見えるのが

この建物である。?甫辺建築事務所設計の新築図書館と用途変更された博物館(旧水道

局庁舎)の 2 棟が L 字形に広場を囲んでいる。本庁舎と水道局庁舎はもともとは離れ

て建てられ，出入口も別の方向を向いていたが，図書館が建てられて， は っきり広場

を囲む形に連続 した。

庁舎から美術館へと建物の内容が変わり，主出入口も南向きから北向きに建物の裏

表を変える様な変更であれば，広場を向いた主出入り口周りと図書館 と接する部分は，

設計変更があってもおかしくない。しかし，この改修工事では原設計はほとんど変更

されず，タイプの違う建物が広場を囲んで並ぶ結果となっている。

既存建物が現役の著名事務所の設計であって，別の著名設計事務所がその改修設計

をするのは，難しい面がある o 今回の対象事例のひとつであるく79>福岡県立美術館で

は，新築も用途変更も同じ佐藤武夫設計事務所によって行われたせいか，かなり大胆

な変更設計をしている(図- 4.39) 。主出入口は外部階段を経て 2 階から入っていた

が 1 階に変更され， ピロテイにはサッシが入れられ内部空間としている。内部の主階

段のある吹抜けも階段の位置も変更されている o もし，これが現存の他の建築家が設

計した著名建築であれば，ここまで元の形を変更するのは困難であろう。

建物は- 8 竣工されれば，その後についての発言権がないというのが一般的風潮で

ある。丹下事務所でも，今回の用途変更については建物が残ることで喜んでいると回

答があったという。しかし，この事例は用途変更で他人の設計を勝手に変えることの

困難さも示している。

!日二J41!
己主善三・一三二一二一~J

1 階平面図

D � 1 0 

--==ー-

• 

2 階平面図

• い三ミニ唱L

学習室

-.0::室
一
品• 

L・一一一一一・
• • 
公開図書ぎ

• 

3 階平面図

変更後

1.- つつ

1 階平面図

• 

• • 

2 階平面図

3 階平面図

図- 4.39 <79>福岡県立美術館〈旧文化会館〉用途変更前後の平面図
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6. 福岡市市民図書館の用途変更

福岡市市民図書館は，変更前の用途が民間の遊戯施設で あるプレ イ ラン ド である。

図書館は書架のある静的な雰囲気の室内であ る のに， こ の 建物で は， 遊びのための動

的な空間だった前の用途が重 な っ て 見えてい る 。

この建物で ， 前用途が見える理由には， 二つ の側面がある。ひとつは前の用途に合

わせたデザインが残 っているためであり ， ひとつはその建物が以前使われていた用途

を見る 人が知 っ ているためである。この二つの側面は建物と用途の関連を考える上で，

重要なテ ー マである。ただ，本論文は建物の形をプランに代表させ， 更にその中でも

使用上の問題に的を絞って論ずるものなので，このテーマについては，福岡市市民図

書館を典型例として調査報告し，若干の考察を加えるにとどめることとする。

( , )建物の用途とデザイン
建物のデザインは用途によって違っている。これは当然、のことのようだが，これま

での施設計画研究においては，あまり問題にされなかった。しかし，用途変更におい

ては，用途変更の結果，建物の用途が何に見えるかは興味深い問題である。

用途と建物の形の関係についての認識は，各自の経験や学習から形成される。例え

ば，写真 -4.3.4.4 を見れば，看板や標識がなくとも，ある世代の人間には，前

の用途が学校と消防署であろうと推察できる。しかし，現在の小学生には無理であろ

う。おそらく，彼らにとって，学校は RC 造のものであり，消防署に火の見櫓はつい

ていない。では，経験によって形成される，用途を示す建物の形とは何であろうか。

以下に用途変更された建物をもとに若干の考察を行うこととする。

用途を示す建物の特徴のひとつは，用途を表すマークである。写真- 4.5 は今は安

売りスーパーに用途変更された建物であるが，前の用途がボーリング場であることは

屋根の上のボーリングのピンを見れば一目瞭然である。郵便局の建物に付いている

写真- 4.3 

<57>神泉村下久保コテージ

: I日中学校〉
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写真.... 4.4 

(86)大阪市

南市民教聾ルーム

( 18~両前零 〉

「 〒 」印や警察の前に駐車している数台のパ ト カーも同じ棟なマークであろう。看板

やショ ウ ー ウ イ ンドウに展示 さ れた商品もマークである。無性格な箱型の建物でも，

こ れ らがあ ればす ぐにその用途の建物と見える。

このよ うな マー クはストレ ー トに用途を示すが故に，用途変更の時には，撤去され

ることが多 い。時 に，写真一 4 . 5 の ボー リング の ピン のように撤去されず残っていれ

ば， そ れひと つで roo らしい 」 という 元 の用途 の形跡を明確にとどめることになる。

用途を示す特徴のふたつめは， 建物の用途に よ っ て異なる使用内容や施工上の条件

に対する 合理的な設計の結果採ら れた形態であ る。例えば，写真 - 4. 3 の小学校では，

校庭を前にした建物全体の配置 は学校に要求 される機能から生じたもので学校ら しさ

を示している 。 外観では下見板張りの外壁や並んだ腰窓であり，内部では長い片廊下

や手洗い場，デティールでは木製のげた箱や建具等が元の用途 を感 じさせる 。こ れ ら

は教育上の要求や，入手可能な資材や施工上の容易さといった合理的な理由か らとら

れた形である。消防署の火の見櫓と通りに面して車庫が大きく 開いている 建物の形 も

用途から決められている。

公立小学校のように，建物に求められる教育上の機能が全国同じで，それに対応す

る建物の形態が合理的で一般性があるなら，同じ様な形の建物が，多くの場所で作ら

れる。わが国では，学校建築，郵便局，消防署，駅舎，警察，公営住宅などの公共建

築は，合理的な設計内容を簡略に実行するために，管轄する省庁によって標準設計化

され，用途とデザインの結合はより明確になった。

用途を示す 3 番目の特徴は写真- 4.6 にみられる。これは昭和43年に設計され，用

途変更されたく2>旧所沢市庁舎である。この建物の打ち放しの庇は， もちろん機能上の

目的もあるが，それ以上に 「庁舎にふさわしいデザイン」という用途に関連した設計

意図から作られている。施設の設計は用途に求められる合理的な要因だけでなく，用

途と結びついたデザインという要因からも形が決められる。

写真 - 4.5 

;講和市の安亮りスーパ

(1日ポーリング場〉
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写真 .... 4.6 

<2>所沢市行政及び公共団体事務所

( I目前斤舎 )



昭和初期のことだが，静岡県に同じ時期に庁舎と公会堂を隣合わせに設計 した建築

家が公会堂では近代合理主義の無装飾な設計をしながらも，庁舎では内部機能を持た

ない高塔を付け，対象的な形の械式建築的な設計をした(文95) 0 この建築家は ， 庁

舎と公会堂との用途の違いによって，デザイン上の設計態度を変えて いた。

庁舎らしさの表現に，械式建築を採用 したのが戦前だとすれば， 20...... 30年前には写

真- 4.6 の打ち放し庇が「庁舎ら しさ 」を表現 した。現在では，タイル張りの外観と

玄関ホールの大きな吹抜け空間が「庁舎らしさ」を表現するデザイン上の シンボルに

なっている。

この 3 番目の íOO らしさ」は， í近代建築」の立場からはあまり評価されなかっ

たため，打ち放し庇も避難のためなどど，機能的な役割を与えられたが，用途と対応

したデザインは設計の重要な要素であろう。

用途を示す特徴を 3 つに分けて記述したが，用途を表現している全ての建物 lこ 3 つ

の特徴があるというのではなく， 3 つに分ければわかりやすいということである。例

えば，写真- 4.7 の銭湯では「ゆ」を染め抜いたのれんも，煙突と高窓のあるボリュ

ームある建物の形も，入母屋の破風もそれぞれに建物の用途を示している。これらの

特徴を 3 つに分けて，のれんはマーク，煙突と高窓の建物の形は機能を示す特徴，破

風はシンボルであると見ると用途を示す特徴が分かりやすくなる。

用途変更の設計では， í 元の用途」を感じさせる部分と， í新たな用途」を表現す

る形と，用途を示す建物の特徴をデザインの要素として意識的に捉えることが重要で

あり，新築にない設計の可能性があると考える。

(2 )建物の用途と記憶の蓄積

用途変更後の建物に前の用途が重なって見えるもうひとつの理由は，前の用途で使

用された記憶が蓄積されていることである。

例えば，刑務所を老人ホームに用途変更すると仮定する o どちらも同じ居住施設で

写真 - 4 . 7 浦和市の銭湯

マークとしてののれん

機能上必要な煙突と湯気妓きの高窓

デザイン上のシンボルである破風
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あり， プランは似ているかもしれない。プランが似ていれば，表面の仕上げ材や窓の

大きさ，鉄格子を撤去するなど，建物の外観を変える変更は容易である。だが工事は

容易でも，刑務所だった建物に住むことは，普通の老人にとってあまり楽しいことで

なし '0

一方，建築にはプラスの記憶の蓄積もある。プレイランドには，楽しく遊んだ記憶

があり，卒業した小学校には子供時代の記憶がある。同様に，長期間同じ場所に存在

した公共建築については，地域住民はその建物を使用することを通じて，共通に記憶

を蓄積している。従って，多くの住民はその建物が用途変更されて別の用途になった

としても，建物の形がある以上前の建物の用途を重ねて感じることになる。その建物

が撤去される場合には，見たり，使ったりした地域住民はある感慨を持つに違いない。

既存の建物についている記憶や経験の蓄積は，新築の建物には絶対に有り得ないもの

である。

建物に対する個人的な懐かしさが蓄積されている公共建築として，最も典型的なも

のは学校建築である。今回の分析対象事例にも多くの学校建築がある。撤去されずに

用途変更され使用されている学校は，卒業生にとっては，新たな用途の建物として有

効なだけでなくプラス α の価値を持つ。この気持ちは地域の景色に対する愛着や懐か

しさと同じであり，用途変更によって建物が残される意義の一部であると考える。

( 3 )改修工事の概要

建築概要

建設年:昭和 39年 2 月 用途変更年:昭和 51年

所在地:福岡市博多区築港本町 13番地 1号

構造規模:鉄筋コンクリート造 3階建て一部中 2階， 133 メートル展望台タワー付

延床面積: 11.001rrl 新用途:図書館一 7375ml 職員厚生施設 - 2952 ml 港湾局

用途変更の経移

昭和 36年 6月:福岡市は旅客埠頭用用地として 37.301rrl を埋め立て完了する。

昭和 38年 3月:うち 7908 m! を(株)博多ノマラダイス用地として売却処分 (7562 円/rrl) 

昭和 39年 10月:大衆レジャーセンターとして建物竣工

昭和40年 10 月-- :経営不振により経営者が二転三転する。

昭和 46年 3月:土地転売

昭和49年 10月:営業廃止

昭和 50年 4月:福岡市は建物と敷地の賃貸借契約締結，展望塔は使用貸借契約締結

昭和 47年 2月:福岡市総合計画により市民図書館の建設，各区に市民センター建設の方
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針が決定

昭和 49 年 10月:博多プレイランドを転用して図書館と し ， 51 年度開館の方針決定

昭和 51 年 5月:福岡市民図書館開館一改修費 5000万円

昭和 52.53.54年:福岡市は用地取得。総額約 12 億万円〈坪 21 5 千円)

昭和 55年 5月:こども図書館開館一改修工事費約 l 億円

昭和 58年 4月:資料室を拡張整備

昭和 59年 4 月:保存書店整備

福岡市民図書館の用途変更 は，機能的 に は必ず しも模範的な用途変更ではな い o 市

の外れ の 位置 にもかかわらず交通手段がパスしかなく，それがプレイランド経営失敗

の原因 となった立地条件なので，児童図書館や一般図書館としても適切とはいえない。

平成元年度の 「 図書館要覧 J (福岡市民図書館発行)から個人登録者の構成を見れ

ば，福岡市の他の 8 つの市民センターの図書館の利用者はいずれも，小学生が 30 % 前

後で最も多く，次に主婦が多く 18--19% である。ところが，市民図書館では小学生と

主婦は共に 9.3% と少なく，勤務者が30.3% で，最も多い。次が大学生の 22 . 1% で，主

として立地条件の影響である。

また，この建物は当初暫定的な使用であることが予定され， 1 階と中 2 階だけが図

書館の予定であった。暫定的な使用であるからと，最初の改修工事では十分な工事費

がかけられなかった。ところが昭和 55年，国際児童年を契機にこども図書館が整備さ

れ，その後も五月雨的に予算がついて，毎年のように改修工事が行われた。

現在は，政令指定都市にふさわしい大規模 (10.000m'以上〉な図書館に建て替える

つもりで検討中だというが，竣工はまだ数年先のことである。暫定的な使用のつもり

であったのが，結果的には 15年以上も使っている。最初にもう少し十分な改修計画を

立てていれば，建て替えまでの期間をより有効に使用できたと思われる。

蔵書数は 51年の開館時は約 3 万冊であったが， 63年度末には 18万冊を越え，開館時

の 6 倍以上になっている。

(4 )用途変更前後の建物の形

この建物は経営不振から開業後わずか 10年の間に 4 度経営者が変わり，プランもそ

の度変更された。開館時に最も近い時期のプランで残っているのは，昭和 43年に F B 

s (U H F 民間 TV ・福岡放送)が建物の一部を借りることになった時のもので，図

-4 . 40 の通りである。

その後，何度かの手直しの後，市に移管直前には，ジャングル風呂(大浴場)が大

ホール に，地下ロ y 力一室が子供ひろばに， 2 階ホール裏の宿泊室が大小の各種浴室
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群 にな っていたロプランからも推察できるように，かなり大幅で荒い変更が行わ れ，

現在残る形のどの部分が何年頃作られたものか市の担当者もわからないということで

あった o 経営状態が悪い中での改造のため，建物の傷みはひどく，使用していない部

分はほとんど廃虚同然になっている。

現在のプランは図- 4 . 4 1 の 通りであ る 。

現在 の図書館に残 る 前の用途の断片を拾い上げてみると以下の通りである。

全体の形について

①用途 を示す形態的マ ー クとしての展望台 ( 写真- 4 . 8) は 現在港湾局の P R 用の塔

になって， 1 階は同じく港湾局の展示室になっている。塔か ら の眺め は よ いが，展

示物も少なく，調査時が 2 度とも週日だったせし、か利用者の姿は見られな い。

②不整形なプランと多様な内部機能を思わせる複合的な建物のボリューム。 (写真-

4 . 9 )建物は 3 階建てであるが，階高が高く 5 階建ての集合住宅位の高さに見える 。

特に南側からはプラン上のブロックがそのまま外観(立面〉に見えて，内部が事務

室や教室のような画一的な部屋からできているのではないことを感じさせる。

③熱帯性の植物の植えられたプールのある前庭(写真 - 4 . 10) は現在全く使用されて

いないため荒れ果てているが，色分けされた床ゃいくつかのプールがあり，芭蕉や

シュロなど熱帯性の植物が植えられている。これらは南側の変化のある建物の形の

近景を形成し，解放的な遊び場の雰囲気を作り出していたと予想される。

内部空間

①吹抜けや段差の多い空間(写真一 4. 11) であり，図書館としては本の移動の面から

床の段差が多すぎるのは問題がある。遊びの場所としては空間の変化が求められ，

この建物では，洋和室聞の段差やサービス部分や水周りなどの小さな段差を除いて

も， 11層の床の段差がついている。

②中心施設であったジャングル風呂は，非日常な空間を感じさせるために，平面や天

ァ〆
~ 

写真 - 4.8 

恵理培 と 道路借11 外
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井，住に曲線を使用し、 (写真 - 4 ・ 12) 円形の全面ガラスの関口にしている(写真
-4 ・ 13) 0 用途変更後は閲覧室となったが、このプレイランドの見せ場であったと

想像させる広がりを残している。

③ボーリング場，防音放送スタジォ，演舞場，大宴会場，宿泊室， (撤去されたが)
サウナや個室トルコ風呂大浴室などの各種浴室，など椋々な特殊な用途の専用目的
室や設備室があったo ポ ーリ ング場は波形に うねった天井で広い長方形の室形を し
ているが ， 他の各室 も目的 に応 じた平面，関口部の大き さ， 天井の形， 仕上げな ど

に独自の特徴を断片的に残 し て い る。
④部屋構成の 多梯 さは部屋の広さのばらつ き に も見 るこ とがで きる o く博多 プレイラ
ンド〉と，比較的全体面積の近いく大手町中学校 +看護学校 + 大手町商業高校 〉 の
部屋構成を比べてみよう o 中学校に山庄の区画 された部屋があるが，そ (J)~~
41室は教室の大きさである o 残りの部屋も，教室を半分 に分割 した広 さが 24亙， 2 

教室を合わせた広さが 17室，教室に廊下を合わせ た広さ が 5 室と，ほどんどが教室
のスパンを基準にした大きさの部屋で構成されている。教室の区画と無関係なのは，
ふ育館と増築部分， 7・レハブ教室部分だけである o それに対しフレイランドにおい
ては・部屋の広さが広いものから狭いものまで広がっている o 同じ大きさや形の部
屋がむのは小宴会室と宿泊室のみである o これらをつなぐ廊下引ール 階段の

写真 一 4 ‘ 1

1日プール跡
遊び場の雰関気を感じさせる外構 n:; は歓送局のロビー

え は パ ノラフ大浴場
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幅も梅々である。

部屋構成と断面計画の多様さは，長時間この場所に引き留めて，飽きずに遊ばせる

ためで， このプレイランドの用途を示す第 2 番目の(機能的な内容を示す空間)特徴

である。公共建築で，プレイランドのように長時間遊ばせる施設は青少年や児童，老

人用の娯楽施設で，文化センターやスポーツセンタ一等にやや似た空間借成が見られ

るであろう。

各部屋単位の用途の変更は以下の通りである。

表- 4.2 福岡市立図書館の用途変更にお け る各階の室の変更内容

階 数 変 更 円 IJ 変 更 後

l 階 売店遊戯場 ， レストラン ， 子供 開架図書室，児童閲覧室 ， 機械室

広場， F B S ，機械室， 事務室 ホ ー ル ， 移動図書館編成室，

展望台 プ レ イルーム， 書庫 ， 展示室等 ，

港湾局広報室

中 2 階 厨房，便所，ホ ー ル，倉庫 中高校生読書室，書庫，会議室，

F B S 便所，暗室，会議室，

2 階 小ホール，ポーリング場，厨房 資料室，読書室，事務室，研究室

中ホール，浴室， ビリヤード， 書庫， L L 研修室，館長室，研修

倉庫， F B S 室， ロビー， スタッフラウンジ等

中 3 階 宿泊室 職員厚生施設一文化活動室

3 階 宴会場，大広間，便所，演舞場 職員厚生施設(柔剣道場，球技練

売店，風呂，小部屋， 習場，文化活動室，健康管理室，

パントリー，宿泊室，物置， 更衣室，管理人室，会議室等)

屋上階 屋上ホ ー ル，便所，職員休憩室 空き室
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7 . まとめ

この章では，典型的な用途変更の事例を 6 施設取り上げ、 各事例 の用途変更の経緯

や背景について事例研究 し た。

く 9 6>武星団地図書分館 は， 団地診療所の産婦人科病棟が廃止さ れて用途変更 された

事例である。住宅公団団地の居住者 は年齢層別人口が偏ってお り ，入居開始時期には

出産可能年齢人口が多いため，団地診療所 の患者 も 産婦人科入院患者が多 か っ たが，

経年 と 共に 出産可能年齢層が減少した o また，団地開発により周辺地域の人口や医院

の数も増加 し， 産婦人科患者数が減少し廃止された。

く 66 >老人施設清風荘の用途変更前の用途は結婚式場のある八景会館である。ここで

は， 需要の質的変化が施設の利用率を減少させ，用途変更を必要とするにいたる経緯

を示した。公立の結婚式場は昭和 30年代から建設がはじまり. 40年代には需要が多く，

建設数も多かった。埼玉県の結婚式場の利用率ををみると，昭和48年頃から利用者が

減少して，現在ではどの会館でも，最盛期の数分の l に減少している。結婚式場八景

会館も，利用率が最盛時の 1/ 10以下になり用途変更が必要となった。

<8>小平市中央公民館の用途変更前の用途は市庁舎である。ここでは，大都市近郊の

衛星都市が戦後，人口が急増し，農村地帯から住宅地へと変容していく過程と，それ

に伴って庁舎も，木造庁舎から打ち放しコンクリート造の庁舎，更に高層のタイル貼

りの庁舎へと移っていく械子を示した。用途変更に決定した過程では，建て替え、増

築案も比較検討され，将来計画の面から用途変更にされた。

く 97>東立石保育所は，継続的に建設されている施設の，建設時期の違いによる施設

格差をなくした用途変更事例である。保育所建築が戦後一貫して建設され続け，その

聞に，施設格差が生じてきたことを全国的な視点から述べた。次に，東立石保育所の

ある葛飾区の保育所における施設格差の内容を，主として面積の点から建設年次別に

比較して示した。東立石保育所は建設時期の新しい区内の他の保育園に比べ、乳児保

育室がないなどの差があったが 保育所の上階にあった保母寮を用途変更して乳児保

育室を設置し，それによって格差を解消した。

く 1 1>倉敷市展示美術館は丹下健三設計の市庁舎であった。町村合併によって新市庁

舎に移転して空いた建物を、美術館に用途変更した。現代建築では，名建築であって

も需要に合致しなくなると撤去されているが，この事例では，用途変更によって活性

的に保存し、公共建築の寿命を伸ばすことができた。

<114>福岡市立図書館は旧用途が民間のプレイランドである。公共施設にはない 特

殊な用途の建物なので、用途変更後も元の用途の形が残っているので， ここでは，用

途と建物の形について考察した。
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第 5 章 用途変更と建物の平面

用途変更については実績が少なく，計画方法としてもはっきりしたものはない。数

少ない優れた用途変更がある一方，結果のよくない事例もあって 「機能的には新築の

方がよい」という評価を伴いがちである。用途変更や機能変更が，建物の物的耐周年

限の範囲で，避け得ないことはこれまでの実態調査によって明らかである。だとすれ

ば，建物は変化しつつ存在するものと認識して，機能変更や用途変更の計画方法を一

般化することが必要となる。

建物の平面は用途及びその用途に求められる機能に対応したものであるから，特定

の用途に合わせて設計された建物を別の用途に使用するためには，平面の変更が必要

となる。平面の変更内容は新旧の用途に要求される機能の違いを示し，改修工事はそ

れを実現させるものでなければならない。

用途変更が必要となる建物の種類は多く，新たな用途も多くの種類があり，幅広く

考えておかねばならなし」また，改修工事は簡単な補修程度から新築以上のコストを

要するものまでありうる。第 5 章及び第 6 章は，実態調査の分析からこれらの関係を

整理し，合理的な計画方法を提案するものである。

1 .平面の構成要素

用途変更に伴う平面の変化を分析するために，まず，平面を構成する要素について

考察する。

(1 )平面の構成要素

本論文では平面を次の 4 つの要素に分けて考える。

①面積

施設は同じ場所に計画されても，用途によって適切な面積は違っている。したがっ

て，用途変更の計画は，全体の面積をチェ y クすることから始めるめるのが妥当で

ある。

②道路・敷地との関係

施設の用途によって，建物と道路や敷地との関係は違っている。

面積が一定の範囲に決められた建物が， どの様に道路や敷地と関係するかは，主と

して出入口の位置と形に表れる。

建物と道路や敷地との関係は建物の配置や方位，何階建てかなどにも表れるが，本

論文では，建物と道路や敷地との接点である出入口の位置や形に注目して用途変更

の方法を検討する。
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③各室の位置と連結形

施設内の各室相互の連結の仕方は，建物の出入口，玄関ホール，廊下お よび階段等

の交通空間と各室との関係としてとらえるとわかりやすいo 各室の中で は特に水廻

りと階段と主出入口の位置関係が重要である。

④単位空間の広さ・形 ・仕上げ・設備・構造

用途によって必要な室は違っている o 本論文では事例数が限られており， 一般論と

してまとめることはできなかった。

「平面の変更J と は少なくともこの 4 つの要素のうち， 1 つ以上の要素の変化があ

るものとする。室の機能を変えない，クロスの張り替えなど表面仕上げだけの交換は

「平面の変更」に含めない。

「用途変更」とは建物の用途を変更することである。使用内容の変更であり，平面

の変更がない場合もある。例えば，保育所をそのまま児童館にする場合などは平面は

変更しないで用途だけ変更したものである。

「機能変更」とは建築的な機能が変更されることで，用途が変わらない場合もある。

例えば，和室の集会所を洋室の集会所に改修した場合は，建築的な機能は変わっても

集会所という用途は変更されていない。

118事例の調査事例のうち，用途変更前後の平面を明確にとらえることができたもの

は 109施設で，この 109施設を分析対象施設とする。なお 109施設のうち 90施設について

は実地調査を行った。

2. 改修工事と改修工事グレード

( 1 )改修工事グレードの内容

改修工事には，塗装の塗り替えやクロスの貼替えのように，平面をほとんど変えな

いものから，床スラプを撤去したり，階段の位置を変えるものまである。また，工事

の範囲も全体が一様に改修されているとは限らないo むしろ，同じ建物の中でも部位

により階により，工事の程度に差があるのが普通である。その差は予算が限られてい

ることから生じる場合が多いが，損傷の程度や工事の必要度，室の重要度の違いなど

によっても生じている。

このように改修工事では， 一棟の建物に様々な工事の程度が混在することになるが

平面の変更と関連させて工事の程度を論じるために，本論文では平面変更の可能な内

容を基準とした「工事グレード」を尺度とした。工事グレードの判定は次の 3 つの内

容を総合して行った。

①アンケートにおける工事種別の設問に対する回答。外部仕上げ，サッシ，屋上防水，

内部仕上げ，給排 水ガス管，冷暖房，構造補強，身障対策，防火区画の 9 項目。

②現地での観察。

③改修工事図面。

表- 5. 1 は工事グレードと工事内容，各グレードの事例数を示したものである。増

築改築は他の工事と並行して行われるので 109事例と重複している。

工事グレードが混在しているなどで，上記の 3 方からみて判定が困難な場合は，工

表- 5. 1 工事グレードの内容と事例数

工事グレード 工事内容 事例数
ーは各グレードの判断基準工事

(1)工事無し 家具と取り付け概器の交換と 14事例
~全的な笛箆まで

(2)張り替え クロス張り替え，ペンキ塗管 13事例
え等の芸面仕上げの玄吏

(3)改装 下地込みの内装変更、阻止盟 25事例|
監の設勤と筒易な段備工事

(4)大規模 内泣蓋と屋上防水は全面改修 30事例
設備配管の補修と機器交換 '

(5)躯体利用 仕上げと配管を全面|散去して 27事例
新設、 fヲシは g~分交換もある

(6)増築文は 窒単位以上の増改築 19事例
改築 (1 )-(5)工事と並行して

-125 - I -126 -



事グレードを分ける判断基準となる工事(表- 5 . 1 中の工事内容欄の ア ンダー ライ ン

部分)が，おおよそ全体的に実施されているかどうかで分類 し た。

小原誠氏(文 23) は施工上の難易度から ， 建築部位を「 イ ンフラ的部位 =基礎や構

造躯体」と「インフィル的部位=内外装や建築設備」に分 け， 更に後者 を 「非 レ フ ィ

ル的部位=タイルや石など の内外装材やサ y シ，屋内階段な ど) J と 「 レフィ ル 的部

位=ほとんど全ての設備，内外装 ， 塗装など J に分けている。 本研究の 「工事 グレ ー

ド」は ， 小原氏のように設備や内外装を同一にみるのではなく， 平面変更の可能性か

らラン ク付けしている。

図中のプ ラ ス要素を含む単価とは，工事単価を上げる要素を含んでいるという意味
で，例えば，建物全体を判定すれば改装という工事グレードであるが，工事をしてい

ない部分もかなりあり ， 建物全体を改装の工事グレードに工事すれば，総工事費はも

っと高 く なり，工事単価も上がると予想される場合などである o マイナス要素を含む

単価 と は， これと は逆で，例えば，領合建築の建物で，用途変更されたのは建物の一
部だが ， 総工事費には建物全体の防水工事費や外装工事費も含まれており，用途変更

さ れた部分の比率にそ れ ら全体の工事費を下げれば， 工事単価が下がると予想される
場合な どである。

(4 )工事グレー ドの決まり方

聞き取り調査の範囲では，改修工事の予算は企画段階 (事務 レベル〉 で総額が決め
られ，営繕課ではそれをもとにどの程度の工事ができるかを見積 り する場合が多 い と
いう。

( 3 )改修工事のグレードと工事単価

工事 グレードが高いほど工事単価が上がるのは当然の傾向だが， 高価な仕上げ材を

使えば，平面の変更を伴わなくとも工事単価は高くなる。本論文では，建物の用途や

平面の変更に関係するのは工事単価そのものではなく工事内容であると考えて工事グ

レードというランク分けを採用した。

図- 5 . 1 に示すように，改修工事のグレードが上がるほど，工事単価も高くなって

い るが，種々の建物が含まれているため，単価の範囲は広がっている。ここでの工事

単価は昭和 59年の物価指数を基準に修正した総工事費を工事部分面積で除したもので

ある。

図- 5. 1 改修工事グレード別の工事単価

改修工事グレード
(2) 1(3) 1(4) 
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新築の場合は，ラフプランと建物用途? 仕上げの程度が分かれば，過去 の実績から ，

予算をそう大きな狂いなく概算すること ができる。しかし用途変更では， 変更平面を

作ること自体が容易でないうえ，改良的改修工事の実績が少ないため，工事単価の予
測も困難である 。

福岡県立美術館の用途変更工事における予算決定の経緯に関して，設計事務所の担

当者の言葉によれば， í県は初め， 10億円位の予算を提示していた o しかし，我々の

試算では美術館が要求する内容の改修をすれば， (中略) 21億円かかるとはじき出さ

れた o 最終的な工事費の 15億円は、 10億円と 20億円の中聞を取って決まった。」という。

( í 日経アーキテクチャー」昭和 62年 2 月 24 日号の記事から)

この美術館は原設計と同一事務所で改修設計が行われた例であるが，このような例

は，むしろまれな場合で，丹下設計の倉敷市庁舎でも改修設計は原設計とは別の事務

所であった。しかも，建築家を含む学識経験者からなる検討委員会が作られ変更の内

容が検討されている o こうした恵まれた条件があるため予算決定の段階で設計事務所

の協力が得られたが，それでも，これほど大ざっぱな予算の決まり方である。

公共工事では予算決定後でなければ設計発注できないのが一般的である。新築の場

合は実績により，単価と建物の内容はある程度関連をつけてとらえられている。しか

し，改修工事では実績がないため，企画段階での概算予算は既存建物の新築からの経

過年数や，新築される建物の用途，年度予算など，建物そのものの形や状況以外の事
情で決められる。

例えば，建て替え計画があれば実施がかなり先でも低い工事グレードに抑えられる。

図ー 5 . 2 の(口)は建て替えされない理由が暫定的な要素(再開発計画区域内，建て替

グラフ中の目部分はプラス要素を含む単価を示す
グ 図部分はマイナス要素を含む単価を示す

事的IJ数は単価と工事内容が分かっている 105事例を対象にした
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え計画があるなど)を含んでいる場合である。それ故， (イ)の全体の工事グレードの分

布に比べ(1) í工事無し J などの低いグレードで用途変更されているものが多くなって

いる。暫定的に使用する場合であれば，工事グレードが低くなるのは当然、のようだが，

これらの事例が用途変更されてから調査時点( 1987年〉までの経過年数の平均を見る

と，すでに 10年近くなっている。今後もまだ何年かは利用されるとすると，暫定的と

見なされた期間が決して短い期間でないことがわかる。

図- 5 . 2 の(ハ)は複合建築の一部である，借地であるとか，近所との日照問題があ

るなど，建て替えができない事情がある場合で，ちょうど(口)と逆の状況である。当然

このような用途変更は工事グレードも高くなる傾向にある。しかし，現実にはこれら

の 1/3 は新築から 15年以下で用途変更が必要になっており， (イ)との絶対的な差がある

わけでない。

工事発注のための実施見積の結果，フィードパックして若干の変更はできても，当

初予算の何倍にも変えることは容易ではない。また，全ての改修工事に十分な予算が

付けて，工事グレードを「躯体利用」にするのも不合理である。新たな用途が何であ

るかによって変更内容が異なる以上，建築的検討なしに予算を決めても，必要な変更

ができないこともある。このように工事グレードが主として建築以外の外在的な状況

から決められている実状は問題である。用途変更の予算は，そのために必要な建築工

事を具体的に計画するという点からも検討されなければならない。

図- 5.2 建て替えされない理由と新用途決定の理由による
改修工事グレードの違い

理由 工事グレードの比率

100 

(イ) 全体 118 

(口)暫定的な理由 I 21 
再開発計画等がある (10) 

近々辿て替える (14) 

(ハ)建て替えできない I 21 
複合建築の一部 (15) 

借地日照等の問題がある‘ (6)
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3. 施設面積と用途変更

(1 )統計資料から見た施設面積の経年変化

ここでは，用途変更におけるプランの変化を面積の点から検討するために，施設面
積の動向を統計資料から，明らかにする。

同じ場所に建てる建物でも，用途によって面積は違っている o また，同じ用途の施
設でも年代によって施設面積は違っており，年代による変化の動向も施設によって違

う o 用途変更の計画においては，変更される新たな用途の施設面積が変更時点で適切
であることが必要なだけでなく，その施設面積の経年変化の動向を予測することも重
要である。

調査方法

「公共施設状況調 J (以下「状況調」とする)の昭和43 年-- 63年分から，主な施設
用途別の 1 施設当りの施設面積と施設数.利用者一人当り面積の経年変化をみる o

「状況調」は自治省財政局が毎年実施している地方公共団体の公共施設の整備状況

に関する調査を基礎に作成され，昭和 37年度から発行されている o 43年度に改訂があ

り，改訂前後では調査内容に違いがあるため，本研究では昭43年度以降の数値を採用

した。なお補足資料として，市民会館については「平成 2 年度・目標と事業J (埼玉

県社会教育課)を，公益質屋については「国民の福祉の動向J (昭 60 ，厚生統計協会〉
を使用した。

「状況調」のデータは，都道府県分と市町村分に分かれ，更に都道府県別及び政令

指定都市別になっている o 本節では実態調査の対象事例に合わせて，市区町村立施設

全体の数値を主として分析することとし，自治体規模別(大都市，特別区，中都市=

人口 10万人以上，小都市，町村，大阪，神戸)の数値も必要に応じて検討した。

「状況調J の調査項目は道路，橋りようなど 23事項 iこ関する 740項目であるが，本研
究の目的に該当する公共建築は以下の通りである。

①公営住宅等

②児童福祉施設等(保育所，母子寮)

③老人福祉施設(養護老人ホーム，特別養護老人ホーム，軽費老人ホーム)
④保護施設(授産施設，更正施設〉

⑤その他の社会福祉施設(助産施設，老人福祉センター，老人憩いの家)
⑤幼稚園

⑦小学校

③中学校
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⑨高等学校

⑪その他の施設〈本庁舎，支所 ・ 出張所，職員公舎， 児童館 ， 隣保館，公会堂 ・ 市民

会館，公民館，図書館，博物館，体育館，病院， 診療所，隔離病舎， 青年 の家 ・ 自

然、 の家，勤労青少年ホーム，集会施設)

以上の中から保育所，授産施設， 幼稚園 ， 小学校 ， 本庁舎 ， 支所 ・ 出張所，児童館，

公会堂・市民会館，公民館 ， 図書館 ， 診療所の 1 1項 目について分析す ることとした。

3600 

3000 

1 施設当 りの面積の経年変化

図ー 5 . 3 は市区町村立施設の各用途別の 1 施設当りの面積の経年変化を示す 〈注:

図 を見やす くするため， 1000nf以下の施設は面積の目盛りを倍にしている) 0 全体的

に は，同一用途であれば， 1 施設当りの面積は経年によ っ て大きくなる傾向にあるが，

施設の種類によって増え方に若干の違いがある。

急激な面積増があって，用途変更される可能性の高い施設は，本庁舎，小学校，図

書館等である。新築施設だけに限った 1 施設当りの面積が増加しているのではなく、

その年度の現存施設の平均が急増しているのである。ストックの施設量の多い本庁舎

や小学校などでは，新築施設の平均面積は更に著しく増加していると考えられる o 例

えば保育所の場合，その年度の保育所施設面積の増加を新築施設によるものと仮定す

れば， 45 年........ 46年度では新築施設面積の平均は 460nf (1007箇所〉で， 50........ 53年度の平

均は 1045rrf (1610箇所) , 57-59年度では 1830rrf (131箇所〉と，急激に大きくなる。

もちろん新築と並行して増築も行われているが，全ての施設が増築しているわけでは

ないので，新築施設面積がその年度の平均面積の増加以上であることは間違いないo

1 施設当りの平均面積がほとんど変わらないのは，小学校の分校と児童館である。

前者は統廃合によって新築が少ないこと，後者は学童の利用圏域が限定されているこ

とと，塾等の影響で需要発生率があまり大きくならないことなどによるのではないか

と予想される。

市民会館や公会堂の 1 施設当りの面積は年代によって大きく上下している。これは

規模の大きい市区では早い時期に市民会館等の建設が行われ，次に中小規模の市民会

館が建てられるようになるなど，時期によって建設される市民会館の規模がちがうた

めであろう。

「状況調」には施設量の合計しか出ていないので，施設規模がどのくらい幅のばら

つきにあるかはわからない。規模の差が大きいと思われる市民会館等を対象として，

建設年度とホ ー ルの客席数の関係を見た。図 5 - 4 は埼玉県における 300席以上のホ ー

ルを持つ文化施設の建設年度と座席規模の関係を示している。昭和 38年 ........44年にかけ

ては 1000席を前後する施設が多いが，近年になるほど多様な規模のホールが増え，特

ば
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図- 5.3 全市町村立施設の用途別の 1 施設当たり面積の経年変化
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に 1000席以下のものが多く建設されていることが分かる o このように面積規模が多様

化する傾向は図書館などにも予想されることである。
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図- 5.5 は市区町村立施設の各用途別の施設数の経年変化を示すものである。

の実線は左側の単位を，点線は右側の単位を使用している。

公共施設数の増減は地域人口の増減など，個別の地域状況の違いによって発生する

ほか，流行の波による全体的な増減もある o 公共施設としての需要がなくなってしま

う施設はあっても，無限に増え続ける施設はなく、施設が急増している時期か充足さ

れつつある時期かによってその後の数の増え方が違ってくる。

例えば，保育所は昭和 30年代から 40年代にかけては，施設の成長期にあたり t í ポ

ストの数ほど J (この言葉は当時の保育所運動のスローガンであった〉必要とされた

が，現在では数の伸びは止まっている。保育所のほか，小学校，幼稚園も伸びの止ま

った施設である。本庁舎は町村合併で減少した昭和 45年前後を除けば一定である。

経年によって施設数が減少する施設には，質屋のように時代背景の変化によってあ

る時期だけ必要とされた施設と，授産施設や支所出張所のように，行政上の制度や政

策の変化によって縮小された施設がある。幼稚園や保育所，小学校も今後は減少が予

想される。
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現在急増している施設は需要に対して充足していない施設で，図書館や市民会館，

公民館，児童館などの福祉施設や文化施設である。これらも一定の限度に達すれば，

数的な増加は止まると考えられる。

図書館と市民会館と公民館は数が増えると同時に 1 施設当りの面積も増加 してい る。

個々の 1 施設当たり面積については，自治体によって施設計画に対する考え、方の違

いがある。例えば，図書館の 1 施設当りの面積について，大阪と 神戸を比較すると，

人口 1000人当りの床面積 は 8. 4 nf と 9.6 nf でさほど差がないが， 1 施設当りの面積は神

戸が 1678nfで，大阪の 958 nf と比べると，約 2 倍の差がある。館数は逆に大阪が 23館で，

神戸が8館である。つまり，大阪は数を増やし，神戸は一定規模以上の図書館を増やす

ことに重点を置いている， といった施設計画の違いである。

支所や出張所も全国的にはやや数が減少する傾向にある施設だが，神戸市では施設

数を 40箇所から 70箇所に増やし， 1 施設当りの面積も 20年間 lこ 2 . 5 倍に増えている。こ

れは出張所での業務内容を増やすなどの独自の行政方針によるものと予想されるが，

これも自治体によって施設整備方針に差があるという 1 例である。
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利用者一人当り面積の変化

図- 5.6 は市区町村立施設の利用者一人当りの面積などの経年変化である(注:グ

ラフの上部と下部とは単位が違っている〉。一人当たり面積は施設の質的内容の変化

を現し，全体的に増加の傾向を示している。ここでいう利用者とは庁舎及び支所出張

所では職員数，授産施設及び幼稚園，保育所では認可を受けたて定員数，小学校は在

籍生徒数，市民会館では当該施設の最大ホールの収容定員数をさすものである。

需要に対して施設の充足率が低い時期には，施設の面積が増加しても，増加した面

積は新たな利用者を受け入れるために向けられる。従って，施設面積は大き くなって

も，同時に利用者人数も増えるので，一人当りの面積は大きくならない。

本庁舎は 1 施設当りの面積増加の著しい施設であるが，職員一人当りの面積も急増

し， 20年間にほぼ倍増している。つまり，本庁舎の面積増加は施設によっては職員人

数の増加という場合もあろうが，全体的には庁舎の質的内容の向上によるものである

(席
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10 

このグラフにおける利用者とは収容定数のことであるが.

支所出強所.本庁者については職員数をさし.市民会館

については定席散を利用者数とした。
8.3 

ことが分かる。
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市民会館等の 1 施設当りの規模は年度によって大きくなっているのに対し，ホール

の収容定員数は，図- 5.3 に示すように，逆に年度によって減少している。図書館で，

蔵書数が面積と同じ様に経年によって増加しているのと対象的である。座席数が減っ

て 1 施設当りの面積が増加していれば， 1 席当りの面積は増加するわけで，市民会館

では， ロビーや会議室その他，次第にホールの座席以外の部分の面積を増やす傾向で

あることがわかる。
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図- 5.6 全市町村立施設の用途別の 1 人当たり面積の経年変化
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保育園や幼稚闘では，施設数は昭 53年まで急増し，その後増加率が頭打ちになり，

昭 60年からやや減少の傾向がみられる。それに伴って 1 施設当りの面積も昭 53年頃ま

で増加し，その後増加率は縮小する。ところが，昭 50年頃までの施設不足の時期には，

幼児一人当りの面積はこれらの変動と異なって， 1 施設当りの面積増加は定員増に向

けられ，一人当りの面積は増加しな ~\o 一人当りの面積は、施設数の急増期の終わり

から，幼児人口の減少している現在に至るまでの 12-3年で1. 6倍近くに増えている。

数が充足されてから質の向上という流れである。

小学校の数は昭和 46年まで急増し，その後ほとんど総数は変わっていな ~\o それに

対し 1 校当りの面積は一貫して増え続け 20年間にほぼ1. 5倍になっている。 1 校当りの

面積は 59年から増加率がやや頭打ちになるが，逆に生徒一人当りの面積は 57年から急

に増える。幼稚園保育所などと閉じく生徒数の減少が一人当たりの面積増につながっ

ている。

( 2 )用途変更と施設面積の変化

ここまでに，施設面積の経年変化について全国的傾向を概観した。次に，用途変更

前後のプランのある 109の調査事例について，用途変更に伴う面積の変化を全国的傾向

に照らして分析し，用途変更における規模計画の考え方を述べる。

用途変更前後の施設の複合度

用途変更前後の 1 施設当りの面積の分布を比較すると，図- 5.7 のようになる。

5001m'以上の施設は変更前の方が多く ， 201........500nf の施設は変更後が多くなっている。

全体としては，小規模のものは変更後の方が増えている。

n{ 

5001~ 

2001 
-5000 

1001 
-2000 

501 
---1000 

201-500 42 

0---200 

変更前 庖詮血f貰 変更後

図- 5.7 用途変更前後の 1 施設当たり面積別の施設数
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表- 5.2 用途変更における複合化のタイプ

名 fdi 変更のパターン

11x  
lli ー 型 |八

lロコx コl 聞l四去策1[1 

Vl� Jll ì主もJ!I 
IIt-Jll� ~レq ll! i主

述

"/J' w合型
|八 |可1Alxi

il1 1x|Y 12Ul 

一 ~rr 11 IJ[Iカ f Ix!Y!zl 多 1重

σ〉 I~ 合 h'æ~~ I x! y; t仰

場 多 1東型 囚囚ず回llt-
メlコ、 囚囚郎分

111111 ，金カ{ 囚回各々
2 間以上 回口I~l 去

重 l百 lA|B|ミ lA|X|
l 日 複合型

IA IXlyl 
用 ピルの11'11'，

途 l吸収型 lA|B!て|A|
カt 元の川 j主

I AJ Ixl の一部に

捜
|八 |B|→ |x|Y| 各々その他

メEL3 

lA|B|cl →|八 |B|ch IJ1 Ui
�E 

囚回目→回国国
ーa又TI. 

|八 w→o 1m 合

車例制 分!斤対象耶例における施設例

33 

9 

5 

5 

13 

4 

5 

5 

4 

5 

9 

2 

2 

2 

< 1 >広島市問庁合 <7 >宇都宮市中央公民館

く 74 >平山図寝間ぐ100>配水所事務室等

<92>第三ひもんや保育園 <80>稲浜公民館

<7> 名古原北社会教育センター

く 61>松上小学藍保育ク <96>武里団地診療所

< 10>狭山市図書館<67>よしだ学園等

く 86>南市民数繋ルームく98>すずかけ作業所

< 11>倉敷市展示美術的

く 5>葺.合文化センター <46>横浜栄区役所

<53>草加民俗資料館く54>教育研究所倉庫

く 37>若草公民間 <49>西宮教育センター

<50>新旧 j山区センターく43>t向井老人恕の家

く 93>歯科衛生士専門学校 <94>心身障害福祉

<23>京都市みぷ学園 <18>北区あすか作業所

<73>西福祉事務所等<63>足立区産業振興館

<97>東立石保育所

<38>天沼児童館 <66>老人胞設清風荘

<27> 目黒区ひもんや保育所

<47>広島市荒諸学校

<114> 福岡市市民図書館

凡例 A , B , C: 変更前の用途

X , Y , Z :変更後の用途

表- 5.2 は今回の対象事例の用途変更のパターンを示している。図中亡コは 1 棟の

建物を意味し，にコに付属する点線部分は撤去された部分，付け加えられた部分は増

築された事を意味する。また，仁コの中が分割されているものは複合施設である。

1 棟の施設が l 棟の別の用途になる最も単純な用途変更の場合は，変更前後の面積

がほとんど変わらない。そのような事例は，この表に示したように 33例だけである。

変更前後で 1 施設当りの面積が変わらないのは，この 33例のほか，多棟施設から多棟

施設への変更の 5例と下駄ばきアパートの一部のように建物の 1 部分の変更の 9例を加

えた 49例である。

1 施設当りの面積が減少しないのは，この 49例に単一用途で増築した 9伊!と元の用途

に吸収された 3伊]，その他の 5例を加えた 66例である。残りの 43例は，単一用途から複

合施設へ，あるいは，複合施設から複合施設への変更で，変更前より 1 施設当りの面
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ポンプ室

五
J-豆|

積は縮小している。

複合化が原因で建物面積が変わるのではなく，建物自体の面積が変わるものは ， 増

築(部屋単位以上で，階段やエレベーター，7]<周り等の付帯的な増築は含まない)が

11 f7JJ ，撤去(他の部分は全く使用しない部分使用を含む〉が9例である。

表- 4 の用途変更のパターンをみると ， 今回の調査事例では ， 現存面積のままで使

用可能な施設に用途変更 し， その結果 ， 残余スペースが生 じた場合にま た， その面積

の範囲で使用可能な 施設を付け加えるケースが多い ことが分かる。

淵田
変更前

変更後

用途変更と増築

増築している 事例における増築の内容をいくつかに分類すると，以下の通りで あ る 。

図- 5 . 8 は対象事例の中の該当する事例の平面図である。

①「一般室」の面積を広げたり室数を増やして面積不足を補う増築

く 1 1>倉敷市展示美術館(これは増築というより一部を別棟の図書館の児童閲覧室と

して使用) , < 24 >横浜市栄保健所(事務室) , < 74 > 日野市平山図書館(入口の一般

用閲覧室) , <75>高崎婦人会館〈調理室の面積拡張) ，く 8 1>草加市分庁舎(事務室

の面積拡張) ，く 100>東村山市配水所事務室(図一 5 . 8 の①) ，く 115>大谷記念美術

館(事務室及び収蔵庫など)。

②便所，調理室などの「設備室」の増築

く 34>佐保小学校みどりの家分校(身障者用便所)く47>広島市養護学校(調理室，療

養プールなど〉く 55>足利市中学校セミナーハウス(浴室，調理室，図一 5. 8 の②)

く 10 1>梅里敬老会館(浴室，便所，など) , <1 05>道南青年の家(浴室，宿泊室など〉

③空間の大きさが従来の部屋のスパンや階高とは違った「構造室」 の増築

く 6 >名古屋市北社会教育センター(講堂から体育館への建て替え) ，く 38>天沼児童館

(遊戯室，図- 5 .8 の③) ，く 47>広島市養護学校(玄関ホール+斜路，食堂) , 

く 57 >下久保コテージ(宴会室) ，く 58> コープピレッヂ神泉(食堂) , 

く 105>道南青年の家(講堂) <1 05>大谷記念美術館(展示室など〉

④エレベーターや階段などの 「交通空間」の増築

く 1 1>倉敷市展示美術館(搬入Elv.) , <1 8>北区あすか作業所(避難階段)

く 30>倉敷自然史博物館 (E1 v. 外階段，図 - 5.8 の④)く 11 1>阿佐ヶ谷区民会館

(Elv. )など 16例 o

⑤用途に合った印象を与えるための「出入口」の増築

く 38>杉並区天沼児童館(図- 5.8 の⑤) , <46>横浜市栄区役所， < 4 7 >広島市養護学

校， く 50>横浜市新田地区センターなど 7 例。

< 1 00>東村山市配水事務所

〈旧ポンプ室〉

<55>足利市中学校セミナーハウス〈旧中学校〉

変更前

保育

変更前

1lL 
第二

会 m 室

保育|保育

tri;~長訊

変更後

民示室波り h下 中 Rl

府示室

<30>倉敷市自然史博物館〈旧分庁舎〉

図 ー 5.8 用途変更に伴う増築のタイプ

用途変更前後の同一用途の施設面積

統計資料からの分析によって明かになったように，用途変更される施設としては，

施設数が減少している施設と 1 施設当り面積が急増して他の場所に移転した施設があ

る。変更された新たな用途は，施設数が増加している施設と面積の急増している施設

である。変更前と変更後のどちらにもなり得る施設は図書館，公民館，本庁舎，市民

会館である。

これらについて，変更前と変更後の施設面積を(保育所については移転後の新築施
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設も含めて)比較すれば，図- 5 . 9 のようになる。公民館と保育所につ いては，変更

後の方が大規模化しており，児童館は規模が変化してい な い。数が少な い ながらも ，

この傾向は全国的傾向と一致しており，施設面積を計画する上で「状況調」の傾向は

参考になると推測される。図書館では，大規模の施設と小規模の施設が増え，多械化

の(頃向にあることがわかる。

5001 

時期までに約何倍になるかを予測する。

上記の予測結果が，増築可能面積を含めた変更予定建物の面積より大きくなるよう

な ら，その用途に変更しても，早い時期に狭少となる可能性が大きいので，それ以

下でもよい施設とする。

当然の ことながら用途変更における面積 の計画はプランの一部に関するものであり，

こ れだけでは計画は完了 しなし」室同士の連結方法や出入口の変更等と連動してプラ

ンが計画さ れ るのであ る 。

図書凶 公民飢 児童凶

5001 5001 

50:h2 5000 5 5000 

2000 

2dτ000 l 
500 2 

'"'--2 001 1"""200 
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面

200 

---200 

旧 施設面積新 旧施設面積新 旧施設面積新 旧施設面積新
単位 :nf 単位:rr{ 単 位:rr{ 単位:rr{

図- 5.9 用途変更の前後における同一用途の施設の施設面積
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今後の傾向( 3 )面積から見た用途変更計画の考え方

以上のような実態を考慮すれば，用途変更においては以下のような順序で面積計画

を行うのが妥当である(図- 5.10) 。

①様々な要因で空き建物が発生した時，用途変更される新たな用途の候補となる施設

を探す。それは例えば以下のようなものである。

-施設数が増加しつつある施設，

・施設面積が急に増加しつつある施設，

・新たな制度ができたりして新設される施設，

-他の地域にあって現在その地域に欠けている施設。

その結果，候補施設が l つに決まる場合もあるが，一般には慢数の施設が候補にあ

がる。複数の各施設について②以下の事を行う。

②空き建物の増築の可能性は何 ml まで可能かを求める。

③候補となった各用途の施設をその場所に作る場合(他地区の同じ用途の新築施設と

同じ面積として ) ，何 nf程度となるかを求める。

④前項の面積が，空き建物の面積と同じ程度か，あるいは空建物の面積を越えても増

築可能面積を加えて，それ以下になるなら，新たな用途の候補となる。

⑤前項の候補の用途の施設は年度によってどの様な増加傾向があり，次の大規模改修

A
奴
一
湖

一
四
例

年度 A 

大規模改修期
または

建て替え時

図- 5. 10 用途変更における面積計画

-141 - - 142 -



4. 用途変更における出入口の変更

出入口は建物と外部との接点である。従ってその位置と形は施設利用者の受け入れ

方を示している。利用者の受け入れ方は施設の内容を表す重要な要素である。用途変

更とは施設の利用者や利用の仕方が変化することであり，それに伴って受け入れ方も

変化しなければならな し \0 本節では用途変更前後のプランを比較 し，出入 口の変化と

改修工事との関係を分析する。

( , )建物の用途と出入口の形
出入り 口は，利用者が道路から敷地を経て建物と接す るところで あ る。特に主出入

口 の位置 と 形 は，利用者側からみれば入りやすさをあらわしている。

公共建築の出入口は，利用者にとって入りやすいのがよいというのが一般的だが ，

用途によっては利用者以外の人には入りにくいことや決め られた時間以外は入りにく

いことが必要となる施設もある。これはその施設の利用の仕方の違いからくるもので

あ り，本報ではその利用の仕方の違いを「利用タイプ」 とし，次のような観点からみ

る ことにした。

①利用者は特定しているか，不特定か。使用層が老人，婦人， 青少年など年齢や性別

によって限定されていてもその層の人にオープンなら不特定とする。

②利用時間の長さは短時間か，長時間か，宿泊を伴うか。短時間か長時間かの区別は，

立ったままの利用を原則とするものを短時間とする。

③利用者の施設への出入りは随時できるか，時間が規定されているか。

このような施設の利用タイプの違いから公共建築を分類し，該当する調査事例を示

すと，以下のとおりである。

イ)立ち 寄 り型の施設:不特定の利用者が随時短時間利用する施設で，出入口は誰にも

分かるように道路に直接面し，出入りが容易であることが特徴である。支所，出張

所，観光案内所，消費者センター，展示場などであり，民間の建物では店舗や銀行

などがある。

ロ)庁舎型の施設:立ち寄り型と同じ利用タイプの窓口業務部門や外来者が特定の目的

を持って利用する目的利用型の部門もあるが，職員が事務執務するスペースが大き

な面積を占める施設。庁舎，分庁舎，保健所などがある。外来者の多少によって出

入口の形に違いが生じる。

ハ)目的利用型の施設:不特定の人が随時，長時間利用する施設である。出入口は目的

の種類や利用者の属性，施設の規模などによって違いがあるが，施設の存在が不特

定の利用者に分かり易く，利用者の出入りが管理者に分かる形をしている。小規模
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な集会所のように管理者が常駐しない場合もある。

ニ)長時間利用型の施設:特定の利用者が時聞を決めて利用する施設で，代表的な施設

は学校である。保育所や授産施設のように比較的小規模な施設もある。学童保育ク

ラブは利用者が特定され時間がほぼ決まっていて長時間利用型に近いが，児童館は

目的利用型に近い。出入口の特徴は利用者の出入りがチェックできることである。

ホ ) 宿泊型の施設 : 利用者が特定 し てい て 出入りが随時の寮や住宅と，不特定で出入り

が随時の宿泊施設， 特定で時間が規定されている教育用宿泊施設や病棟などがあり，

それぞれ出入 口 の形に違いがあるが， 事例が少ないので同じタイプと し てまとめた。

無用の人が出入り し にくい出入口の形に なっている。

ヘ) 業務型の施設 : 消 防署， 変電所， 倉庫など特定業務の遂行を主たる 目的 と した施設

で，対象事例にはなかったが，ゴ ミ 焼却場，給食 センター， 駐車場， 葬斉場等もこ

れに該当する。出入口は業務遂行に適した形に なる。

公益質屋のようにタイプ分けの難しい施設については利用者が ど の利用 タイ プに近

いかで判断した。このようなタイプ分けの後，用途変更前後の 出入口に変化が生 じ る

かどうかについて，調査事例を以下の点について比較，考察する。なお，複合施設の

場合は，主用途の施設について分析する 。

①出入口の位置と形の変化の有無と内容。

②その変化は新たな用途に適合しているか。

③変更のための工事内容と工事グレード。

①と③の関係を求めるのに②の判定が必要なのは，現在の用途変更が種々の事情か

ら必ずしも適切な工事グレードのものばかりではないためである。②の評価は多面的

で難しいが，本報では建築担当者と施設管理者の意見に筆者の観察を加えて，主とし

て使い勝手の面から，不都合があるかどうかを判断した。なお聞き取り調査にさきだ

ち，他の同種の新築施設と比較した場合における評価を建築担当者にアンケートした。

(2 )改修前の用途と出入口の形

新築時には建物は用途に合わせて設計されるので，利用タイプと施設の出入口の形

は概ね合致し，使用上の不都合はないはずである。表一 5 .3 は各施設の出入口につい

て①道路との関係(位置) ，②受付タイプ，③履き替えの有無，について変更前の旧

用途のタイプ別にプランを集計した数値である。その結果，次のような特徴が見られ

Tこ。

立ち寄り型では通りに直接面した施設が多し1。取り付け道路も歩道付きがほとんど

である(1 6例/21例)。庁舎型では受付タイプに特徴があり，本庁舎はホ ー ル + カウンタ

ー，保健所はホ ー ル+受付，外来者の少ない事務室中心の分庁舎の場合には受付がな

-144 -



1 階変更前

表- 5.3 旧用途の施設タイプ別の出入口の形
及び各タイプ別の施設数

表中の数字は事例主主を示す

旧用途の施設 利用者 利用
主出入口と道路の関係

周き替え
受付タイプ 旧用途の施設

の利用タイプ タイプ !゚j nn の有無

イ)立ち寄り lli 不特定 短時間
iìH~に瓜 11<而しているー 15

なし- 21 
支所出民所 13 、~便局 4 、

前に小さな空地がある -5 H1!-有り: 19 銀行 l 、店舗 l 、
21 !Jf 例 多数 ìH>'íから附段を Hて一一 l 行り - 0 日通窓口 l 、デ，ぜ ー ト l

u) 事務庁舎等 判定又 l ;t 一日
道路に白11~ilii しているー 11

なし- 23 
4 ・bφH1!-: 10 

本庁舎 9 、その l也の市防庁公B 、

2 3:)T j0J 不特定 ~;~々
前に広治む汀i 斗i があるー 10

有り -0
トド受付 E 

保 ru所 4 、民l:n ;:t:: fJj ëi~2 、
階段をぜて 一一 2 江し :3 

口)目的利用型 一定
道路にirI 1J< 而して いる -6

なし一 11 受付官.fT:ir狩り; 16 
集会所 2. 公民館1.図書陀 3. 会 t~<

不特定 前に広~駐車~がある -5 児rìl tt!l.封皮 2. 診 F疫所若手 2 、
20 司Tj�1J 時間 11~から ー 7 階段を経て - 2 有り -9 N fi. し: 4 

民 l :.1 m会飽設 3. ~ .Ü71 1. 7 レイりト l

1\) 長時間利用型 半日
道路，;:直後函しているー l

なし - 0 司qJj室 mtl 玄: 13 
小中学佼 17 (内役室4)、

特定 前に r 7? 'J1 ドがある一一 2 保育所6 、幼稚園4 、
29 司Z例 程度 門から入る一一一一一一 26 有り- 29 m年口 :16 

学1立保育クラブ苓 2 、

こ)宿泊型 特定 夜間を
道路に直後函しているー 1

なし -0 交付耳í fJj 室有り: 4 1有線 l 、 IUJ~センター l 、 ~3 、
門、階段から入る一一 -5

10事 {0J 不特定 含む 通路を主主て ー -4 有 りー 10 江し : 6 小住宅2 、邸宅 l 、領事館 1 、

~)特殊業務型
大辺り or交差点(消防署)(

なし -6
住宅胞の道路に面するー l 消防署 4 、ポンプ~l 、変芯所 1 、

6~芥例 浄水1ß内一一一一一一一 1 有り -0

IIU .. d~ 

図- 5.11 

く 75>旧高崎市立図書館(新婦人会館〉

1 階変更前

「士 r=ナナ叶
峰与 1

L ..J.去ムイ一t1:.:ff干干干:Jf干干、叶干干1干下下下f
己F- ー

[J I Il' 

1 階変更後

い。目的使用型の場合はほとんど受付(レジスターを含む)があり、受付がないのは

常駐管理者のいない小集会所である。長時間利用型では門があり、全てが上下足の履

き替えをしている。宿泊型も上下足の履き替えがあり、門や通路を経て出入口に達す

る例が多い。

これら新築時の出入口の形は、旧用途に対し使用上の不都合はなく、用途変更後の

出入口が新たな用途に合致しているかどうかを判定するための参考になる。

新築時でも個別の条件によって利用タイプの特徴に合致しない出入口になる場合も

ある。例えば、ニ)の長時間利用型の保育所でも、都心の繁華な場所にある西麻布保育

園は用地がなくて複合建築の 1 --2 階 iこ設けられ、やむをえず直接大通りに面してい

た。それ故、隣接用地が買収できた時に移転して空き建物が用途変更されたのだが、

こうした特別な事情がある場合を除いて、新築では用途にあった出入口になっている。

J ut 'ff -: ム~
T -r... 1下干下了

- 11 U 
図- 5.12 l二盃二J

<76>四日市市子供の家〈旧図書館)

前更恋
(

階
I
l
l
・l
i
l
i
-
-

ー
ー
し

1 10 

o 5 

U; fJ~ 疵 

図- 5. 13 

<77 >練馬区立文書館(旧図書館)

新しい方だったという o この 3 事例の出入口は道路からは見えるが道路から直接入る

のではなく、通路や広場、公園を通ってアプローチしている。館内に長時間留まって

閲覧するのが当時の図書館の一般的な姿であったため、このような出入口の形がとら
れたのであろう。

これに対し、望まし~，かどうかは別として用途変更後の図書館 6 例はいずれも道路

に直接面し、出入りし易い形になっている。なかでも 1000ml以下の図書分館 3 事例は、
児童図書室はあるが一般図書の閲覧テープルが極めて少ない貸出主体の図書分館であ
る。内容的には不特定の利用者が随時短時間利用する立ち寄り型の施設で、そのため
用途変更後の施設の出入口も立ち寄り型施設の特徴を示すことになる。こうしたタイ
プの小図書館は 20年ほど前には少なかった(文?のものである。

この小図書館に用途変更された 3 事例の元の用途は、イ)の立ち寄り型である郵便局
と、ハ)の目的利用型の児童館と、本)の宿泊型の病棟である。

郵便局の場合はもともと立ち寄り型の施設であるから、出入口の形は新たな用途に

合っており、変更しなくとも誰もが入りやすいように大通りに直接面している。(図

(3 )利用タイプの変化に伴って必要となる出入口の変更

用途変更とは施設を利用する利用者と利用タイプが変化することである。施設名が

同じでも利用タイプが変われば出入口は変化する。利用タイプの変化に伴って出入口

が変化する必要が生じる事を図書館を例に取って説明する。

用途変更前の図書館は 3 事例とも、古いタイプの図書館でく 75>高崎市立図書館〈図

-5.11) とく 76>四日市市立図書館〈図- 5.12) は戦前の新築で閉架式、く77>練馬区立

図書館〈図 -5.13) は昭 36年の新築で半開架式である。半開架式でも、当時としては

-145 -
-146 -



邑 ち 1 畢・

図 -5.14 <84> 日野市白野語審分館( I日郵便馬〉

駅前広場

態- 5. 15 
<7 4> 白野市平山図書分館( I日児童鎗〉

診療所の入口 i
〈元の出入ロヌ

一一一一新設の出入口

随 一 5. 16 

<96>春日吉宮市武霊団地密書分

写真- 5.2 

!n 



-5.14 ，写真一 5 . 1 ) 

これに対し児童館の出入口は道路に対し門から入って向きも駅と反対側になってお

り，上下足の履き替えもしていた(写真一 5 . 2 )。増築によって出入口の位置は駅前

広場に直接面するようになり ， 誰もが駅の利用のついでに立ち寄れる図書分館となっ

た。(図- 5. 15 ，写真一 5 . 3 ) 

団地診療所の病棟も，元の出入口は団地内道路から駐車場を経て入る診療部分にあ

り(写真一 5 . 4) ，スリッパに履き替え，廊下を渡ってアプローチしていた。用途変

更 に伴 って団地センターへ向かう歩行者専用通路に向けて出入口が新設され，主婦な

どが買物のついでに立ち 寄 ることができる 図書分館となっ て いる(図- 5. 16 ，写真一

5 . 5 )。このように違った利用タイプに用途変更するには，出入口を変えなければな

らず，増築や外壁工事が必要となる。

(4 )立ち寄り型の施設における出入り口の特徴

本研究の対象事例は内容も立地条件も様々であるから，事例ごとに個別の条件を考

慮してプランを分析する必要がある。そこで旧用途が立ち寄り型の施設であるものを

例として，用途変更によるプランの変化を変更後の利用タイプ別，工事グレ ー ド別に

検討する(図 -5.17) 。図中のプランの番号は施設番号を示している。

立ぢ寄り型の施設は規模の大小に関わらず，主出入口が通りに直接面しており，利

用者が入りやすいように通りに対して開いていることが特徴である。図- 5. 17 に立ち

寄り型施設のダイアグラムとして示したように，このタイプの施設のほとんどは道路

から入ってすぐ客溜りがあり，カウンターで事務室と隔てられている。奥の便所洗面

所，湯沸し室などの設備室と副出入口，会議室，宿直室(和室)などの諸室は職員用

である。

変更後の用途が立ち寄り型の場合

この場合の変更後の用途は，商工サービスセンター(内容は物産の展示即売所) , 

消費者センターと図書分館である。商工サーピスセンターは再開発計画があるため工

事費がかけられず，カウンターの移動とアルミパーテションが付け加えられた程度で

工事グレードは (2) である。しかし旧用途が貨物(チッキ)便受渡し所で駅前の通りに

面した出入りの激しい建物であり，新たな用途も人の出入りしやすいことが求められ

るため，出入口の形に変化がなくとも不都合は生じていない.

図書館(旧郵便局)の工事グレードは (3) で， さきに述べたように出入口の変化はな

いが使用上の不都合はない。消費者センターは店舗の二階部分を借りて， 1 階と分離

して使用するため商店街から直接入る階段を新設しているが，階段部分以外の工事グ
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日用途が立ち寄り型施設の場合の用途変更前後の平面図図- 5. 17 

変更後の用途

長時間利用型の施設山入りがう}かる目的利川型の胞設事務庁舎型jlfí りに而して
入りやすい立ち寄り型の胞設 山入りがチ工 、ックできる

凡例 ー ・弓道路との境界線
8: 肱政需号 Ä: 主出入口
ﾒ :m途変更の方向ム:副山人口
口:洋室 田:階段

日:和室 回:エレベーター
図:専用目的室 =zt: カウンター
臼:設備室 ー:パーティション
- .履き替え綿 ・ :柱型

1 日縮尺
1 .，[.JJι二回I 11' 

LI更F = =~~~.e_::= I 当 ~[Hl 叶ら~I!.::': ‘ i

⑫舗341エベ :i明
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「・ーア r子弓 「・ rーー
… ・ …

阿r--;rニー工~ rL-ー土二三j hウンヲーの l敏去

.j::町駅附初 草喝周 ~メ.. Bド狐胎会鎚盆 且(受 1付Jれ川川1リ郁附l打[
古 i日: . âl剖I ....lぺ，ì 勉削| 
""  1"  I~I ... L一一~

Ql濳 Ttí1旨定銀行→婦人センター

i 変更後の打]途 1

日 取防虫
二f・ n-

L"::.=:: 11:: ごごE二ニニ

ー -・同一「
ーー寸 |

l戸口司|明・
il チヱ土Jt~~J 制lJZJJ 吋
阻止込戸- 回二三._---!

(1)日通営業所→
商工サービスセンター

グレード

型盤i

工説会し

(2) 

張り管え

3f'iリ

デパ}ト→分庁舎店tIn(2 r)→消費者センター⑪ 

郵l聖司q河室 ザ百
rJJ 

支所→j受産施設+身障者指祉会館(2 ， 3F)

目的利用型の肱設のダイアグラム
副山人口

Vf日室

[> 

⑫出張所→集会所+
ì]くランティア胞設

め
装
例

〈
改
6

信強制更周→図書館+福祉センタ -(2ft)

-f'jil 司>臼..， Li
p--J位。 ì: or. [>・ mrJ' ・4
1 事務室 u 巾 Frn4 山室 . J! 

I • トL且也 I

郵便周→分庁舎+郵便窓口+休日診療所⑫ 

(4) 
大規模

改装

2例

(5) 

躯休利用
5例
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レ ー ドは (3) で ある。これも， もし 1 階にあれば工事をしな く ても，出入 り口 に関する

不都合は生じないので，利用タイプの類似した施設といえる。

変更後の用途が庁舎型の場合

庁舎型の施設は分庁舎と保健所である。く8 1> ，く 108> の分庁舎は いずれも本庁舎の狭

少を補うため設置された もので， 建築課や下水道課など特定の利用者や職員が使用す

る部門が入っており，出入口の形にこだわらず， 元のデパー ト と郵便局の外観のま ま

でも支障はな い 。

く 82> の分庁舎 は用途地域の見直 しで北側 の隣地が 2 種住専に な っ た。 2 種住専 は北

側斜線制限があって現在の高 さには建て替えることができないため，工事 グレ ー ドは

高 く なって いる。元の郵便局窓口を残したまま出入口を新設し，階段の形の変更やエ

レベ ー ター の新設，カウンターを設置する(社会教育課)など大幅 に出入口の形を変

更 してい る。

< 24>の保健所は地区センタ一等との複合建築で増築があまりできないため，予防接

種検診などは近所の分室で行われている。面積が適切かどうかのの問題はあるが，待

ち合い ホー ルは分室の方に設けられていて出入口に不都合はない。

変更後の用途が目的利用型の場合

目的利用型で管理者がいる施設に用途変更する場合は，図- 5.17中のダイアグラム

に示すように利用者の出入りが入口の管理者に分かるように変更しなければならない。

<1 2>""'" く 16>の集会所とく113> の婦人センターは旧用途が出張所と銀行で，これを集会所

に用途変更するため，床その他の部分補修と塗装， カウンターの撤去を行ったもので，

工事 グレ ー ドは (1) ， (2) にあたる。

く 12 > の場合，地元への委託管理でプランは元のままとし，奥の和室(旧宿直室)に

地元の人が管理人として常駐している。調査の時には，元の主出入口の扉は閉鎖され

ていたので階段脇の副出入口から入った。管理の面からは脇の副出入り口からでなけ

れば人が来ても気付かないのでもっともだが，利用者にわかりやすいことが必要な集

会所の出入口としては不適切であった。

これは婦人センターも同様で管理事務室は 2 階にあるため，一階の出入りは把握で

きない状態であった。どちらも工事グレードが (3) であれば元の事務室に管理事務室を

作り，立ち寄り型のプランの特性を生かした出入りし易い談話ホ ー ル形式の出入口に

することも可能だったはずである。

<13> の出張所の場合は昭和 58年の新築で，昭和 60年に用途変更されているが，新築

の時すでに出張所の廃止が決っていたため， 2 階は，はじめから集会所として設計さ
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れ ， 管理事務室も階段側に設けられて，目的利用型の施設のプランになっている。

く 83> の公民館は工事グレードが (3) で ， 出入口に管理事務室を設置している。立ち寄

り型から目的型への用途変更では， (3) 以上の工事グレードが必要である。

変更後の用途が長時間利用 型 の場合

長時間利用型の施設で は，出入 り口については，出入りがチェックできなければな

らないことと直接道路に面 し てい な い と いう特徴がある。立ち寄り型から長時間使用

型と な っ た施設は，全て下足から履 き 替えの方式に変更され，扉も両開きから引き違

いや施錠 しやすいド アに変更 し， 出入 りを チ ェックする機能を満たすようになってい

る 。

立ち 寄 り 型 は交通の繁華な大通りに直接面 して い る こ とが多いため，出入口の位置

変更が必要になる場合が多い。

例えば，く 23> の支所から授産施設に用途変更 した事例〈新築昭和 3 9年，用途変更昭

和 60年)は， 日本住宅公団賃貸住宅の 1 階にあった。支所が不要にな っ たが，この部

分だけ建て替えることはできないので，用途変更されたものである。 工事 グレ ー ドは

(5) で出入口の前に受付事務室が設けられ，上下足の履き替えが設定されている。た だ

し出入口の位置はもとの支所時代のままで，そのため大通りの交差点、に面した出入口

は障害者が外に飛び出す危険を避けるためか施錠されていた。裏口側には幅員 4m の

道路と狭い空地があるので，施設のタイプからいえば出入口の位置を変更し門を設置

すべきであったろう。

立ち寄り型から長時間型への用途変更では工事グレードは床や外壁の改修を含む (4)

以上の工事グレードが必要となる場合が多い。

(5 )用途変更による施設タイプの変化と出入口の変化

全ての事例について，立ち寄り型の施設で行ったと同様の平面図の分析を行った。

出入口の変更については位置，履き替え方式，受付形態のいずれかが変わった場合を

変更ありとし，用途変更の結果に使い勝手上の問題があるかどうかを併せて示したの

が表- 5.4 である。

また，利用タイプの類似した施設に用途変更した場合とそうでない場合とに分けて

出入口変更の有無を工事グレード別に示したのが図 - 5.18 である。立ち寄り型の施設

の用途変更について例示したように，事例ごとに条件も違い，特例的とみるべき事例

もあるが， 一般に次のような傾向が見られる。

①変更後は目的利用型の施設が多くなっている。

②利用タイプの同じ施設に用途変更する場合，出入口は 70%近くが変更されていない
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表一 5.4 利用タイプ別， 工事グレード別にみた
用途変更による出入口の変化の有無と新用途への適否

誌で立ち寄り型 事務庁舎型 目的利用型 長時間利用

5事例 16事191J 57事例 型 24事例

(1) (1 )八八八八ハハ (1) 

立ち寄り型 (2)録。 (2) (2) 

(3) (3) 
<3)@@ 

2 1事例 ( 4) (1 ) w (4) 

(5) (5) (5) (5)00**  

(e) (0) (6) (0) 

( 1 )事 ( I ) (1)ム

事務庁舎型
(2) (2) (2) 
(3) 

( 3)斡
<31>S@ 23事例 w ( 4) (4 

(5) (5) (5 
(6) (0) (6 

(1) (1) 

(jjLX3 
<(2l)>@A

目的利用型
(2) (2) 

(3) (3) 

::這。20事例 ( 4) (1)0 (4;野ユ X)
(5) (5) (5 

(6)0 (日) (6 

(1) 

Umj:3jdgbhb白easo 官 jjゑ長時間利用
(2) 

(3). 

型 29事例 ( 1; 

(5)0 
(6) 

(1 ) 

{j;l>;p害
(1 ) 

宿泊型
(2) (2) 

(3) (3) 

10事例 (4). (4)0 
(5) (5) 

(日) (0) (6)8 

(1) (1}〉〉Aム@ O 特殊業務型 (2) (2 

(3) (3 

6事例 (4 ) (4 

(5)tﾐ (5) 

(�) (6)~ 

凡例 ム :変更なし Â: 変更育り

使用上の不都合あり 使用上の不都合あり
0: 変更な U e: 変更育り

使用上の不都合なし 使用上の不都合なし
会・:変更なし判定できず *:変更脊り判定できず

図- 5.18 閉じ利用タイプの施設に用途変更した場合と
異なった施設に用途変更した場合の
工事グレード別の出入口の変更

同じ利用タイプの施設に

用途変更した場合

異なった利用、タイプの施設に

用途変更した場合

日

宿泊型 特殊業務型
6事例 l事例

(1) (1)0 
(2) (2 

<{33(8O 
(3) 
( 4) 

(5) 

(6) 

1 ) 

2) 

3)αコ
(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

m 
(3) 

w 

設中の(1 )J... ((ß)の数字

は工事グレードを示す

待グヲフ中のく1)"'(5)の数字
は工事グレードである.

凡例口:変更なし 冨:変更育り 図:変更なし削1上の不都合あり
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が， 工事グレードに関係な く 不都合は生じていない。

③利用タイプの異なった施設への用途変更では. 63% (48例/ 76例〉の施設が出入口

を変更 し ， 14 事例 が出入口を変更しなかったため，あるいは不十分な変更であった

ために不都合が生じ て い る 。結果が判定できない 12例を除いて，出入口を変更する

必要がある 施設 は 53 例で 83 % (53 例/ 76 例) になっている。

④利用タイ プ の異なる施設への用途変更では，工事グ レ ー ド が (4) (5) であるのに出入

口 が変更さ れていない施設が 5例ある が，変更 しなくて も不都合は生じていない。う

ち 4 例は集会施設や小規模な公民館，保育所か ら 学童保育所や作業所， 老人福祉 セ

ンタ ー な ど への用途変更であり，機能的には類似の利用型で内容的に近い施設の場

合である。残り l 伊j は市庁舎の経理部門がそのまま受付事務室に転用 されたもので ，

旧建物の出入口の形が新用途に対しても，たまたま適当だったのである。

⑤図 - 5. 18 に示したように，出入口の変更率と工事 グレー ド との関係は ， 類似の用途

では工事グレードと変更率に明白な関係は見られないのに対し，類似していない場

合は工事グレードが高くなるにつれて変更率も高くなる傾向がある。これは利用タ

イプの違った用途に変更する場合は出入口変更の必要が生じることが多く，工事グ

レードが上がりプランの自由度が増すにつれ出入口も変更される傾向が高まるため

と思われる。

⑥出入口の変更の内容については，受付形式の変更が最も多く 47の事例で行われ，次

に位置の変更が 35事例，上下足の履き替え方式の変更は 23事例である。履き替え方

式の変更は長時間利用型，宿泊型から他のタイプへの用途変更とその逆方向の用途

変更の場合がほとんどで. 22例中 20例が該当する。

⑦複合施設に変更される場合などのように，出入口の数が変わる時は，それに伴って

出入口の新設工事が必要となる。

③変更後が庁舎型の施設は学校→本庁舎(工事グレードは (5) )支所→保健所〈工事グ

レードは (3)) の 2 例以外は全て分庁舎である。
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5 . まとめ

1 節では，用途変更に伴う平面の変化を分析するために，平面を構成する要素を次

の 4 つに分け，その内容を説明 し た。①面積，②道路・敷地との関係 ， ③各室の位置

と述結形，④単位空間の広さ ・ 形 ・ 仕上げ・ 設備 ・ 構造。

2 節では，改修工事の程度を，平面変更の可能性か ら ， (1) 工事なし， ( 2 ) 張り替え ，

(3) 改装， ( 4 ) 大規模修繕 ， (5) 躯体利用 I (6) 増築文 は改築 の 6 段階の「工事 グレ ー ド 」

という尺度 に 表現し，その内容と分析事例数を示 した。 工事グ レ ー ドは ， ほぼ工事単

価に比例 しているが，必要な 建築工事 という 点か ら 決められるよ り ，その建物が おか

れた状況か ら 決定されている。

3 節では，用途変更と施設面積の関係を明らかにした。まずI I 公共施設状況調」

か ら，施設用途別の全般的な施設面積の動向をみた。 1 施設当たりの面積は同一用途

であれば，経年によって大きくなる傾向にあり，施設数では，図書館や市民会館，公

民館，児童館などの福祉施設や文化施設が急増している。利用者一人当たりの面積で

は，本庁舎は一貫して増加の傾向にあるが，小学校や保育所，支所出張所も数の増加

がとまった昭和 57年頃から増加し始めている。

次に，分析対象事例の用途変更前後の面積を比較した。用途変更によって複合化が

進む傾向にあるため， 1 施設当たりの施設面積はやや小規模化するが，同一用途の施

設では，公民館と保育所は大規模化し，児童館は変わらないと，統計資料による全体

的な傾向と一致し，図書館は大規模なものと小規模のものに分かれている。用途変更

の面積計画では，施設の将来の面積動向を考慮して計画すべきである。

4 節では，用途変更における道路・敷地との関係の変化を出入口の位置と形の変化

としてとらえ，以下のようなことがわかった。

①プランの構成要素のうち，出入口の位置と形は道路からのアプローチの仕方と受付

タイプと上下足の履き替え方式などに表れ，それは用途によって異なる施設利用者

の利用タイプによって違いが生じている。

②新築の時は用途に合わせて設計されるため，利用タイプ別の特徴と新築時の出 入

口の形は使い勝手上の問題が無い場合がほとんどであった。

③工事グレ ー ドは主として建築以外の外在的事情で決定されている傾向がある。

④実態調査の結果を分析して次のような事が分かった。

・用途変更に伴う出入口の変更は利用者の利用タイプが類似しているかどうかで必

要性が決まる。

・利用タイプの類似した用途への変更では工事グレードに関係なく出入口の不都合

が生ずることは少ない。
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- 類似し て いな い用途 に変更する場合は出入口を変更する必要が生じるこ と が多い。

変更が実現されるのは工事グレ ー ドが高い場合であり，工事グレード (1) (2) では

不都合が生じるこ と が多い。

- 上下足の履き替え方式の変更は長時間利用型や宿泊型から他のタイプへの用途変

更とそ の逆方向の用途変更の場合がほと ん どで，工事グレ ー ドは (4 )以上の場合が

多 し ' 0
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第 6 章 用途変更による平面の変化

1 .各室の内容と連結の形

本節では ， 建物内部の各室の連結の形と水廻り，階段の位置が用途とどの様な関係

があるかを示す。

(1 )プランタイプによる分析の方法

公共建築の平面を決める与条件は地域環境や敷地条件，規模， 予算，施設内容や管

理形式など数多くあり，用途が同じであっても平面は同じ形にはならない。また，与

条件が同じでも，設計者が違えば違った平面になる。

だが，個々の平面は違っても，同時代の同一用途の公共建築の平面には，他の用途

の平面と区別される共通する部分がある。特に本研究における調査対象事例のような

無名の公共建築では，立地的な違いはあっても，用途と平面はかなり関連しているよ

うにみえる。

小学校の平面でいえば，普通の公立小学校はほとんどが学級単位の一斉授業である。

教室は学級単位で区切られて並べられ，他学級の授業を妨害することがないように廊

下で出入口につながっている。上下足の履き替えがある点も共通している。学級単位

の授業をしながら，平面だけオープンプラン・スクールになっているということはな

い。このような似通った使用内容によって生じる平面上の共通点が，プランタイプと

して適切に表現できていれば，用途〈使用内容)の変更はプランタイプの変更と見る

こともできる。

一般にタイプ分けの方法には，全ての事例を網羅的にする方法と，典型的な事例を

中心にグルーピングする方法とがある。

前者の代表は動植物の分類で，全ての事例が網羅されるように体系的にタイプ分け

されていることが重要である。建築の場合でも，全国の民家を類型化する研究などで

は，全てをもれなく網羅して，外れるものはその理由をはっきりさせて分類すること

が重要かもしれない。

しかし，建築計画のプランタイプの分類はほとんどが後者に入ると思われる。例え

ば，西山卯三氏による「食寝分離型」と「就寝分離型」のタイプ分けは，住宅の平面

のある性質を食事と就寝行為と結び付けてみたときに，このような型に分けることが

できるとしたものである。建築計画のプランタイプは，タイプ数を限りなく多くして

カバーする範囲を広げることに意味があるのではなく，それによって何を説明しよう

としているかの視点が重要である。
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本研究では建物内部の室と室岡土の関係を，室の連結形と階段や水廻りの位置とを

組み合わせた「プランタイプ」として捉える。

分析の順序は以下の通りである。

第 1 段階:室同士の関係と，共有空間(階段と水廻り)の位置から典型的なプランタ

イプを設定する。

第 2 段階:プランタ イプ別に対象事例の用途変更前の平面をみて，建物の用途との関

係を確認する。

第 3 段階:用途変更前後の平面を比較 して，用途変更に よ ってプランタ イプが変更し

たかどうかをみる。

第 4 段階:用途とプランタイプが合致していないことによって，使用上の不都合が生

じていれば，平面を変更して不都合を解消する。不都合を解消する平面の変更がプ

ランタイプの変更に該当するなら，本研究におけるプランタイプの分類は計画上有

意味な内容を含んでいることになる。

プランタイプによる研究方法の問題点は，仮説であるプランタイプが理論からでは

なく実態からの経験によって導き出されている点である。つまり，ある実態からの洞

察によってプランタイプを設定し，それを又同じ実態に適用するわけで，同じものを

繰り返して使用することになる。別の事例群に適用したら成立しないかもしれないの

でその検証が必要となる。もうひとつの問題点はタイプ分けの有効性である。

本論文では，第 3 段階と第 4 段階の検討を行うことによってこの問題点は解決され

ると考えた。つまり，用途変更後の平面のフランタイフをみることによって別の事例

群での検証になり，第 4 段階によって計画上の意味が確認される。

以上のように，本論文はプランタイプによって既存建物の平面を分類し，用途変更

における平面変更の考え方を整理することを目標とした。

40 
8:マ E ， iaE 1 2

EEこ己主 耐

ロビー
. IllAﾄ ~ , 
. 'X If. コーナー ; 、
'jf.示コーナー i
，~ I.~ 

ポ
宮
川
町
仇
町

4 主J

一一寸一一一個 IY. ~l 区内主E U 
一一一-fII1Ht回 i且支・ ItflXB lf 

←一一個老人定・ 3画室.

}一一一個兜貴重・一時IlW.宜B

L一一一個保 育 笠島

図- 6. 1 コミニティセンターに要求される諸室 図は建築知識. 77年 8月号より

前を与えることでもある。

新たな用途の施設に必要とされる部屋の種類を明らかにすることは用途変更の計画

においても重要である。だが，それだけを単独で論じては，新築の計画と同じことに

なる。用途変更の場合は， 1 室の大きさや数の変更は必ず他の部屋に関係するので，

必要な室を既存の建物内でどう配分するか，どう補足するかの問題としてみる必要が

ある。

(2 )室空間の種類

現在の施設の設計では， r集会室」や「事務室J r保育室」といった使用内容を表

現している室が作られ，それぞれの機能を果たす空間を連結して建物を構成する場合

が多い。図- 6 . 1 はその 1 例で，コミュニテイセンターを計画する時のダイアグラム

(文 96) である。ここでは研修室，集会室，事務室，工作室など，機能が同じ内容の

部屋も，それぞれ特定の使用内容を示す名前のある室として，設定されている。

建物の用途によって，建物に必要とされる室の名前は違っている。用途変更とは，

ある機能と位置を持つ室に新たな用途に必要とされる種類の室や空間に「特定の名前」

を持たせることであるともいえる。つまり，用途変更の計画とは， r特定の名前」を

持つ空間や室を， r用途」の無い室や空間にして，その位置と機能によって新たな名

また，室の内容の計画でも，用途変更には新築とは違った条件がある。新築の場合

なら内容的にどんな部屋であろうと，例えば，便所のように給排水配管が必要な部屋

や，書庫のように床加重を大きく見込む必要のある部屋でも，どの位置に計画しても

有利さにさほど大きな違いはない。ところが用途変更では，すでに配管や部屋の形が

できているので，元の建物の内容や位置によっては非常に有利なところがあったり，

非常に困難な場所があったりする。このように用途変更の計画では，室の内容や位置

は既存の形を前提にして，新たな用途に必要な室を考えなければならない。

既存の建物の形が計画の前提となるので，本論文では，既存施設の各室を，変更工

事のしやすさの視点から大きく 4 つに分類し，更に，その中をいくつかに分けて表す

こととする。

一般室:仕上げの変更だけで室の用途を相互に変更できる室である。

一般室は更に洋室，和室，専用室に分ける。専用室とは，一般の洋室和室と違う仕

上げや備品を必要とする部屋で，例えば，挙式室， トレーニング室，暗室等である。

洋室から和室や専用室に変更するときは下地まで工事をする必要が生じるが，洋室

同士，例えば「事務室」を「応接室」にする場合は，表面仕上げ材だけの工事ある
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いは工事なしでも変更可能である。

設備室:便所，浴室，厨房，機械室等，配管と防水工事に一般室と異なる特別の配慮

が必要な室。部屋の隅の手洗いや湯沸台程度のものは該当しなし 1。また， 電気設備

工事だけですむ部屋，例えば視聴覚室等は一般室の専用室とする。

設備室から一般室や容量内の設備室に変更する場合は下地までの改修工事であるが，

一般室から設備室に変更する場合 は幹線配管の枝分かれから工事する必要が生じる。

構造室(躯体や構造に特徴のある室) :室の断面形や構造が特殊で，躯体まで工事し

ないと一般室や設備室から用途変更することができない室で，例えば，オーデトリ

ューム，書庫，体育館，金庫室，階段教室等でこれにあたる。標準的な柱割りでは

できない大きな部屋も構造室に該当する。小規模の視聴覚室などで天井断面の変化

を仕上げの範囲で変更可能な場合は専用室に該当する。

交通空間:主・副出入口，廊下，主・副階段，避難階段，エレベーター，ホール，ス

ロープ等の室空間を連結するスペース。ロッカーやカウンターなど，簡単に移動で

きるもので仕切られた通路は表現しない。

各施設の平面は，室空間を分類した上で，各室をつなぎ合わせたダイアグラムの形

に表すことができる。ダイアグラムの凡例は図- 6.2 の通りである。

図- 6.2 室，その他の凡例

仁コ:洋室 四国 :階段室 :カウンター

回:和室 「ー :エレベーター :可動間仕切り

図:専用室 A :主出入口 :構造壁

口:設備室 ム :副出入口 :間仕切り壁

国:構造室 :廊下 -窓

fE司:ホール :履き替え線 ー :柱型

:敷地境界線

(3 )室の連結の型

室の連結形を，次の 3 つのタイプに分類する。

ワンルーム型

主要な部屋が他室に比べて際だって大きなワンルームである。この空間に便所や湯

沸し室，会議室などが付属する。複数の部屋が同時に使用されることを前提として

設けられている，例えば住宅の続き間のような連続室の場合や，オープンシステム

の学校のように，空間が部分的に固まれたり狭くなっているが， ドアで区切られて
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図は「建築設計資料集成 8 J より

いない建物もこの型とする。このタイプの施設は体育館や劇場のようにワンルーム

に特定の目的がある場合のほか，事務室や店舗のように空間のフレキシピリテイと

広々とした感じを求めるものがある。

近年建てられるオフィスピルでは，図- 6.3 のように 1 フロア 1000mt を越えるよう

な無柱空間が作られている。机やロッカーなどのレイアウトの変更で業務上の内容

変更に対応するものである。

廊下型

いくつかの独立して使用される室があり，各室は廊下で線状につながっているタイ

プである。各室の独立性，室条件の均等性を重視した室の連結形で，複数の室を必

要とするあらゆる施設に適した連結タイプといえる。

廊下の片側にだけ室のある「片廊下型 J .両側に室のある「中廊下型J. I 渡り

廊下型」などが考えられる。東西軸の中廊下型では，南側と北側の室の内容が違っ

ている。

廊下幅に柱や構造壁があって，廊下の位置が特定するスパン割のものと，均等スパ

ンや大スパンになっていて，廊下の位置が移動可能なスパン割のものがある。

センター型

いくつかの独立した室があり，各室の出入口が中央のホールまたは中庭につながっ

て，施設としての一体性を持たせるようにしているタイプである。センター型の典

型である「ホール型」のホール部分には，部屋を連結するだけでなく，人がホール

に停留する機能(実質的に，あるいは心理的に)を持つものとする。そのため，ホ

ールには「ゆとり」を感じさせる，広いスペースや吹抜け， トップライトが設けら

れ，椅子や絵画，植物などが置かれる。 I 中庭型 J はホール部分が中庭になったも

のである。

センター型でも，中央が交通のためにだけに使用される階段や廊下だけの場合は，
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内容的には廊下型だが，それぞれ「中央階段型 J 1"中央廊下型」としてセンター型

に分類する。

階段の場合，蹴上げ踏み面の寸法や幅員の変更は，工事の上では躯体の撤去や新設

と同じであるが，位置の変更がなければ，廊下やそれに連結する他の室の位置まで変

える必要はない。ところが，何等かの理由で，主階段の位置が変わればそれに接続す

る廊下を始めとして平面全体が変わることもある。

用途変更で，階段や(上階の)水廻りの位置変更が必要なら，改修工事はかなり大

がかりなものとなり，予算的な対応も必要となる。階段や水廻りに限らず，予算さえ

あれば，技術的にはどのような平面の変更も可能だが，予算の制約が無い工事はない。

階段と水廻りの位置変更工事の難易度を比べれば，設備室の新設や位置変更は排水

管の納まりが ポ イントで，それが上手に解決できれば建物の他の部分に影響を与えな

いで工事することも可能である。地上階の設備室の移動はほとんど問題がない。それ

に対し， R C 造の主階段の位置変更や新設は，構造のチェックや一般の確認申請書に

あたる計画通知が必要な上，工事の種類もコンクリート工事や鉄筋工事，あるいは鉄

骨工事が入り，建物全体に影響を及ぼす場合が多い。一般に，工事の難易度からみて

も，動線上の重要さからみても，水廻りより主階段の方が位置決定の優先順位は上で

ある。

劇場や大規模体育施設のように施設の規模が大きくなれば，一般に，種々の平面タ

イプが混じって複合的になる場合が多 L、。例えば本庁舎では，市民に対する窓口業務

の部分はオープンなワンルーム型のスペースだが， 議員控え室や上階の執務室部分は

プライパシーが保たれるように廊下型になっている。用途変更では，各タイプの面積

比率を検討し，複合型として区切られたブロック別に計画すればよいのだが，本節で

は用途と平面を結び付けるという点から，用途を示す機能の部分を主にして，面積的

な比率も加味して，施設の型を分けることにした。例えば，デパートでは売り場はワ

ンルーム型で，パックヤードは中廊下という場合ワンルーム型にするが，多層の本庁

舎では，面積の大部分を占める一般階が中廊下型の場合は中廊下型にする。

また，映写室や準備室など，主室に付属する室で，主室と無関係に単独に使用され

る事の無い室はプランタイプ上は主室についてのみ考え，郵便局の窓口事務室と集配

作業室のように別の機能を持ち隣接する必要のある室同士の場合は連続室として一体

に扱う。

(4 )階段と水廻り〈便所と洗面所〉の位置と平面

2 節で既述した主出入口の形や室の連結タイプと共に平面の性質を示す重要な要素

には，階段と水廻りの位置がある。階段と水廻りは，建物の用途に直接使われる室で

はないが，各室と関連のある空間であって，これらが建物のどの位置にあるかは，建

物の平面の性質を知る上で重要なポイントになると思われる。そこで，本研究では，

先に述べた各室の中で，設備室の中では水廻り，交通空間の中では階段の位置につい

て特に注目して述べることとする。水廻りは一般的には浴室や厨房なども含むが，本

論文では洗面所と便所を合わせたスペースあるいは便所を指すこととする。

用途変更によって建物の使用者数や建物に要求される機能，適用される法規などが

変化するので，71<廻り自体の大きさや内容も変更しなければならない。だが，位置を

変更をしないで，便器の数や内部レイアウトだけ変更する場合は，既存の配管スペ ー

スがあるので，他の部屋との関係は変わらないo 従って，内容的なチェックは必要だ

が，用途変更の上では比較的問題が少ないと思われる。

ところが位置を変更する工事では，変更する部分だけでなく他の部分とも関連する

場合が多い。例えば，上階の便所を別の位置に移動すれば，下階に排水竪管のスペー

スが必要になる。排水竪管が地上階の中央部分に下りていれば，横引き配管のために

床にピットを切る必要が出て来たりする。

階段の位置の決め方

階段は各階への縦動線であり，平面的に連続した動線は階段の所で区切られる。利

用者の動線を最短で，かつ交錯しないように導き，上階からの避難にも適した位置に

なければならない。そのため主階段あるいはエレベーターやエスカレーターは，主出

入口の側，あるいは玄関ホールに面して設けられることになる。主階段の位置に対応

して，避難や動線などから副階段の位置が決まってくる。

階段が主出入口の近くに位置しない場合は，上階の使用者が特定しているが，使用

者が主出入口の側にいなくて，かっ避難上の問題が無い場合である。例えば， 1 階が

接客対面型の施設で， 2 階がそのパックヤード空間になっている場合や，閉架式の書

庫の階段のように，余り外来者に出入りして欲しくない階段の場合などである。

例えば，神戸市立博物館(昭 61年 3月調査，史的保存:図- 6.4) はもとは銀行で

あったが，銀行の時には 1 階が営業室で，主出入口は客溜り側に設けられていたが，

主階段は裏の事務室側に付いていて， 2 階にある会議室や休憩室などに連絡していた。

用途変更されて博物館になり 2 階も展示空間になると， 1 階と 2 階の展示空間をつな

ぐにふさわしい，意匠的な主階段が出入口に近い位置に新設され， もとの階段は撤去

されTこ。
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図- 6.4 

旧 I ~占平面

用途変更による階段位置の変更

図は「建築文化J . 83年 3月号より

E計

施工

神戸市住宅局営描部

坂倉建震研究所大阪事務所

竹中工務店

以上をまとめると， 階段の建物に対する物理的な位置には以下のような場合がある。

(イ)前階段-主出入口に近いところに主階段がある。

(日)奥階段-主出入口との位置に関係なく使用者の近くに階段がある。

水廻り 〈便所， 洗面所〉 の位置の決め方

水廻りの位置の決め方には， 使い勝手上， 次のような場合が考えられる。

(A) 前方水廻り:出入口の側や， El v. ホールの裏など， 分かりやすく， 他の部屋への動

線と重ならない位置に置く。図書館や集会 施設， 庁舎など， 不特定の利用者がー

定時間利用する施設。

(8) 後方水廻り:使用者の動線の合計が最も短くなるように各室の中心の位置に置く。

学校， 保育所， 事務所など利用者の利用時間が長い施設。

(C) 近辺水廻り:使用者が特定している場合は， 使用者のいる場所に従属した位置に置

く。保育所の乳幼児室用， 老人ホームの老人用， 身心障害者学級の身障者用など。

(0) 目立たぬ場所:店舗やレストラン， 住宅， など‘。

(E) 奥便所:便所だけの利用者を避けるため奥にする。 ターミナルデパートなど。

(F) 母屋と離れた日の当たらぬ場所:古い公共建築では汲み取り便所もあった。公共建

築の汲み取り便所は一般に母屋と離れた北側の場所， あるいは建物の端部の北側に

位置する。汲み取り当時の位置のまま水洗化したものもある。

このうち， (D) は (A)--(C) と同時に実現する場合が多く， (C) は特定の施設や施設の

一部に設けられる場合が多い。 (E) は公共建築にはほとんどなく， (F)は対象事例には
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あるが， 今後は問題とならない。従って， 実数として多いのは (A) と (B) である。本節

では主として (A) と (8) について分析し， (C) (F) については特徴的に出てきたところで

述べる。

階段と水廻りを計画的に隣接させた場合， この 2 つを合わせた場所をコアと呼ぶ。

公共建築の場合， 階段と水廻りりがコアになっている場合がかなり多い。調査事例で

は 109例中 21 事例がコアになっていて (例く 8 1>草加郵便局 図 - 6 . 5 ) 55例では隣

に位置している。 I 棟に階段と水廻りの両方がありながら， 離れた位置にあるものは

16例(例 <23>京都市歯科衛生士専門学校 図- 6. 6 ) で， どちらともいえない事例が

5例あり， むしろ離れた位置の方が少ない。

便所と階段は用途や目的によって適した位置があり， 直接には連動して決まるもの

ではない。 それがコアとなったり，

由が考えられる。

変更前

郵便司IfA玄

掴 B・

隣接した位置に設けられるのには ， 次のような理

変更後

事務室

園田

比よl1J

x ~ 
k合目

、J I 

c二-.JII..二ー::1 1 七二コ"こ_...... --・戸

;: ;; 事務室 l 

01 510  

図- 6.5 <81>草加市分庁舎〈旧草加郵便局〉 1 階平面図

変更前

l ヴi

tL 
岡県

変更後

図- 6. 6 <93>名古屋歯科衛生士専門学校〈旧北保健所〉
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1 階平面図



①階段も便所も，他の室からの動線が短かいことや，位置の分かりやすさが求められ，

結果的に位置が隣接する場合が多い。

②事務所建築などでは，階段と水廻りに構造的な壁を集中させ ， 事務室部分をオープ

ンなスペースにする。

(5 )水廻りと階段以外の室，空間と用途変更

水廻りと階段以外にも建物の用途変更で検討すべき 室単位の問題は数多 くある。

例えば，外科病院に手術室が必要であり，本庁舎には議場が必要というように，建

物の用途によって必要とされる特定な室がある。中には，老人福祉センターや老人憩

いの家における浴室のように，設置基準や補助基準などに定められたものもある。そ

れらの特定室を必要とする施設では特定室を設置することができなければ用途変更は

できないので，用途変更と関連のある重要な室といえる。

同様な意味で施設によっては，必要とされる最大室の広さや，最多室の面積が，用

途変更の可能性を決めることもある。

- 166 由

2. 用途変更とプランタイプ

①ワンルーム型②廊下型③センター型の 3 つの室の連結タイプを核として，階段の

位置，便所の位置，を組合せたものを本論文の「プランタイプ」とする。

ありうるプランタイプの数は，室の連結タイプ×水廻りの位置×階段の位置という

ことになるが， 実際の施設にはあまりないタイプのものもあり， ここでは，対象事例

にあるプランタイプを中心に分析する。

ここまでに，先に述べた平面分析の第 l 段階として，室の連結形と主として階段と

水廻りの位置について，その構成原則を述べてきた。この節では，各プランタイプ別

に調査事例をもととして，第 2 段階以降の分析を行うこととする。

個々のプランの適不適の評価基準は室の連結形や階段，水廻りに関するものだけで

はない。また，不都合かどうかの評価の方法も，施設管理者へのヒヤリングと観察調

査では不十分という見方もあろう。平面の評価は， どの視点に立っかによって同じ平

面でも評価が分かれる重要な問題であるが，本研究では使い勝手に視点を絞って評価

したものである。

既述した平面の構成原則は常識的な内容である。しかし，実際の用途変更では，常

識的と思われる原理が必ずしも意識されてはいない場合がある。常識を明文化するこ

とによって用途変更の計画はより容易になると思われる。

なお，複合建築あるいは複合的な平面の場合は建物の主要な用途を示す部分，ある

いは全体的な室関係について論じた。また複合施設の場合で，階段が主用途と全く分

離されて設けられている場合，例えば，下駄ばきアパートの住宅用階段などは主用途

について無関係なので本節ではその階段は無視して論じることとする。

なお，文中のく数字>は分析対象事例の施設番号を示している。

(1 )ワンルーム型 38事例

ワンルーム型は，水廻りと階段が出入口の近くにある前水廻りのものと，出入口に

対し反対側にいる執務者の近くにある奥水廻りのもの，前階段で奥7}<廻りのもの，前

水廻りで前階段のもの，どちらもないもの，の 4 通りの場合に分けて述べる。

11 

カウンター

1
' 11 

JI 
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図- 6.7 

「ワンルーム+奥階段+奥水廻」型の
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(1) -A . ワンルーム+奥階段+後方水廻り 22例 一一 図 - 6 . 7 

このタイプはワンルームで，出入口に対し後方に ， 水廻りの利用者がいる ことにな

る。上階は外部からの利用者用ではな く ，奥の方の執務と関連 し た部屋に な る。本文

中では (l)-A. 型と略称する。

「ワンルー ム + 奥階段+後方水廻り J 型の変更前

このプランタ イプの事例は 22例あり， う ち 1 5例までが道路との関係において 「 立 ち

寄り型 J (3 節参照)とされた施設であ っ た。 開放的な大部屋を中心に， 道路側に一

般利用者の入口，奥の方に階段及び:*廻りがある。

「立 ち 寄 り型」では利用者は短時間の利用で，それに対応する職員や従業員 はカウ

ン タ ーを挟んで奥の方で執務する。水廻りや更衣室，会議室等の関連室 もワンル ー ム

の主室の使用内容を支える従属的な使われ方なので奥に設けられる。民間の施設では

店舗や銀行などが「立ち寄り型」に該当する。

調査事例で，このプランタイプの典型は支所出張所であった。図 - 6.8 は出張所の

平面である。この平面の前の階段は 3 階の図書館を利用するときと， 2 階の会議室を

集会所として利用するとき使用するものなので出張所の用途としては無視することが

できる。本庁舎でも小規模なものは支所と変わりない平面がある。く3)東村山市庁舎は

昭 34年人口 3万余時代の本庁舎だが，平面の構成は図- 6 . 8 の出張所と相似形になっ

ている(図- 6 . 9) 。おそらく，人口 3 万程度の庁舎は業務の中心が窓口業務で支所

と機能が似ていたためであろう。 2 階は議場と市長室などである。

変更前

~・ーー..)，0• s 

A 

2 F ~立会 Û~ 主 H~ リ2 会 合、
3F は I ;~I ~~ r.ﾎi 

l)l f店、T

l'.Y: f ま iを(まカウ ン タ ー を ト・"
=-l tk< 去して県公J'} j に

・ 1 止!デ〈
.じJ - m t l ・ 4
ムE" I'i______ 円ド ー ~____r-

。 l 10 

骨. ，' C'"! 1"1. 
g 守岨・!.J
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図- 6.8 

く 12> 旧足立区常東出張所

(新集会所〉

1 階平面図

図- 6. 9 

く 3>東村山市市民センター

〈旧市庁舎〉

1 階平面図

こ の(l ) - A. タ イ プ の平面で 「立ち寄 り 型」でない 5事例はく 74)児童館とく 1 0 4)質屋，

<88)木造消防署，く 102 > とく 116 ) の木造住宅である。質屋は分類の難しい施設だが ， 主

出入口と帳場は客用であり ， 階段 と 水廻りは居住者用である。

児童館と住宅は いずれも 200rrf 未満の小さな建物で，履き替えをしている。日中使用

する部屋を南に ， 階段や水廻 りは北に配置して お り，たま た ま出入口が南なので ， 結

果的に 奥 にな っ ただけで，出入口が北であれば，階段や水廻りは出入口の脇 に なる。

作業所 や児童館など履き 替えのある小規模 なワンル ー ムの施設では水廻り や階段の位

置 はどこにあ っ ても距離は近く， 使用上の問題 はない。

「ワンルーム+奥階段+後方水廻り」型の変更後

用途変更によって階段や水廻りの位置や個数が全 く変更ないの は 10例で あ る。

このうち新用途が作業所になっているものはく 18> (図- 6.10) と く 1 9 >の出張所だが，

工事 グレ ー ドが躯体利用で上下足の履き替えのある 1 室施設になっている。 履 き 変 え

ー があって，かっ小規模な施設なので水廻りや階段の位置は奥になっていても支障がな

~\o 

図- 6 . 8 に示したく 12>(1 4)く 15>(16)の出張所も，平面変更をしないで，そのまま 集

会所に用途変更している。水廻りと階段が奥にあるため最も広い室が，水廻りへの通

り道となって集会室としては使用しにくい。

(84)の貸出図書館(図 -6.11) も水廻りの位置変更をしないで，郵便局から用途変

更された建物である。受付カウンターは前(出入口側)にあり ， 職員は出入口側にい

る。不都合がないかどうかについては，小規模施設であるため水廻りや事務室が奥に

あっても不都合はないということであった。しかし， 日中執務するカウンターが出入

口近くである以上，水廻りや事務室は出入口の近くにあった方がより適切であろうと

思われる。この施設が郵便局として使用されていた時の 2 階は，職員の休憩室や会議

室に使用されており，階段が奥に設けられていたのは合理的であった。用途変更後，

2 階は l 階と別の福祉センター(障害者の軽作業やリクリエーションの施設)となり，

全面道路から直接利用できるように屋外階段が新設された。

水廻りの位置変更はないが便器の個数が増えたのは，新用途がく 104>北区滝野川児童

館(旧質屋:図 -6.12) とく 17>京都醍醐児童館(旧支所:図 - 6.13) ，く 20>作業所，

(P.171 の図 - 6.16) :(82)分庁舎 (P.172 の図 - 6.17) である。 (17) とく 104>の児童館

の工事グレードは「躯体利用 J と「改装」で差があるが， 1 階の既存水廻りと隣接す

る場所への水廻りの増設は「改装」でも可能であるため「改装」で便器が増設された。

く 20>作業所とく82>分庁舎は身障者用便所が新設されている。
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1 階

変更前

2 階

図 -6.10 <18>あすか作業所(旧北区出張所〉
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図- 6.11 o 1 5 

<84> 日野図書館(旧日野郵便局) 1 階平面図

新築時

日円

10 

2 階

用途変更後，階段水廻りの位置が主出入口の近くになった事例は，新しい用途が

く 83>公民館(図 -6.1 4)とく 88>休日診療所で， どちらも「立ち寄り型」から「目的利

用型の施設への変更である。しかし，この移動は水廻りや階段の位置変更工事をして

いるわけではなく，出入口や仕切り壁の移動によって，相対的に位置が変更したもの

である。

つまり，く83>所沢市中央公民館(図 - 6.1 4)では，変更前の郵便局の時は職員用に

奥であった階段と水廻りが，公民館に変更後は玄関ホールに接するようになっている。

この公民館は 2 方道路に面し，水廻りがオープンなワンルームのコーナーにある。こ

の平面は「改装」の工事グレードで. I立ち寄り型」から「目的利用型」へ. I ワ ン

ルーム型」から「中廊下型J や「ホール型 J へなど種々のタイプの平面に変更可能で

あり， フレキシピリティのある平面といえる。

用途変更によって実際に階段やエレベター，水廻りを新設，移動したのは 4 例である。

うち 3例は複合建築化によって，主階段を設置，改修した事例である。

複合化なしで階段を増設した例はく20>木造の作業所(図- 6.15) で. 2 階に設けた

更衣室や休憩室を利用しやす くするために 出入口側にも階段を新設したものである。

消費者センターは 2 階だけ分離して利用するために直行階段を取り付けた。木造の場

合は階段の移動や新設は容易で. I 改装J の工事グレードでも可能である。

o 1 10 

。 l 10 

変更前

変更後

昆

• • 
重事使~f査室

-・

図 -6.12<104>北区滝の川児童館

(旧公益質屋) 1 階平面図

変更前
10 

事務室

変更前 変更後 1 10 

o 5 

変更後

l ゆ

図 -6.14 <83>所沢中央公民館〈旧郵便局) 1 階平面図

企

図 -6.13 <17>醍醐児童館〈旧醍醐支所) 1 階平面図

ー 110 -

企

図 -6.15 <20>北区社会福祉会館〈旧出張所〉平面図

変更前 1 階

2 階

変更後 1 階

2 階

o 1 10 
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図- 6.16 はく 11 1>区民センターの例だが，旧用途が「立ち寄り型」で水廻りも階段も

奥にあった。 r 目的利用型」の施設が複合施設として新設されて，玄関ホールにエレ

ベーターと受付が設けられた。どちらも主入口から直接は見えない奥に新設されてい

る。調査日が週日の日中だったせいか ， 自転車などで来所する女性利用者はエレベー

ターから泣い正面の出入口からではなく，裏口から出入りしている人が多 い ように飢

察された。ピロテイを抜け て入 る裂庭はタ イ ル貼で日当りがよ く ，そこに面した 2 械

の旧車庫も舞踊室や集会室 に改修され， 明るい雰囲気の中庭 と なっている。もし ， 主

出入口を設定どうり主出入口と して使うつ も りであったとすれば ， 管理室や エレベー

ターの位置はもっ と出入口に近い位置に設けられた であろう 。 水廻りの位置と数も変

更されているが， 主出入口の側の水廻りは来館者用 とい う よ り，管理室の職員用で あ

る。
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く 82>郵便局も，複合施設として分庁舎が新設されたものだが，く 11 1>の事例と同じよ

うに出入口の近くに階段とエレベーターが新設されている(図 - 6.17) 。

変更前

. . 
mfWf量~

変更後

1 10 

o 5 

-・ 1< :1:・

' 図 -6.17 <82>北区役所分庁舎

〈旧郵便局) 1 階平面図

|l  l 
用途変更によ っ て，室の連結タイプが変わったのは く 83 >郵便局か ら公民館(前出:

図 - 6.14) にな っ た事例 とく 3 >本庁舎から市民センターになった事例 (前出 : 図- 6. 

9 )で，間仕切壁が作られ廊下型になっている。 < 82>の郵便局から分庁舎にな っ た事

例では，間仕切壁によって仕切って廊下型になった階もあるが， 1 階はカウンタ ーで

仕切ってオープンなまま事務室として使用している。工事グレ ー ドはく 3 > とく 83 > は 「 改

装 」 で， <82> は 「躯体利用」である。全ての事例が，オープンなワンルームを間仕切

壁によ っ て廊下と部屋を仕切ったたものである 。

ワンルーム型は改装の工事グレードでプランタイプを廊下型に変更できる。

通商

1 階平面図
(1) -8. ワンルーム+前階段+後方水廻り 4 例 (図- 6.18) 

オープンなワン ルームを中心とするところは (1) -A. 型と同じだが，階段〈及びエス

カレーター)が主出入り口側に付いているので，上階は外部の利用者が出入りするこ

とになる。本文中では(1) -8 . 型と略称する。

1 0 u 10 

図- 6. 16 
< 111 >阿佐ヶ谷区民センター

〈旧東京電力営業所〉 階段

~ ; 
主出入口

図- 6.18 

「ワンルーム+前階段+奥水廻り」型

のダイアグラム
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「ワンルーム+前階段+後方水廻り」型の変更前

調査事例でこのタイプの施設はいずれも「立ち寄り型」の施設である。上階にも接

客用スペ ー スが設けられているく23>支所(図 -6.19). <108>デパート(図 - 6.20) • 

く 113>銀行(図 - 6 . 21) く 117> 日通営業所などである。

く 108> のデノ f ートとく 113>銀行には奥にも業務用の階段が設けられている。上階にも

接客スペースがあり，かっ外来者に入って欲 しくない業務 スペ ースもあれば，奥にも

専用階段を設けるのは当然で. <23><117> も使い勝手上は，奥階段があった方がより適

切である。

上階に外部利用者があるかどうかによって階段の位置が違うだけで . (l)-A. 型と (1) 

-8. 型は同じタイプの平面である。

く 23> の支所は 2 階も窓口業務で. 3 階は事務室になっているが. 2. 3 階とも廊下

が付いて外来者の水廻り利用は容易になっている。

この施設の場合だけでなく，水廻りは複数箇所あれば近い方を利用するに決まって

いるが，どの程度の距離から不適切であるかを使用者 lこ対する直接質問から求めるこ

とは難しい。

旧用途がく 109> デパートで新用途が分庁舎の例(図- 6.20) では，主出入口の前にあ

るエスカレーターを廃止したので，主入口から見れば奥にあたる刷出入口の脇にある

階段とエレベーターが使用されている。外部からの不特定の利用者が少ない分庁舎な

ので，階段の位置が分かりにくいなどの使用上の不便はなし、。水廻りは客用職員用と

があり，奥に設けられているが，分庁舎なので使用上の問題はない。
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「ワンルーム+前階段+後方水廻り」型の変更後

く 23>授産施設は上階が別の施設になり， 1 階は階段を除けば (1)-A. 型と全く同じタ

イプである(図 -6.19) 。上下足の履き替えのある授産施設に変更されたが，室の連

結形も変更されワンルーム型から中廊下型になっている。障害者が長時間過ごすのは

作業室なので，水廻りはそれらの室に近い方がよいはずだが，上下足の履き替えをし

ていることや，障害者が自分で歩ける程度の障害であるためか，職員から水廻りの位

置に対する不満の回答はなかった。
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図- 6.20 く 108>函館市分庁舎

(旧丸井デパート〉
1 10 

o 5 

。 I 5 10 -
変更後

図 -6.19 <23>京都市みぷ学園 (1日朱雀支所) 1 階平面図

新用途が婦人センターのく 113> は「立ち寄り型」から「目的利用型」への変更である。

改修工事の平面変更はカウンターを撤去し，厨房を設け，棚や出入口を新設している

(図- 6. 2 1)。しかし，階段や水廻りの位置変更をしていないため. 1 階の会議室が

通路になり使用されにくい，外来者の出入りが 2 階の事務室では分からない，水廻り

の使用が不便など，使用上の不都合が生じている。改善案の様に，主出入口の位置を
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「ワンルーム+前階段+前方水廻り」型の変更前集会所水廻りと階段の位置は主出入口の近くになり，高11 出入口の位置 に変更すれば，

く 69> く 70> く 72>の集会所(含む老人福水廻りが前方なのは，調査事例で階段がなく，定常的な利この事例はたまたま 2 面道路に接しているが，として適切な位置 となる。

の施設く 62>の体育館である。支所以外は 「目 的利用型 」が 3 例のほか，祉センター)出入口の位置が通りに直接面さの施設では，用者が利用するタイプの「目的利用型」

水廻りは出入口側についている。

本庁舎の建物が地築続きで安定しなか っ たという経験

である。集会所はいずれも大広間 1 室だけなので，

く 7>の分庁舎(図 -6.23) は，

広さや用途がどうこの建物もこの先，本庁舎が建て替えられる予定もあり，があり，

を持って建て(館長の言葉〉「漠然とした不安感」なるか分からない状態であった。

とりあえず増築用の差し隣接地が購入できるかどうかわからないのに，られたため，

将来は建物の中央に階段と水廻りが来るように平面計画され筋が西壁面に付けられ，

出入口の変更が可能な場合は少なくなし '0

間仕切壁が新設されてワンルーム型から中廊この分庁舎の一般階は用途変更で，た 。
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下型に変更されている。

この位置は用途変更されて公民主出入口の前にある。この建物の水廻りの位置は，

'7t ...... 
，じ，、旧用途の分庁舎の時は，館になった時は不特定の使用者にわかりやすくてよいが，

可j]

1HJI I「会副-，-_ _ _ J '  ~， 

¥ r.一切wH

iベ 3よ~ 1I1 f;1 ~: 

なくても見えればよいので，

1 階陥l也

変更前変更後

¥ 

この水廻りの位置は口業務の女子職員にとって不適切であったであったと思われる。

トイレに入るのが目立つ位置である。出入口を向いて執務する他の職員の自の前で，改良案 2 階

を便所専用の小物(櫛や衛生用品)

女性には困る位置であったと思われる。

変更後

外来者が出入りし易い位置でもあるので，ま Tこ，

• 
fヱー・一三1 亡ー一一士コ

" 

LJ 

事務室

事務室

国会 ô{L丞

Idl,.; 

<7>宇都宮市中央公民館〈旧分庁舎〉一般階平面図図- 6.23 

1 U o 1 

変更後

事務室

(旧市指定銀行〉平面図< 113 >日野市婦人センター図- 6.21 

新築時(図- 6.22) 11例ワンルーム+前階段+前方水廻り( 1 )ー C.

あるいは，水廻りを使用する利用者が出入口側に多い，このタイプはワンルームで，

階段平屋で，動線が出入口側に集まるということである。小規模の集会所の平面は，

2 陥 ! I C 而 I~I

図- 6.24 

<73>杉並区西福祉事務所〈旧児童館〉
2 階平面図

10 o 1 

変更前

(1)ー C. 型と略称する。

「ワンルーム+前階段+前水廻」

のダイアグラム

図- 6.22 

の位置に小和室があるという形が多い。
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10 u 

図-6.26 

<38>杉並区天沼児童館

(旧幼稚園+園長住居)

2 階

変更後

圃

!j: fjj 主

回

Jm~l 

変更前

10 

< 109 >日立市分庁舎(旧レストラン〉 1 階平面図図- 6.25 

階段と水廻りが出く 7 3 > の西福祉事務所の 2 階も新築時はく 7> と同じプランタイプで，

(図 -6.24) 。新築時は福祉事務所だ っ奥に副階段が付いている入口側に設置され，

そのとき屋上にプレハプで増築されていかつて用途変更されて児童館になり，たが，

10 。 l
百首1 階L 斗\，If司4『

河
川
一

作業主

困

市

加階
じ

出入口の部分だけを 1 段高くして上下足の履き替え線を設けているが，その時，る。

電首
そのため便所は下足に履き替えて使用することになった。履き替え線の設定の仕方に

よっては他の児童館同様履き替え無しで水廻りを利用できるようにできるはずであっ

た。再用途変更によって事務室に戻された。

3 階がレストランで 1 階がピロテイと倉庫であったもとは 2 , く 109>の分庁舎は，

(図- 6.25) 。喫茶店やレストランの水廻りは必ずしも出入口の近くにあるとは限ら

圃便所を使用するところが執く 7> の分庁舎と同じように，この事例は前にあり，ないが，

図- 6.27 

く 29>練馬区福祉作業所

+集会所+庁舎分室

〈旧福祉事務所〉

所長室

， cコ奮一-

務する人の目の前になっている。

「ワンルーム+前階段+前方水廻り」型の変更後
-ー官ー ，

小学

校体育館から地区体育館になった例の計 4 例は内容的にほとんど同じ使用内容であり，

集会所から老人センターになった 3 例と，このプランタイプの用途変更では，

事務室金銭室

平面を変更しなくとも問題は生じな L 、。

構造室である遊戯室がでは出入口と事務室が広げられ，く 38> の幼稚園(図 -6.26)

平面上の変更は多いが，水廻りも男女を分け身障者用便所を設けるなど，増築され，

不都合は解水廻りも上足で利用できる小規模施設となり，定する改装工事をすれば，変更前後で変わりがない。出入口の近くに階段と水廻りを設けている点では，

消されたはずである。1 階と 2は 1 階が福祉事務所で 2 階が会議室兼集会室であった。く 29> (図 - 6.27)

<1 3> の出張所は P. 168 の図- 6.8 の出張所と同じ区の施設である。図 - 6.8 の出張出入口の近くに階段水廻りが設けられてい階を別の用途に使用することがあるため，

<13>の場合水廻りも階段も共に奥に設けられていたが，として，所は「立ち寄り型」出入平面の変更は相談室の仕切りを撤去し，1 階が作業所に用途変更されたが，Tこ。

2 階は当初から集会所として設計され

立ち寄り型と目的階段と水廻りは出入口側に設けられており，

は出張所廃止が新築時から決まっていたので，

そのため，たと言う。

口が自動ドアになっている。履き替え線はビニールテープが床に貼られただけでビニ

ールテープの周辺は履物が雑然と置かれていた。出入口に近い位置に履き替え線を設
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利用型の施設との階段水廻りの位置の違いを端的に示している。(図- 6. 28) 

(1) -c型のプランタイプでは，用途変更によって室が使用されない等，はっきりした

問題の生じた事例はないので，一般には (l)-A. 型， (1 )-8. 型に比べ種々の用途に適し

ているといえる。

く 24 >の支所〈新保健所: ~-6.29) は複合建築の l 階で出入口の脇と事務室側の両

方に同じ規模の便所が付いていて，外来者も職員もそれぞれに利用できるようにして

いる。水廻りの位置は前と奥の両方にあるタイプである。 I立ち寄り型」の施設でも

規模が大きくなれば，水廻りも前と奥の両方にあるか， 兼用できるようにするのは当

然である。

1 階

:jlt品、:

1: 芥淘り 1~凪l~/j 31
l • t .... 

会J正室

o 1 10 

-180 -

図 - 6.28 

く 13 >足立区南千住集会所
〈旧出張所〉
1 , 2 階平面図
変更前変更後

'J; ll,"-f 

。 1 5 10 

図- 6.29 

<24>横浜市栄保健所

〈旧支所〉平面図

(1) -D. ワンルーム一一階段，設備なし 2例

この型の建物はたんなるスペースだけであるから，人聞が使用する施設ではない。

公共建築にも，倉庫や機械室など人間が利用しない建物に，このタイプのものがある。

倉庫をアトリエやスタジオなどに用途変更するいわゆる 「 ロフト建築」も，このタイ

プの建物を人聞が使用するように改造したものである。

「ワンルーム一一階段，位備なし」の変更前

今回の対象事例では，浄水場のポンプ場と都電の変電室がある。ポンプ場 (P.140 の

図- 5 .8 )は電気室，監視室がポンプ室の両側に付いているが，ポンプ室から出入り

する付属的な室であり ， 両側の室をポンプ室と別に独立して使用することはない。

「ワン ルーム 一一階段， 設備なし」の変更後

どちらも平屋建てで， R C ( ラ ー メ ン構造〉造のしっかりした躯体で，大幅な増築

をしてい る。

く 1 00 > ポ ン プ場は対面接客型の事務所に用途変更されて ， 水廻りは主出入口に対し奥

の方に，く 10 1>の変電所は，目的利用型の老人施設に変更 さ れて水廻りは主出入口側に

なっている(図- 6.30) 。

増築部分

10 1 0 

図 -6.30 <101>梅里敬老会館〈旧都電変電所)平面図
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渡り廊下によって少し離している 一一 < 40 > く 5 4> < 55 >で，①汲み取り便所(新築時)48 f9IJ (2 )廊下型

で建物の北側に設置 されている 一一 く 5 1> < 57 >②汲み取り便所(新築時〉

で別棟なので，変更された棟にはないーく 4> < 52 > く 53 >③汲み取り便所(新築時)廊下の形状によって用途変更の各室を廊下で連結する事においては同じであるが，

その棟と部分に水廻りはない 一 一 く 60> < 6 1>④教室の数が少なく，「渡り廊下型」に分けて分析する。「中廊下型」「片廊下型」内容に差があるため，

出入口の側に水廻りが 1 箇所ある 一一 く 9 > く 39> < 56 > く 80 >⑤出入口が棟の中央で，

出入口の側に水廻りが 1 箇所ある一 一 く 3 4> <50>⑤出入口が端部で，21 例片廊下+前階段+後方水廻り(2) -A. 

⑦居室の近くに設けられている一一 <27><99>各室の採光通風等の条件が等しく良く片廊下型とは廊下の片側に室が並ぶもので，

③階段と水廻りの組合わせが何か所か分散して設置されている一<47><48><49>「北廊下型」がある。と北個IJ にあるなっている。廊下が南側にある「南廊下型」

一ーのあるものが幼稚上記の施設番号の下にアンダーラインーのあるものが学校で，階段と水廻りの位置は原則として前階段で後方水廻りである。位置片廊下型では，

全体としては居室に近い位置園と保育所である。⑥も 1 フロア 3 教室の学校であり，の判定理由については後述する。

に置かれる後方水廻りと見て良い。廊下部分を吹き放しにして履き替え口南廊下型は古い幼稚園や保育園にある形で，

13 北廊下型の施設の典型は学校である。対象事例の小中学校は全部で 16例あるが，く 39>幼稚園対象事例にも，保育室の有効面積を広くとろうとしたもので，と兼用し，

一方が人口急例は片廊下である。片廊下型でない中廊下型の学校 2 例のある地域は，とく 40>保育所がある。〈図 6. 33) 

一方が山間の過疎地〈く 58>神泉村矢納小学で，増の新興地( <46>横浜市本郷小学校)対象事例の旧用途北廊下型の施設は南側に日照条件の同じ室が一列に並ぶ平面で，

どちらも校地が狭い点では共通している。である。環境は対照的だが，校)寮とユースホステル各 l 例である。保育所幼稚園3 例，庁舎 2 例，学校が 13 伊j.では，

年30年代が 6 例，昭 20年代が 2例，戦前 2例，新築時期を見ると，片廊下の学校は，

片廊下でない学校は 4 1. 47 , 49年と学校の事例の中では比較的古いが，代前半が3例と，「片廊下+前階段+後方水廻り」型の変更前

庁舎の事例の中では新しい方である。庁舎も片廊下の事例は新築が昭和 6年と 25年で，それぞれに事例数が分散片廊下型の水廻りの位置については様々なタイプがあり，

古い時代である。している。図- 6. 31 は水廻りと階段について，①~③のタイプを図示したものである。

庁舎など)は，

主階段と水廻りが主

反対側端部に避難階段(副階段)が設けられることが多い。 こ~1，はく 39>

幼稚園，

のように平入りで，

保育所，片廊下型で主出入口が明確な場合(学校の管理棟，

く 9>池田市中央公民館(旧市庁舎:図- 6. 32) 

出入口脇に，b口口自自A口口4⑤ 
h 甲 4( P 

(図 -6.33) 。

後
二
一
屯

更
E
f

変
刊
』

同様であるの南入り幼稚園の場合でも，

変更前⑥砂自図口口口口正ES A 

A 口口口司② b口口 . 
企宣t

I I 

食堂

z 

1 1 0  

o 5 1 階平面図<9>池田市中央公民館〈旧市庁舎〉図- 6.32 

図

⑦自口口口口口③ b口口~-~-一口仁
d

a

 

-
-
企

:
 
:
 

k

v

h

p

 

⑧
 @ t>rr; RR" 邸内門門自口仁

1 1 0 
o 5 1 階平面図<39>守口市児童文化館(旧幼稚園)図- 6.33 

片廊下型施設の水廻りと階段の位置図- 6.31 
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出入口に対し後方の階段が主になっている事例はな L 、。

廊下 の両端に階段が設けられる場合は，いずれも昇降口〈履き替え口)や他棟との

連絡口に続いている。階段が，両端にあって片廊下という平面は，学校以外の施設で

はみ ら れない。

「片廊下+前階段+後方水廻り」型の変更後

片廊下型の用途変更は，プランタイプが変わらないだけでなく，室の大きさまでが

教室単位の用途変更が多い。教室を集会室にしている場合は室の大きさは教室単位の

ままで， 4 つ教室があれば， 4 つの集会室にしている，あるいは，教室を 2 分して宿

泊室にするというように，廊下と教室単位を基に用途変更の平面を考えている。

学校の場合，羊糞型の長い建物で，廊下幅 (2.4m.......3m) と教室幅の不均等なスパ

ン割になっている場合がほとんどなので，用途変更してももとの廊下の位置に廊下の

位置がなりがちであるうえ，構造壁が教室の界壁方向にある場合が多いので，部屋の

広さも教室単位を基準として決められてしまうことになる。

図- 6. 34 はく 50>横浜新田地区センターで旧用途は小学校である。主出入口の位置は

用途変更にともなって道路からみえる場所に新設され， 5 節に述べた原則に合ってい

る。この用途変更は躯体利用の工事グレードで，学校の用途変更の中では，教室単位

の部屋を少なくしている設計である。だが，仕切り壁を撤去して 2 教室をひとつにし

た室内には，廊下との間にあった柱が残り，教室聞の梁型と共に，教室の大きさの区

切りを残している。もとの廊下部分は実質的には使用しない机や椅子を置いたり通路

嵩副長[孟~1 .u_tt~属プ玄 レヲリェーシ，ンホール

1 階
o 5 10 
位置圃圃圃圃--ヨ

2 階

3 階

図 -6.34 <50>横浜市新田地区センター

〈旧小学校〉平面図 4 階

184 

として使用され，教室の広さを単位として室内が使われている。

また，主出入口が中央になっても階段が両端にあるため，例えば， 2 階のトレーニ

ング室を利用しようとすれば， ーたん西の階段で 3 階に上がってから， 東の階段で 2

階に降りる理屈になる。筆者が調査で案内を受けたときには， 1 階の(エアロピクス

体操をしていた)レクリエーションホールのもとの廊下部分を通り抜けたが，日常的

にどの械に使用されているのか疑問の残る点であった。

地区センターなど不特定の人が利用する施設では，階段や便所は主出入口の近くに

設置するのが一般的であるから，階段の代わりに縦動線となるエレベーターは，便所

の前ではなく，玄関ホールの正面に設置した方が，より適切であった。

片廊下型は室の連結形だけでなく，階段と便所の位置もほとんど変化していない。

もとの便所に，近辺水廻りとして身体障害者用の便所が付け加えられたり( <3 4>奈良

市みどりの家分校:図 -6.35) , もとの棟になかったものが新設されたり (<53><59>

<60><61>) ，数が付け加えられたり (<47><55>) しているものもあるが，そういう場

合でももとの位置の便所は主要な水廻りとして使用されている。

プランタイプの変更は部分的で，く47>広島市立養護学校〈旧中学校)では，片廊下

の向いに食堂や職員室など，大きな構造室を増築し中廊下にしている(図 -6.36) 。

変更前 変更後

教室
救護

図 -6.35 <34>奈良市みどりの家分校=養護学級
〈旧幼稚園〉平面図

変更前

_ 0L 5 10 

図- 6.36 <47>広島市養護学校〈旧中学校) ，階平面図
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く 57>下久保コテージでも，片廊下の反対側に宴会室(= 構造室)等を増築し部分的に

中廊下にしている。片廊下型は大幅な増築をしなければプランタイプの変更は困難で

ある(図 - 6.37) 。

く 99>千葉市母子寮は旧用途が独身者保母寮である(図- 6.38) 。同じ寮で平面は 2

室を 1 室に合わせただけである。

教室に廊下部分も取り込んでワンルームの学童クラブにしたく 6 1>例は， 1 ス パンだ

けの変更である。

(2) -B. 中廊下型+前階段+ (前方，後方〉水廻り: 25 例 (図- 6.39) 

中廊下型は廊下の両側に施設に必要な各室を配置しており，廊下の面積は最小で各

室を独立して使用することのできる合理的な室の連結タイプである。片廊下型に比べ，

共用面積率が低いだけでな く， 敷地に対する容積率も高くすることができる。水廻り

は前方のものと後方のものがあるが，階段は出入口側に設けられることが多い。
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図- 6.3 9 

「中廊下+前階段+前方水廻り」型

のダイアグラム

“ 後方水廻りの場合は水廻りの位置が
各室の中心部になる。

o 1 5 10 

「中廊下型+前階段+ (前方，後方〉水廻り J 型の変更前

旧用途で中廊下型に該当する事例には，庁舎分庁舎が 5 例，保育所 4 例，小学校 2

例，会館 2 伊iJ.集会施設 2 例，図書館 2 例，保健所 3 例，寮 2 ，産院，病室，質屋各

1 例，があり，施設の種類は多い。

内部に階段のある事例は 18例だが，階段は 2 例を除いて全て主出入口，または玄関

ホールに面して設けられている。階段が主出入口に面していないく76 >図書館 (P.146 の

図- 5 . 12) とく 95>保健所(図 -6.40) の例でも，階段の利用が奥だけで完結する「奥

階段」とは違って，入口からの利用者が受付事務室の前の廊下を通って利用すること

になっているだけである。

水廻りは庁舎と学校は玄関ホールに面した階段に隣接しているが，他は必ずしも階

段に隣接しているわけではない。図書館の場合は 2 例とも建物の最も奥に設けられて

いるが， これは新築の時期が大正と昭和の初期なので，どちらもくみ取り便所であっ

たためではなかったかと推測される。

産院，病室，寮，質屋も水廻りは建物の奥に設けられているが これらはいずれも

宿泊する人のいる施設であり，主出入口に対し，奥になるのは合理的である。

会館，集会施設，保健所，保育所は奥と前の両方の場合があり，どちらとも言えな

〆
内何?

r 、. 、 -

s 

。 1 S10  
f之 Eミ

~ : m~兵部分

図- 6.37 く 57>神泉村下久保コテージ〈旧中学校〉平面図

し \0

図 -6 . 38 <99>千葉市母子寮〈旧独身保母寮) 1 階平面図

変更後

1!n担

I ~司ーーー圃4・-・ 1

. . . 
成人図書室

図 -6.40 <95>札幌市菊水図書館〈旧保健所) 1 階平面図
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設備室は北日照の必要な室を南に，廊下を既存の廊下と直角に曲げた方が，よう に，そ れ便所の他に厨房や浴室などの設備室がある の で ，産院などでは，寮や保育所，

このさらに付け加えれば，保育所の平面タイプに近 く なったはずである。にと t\ う，結果的に便所が出入 口 の近く に な っらの設備室が廊下を挟んで北側に並びそのため，

他の新築保育所と改良案日のように増築すれば，保育所は西北側に空地があるので居室が南に並ぶ東これらの生活施設は中廊下型と言っても，ている場合も見られる。

同程度の内容にす るこ とも可能であった。西軸の中廊下であることに特徴がある。

保図- 6 . 42 の く 28 >福祉事務所の平面 は一見似て いるが，図- 6. 41 のく 45>保育所 と，

後方〉水廻り 」型の変更後(前方，「中廊下型+前階段+福育所の場合は北側に設備室を並べた結果便所が主出入口の近くにな ったの に対し，

中廊下型の用途変更前後の用途は下記の通り。表中の数字は施設番号を示す。廊下の両側に必要 な室を並べたので祉事務所のほうは主出入 口 の脇に便所を置 いて，

ある。水廻りが同 じ 位置にあってもその意味は違 っている。

老人作業児童保育図書会館宿泊A
省庁学校後円 11中廊下の室の連結形が保育所く 2 8 > の 福祉事務所は保育所に用途変更されているが，

敷地境界線が建物の東南側に接しているにもの平面 と形態的に類似しているためか，

95 90 ・ 293 保健所日照の無い保育室を作っている。かかわら ず中廊下の位置を変えずに用途変更して，

106 ・ 2

45 ・ 1 41 ・ 242
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学校

庁舎・分庁舎

保育所

会館集会施設

宿泊系施設

図書館

改良案 I の保育室を日照のある側に並べ，この場合は元の廊下の位置にこだわらず，

老人福祉センターなどである。作業所，変更後の用途で新たなものは児童館，10 o 1 
掴圃1 階平面図〈旧保育所〉<45>心身障害者福祉センター図- 6.41 

便所の個数や位置く 46のみ E1 Y . の新設〉に変更の

階段の新設または室の連結* 2 のついたものは水廻りの変更の他に，
表中の数字に* 1 がついたものは，

あったもので，

タイプの変更もあったものである。

プランタイプに変更のあったものはく96>武里団地診療所から団地図書館 (P . 76科ら

どちく 90>保健所から分庁舎(図 -6.43) に変更された事例で，9の図-4.12-4.16) , 

変更前 1 階

[1最〕

事穏li1:

らも間仕切壁を撤去したものである。

変更前

変更後

11 
保育室

道直Bl

10 o 1 
圃E

変更後 2 階

1 10 
・E二ニ=田園園周・・・
o 5 

図- 6.43 <28>練馬区石神井保育所〈旧福祉事務所〉平面図図- 6.42 
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く 98>消防所職員待機宿舎から作業所への用途変更でも， 2 階部分は各室の間仕切壁

を撤去し，ワンルームの食堂にしている(図 -6.44)。これらはいずれも 1 スパンの

建物( 1 種の無柱空間)の内部を間仕切壁で仕切って中廊下にしていたもので ， ちょ

うど， (l )-A. 型のワンルームから中廊下型への変更と逆方向の変更になっている。

く 103> は質屋が集会所への用途変更だが，小部屋の住宅部分の間仕切壁が撤去され，

室の会議室になっている(図 -6.45) 。

プランタイプは変わらないが，廊下の形と部屋の大きさが大き く 変わったのは次の

事例である。 <68>公民館→児童館(図 -6.46) ，く 1 06 >助産所→シルバ一人材セン ター

十老人センター(図 - 6 .47) , <4 1>保育所→福祉会館(老人+婦人:図 -6.48) , 

く 5>庁舎→文化センター(図 -6.49) ，く 63>結婚式場→集会室(図 -6.50) ，く 66>結婚

式場+図書館→老人センター +青少年図書館 (P. 90 の図- 4.25) 。

く 106>の助産所， <1 03> の質屋，く 68> の公民館は小規模な木造または S 造であり，仕

切り壁の変更はしやすいと考えられたようである。だが， <1 06 > の助産所で は， 木造で

も中廊下の仕切壁の柱はそのまま大広間の中に残っており， もとの廊下だった部分の

規格外の畳寸法 もあって，変な感じの広聞になっていた。

l f 階 1 1 人工芝 テ ラス

図 -6 . 44 <98>西宮市すずかけ作業所+集会所〈旧消防職員待機宿舎) 1 , 2 階平面図

変更後

図 -6.45 <103>天沼出張所会館〈旧公益質屋〉平面図 5 10 

190 

く 4 1>の保育所は都心にある複合施設の1. 2階にある建物で，敷地が不整形なため不整

形な平面になっているが(図 -6.48) ，室の構成と連結形は図- 6.41 の保育所と全く

同じである。用途変更に伴って，エレベーターが新設され，老人センタ一部分は履き

替えをして， 1 階西田IJ にまとめられた。周囲は境界線ぎりぎりに接しており，建物の

外形を変更する余地がないのに，舞台のある大広聞をつくる必要があり，廊下の形状

や水廻りが大幅に変化している。

変更前 変更後

し
遊戯室

o I 10 

図 -6.46 <68>所沢市まつば児童館〈旧公民館) 1 階平面図

変更前 変更後

日 1

図 -6.47 <106>瀬戸シルパ一人材センター〈旧助産センター〉平面図

変更前

o 1 5 10 

図 -6.48 <41>港区西麻布福祉会館〈旧保育所) 1 階平面図

191 
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く 5> は旧用途の時は 2 階がメインフロア ー で ， 屋外階段で直行 し 2 階 が主出入口で あ

った(図 -6.49) 。平坦な敷地なのに，わざわざ 2 階を主出入口 に したのは， 1 階を

福祉事務所にするためかとも恩われるが，同じ昭和 39年に建てら れ たく 79 > の 文化会館

も平坦地であるのに，わざわざ 2 階を主出入口に し ているので，当時の デザイン的な

流行でもあったのであろうか。どちら も 用途変更で主出入口は 1 階に変更 されている。

このセンターの中廊下は幅 も 5m で，天井 は中央を半惰円形に高 くしている。 展示 ケ

ースを壁に設ける な ど，ホ ー ルとして機能す るよう デザインされているが，ホ ー ルに

必要な 空間的 な広がり が感じられず必ずしも成功していない。本研究は意匠を論ずる

も の では な いので，余談になるが，エントランスホールの中央の 2 階スラブを抜いて

吹抜けし，エレベーターを吹抜け部分に移動するなどの工夫があれば， 45%の交通空間

の面積比率を活かした広々としたホ ー ルにすることができたと思われる。

く 63 と く 66 > は結婚式場を会議室は，結婚式場を会議室に用途変更したものである(図

- 6.50) 。結婚式場は披露宴室，控え室，写真室なと、小部屋に分かれているが，会議

室への用途変更ではいくつかの小部屋が整理され大会議室になっている。

図- 6. 49 くわ神戸市葺合地区センター〈旧区役所) 2 階平面図

10 

五
図 -6.50 <63>足立区産業掻輿館集会室〈旧結婚式場〉平面図

-192 

エン ト ランスホールのデザインでは， < 46>栄区区役所 (1日小学校〉の用途変更でも，

<5> の地区センターのホ ー ルと同じようなことがいえる。この区役所では，図- 6.51 の

様に主出入口の周囲に，増築をして，ホール空間を作ろうとしているが，ホール空間

としての豊かさを表現することに，必ずしも成功していな t'o 学校の内部空間は平坦

でホールと し て の空間の広がりを感じさせない し，廊下の幅に立っている中央の柱も

デザイン的 に生かさ れていな し ' 0 こ の場合，主出入口のホ ー ルの増築部分を 2 層の高

さ にするとか ， 場合によっては床スラプを抜いて吹抜けにするなど，デザイン的な工

夫を す る ことによって ， ホール空間らしさが効果的に実現されたと恩われる。

1 10 
o 5 

2 階

変更後

1 階

2 階

図 -6 . 51 < 46>横浜市栄区役所〈旧小学校) 1 I 2 階平面図

1 10 
o 5 

中廊下型は合理的なプランタイプで，階段や便所の位置も主出入口の位置によって

概ね決ってしまうので，工事グレードが上がっても，間仕切壁の移動程度の平面変更

に留まるものが半分近い。く 67> よしだ学園〈授産施設:図 - 6.52) もその 1 例で，中

廊下の両側の室の仕切りを変更しただけの変更である。それでも，片廊下型に比べれ

ば，プランタイプも水廻りの位置も変更しているものが多い。その理由は片廊下に比

べスパン割に自由度が高いものが多いことがあげられる。

図 -6.52 <67>京都市よしだ学園〈旧開放センター) 1 階平面図

193 



スパン割と廊下の関係には図- 6.53 に示すように 3 つの場合がある。数は ( イ ) が 2 例 ，

(ロ)が 12例， (ハ)が 5 例と， (ロ)の場合が最も多い o (イ)は 2 例とも間仕切壁を撤去して

オープンスペ ー スを作るなど，プランタイプの変更をしているのに対し， (ハ) はく 46>栄

区役所の械に，構造壁の移動までしても元の廊下の位置は変わらなし、。用途変更の点

からは(ハ)のように廊下の位置が変更しにくいスパン割は変更内容に制限を受 け る。

〈 イ〉

〈ロ〉

ロoe副 会 0，
1円企円ーじ

]r-l閉; 1 1;1i1L 
「lIl.lL~

図- 6. 53 中廊下型のスパン割と室の連結形

木造や鉄骨造の中廊下型の建物( 4 例，図 -6.45-- 図- 6.47参照)の平面の変更は，

建物が小規模な事もあって，比較的自由に平面を変更している。それに対し， R C 造

で も壁構造の場合や，プロック造では壁の位置が変更できないため，室の連結タイプ

だけでなく室の大きさの変更も限定されている(く44>富 ケ谷児童館:図 - 6 . 5 4)。

変更前 変更後

1 階 2 階 1 階

「迎?室 I
o 1 10 

図- 6.54 <44>渋谷区富ケ谷学童クラブ(旧保育所〉平面図

-194 -

(2 ) ー C. 渡 り 廊下+後方水廻り: 4 例

各棟を廊下によって連結するタイプである。新築時から渡り廊下にする場合は，棟

の機能が異なり，渡り廊下を経緯することによって，その違いを意識的に感じさせる

必要がある場合(例えば葬祭場なと)であろう。

「渡り廊下+ 後方水廻り」 型 の変更前

今回の調査事例では ， 意図的に渡り廊下となるように設計されたというより，増築

さ れた棟を主棟と連結し結果的に渡り廊下になってしまったものである。

用途変更の内容は ， く 3 1>幼稚園から公民館 (実質集会室) , <4 3 >保育所から老人憩

いの家，く 32 > プレハ プの分庁舎か ら遺跡調査事務所，く 11 5 >住宅から美術館である。

「渡り廊下+後方水廻り」型の変更後

く 37><43 > とも， もとの保育室がそのまま 1 室 の集会室 と なっている。特にく 43 > の 2

棟は棟が分かれていることから，それぞれの集会室 に定常的に集まる老人 グルー プが

決っているよう で，内部は持ち寄った飾りや身の回り の品物が置かれ， 住宅のよう に

生活感溢れる室内になっていた(図 - 6 . 55) 。

一一 . _______l 

I-~ 

図 -6.55 <43>奈良市横井老人憩いの家〈旧保育所〉平面図
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2 0 例( 3 )センタ ー型接客用の座敷と管理人室炊事室浴室な どの サーく 115 >は和風庭園の広い邸宅なので，

各室への動線が中階段室型なと，ホール型，中庭型，セン タ ー型 には 中央廊下型，庭に張り出した回廊の茶室と意識的に渡り廊下でつないだ よ うに みえ る。ピス部分，

央 に集まっ てい るも の全てを含んでいる。展示室や収蔵庫など 1443 m がこの事例は用途変更でサービス部分約 320 m が撤去され，

(図- 6 .5 6 ) 。増築されている

( 図- 6. 57) 9 例(3) -A. ホ ー ル+前階段 + 前方水廻り用途変更に適し て い交換が容易であり ，増築や撤去 ，渡り廊下型は用途変更の際，

、，.._ ホ ー ル には人が停留する機能がある。中央 に各室を連結するホ ー ルのある 型 で，新築時から波り廊下型にするのは水廻りや階段は棟別に計画す る必要があり ，るが，

階段も水廻りもホ ー ルに面し てい る 。

「ホール+前階段+前方水廻り J 型
のダイアグラム

「ホール+前階段+前方水廻り J 型の変更前

図 - 6. 57 

のタイプでは，用地が狭小な場合困難である。

変更前

対象事例の旧用途をみ各室からの動線がホールに集中するが，この型の平面では，

明確でない場合がある。ホールに人が留まる目的が明確な場合と，ると，

の場合は定期券を買うための行<25>交通局(図- 6. 58) ホールに留まる目的とは，

<94>保健相談所〈保健所の出張所:図 -く 9 1>診療所やく 92)保健所，列の場所であり，

いずれも主入口を入った所がホ ー ルになってお

り，水廻りと階段もホールに面している。
変更前

では診察の待合のためである。6. 59) 

教育長室

変更後

一回

. lf>干査室
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変更後

1 10 

o 5 
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一般階平面図<25>札幌市教育委員会庁舎〈旧交通局庁舎〉図- 5, 58 

< 115 >西宮市大谷記念美術館〈旧邸宅〉平面図図- 6. 56 
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公共建築における中庭は ， 自然光を取り入れることと視覚的な解放感を与えること

が主要な目的である。片廊下あるいは中廊下の細長い建物が，曲がって両端が連結す

れば ロ の字形になり，中央に中庭ができる。このタイプの中庭は，戦前の庁舎や大学，

研究所などにはよ く みられ， 空調のない時代に採光通風を各室に取り入れるためのも

ので ， 内容的にはセ ンタ -型よ り 廊下型に該当する。

そ れ に対 し， 鑑賞用 に整備し， 建物内部 と の関連を強めている中庭は，屋根を付け

れば ア ト リ ウム であ り， 機能はホール型 に おけるホールと類似している。

「中庭型+前階段+ 後方水廻り」型の変更前

今回の対象事例に あ る中庭型 は く 8>小平市庁舎 (P . 95 の図 - 4 . 27 ) と く 92 > 目黒区碑文

谷保健所(図 - 6 . 6 1) で ある 。 どち ら も階段は主出入口 に面し，水廻り は 中庭を挟ん

で奥 に設けられている。中庭をとることによ っ て， 建物の一体感が感 じ られ る ま とま

った平面と 言 って良いだろう。

変更前 r 1 

じ~， j
一; 畑

彼自WI I't :-ll
圃

10 

図 -6.59 <94>足立区心身障害者福祉センター(旧保健相談所)平面図

明確 な 目 的 が なく ， なんとなく人が足を止めるようなホ ー ルのある旧用途は， < 2 >, 

く 1 1> の 市庁舎 ， く 7 1>越木岩福祉会館(老人憩い の家+集会施設 ) ，く 79>福岡文化会館

(図書館+展示室 : P. 112 の図 - 4. 39) 、 く 1 14>福 岡市立図書館 (P.118 の図 - 4.40 , 

4. 41) く 77 >練馬区図書館 (P.146 の図 - 5.13) である。いずれもホ ー ルの部分には不特

定多数の利用者が出入りするが，ホ ー ル自体に特定の機能はない。このタイプのホー

ルの広さは，人が集まったとき無理なく動ける寸法といった機能的な条件から決まる

ので は なく，講習会や集会等の目的に使用される各室から外に出てほっとする，心理

的な効果から決定されるものである。

変更前

「ホール型+前階段+前方水廻り J の変更後

このプランタイプの対象事例には，診療所から相談所に，庁舎から分庁舎に，文化

会館(図書館が中心〉から美術館に，図書館から情報公開室に，というように利用形

態が類似した用途が多いO 類似した用途なので，階段や水廻り，出入口などの変更は

なく，間仕切壁の撤去や新設によって新用途に対応している。平面の変更が大きい用

途変更 は く 1 1>倉敷市立展示美術館 (P.109 の図 -4.38) く 114>福岡市立図書館，く 79>福

岡文化会館の 3 例である。
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(2) -B. 中庭型+前階段+後方水廻り: 2 例 (図 - 6 . 60) 図 -6.61 <92>第 3 ひもんや保育園〈旧保健所) 1 階平面図

「中庭型+前階段+後方水廻り」型の変更後

く 8> の市庁舎は，中央公民館に用途変更された。エレベーターが使用されるようにな

り(上階が増築された時のためにエレベータースペースは用意されていた) ，窓口業

務の事務スペースだった部分がロビーとギャラリーになったが そのほかには水廻り

階段位置など部屋割以外の平面の基本的な骨格は全く変更がない。

図 -6.60 í 中庭+前階段+後方水廻り J 型

のダイアグラム
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く 92> の保健所は保育所に用途変更された。く8>がほとんど平面変更 し なかったのに対

し，こちらは調査事例中最も著しい全面的な平面の変更が行わ れている。 新しい保健

所の移転先地主の代替用地として用地の南半分を空地とするため，保健所の建物の 2

スパンが撤去され，東側に 1 スパン増築された。出入口はもちろん ， 階段 や水廻りの

位置も変更されている。その結果， 平面 は他の保育所と同じ， I 中廊下+前階段+奥

水廻り」のプランタ イ プと な っ た が ， 南面バル コニー の 1 m 先は隣地境界線で あ り，

隣地に建物が建てば，保育室 に 日照 はなく なる状態である。図庭は北目IJ の遊戯室の前

に設けられて い るが ， 日照 もなく極めて狭 い。敷地がこれほ ど狭少 な のに ， 東側 に細

長い通路用地がある など，不合理 な点の多 い配置計画である。

このような無理な用途変更を新築に近い工事費で行うには，あるいは近隣や地主 と

の関係など何等かの事情があったのかもしれないが ， 平面 の大幅な変更がょいとばか

り はいえない例になっている。

(3) -C. 中央廊下型: 6 例 (図- 6.62) 

センターコア型や中廊下型と似ているが，廊下が単に中央にあるというだけで，そ

こに人が停留する機能がほとんど無いタイプである。

図- 6. 62 

「中央廊下」型のダイアグラム

「中央廊下型」の変更前

調査事例では， < 1 0>狭山市図書館(旧市庁舎:図 -6.63) ，く 112>前橋市中央公民館

(旧農業会館:図- 6.64) ，く 30>倉敷市自然史博物館(図 - 6.65) ，く 64>区民福祉セ

ンター(旧結婚式場:図- 6.66) ，く 59>八尾南本山集会所(円形校舎の教室)である。

中央廊下型の建物の外形は片廊下型や中廊下型が羊糞型なのに対し，正方形に近い

矩形あるいは多角形である。 <112><30> く 6 4> <59> の 4 例は階段が中央にあり，階段の周

囲が廊下になっている。<10> は階段が両端に設けられて， 2 本の廊下が聞をつないで

いる。水廻りは中央にある場合が 2 例，後方の場合が 4 例であるが，後方といっても

中央の廊下には接している。く59>は，空き教室 3 室を 3 室の集会所にした用途変更で

ある。
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図 -6.63 <10>狭山市立図書館〈旧市庁舎) 1 階平面図
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図 -6 . 64 <112>前橋中央公民館〈旧農業会館) 1 階平面図
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<105>函館道南青年の家(旧ロシア領事館)は中央廊下型というより住宅のプランタ

イプでいえばホール型であるが，ホールは勤線の中心になって実質的には中央廊下型

に近いので事例数に入れたが，分類は難しい。

「中央廊下型」の変更後

用途変更によって，副階段の位置を変更したく 112>前橋中央公民館(図- 6.64) は，

避難階段として基準法に適合するように屋内から屋外に移動したもので， 日常の使用

には影響が無い。

<59>の八尾南本山集会所は，円形校舎の中央にある学校の階段を集会室の利用者が

使用しないように外部からの専用階段をバルコニーに設けたものである。
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しJ
図 -6.65 <30>倉敷市自然史博物館+観光案内所 (1日水道局苔77 ， 2 階平面図

く 30> の倉敷市自然史博物館の日用途は水道局局舎であるが. 1 階を観光案内所とし，

2. 3階を博物館として独立して使用するために 2 階への直通屋外階段と身障者用エ レ ベ

ーターを設けている(図- 6.65) 。

上述の階段は避難や外部との関係で新設移動されたが，く10>の図書館は，内部の人

の流れを考慮して階段を新設した例である。この建物には，両端に階段とエレベータ

ーがあるので，上階に上がるという機能面からは十分である。だが，この図書館は傾

斜地に建てられているため . 1 階の半分が半地下の機械室となっており. 2 階以上が

一般閲覧室となっている。玄関ホールへ入った入館者をスムースに 2 階以上に導くた

めに，中央の間仕切り壁を撤去してオープンな空間をつくり，真ん中に円形階段が作

られた。この円形階段は，鮮やかな色のペンキで塗られ，上階に利用すべきフロアが

あることを視覚的に示している。実際にはエレベーターや脇の階段を利用する人が多

いとしても，中央の円形階段が視覚的な主階段となっている。

< 6 4>の区民福祉センター(図- 6.66) やく 112>の中央公民館〈図 -6.6 4)では，用

途変更後の出入口や階段周辺には新たにロビーや談話コーナーを設け，通路としてし

か使用されなかった交通空間をゆとりのある雰囲気に変えようとしている。

同じ用途の施設であっても， 1 施設当りの面積，利用者一人当り面積共に，最近に

なるほど大きくなる傾向にあることは， 5-3- (1)で述べた通りである。 1 施設当たり面

積が増えれば，直接建物の用途に使用される各室の面積も増加するが，それ以上に，

ホ ー ル，談話ロビー，ギャラリーのような， í ゆとり」の空間が増加する傾向がみら

れる。最新の資料集成(文64) に掲載されている公民館の平面をみると，いずれも，

ホール型の平面で，交通空間のほかに，談話コーナーがあり，ホールには吹抜け部分

がある事が共通している。

調査事例で変更前の用途が公民館あるいは公民館的な施設を見てみると， <66> (P. 

90 の図 -4.25) く 67> (P. 193 の図- 6.52) <68> (P. 191 の図 -6.46) は中廊下型で，

く 7 1>がホール型である。ホール，ロビー的な空間がいくらかでもあるのはく66><7 1>だ

けで， <67> く 68> は履き替えのための玄関ホールがある程度である。

これに対し，新用途が公民館や地区センターである，く5><6> く 7><8><9> く 50><75> く 83

><86> く 11 1> <112>では，それぞれにホール空間を旧用途時より広げている。このうち特

に，ホール型の 3 施設く5> く 8><112> は外部から自由に出入りできる交通空間+ホール，

ロビー，ギャラリーの面積を広げている。

く 5>葺合文化センター (P.192 の図 -6.49) では，交通空間が839.3rrf (全床面積の 2

5. 7%) から 1479 . 44rrf (45%) に，く 8>小平中央公民館 (P. 95の図 -4.27) では 1019.15

rr{ (25.6%) から 1338.1rrf (33.6%) に. <112>の前橋中央公民館(図- 6.64) では， 1 

112.79rrf (15.16%) から 2055.8 rrf (28%) に，というぐあいである。
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図 -6.66 <64>足立区東部区民福祉センター〈旧結婚式場) 1. 2 階平面図
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(3) -D. 階段室型〈ゾーン型) 3 例 (図 - 6.67)

階段室または階段ホールによってゾーンが連結されるタイプである。集合住宅では

多いが.コアだけで残りはフリースペ ー スの事務所ピルも階段室型である。
階段

図- 6. 67 

「階段室」型のダイアグラム

「階段室型」の変更後

この 3 つの消防署は用途変更後はいずれも 2 種以上の複合施設となっている。

消防署のようにはっきりスペースが分割される必要のある公共施設には，ユースホ

ステルや学生寮などのように公一私，男一女で分割する場合や，劇場の裏 一 表，博物

館や図書館のように展示一貯蔵に分ける場合などある。

今回の事例では，く79>福岡県立美術館 (P.112 の図 4. 39) が主棟と機能の異なる収蔵

庫を接続棟として持っていた。これは旧用途時には図書館用の書庫だったものをその

まま転用したものである。

「階段室型」の変更前

各用途の室ブロックがそれぞれ分割されて，階段につながっているという見方をす

れば，調査事例にある消防署は階段室型と見なすことができる。く86>大阪市南市民教

養ルーム(旧消防署 :図- 6.68) <85>宝塚市教育研究所，く89>箕面市シルバ一人材セ

ンター〈図- 6.69) などがその例である。消防署は，事務室と車庫と仮眠室に大きく

分かれるが，それぞれがはっきり他と分離されている必要があり，平面もそれに応じ

ている。
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図 -6.68 <86>大阪市南市民教養ルーム+休日診療所+倉庫〈旧消防署〉平面図
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3 . まとめ

調査事例を分析の結果，始めに分類した室の連結形の性質，水廻りと階段の位置に

関する構成原則のうち，階段と水廻りについては，用途変更の結果，用途との関係が

法則に該当しない事例については不都合が生じている。聞き取り調査では不都合はな

いと回答された場合でも，より適切な位置があった。

不都合の生じている部分の訂正は，はじめの情成原則に合わせて平面を変更すれば，

不都合は訂正されている。従って，用途変更において水廻りと階段の位置についての

原則は有効である。

室の連結形は用途変更によって変更されていない例がほとんどである。数少ない室

の連結形の変更事例は以下のような事例である。

ワンルーム型から中廊下型への変更は，郵便局から→公民館，庁舎窓口業務室→各

種団体事務所，分庁舎→公民館，支所窓口業務室→授産所などで，オープンな l 室で

業務をするタイプの施設から各室で異なった作業や業務をする施設に変更されている。

逆に中廊下型からワンルーム型への変更は，病棟→図書分館，保健所→分庁舎，寮

室→作業所食堂，住居→会議室などである。いくつかの室に分割されている施設から

大きな 1 室が必要な用途に変更されている。

いずれの場合も， スパン割がほぼ均等に配地されているもの，または 1 スパンの内

部に柱のない建物である。

く 46>の学校→庁舎窓口業務室ゃく 50>学校→地区センター，く 6>庁舎→地区センターの

ように柱のスパン割りが廊下幅でなされている建物は，室の連結形の変更は成功して

いない。

く 92> ひもんや保育園やく 10>狭山市立図書館では，主階段を新設するなど，躯体利用

でも特に大幅な工事をしたものはプランタイプも変更されている。

以上の結果をまとめれば，次の通りである。

①室の連結型の変更は， ワンルーム型→廊下型，廊下型→ワンルーム型，が可能だが，

柱割が廊下幅になっていないことが条件である。スパンが大きく平面内部に柱の無

いワンスパン空間の場合や，等間隔に柱はあるが構造壁のほとんどない均等スパン

空間の場合である。それ以外は，躯体利用でも主階段の新設などがなければ，プラ

ンタイプの変更は困難である。

②階段(文はエレベーター，エスカレーター)は，対面接客型以外は原則として主出

入口およびびエントランスホールの脇，あるいはそこから見える位置に設けられる。

用途変更に伴って出入口が変更された時には，階段の位置も変更された方が望まし
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い。階段の位置変更が困難な場合はエレベーターの新設で代替可能である。階段の

位置変更をしたくない場合は出入口の変更をするか，新設する必要がある。

階段の位置を変更した事例はきわめて少ないが( 2 例) .古い階段を残して新設し

た例は多い。

③水廻りは対面接客型の施設，あるいは宿泊型の施設の場合は，出入口に対して後方

の利用者に近い場所に設けられる。不特定の利用者が多い目的利用型の施設では，

主出入口の側，あるいは主出入口から見える分かりやすい位置にする方が望ましい。

④旧用途の施設の一般室以外の部屋は一般室に用途変更されるものが多い。

⑤構造室は増改築によって設置されたものが多い。

⑥地区センターや公民館といった集会施設では用途変更によって談話コーナーやロピ

ーなどの「ゆとり」的なスペースが増えている。

⑦履き替えのある小規模施設では階段と水廻りの位置はどこでも不都合は生じない。

⑧中廊下型の施設には南に居室を並べる東西軸の居住タイプの施設と事務所のように

方位を選ばないタイプがある。
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第 7 章結論

この章では，研究のまとめを記述する。それに先立ち，建築関連定期刊行物におけ

る改修工事の掲載事例から，用途変更のデザイン手法として参考資料となるものを手

法別に整理した。

1 . 用途変更のデザイン手法

調査 C (P.l4)によって，建築関連定期刊行物 14誌(昭和 61年 8月号まで〉に掲載さ

れた改修工事に関する事例が 252事例集められた。

本節では， これらの事例を用途変更のデザイン手法の観点から整理し，用途変更設

計のうえで示唆的な内容を含むと思われる事例を紹介する

( 1 )建築関連定期刊行物における改修工事

集められた改修工事に関する掲載事例の改修目的は大きく二つに分ける事ができる。

ひとつは歴史的建物の保存を目的とする「史的保存」であり， もうひとつは建物を商

業的に有利に利用することを目的とする「商業的改修j である。

「史的保存」を，適正寿命以上に建物を存続させることと広義に解釈すれば，歴史

的，建築史的に意味があるものの保存だけではなく，高度な職人技巧が残されたもの

や，記念的な点から延命されるものも含まれる。保存価値のある全ての建物は一律に

完全保存されているわけでなく 様々な保存手法を使用した掲載事例がある。

一方， I商業的改修J の掲載事例では，デパート，ホテル，店舗などのような商業

建築が多い。商業建築の場合，内外装は，陳腐化すれば営業不振を引き起こすほど，

重要な問題で，改装の時期や方法は，建築費の経済性からではなく，経営的視点から

決定される。改修費用も，必要とあれば新築の何倍の工事費でもかけられるが，逆に

工事をしても効果がないと判断されれば，荒廃しでも放置される。建築的な手法もパ

ラエティに富んでいる。

史的保存と商業的改修の両側面を持っているのが，煉瓦造や石造，木造の古い建物

をデザイン的な要素として活かして改修し，商業建築等に使用している事例で， I史

的建物利用」とでもいうべき事例である。

建物に史的価値がある，あるいは保存の地区指定や規制があっても，所有者が個人

や企業の場合，保存のためだけに所有することは難しい。そこで 古い建物に残され

た，新築の建物では作ることのできない雰囲気や素材を生かしつつ，実用的に改修す

るものである。工事費は新築より安いものから かえって高いものまであり，保存の
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度合も様々だが，そのままなら廃棄されてしまう建物を実用化するこ と に よ っ て保存

している。組積造の建物の多い欧米では以前から行われて き た方法であるが，わ が国

でも徐々に古い建物を利用しようという傾向が出てきている。

もっとも史的保存といっても，明治大正期の建物については ， 所有者が公的機関で

あっても ， 博物館や美術館，公会堂などに使用 し ていることが多 い ので， 使用内容 に

合わせて内部を改修すること も ある 。 r 史的保存」と「史的建物利用」は， 建物の デ

ザイン上の効果と原型保存と，どち ら に重点を置 い て い るか の違 いであ る 。

本論文は ， 公共建築の耐用年限を延長し，物的耐周年限の範囲で寿命を保持するた

めの用途変更をテーマにするもので，史的保存とも商業的改修 とも，やや内容を異 に

す る 。そ して， 国内の建築関連定期刊行物に掲載されている事例で，これに該当する

ものの数は極めて少ない。本研究の分析対象事例の中では，く 1 1>倉敷市展示美術館と

く 79 >福岡県立美術館，く 58 > コープピレ ッ ジ神泉，の 3 事例が掲載事例である。前 2 事

例 は著名建築事務所設計で，く58 > は若手建築家による設計である。

史的保存と本研究対象の中間的なものとして ， 青森市公会堂(建築保全 ・ 86. 1) があ

る。この事例は大正 14年の新築で，当時の市の年間予算の 24% を投入して建設され，

昭 45年に市スポーツ会館に用途変更している。建築史的には特徴のない平凡な建物で

あるが，長く使われ，親しまれた建物として維持管理されることによって，保存の対

象となっている。会社の創業社屋，旧制高校の校舎なども，建築史的な価値ではなく，

親しまれ使われた記録があることが保存の理由で，公共建築の用途変更の目的に共通

する面がある。

商業的改修と本研究における用途変更には共通する面が多く，理念的な目標に利潤

追求か公共の福祉かの違いがあるだけで 快適性を高め利用率を向上させるという目

的は同じである。

掲載記事にはこのほかに，物理的老朽化に対する補修工事がある。これに該当する

のは， 集合住宅の補修工事が多く，集合住宅以外では，丸ピル，霞ヶ関合同庁舎，鎌

倉近代美術館，東京文化会館，東京中央郵便局等の有名な建築に関する補修工事があ

る。いずれも内外装の修理と躯体補修や防水工事に関するもので，史的保存とも，商

業的改修とも，公共建築の用途変更とも，関係があるが，主として平面計画上の問題

をテーマとする本研究では取り上げないこととする。

以上の関係を簡単に示せば，下記のようになる。

史的保存一一一史的建物利用一一一一商業的改修

~ / 
親しまれた建物の保存 物的補修 目標の違い

'" /" 公共建築の用途変更
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(2 ) 改修目的と設計内容

史的保存では，改修される建物の史的価値に応じて工事費がかけられ，一流の設計

者によって価値を損なわない丁寧な設計がされている。また，商業的改修でも効果的

なデザインや合理的な設計は重要な条件とされている。

ところが， 本研究の分析対象事例の多 く は，新築には及ばない「間に合わせ J の工

事と考えら れ，工事費は最小限に抑えられ，設計も機能的側面がカバーされれば良い

と い う程度に考えられている。

その結果，例 え ば工事 グ レードの上では同じ躯体利用の改修工事であっても，史的

利用の煉瓦造建物では ， 既存の外壁を活かす よ うに吹抜 け が設けられたり，建具や金

物まで丁寧に設計 される が，本研究の対象事例の場合は ， 外壁 は吹き付け，移動 した

間仕切壁を廉価なビニールクロスで貼 る程度の設計に終わ っ て い る 例が多 い。設計が

単調になっているのは，工事費が少ないためだけで はな く， 最初から「間に合わせ 」

であるからと，デザインすることを諦めて い るた めではないだろ う か。

「 名護博物館J (設計は Team ZOO 方画館 : 図- 7 . 1 )は，本研究の対象事例と 同

じ公共建築の用途変更ながら， 意欲的な用途変更をして い る極めて数少ない例で ある 。

この博物館の元の用途は，本庁舎 (設計Te am ZOO ) が新築 されて移転し，空建物とな

った旧市庁舎である。工事費 は増築部分も 含めて 4.2万円/ nf と安いが，外壁 を抜いて

そこに吹抜けが増築され，室内のホ ー ルには格子丸太の天井が設けられている(日経

アーキテクチャー， 1984.12.22) 。安い工事費を補う意味で，建物を未完の状態で公

開し，住民のボランティアの手によって家具を作る方法が考え出された。 住民が建物

を作る過程 lこ参加するなどは，一応既存の建物があるからできる手法で，既存建物の

用途変更にも独自のデザイン上の可能性のあることを示唆している。

防水，配管，ひび割れ等の物的補修技術に関する情報は，工事をする側の必要性と ，

専門の雑誌の刊行やメーカーの宣伝もあって，それなりに広報されている。しかし，

改修工事のデザインについては，史的保存の記事，商業建築の改装事例，海外情報な

1 陪平面図 (11700) 2陪平面図

図- 7. 1 名護博物館 1. 2 階平面図 (図面は日経アーキテク チ ャー・ 8 4 .12 . 2 2号 に よ る 〉
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どとして掲載されているが，用途変更工事のデザインと結び付けて受け取ら れて いな

いように思われる。

そこで，本研究では，建築関連定期刊行物に掲載された，改修工事の事例に用 い ら

れているデザインの手法を抜き出して整理し，用途変更の設計資料とする。 なお， 防

水や配管，設備機器，躯体の修繕や交換など ， デザインと関係の薄いもの は省略 し た。

また，海外事例は“海外情報"といった短かい紹介記事のものが多 く ，情報内容が不

完全である場合もあり ， それをヒヤリングで補ったり ，さ ら に詳細 にる事がで きない

ため，圏内事例で同様の手法が用いられている場合 は， ど ちらがオリ ジ ナルかを問題

とせず ， 圏内事例を優先し て 例示することとした。

( 3 )用途変更のデザイン手法

図- 7 .2 の1. --3 1.に，以下のような内容の手法についての掲載事例を示す。

①史的保存のための手法

1. 完全保存:できるだけ建設時に近い形で保存する。本研究と関連がない。

2 . 全体保存:躯体全体を元の形のまま保存する。

3. 外殻保存:外壁と屋根を残し，内部の床と壁は別途自立して作る。

4. 外壁保存:外壁だけ原型を残し，内部は別の自立した建物とする。

5 . 部分保存:建物の一部分を残して新たな建物に取り付ける。

6. 部材保存:旧建物の解体部材を新たな建物に使用する。

7. 記録保存:図面や模型，写真等のによって記録する。

8 . イメ ー ジ保存:新たな建物に古い建物の形のイメージを取り込む。

②内外のデザインを変更するのに用いられる共通の手法

9. 塗装:色を塗る，吹き付ける，模様や絵を描く。

10. 仕上げ材の変更:表面の仕上げ材を変更する。

11.版に穴を開ける，塞ぐ:床版，壁版，屋根版に穴を開ける。穴を塞 ぐ

12. ユニットを取り付ける:階段，エレベ ー タ，パスユニット，などの 3 次部品(ま

たは 3 次部品的なもの)を取り付ける。

③内部デザインを変更する手法

13. 躯体利用:仕上げや配管等を撤去して躯体だけを利用する。

14. 間仕切壁の変更:内部の仕切り壁の位置を変更する。

15. 内部備品の変更:建具，照明器具，設備機器，家具等を交換する。
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1 6 . 表面形状の変更:壁，床，天井の形を変える。

④外部デザインを変更する手法

17 . 外壁の取りかえ:外壁のパネルやカーテンウオールを取り付け，交換する。

18 . 屋根の取りかえ:屋根材を取りかえる。

19. 付属物の取り付 け: 庇，出窓，バルコニー，テント，看板，などの付属物を取り付

け る。

2 0. 外構部品の取り付け:門， 塀，車寄せ，植栽などを付ける。

⑤増築 と撤去の手法

2 1.協調的 な増築:も との建物にデザインを合わ せ た増築

22. 既存部分に隠れる 増築，既存部分を隠す増築

23 . 対立的な増築:もとの建物のデザインと 違っ たデザイン によ る 増築をし て相互 に 引

き立たせる。

24. 上に重ねる増築，地下にもぐる増築

⑥全体の手法

25. 屋根をかける:コの字形の庭や中庭に屋根をかける 。

26 . 既存建物を覆う

27. 既存建物の中に建物をつくる(内部空間の外部化)

28. つなぐ:ブリッジ，廊下，地下，中庭などで棟と棟を連結する。

29. 撤去:建物の部分を撤去する。

30 . 移転:曳家，嵩上げ，移築

31.うっす:ガラスに映す，茶室を写す，同じものを作る技術を伝承する
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図- 7 , 2 用途変更のデザイン手法

2 

3 

4 

復元完全保存

史的保存の山型である。できるだ け 辿設時に近 い 形 に復元し保存する も の で

あり，本研究 と 頂なるところはほとんど知 \， 0 I日 制記事でも詳しい敏 い を し

ているのは日経くら いで，仙の雑 U; で は ニ ュー ス やコ ラ ム程度 の 間 LI1 な紹 介

日本になっている も のが ほ とんどである 。 位 限 宮 ( 日 経・ 82 - 5 . 20 ， 適~

(日程 ・ 80-1. 1) の 他， 民家で は 字国川家 (日 経・ 84 - 9 . 2 4)福永 邸( 日経 ・ 83

-12. 5 ) な ど カZ あ る 。

全体保 存 (壁.床， 屋根など躯{本を残す〉

史的 保存 の手法である。 東京国立近代美術館工芸館(ディ ・ 17 -1 0 : 谷 口吉

郎)や慶応義塾図書館(新辿 ・ 83 -3 :視総合計画事務所〉のように盟要文化

財の指定を受け，原型保存を目的にする場合 !i 破損した部分を怖い指定部分

全体が保存される。 全体保存には，東京都庭園美術館(日経・ 83-12 . 5:

宮内庁営繕課)や大倉精神文化研究所(保全・ 83) のように史的保存の中で

は建設時期が比較的新しくて(昭和 12年と 7 年) . {話みが少ないため全体保

存となった場合が あ る d 史的価値が同じ建物でも，建物躯体の保存状態に差

があれば保存手法にも違いが生じるのは当然である。 躯体全体を段す点

では通常の改修工事の 「昭体利用 」 と同じであるが， r利用」の場合はプラ

ンも仕上げも一新 されるが，保存の場合は当然原型に近付けることとなる 。

外殻保存〈外壁と屋根は残し，内部は床墜とも自立して変更する〉

史的保存の手法であり分析事例にはない。掲載事例では海外圏内共に最も多

いタイプの用途変更である。ロフト建築がその典型で，旧用途は庁舎や倉庫

家畜小屋，工場等の空間の大きな建物で，構造は棟瓦造や石造が多く，土

蔵や木造もある。 サッポロビール(ディ. ' 77 -10 一大熊喜英) ，六甲

パインモール(新建 ・ 83-3 :竹中)等の民間の営業的な建物と，兵庫県公館

(保全， 85-4 :県営繕課〉姫路市立美術館(新建， 83 -3 :創設計事務所〉のよ

うな公共建築とがある。床が外殻から自立しているので，神戸公館のように

元の階数と改修後の階数を変えたりできるところがこの手法の特徴である。

公共建築は原型を残すことに拘っているが，海外事例や民間建物では.史的

価値が違うのか，建物を自由に変更して，手法のバラエティも多い。

外壁保存

史的保存の手法であり分析事例にはない。 18c.19c. の建物が多い欧米では，

外殻保存や全体保存が多く，外壁保存は Semperoper (文化・ 85-9 : G. H'" ー〉

のように戦災で焼け残った象徴的な組物の復元といった特別の場合に用いら

れる手法である。 中京郵便局(ディ・ 17-10 :郵政大臣官房建築部)や日

銀大阪支店(社会・ 83-い日建設計)では，外壁は仕上げ材としての扱いで

内部の紹体にボルトなどで緊結されている。 北大路高野団地集会所(新

建" 83-3 : }II 崎清+環境・建築研究所)は旧工場の一部分である汽白室の

外壁 l 面だけを原型保存して正面ファサ τ ドとし，他は自由に現代的な 室 内

に改修している。汽缶室 に連なる練瓦造の鋸形の工場外壁に控え壁をつけて

塀として自立させ，広場の背景としている点などはその 1 例である。
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6 

7 

8 

部分保存(出物の一部分を残して新たな建物に取り付ける〉

分析事例ではコープピレッジ神泉が，旧学校時の階段の形を卒業生のために
意図的に成していたが. ほとんどの耶例は ili 物全体が残っていて部分保存す
るまでもない。 日本崎県海ピル(新旭・ 75-5 :日辿〉や御堂筋又一ビル
(新il!・ 85-8 :竹中) ， 京町i 三:nビル(新札1 ・ 88-1 :久米本務所)辿築会館 (
文 化・ 8 3 - 3 : 秋本手口:夫設計 * 初日Ff ) で は ，新築ビルに旧辿物の出入口等の部

分をはめ込んでいる。高層化による w替えと保存が対立するわが国独自の史
的保存の手法で， 海外事例に部分保存はない。i'1川豊彦記念松沢資料陀

(新辿・ 83- 3 : アルテ ';1 ク)では.木造の旧教会立を解体して， RC造 ill 物の

中心部分にJlJ ili し， 2 F の中庭 には 旧 公会堂のキャ ノピ 一部分を取り付ける な
ど ， 旧 ili 物の部分をシンボル として新辿物の中に段 して い る。

部材 保存 ( 旧 起物 の解体部材を新組物に使用する )

在 来木造では，他の家の解体材を利用して新築する ~Ii 良 〈行われるが，保

存ではなく材料を経済的に手に入れる 「 経済的利用」 であった。 部材 保
存の先駆けはアイピースクエア(文化・ 14 - 7 :浦辺建築事務所)で，内容に

ついては今更説明の必要もない程有 名である 。 このような成功事例が有 りな

がら，それ以後この手法が余り用 い ら れていないのは，再使用できるように

解体するのは大変なのであろう。 西の洞(新建・ 85-5 : Team Zoo ) は館

林の RC造のコンサートホール( + レストラン + 住宅)であるが，撤去された

旧家屋の住や梁，瓦などを外装や内部の仕上げ材に 再利用している。その結
果， 新築建物 は周囲の田図的な風景ととけ込み ， 同 時 に個性的な 建物となっ

ている。保存とも経済的利用ともいえる新しい部材利用である。

記録保存(図面や，模型，写真などの記鼠によって保存する)

実物を残せない場合の史的保存の手法である。

部分保存の京都三井ピルでは同時に実測図面と模型が残された。

大谷大学本部・研究室棟(新建・ 83-3 :川崎清環境・建築研究所〉では，旧
本館全体を保存するのは，敷地が挟く新しいキャンパス計画上無理があり，

中央部分が保存されることとなった。旧本館の全体像は陶恒壁画として記館
し，新築本部の第一会結室に組み込まれた。

一般の用途変更では，保存という点からではなく補修工事のために正確な記
銭を保存する必要がある。

イメージ保存(新たな挫物に古い建物の形を盛り込む)

登米中学校(新建・ 85. 10 :岡設計)では，新築の校舎の屋損の形とバルコニ

ーの手摺を，国の重文指定を受けている旧登米高等尋常小学校と同じデサ'イ

ンにして，元の学校のイメージを残した。 最近のピルの外壁の全面改修

工事では， イメージを一新するようなデサ'インにするのが一般的だが， 日本

酸素本社ビル(日経・ 84 ・ 10. 22 :松田平田坂本設計)では，新材料を用いな

がら元の本社ピルのイメージを残すことを目指した。 修景保存の場合

は，新築であっても町並みに合わせなければならない。長野の家〈新建・ 83 ・

3 :小野建築環境計画〉は RC造の箱型の住宅であるが，ファサードは旧母屋

の土蔵の形にデザインされたコンクリートの壁で囲って，町並みに連続感を

与えている。
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控装:色を塗る，吹き付ける，絵を描く

この手法 'i 極めて簡易でありながら， どんなu!物にも適応可能で ， 古い組物

を一新させる効果がある。にもかかわらず，分析事例では小平中央公民間に

おいて各室の出入口の日がグリーンやからし色に塗られて い た例があっただ

けである。 C l i nn t o n 児訊家庭センター(現 . 8: J. F . Pol s h e k 事 務所)は

元は 笹奴訟判所で厳肉な 雰四気の局所であったが，用途変更さ れて子供と生

活保護の人の健康管理の 場所とな った。組物 lまグラフイックデザ イ ナー ( D a 

vid ßliss ) との協同 で， 全体が鮮や か に 彩ら れ，賑やかな雰 囚気に 変えら

れた。壁而 やモー ル デイン グ，空剖配管.外 ßß の刊い 塀，山具などのは1 所 に

幾何学悦仰や数字，ア ル ファベ γ ト，樹木の絵，偽絵 な どが効果的に出かれ

ている。

貼る(床，内外壁，天井，屋恨の表面に仕上げ材を貼る.強り替える〉

分析:m:例の広島市庁舎議会棟では，隣住して新築された本庁舎の外壁タイル

と同じタイルが外壁仕上げに使用され，新築の本庁舎と同時に作られたよう

な印象を与えている 。 同協の手注は Te k nor Apex社の改造工事〈現. 8 : 

Warren Pl a tner A.) でも使用されている。全く面白味の無い軽量ブロ ッ ク

の建物の外壁と新設されたアーチ型の袖壁には，隣接しているけ C . に辿てら

れた古い汚い工場と同じタイルが貼られ，全体として統一の取れた外観と外

部空間を作っている。 高給プリンスホテルのように高価な全体保全の建

物(新趨・ 73-3 :村野・森建築事務所〉では，壁紙やカーペットが新築当時

の色柄に合わせて新調され，その色や材料が建物のデザインを決める大きな

要素となっている。

穴を聞ける(床， 壁，屋根版を抜いて，建具手摺天窓等を付ける) &塞ぐ

版を抜くことは柱や梁の移動に比べれば容易で効果的に内部空聞を変更でき

る手法である。分析事例では狭山図書館で床の一部を怯いて回り階段を新設

した。 frog Holloli (現 .-8:Sta川町 Tigerman) はオランダ風の腰折れ

屋根の家畜小屋を住宅に用途変更したものである。元の仮張りの外装を屋根

と壁を一体の黒いアスフ 7 ルトシングルで仕上げ，壁に三角や四角のバラエ

ティある窓を開けて，ユニークな外観を作っている。 T0 ". n 11 0 U s e 0 f 

Beaconn Hill (AR.' 73.5: Chailds Bertman Tseckares) は歴史的風土保存

区境内にあった煉瓦造の馬小屋なのでフ 7 サードを変更することができない

そこで，長方形プランの建物の中央部分の 2 階床と屋恨スラブを出いて中

庭を作り，安藤忠雄の「住吉の家」と似たようなプランの住宅にしている。

階段， E 1 v. ，ホール，パス等のユニット( or ユニッ的空間)をとり付ける

建物に一定の機能をもった空間ユエット( or 的空間)を取り付ける手法は

機能の付加を明解に示すデザインである。 分析事例の天 1召児盟問 lま.フ

ラットな既存建物の道路四IJ の立面に玄関ホール(ユニ y ト状の空間)を取り

付け， ホールの円形窓と煉瓦積みの低い花壇， ホワイトの出入口サ y シなど

によって親しみやすい出入口を作っている。 I r v i n g画廊(現 -8:David

Kahleけでは，天沼児童館が建物から突出しているのと反対に，曲面ガラス

を使った とド円形のアルコープが既存建物の平らな壁面に凹み，中央に残され

た円柱を囲んで，古い建物のアクセントになっている。 分析事例に外階

段や E 1 v. を新設しているものは多いが，上記の例のようにデサ' インの 要素と

して意図的に扱っている例はほとんどない。
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U゚ {本手IJm

~IH本利用の内容と分断事例については既述の通りである。

j!，J村~例で ， 史的保存でない躯体利用の用途変更*例はきわめて少な L、。そ

の中から、福岡県立美術館， 。敷市展示央体:].ltù ， コープ ピ レ ジ何I jk l i 実地珂

査をし ， 分 析対銀事例 とした 。 これ以外の も のとしては名護問 物館 (日程
・ 8~ - JO . 22 : Team Zoo) .迫後温泉病院 ( 日経 ・ 83 - 8.1 : A. R. lill 築 m 務所)

があ る位で ある 。 日経 にはそ の後，成安女子短大 ( 日 経 ・ 87- 4 .2 2 :吉 村 山 築

市務所) の仰 な 事例も!日椛されている。用途 を 変 え な い昭 体利用 で は， 個 人

戸店 て 住宅で 家版 偶成はどが変化した場合の改修工 m と. N T T の 大規収改
.~ JVJ の改修 工事に|則 す る m 例がある。

仕切り監を新設，撤去する。

仕切壁の新設と撤去 は改修工事 の 最も 基本 的な 手法

であり，改めて説明するまでもな L 、 。 高 ð ， 形，素

材，色彩，全ての面で梅々なものがある。

内部の製品(家具，照明器具等)を交換する

この手法も改修工事では余りに一般的で，新築と違う点を特記すべき掲載事

例 は少なかった。インテリアや商店建築の雑誌には沢山あるはずである。
岡村製作所本社(日程・ 81-9 . 28 :岡村製作所れは研究所〉では，家具

メーカーが自社の事務室を O.A機器を導入した「未来型オフィス」に改装し
ショールームを兼ねた例である。 博報堂丸の内(日経・ 81-9.28 : 1, 
行. ~. -{ ï イ ï~-t:.I! tル)も，一般的なオフィスピルの改設工事であるが， プレゼ

ンテーションルームや打ち合せロビーを家具配置によってリフレッシュして
いる。

内壁，天井の形状を変える

分析事例の葺合文化センターでは，幅広い廊下に沿って天井の中央部に半摘
円形の凹みを付け.両サイドから間接照明にしてロビーらしさを表現した。

Isenburg Center (SD別 15: Seifert Planung Darmstau けでは，新築後

数年にして経宮不振となった百貨店を.モールを中心とした小売店舗群のシ
ョッピングセンターに改装して売上を増やした。改装のポイントはモールの

天井で， トン i川・ 1--" ト状の鉄骨に布を強り，上方から照明をあてて柔らかな親
しみやすい雰囲気を作 ・った。 逆に 7 ・ j''-f d の吊り天井を撤去してドーム

天井を表すようにしたのは The James Madison Baker E. Library (現. 8 : S. 

O. & M . ) である。 1916年に建設された新古典様式の閲覧室は，かつて阪渡的

な改造が行われ，吊り天井もその時取り付けられたのである。
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クト~.!を交除する

ピルの外装をカーテンウオールやパネルで改装することである。 Sm i t h 

lIinchman & Grills 11. (SD ・ 74-9 :SII & G) は 61年前に自社で設計したピルを
肌入し胞体利用で自社ビルに改鈍した。 5 x 7 フィートの恒硝子をアルミ官で
支持するシステムを開発し，それで 2 面のフ 7 サードを湿った。コーナーの
X 形のクランプはシリコン硬化までがラスを支えるものだが，デザイン上ら
アクセントとなっている。今で ri 1~ しくない全国 jf ラスの立面も・ 71 ~~当時
は新鮮であったと思われる。 限定1 プラザ(新辿・ 85-12: 浜町商品研究
所)と丸井上野店(日経・ 85-10.9: 石本店築事務所)はアルキャス卜仮や PC
板を使った店舗改装例であるが，紫市街の商業ビルを改装する場合，位血の
パネル材やカーテンウオールを使用するのは現在では常識的になっている。

屋栂を交換する

屋根の交換と言えば，五茅など屋恨の素材を交換することをさすのが一般的
である。 Old Tooth (日経・ 84-3.12 : 1-' ・)，竹・レ7)は 19 C. 末に也て
られたワシントンの郵便局だが.保存運動によってショッピングセンターに

用途変更された。その際アトリウムの上部を覆っていた金属抵がカ'ラスの屋
根に交換され.雰囲気が一新された。 工事費の高い史的保存はともかく
一般の改修工事では RCの屋損版の交換は不経済である。しかし鉄骨や木造の
屋根の場合は交換可能であり，新たに軽量の屋根をかけることもデサ'イン上
効果的だが屋根交換の事例はなかった。分析事例の福岡中央図書館は旧プレ
イランドで，最上階は大広間であった。屋根が鉄骨造だったので，かさ上げ
して天井高を高くしてパスケットやバレーのできる体育館にしている。

庇，バルコニー， ドーマー， ルーパーなどの突出物(飾り)を付ける。

これらの飾りは，比較的容易にかつ効果的に，建物にアクセントを付けるこ
とができるので，商業建築の改装では良く使われる手法である。I!einz

Hal1 (SD ・ 72-4 : Stotz. Hess. Maclachlan & Fosner) は，映画やボードピル
用の古典的意匠の劇場であったが.演奏会用のホールに変更された。建物の
ファサードに，階高程もある大きな銅ぷきの丸い屋根(=庇)が 4 つ出入口
の雨よけとして付けられたが，機能的な目的以上に建物の大きなアクセント

になっている。 熊谷電報電話局(ディ・ 77-10 :電電公社関東建築部〉で

は，主出入口は既設の機器搬入口を利用したが，アーチ型の庇を付けて主出
入口らしさを表現している。 分析事例では出入口の上に四角のステンレ

ス庇を付けたものがある程度である。

外構(門，塀，車寄せ，植栽など)をつける。

新築改修を問わず魅力的な外措は建物を美しく見せ，そのような掲載事例も
多い。 Tecnor Apex C. Offices (AR ・ 7 ト 1 :Warren Platner A . ) では道
路と敵地内の庭の境界に， アーチ形の穴が 3 つ開いた袖墜を立てた。そのトIU
壁には 19C. の工場を用途変更した主屋と閉じタイルが貼られ，起物内部から
庭を見るときも，道路から建物を見るときも良い額縁や背景となっている。

調査事例の小平中央公民館では，閉じ敷地内にある新築図書館と同じタ
イルの貼られたキャノ ・ピーが前庭に伺本ら立てられて，公民館と図書館が融
和して見えるようにしている。 宇都宮中央公民館 lま学実型の平凡な辿物
であるが，隣接する公園の地下自転車置き場の入口や屋外ステージがカラフ

ルな鉄骨で作られて借景となって，建物入口周辺の見え方を良くしていた。
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既存辿物に lhh 制的な増築

日本崎高品屋(ディ. 77 -10 :村野・森辿築事務所)は昭 8年にコンペで設計さ

れ. 26 年と 40年に増築きれた。村野氏 ri 元の投計者の:志向を尊重し.旧紅l 物

の延長でデザインした。 ホテルベレゲュー(新 III ・ 85-5 :即日)はドレ

スデンにある戦災を免れた 18 C. の民家を外観を揃えた増%u!物の中央に侠ん

でいる。民家部分 li 地下のワインケラーを初め， レストラン， クラブなどホ

テルの主要部分として使われた。 長期本社ピル(文化・ 83-3 :竹中)で

li. 昭和 2年から社の歴史を培ってきた旧社屋を段して.増築部分〈こちら

が大き L、〉を旧社屋と同じ色彩質感で仕上げ，主山入口も旧社屋の方に設け

た。同じテクスチャーの大小 2 つの建物がデザインを異にして並んでいる蛾

子 li 111 体では持ち得ない変化に富んだデザインとなっている。

旧辿物に隠れた増築，旧辿物を隠した増築，

元の w物が保存対照となるようなものであれば，増築部分はできるだけ外部

に見えない場所に建てられる。 r 7ï ・ハ.レ(部住・ 74-2 : t' エール. ? j? I エ)

は 1900年のパリ|専の展示場でコの字形のプランをしている。この大きな中庭

に国立美術学校建築学科の一部の校舎が隠されて増築された。 Ne 'll York 

州弁護士会館 (AR' 71-12 : J. S. Polshek & A.) は 19 C. 初めの 4 棟長屋の後に

新築建物を隠している。旧建物よりボリュームの大きい増薬ながら，棟を分

けるとか段々に低くするなどのデザインの工夫で小さくみせている。 位

本パルコ〈日経・ 84-10 :清水〉の既存部分は，倉庫に使われた事もある古い

デパートであるが，前面道路に面した部分に増築され，外部からは古い既存

部分が全く見えなくなり全体が新築のようになってしまった。

対照的な建物を増築する

増築は最も一般的な改修手法のひとつであり，調査事例にも掲載事例にも数

多くある。増築部分のデザインは元の建物と協調的にするのが一般的だが，

東大六号館と同椋，むしろ対照的な増築をして合わせて新たな建物にすると

いう方法もある。 The Cleaveland信託銀行本店(現 .8 : M. Breuer & H. 
Sm i t h) では 1907年の古いピルの後ろに新たに建てた組高層のビルが扉風の

掃に建ち，高さの点でもデザインの点でも対照的に見えるように設計されて

いる。 主婦の友会館(新建. 85 -4 :磯崎新)も道路側にゲォーリス設計

の旧館( 1 棟は大林組設計〉を残し.後ろには階建ての対照的な建物を新薬

し，合わせて一体の新しい建物となるようにしている。旧誼物部分は外壁保

存で，お茶の水付近の都市景観の保存と調和を意図したものである。

上部に増築する

階数を増やす増築 lま，身近に沢山見られる増築手法である。分析事例 iこも屋

上に差し筋を伸ばしておいて将来の増築に備えていたのは何例もあったが，

実際に増築していたのはひもんや保育園 1 例だけであった。差し筋が使われ

ないのは構造基準が変化したためである。杉並西福祉は屋上に鉄骨プレハプ

を置く増築で，聞に合わせ的な増築である。

東京大学工学部六号館〈文化・ 75 -5 :香山アトリエ)は，一般の増築が下の

建物と一体になるようにデザインされるのに対し，内田祥三設計の下の趨物

と対象的な外観，材料でつくり，新たな統一体を創り出すことに成功してい

る。新たに付け加える部分を明確にする， この手法は改修増築のデザイン手

法として一般性，正当性を持っている。
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屋恨をかける

Eichstatt大学図害賠 (SD'83-10: Karijosef schattncr) で 11 ， コの字形の

プランの聞いた部分に 5 層の書店を地築しロの字形にし，中庭に 屋tRをかけ

て内部空間化して閲覧室にしている。元の中庭に面した古 い外壁に は， 窓周

りやアーチが外部のパロック部|の町踏みに合わせてだま し絵として抗かれて

I出覧室を内部とも外部ともつかない空間にしている。 Arcade Squarc 

(SD'83-10: F, Andre Ti s+L orenz & 1fjlliams lnc ,) 11. 保存地域の農産物市

閣であるが， ショ ';1 ピシグセンターに用途変更されている。直径 27 ，4mの中

庭には新たにガラスのドームがかけられ.明るい光に溢れた中心広助となっ

ている。 小平中央公民間の中庭などは，アトリウムに向いているが，わ

が国の場合防火区画が厳 しく工事担が大変である。

既存部分をカバーする

大きな建造物で建物や遺跡を風雨に曝したくないものを覆う史的保存の手法

は，兵馬問遺跡の発掘現場や野口英世記念館などで既に行われている。

善光寺別院願王寺〈新辿・ 76- い AZ lnstitude) の改修工事 li手法的にはそ

れらと似ているが.新旧の建物の重なりを 「入れ子」的な面白さでデサ'イン

したユニークな手法である。この寺は昭 4年連立を開始し，未完のまま大戦

を経て，幼稚園として使われていた。老朽化で倒域の恐れが生じた時，再建

の寄進があり改修された。屋根と外壁は鉄骨で新設され.内部は屋根を撤去

した状態で既存の建物が使われている。妻側の装飾的なグリッドサッシから

中の建物が透かして見え，内部にある連立する柱と建具，内陣の天井が倉'1 り

出す空間と共に，改修工事でなければ作り得ない空間を創り出している。

既存部分の内部を外部化する(中にキュープを入れる)

屋内に外部空間的なスペースを作るのは，地下街「川のある街」やショッピ

ングピルでは既に使われている手法である。 Market San Vicente (SD別

冊 IS : Miquel Angel Roca) は， コルドパの古い市場を再生した建物だが，

内部に店舗や，映函館，図書館等種々の施設が配置され，外壁の内側( =屋

内施設の背景)には樹木や蔦の絵が，明るい青い色の天井には雲の絵が描か

れ内部が外部空間化されている。 この手法と似ているのが川ード/ハ'・レ汁

リ 7/工切(都住 '74 ・ 3: h 酷似. . 1.-7)である。これは 18C. *の 3 層の住宅で，

内部に犬の名(ハ7・ド)などを付けた 3 つのキュープを置いて，間仕切りの無

い空間に変化を与えている。 この手法を学校の講堂の用途変更や，教室

から児童館への用途変更等に使用するのも面白いのではないだろうか。

連結する (ブリッジ， 廊下， 地下通路)

数棟の建物を廊下等で連結するのは一般的で，旧用途が学校や幼稚園の場合

建設時期の異なる建物を廊下で連結した分析事例がある。 Stanford

Shopping Center (ARS2-6 : B. F. V. Sto c: kwel1) では床面積を大幅に拡大する

に当たって，半円形のアクリ屋根を探用して屋外モールとし，屋外の気候や

自然を生かした y 置は.け . tïトとした。 The Cannery (AR48-3 : E. H. Dogge 

& Davis) は，元は 190 6~建設の煉瓦造の 2 練の缶詰め工場で，小店舗の入

ったショッピングセンターになった。同一街区にある古い倉庫を用途変更し

たオフィスピルとの空地は T 字型の通路を形成している。 2 棟の元工場は廊

下，階段， ブリッジで連結され， ピルとの通路側にもデ y キ. ガラス張りの

E 1 v. 等が設けられ，歩いてもあきのこない環境で人を引き付けている。
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注

拍t 去

ill 物の l 部を撤去している ul物は.m紋~例にも分析~例にも少なくな ~'o

M跡では石垣の上に bえがなくともある時の形を想像させる。 ffit 去された部分

をそれなりにデサ'インすることもできるように思うが. 1M.去部分をデザイン

している伊|はない。 すや(新辿 ・ 85 ・ 12 :白井因む)は中山川で唯一の江

戸中 JVI の町屋であり，かっ現役の店f.，fi でもある。前田道路の拡幅で店舗を l

nn 1')11 ることになり，保存ではなく合理的な店出としての段 1i~ を果たしつつ長

JVI に耐えるように改造することにした。切実桁入りなので， 1 r， fH左辺すると

軒が 3 尺も上がって しまう ので，撤去部分にあたる下毘の形を政 し. Si W 勾

配も変えて. 1M.去されても元の形の印象を践している。イメージ保存と言う

方が適切かも 知れない。

移動(曳家， 移築， かさよげなど)

A llG (アメリカ住宅組合)は修絡を仕事としているが，取り犠しが決定した

住宅をトレーラーで')Jヲ t ・け. ! � ~ーの駐車場に運び，展示販売し修繕や増築を

決めてから新たな敷地に運ぶ(都住・ 74 ・ 3) 商売をしているという。 木

島邸(新建 ・ 85-2 :木島安史〉は旧制五高講堂を解体移築して住宅にしてい

る。古い家を解体して新築の貸しピルの屋上に載せ，以前のままの暮しがで

きるようにしているピルも目白にある。解体移築は住民情造の木造では一般

的な手法である。曳家も RC木造を問わず一般的な手法である。 アムステル

ダムの旅行社(都住・ 74-2 : 1f , A. 1]1<1)， けでは，隣接する高さの異なる 2 僚の

建物の一方の練を l 階分かさ上げし，窓枠を揃えて 2 棟の建物に共通性を与

え. 1 階部分の陪高を揃えて， 2 棟のまま一体の建物にデザインしている。

写す， 映す

掲載事例にはなかったが， roo写し」の様に，有名な茶室をそのままに似

せて作るのも，一種の保存手法である。また，伊勢神宮のように全く同じも

のを 20年毎に作り，移し変えるのも，独自の保存手法である。 閉じうっ

すでも意味が違うが新築の建物によく使用されているミラーガラスは， ど

こから見た時に何を映すかを意識してデザインされる。 8Th and Merket 

Street Subway Concouse (現 .8: Mit c: hell/Giurgola) はシンプルなミラ

ーカ'ラスで作られた地下鉄降り口である。周囲の建物は 19 C. に建てられ，鋳

鉄と煉瓦のミラーガラスとは対象的なファサードデザインだが， そのデリケ

ートな形が， ミラーカ'ラスに映り効果を高めている。夜間はガラスの内側に

設置されたスライドから壁に映写される。

・事例名の後の( )内には，掲載誌名・掲載年月・設計者名が記入されている。
.掲載誌名の長いものは下記の織に省略した。

新建築:新建 都市住宅:都住 日経アーキテクチャー:日経

建築文化:文化 建築保全:保全 Arc:h! tec:ture Record : AR 

現代建築集成 8 r 建物の再生利用 J (啓学出版) :現 8 ディテール:ディ

.数誌に掲載されている場合は比較して詳細な記述の掲載誌にした。

・設計者が複数の場合，事例名，設計者の名称、等 lま適宜省略した。

・「分析事例」と 11 本論文の分析対象事例を. r 掲載事例」とは建築関連定期刊
行物に記載されていた事例をさす。
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2. 本研究のまとめ

本論文は大きく 2 つの部分に分けられる。前半は，用途変更された公共建築の実態

を地域需要の変化要因と関連付けて示し，機能変更の必要性と今後の方向を明らかに

したものである。後半は ， 用途変更の前後のプランを比較分析して ， 用途変更に伴っ

て必要となるプランの変更計画 につ いての考 え方を整埋したも のである。

本論文において明 ら かになった内容を， 各章 ご と に 要約す れば，以下の通り であ る 。

第 1 章は序論で，本研究の目的と既往の研究，研究方法，調査方法について記述し

た。

公共建築の目的は地域住民へサービスすることであり，地域需要に合致しているこ

とが必要である。その地域需要は時間の経過とともに変化するものであり，地域需要

と建物の聞に不整合が生じることは避けられなし 1。不整合をそのままにしておけば建

物は使用されなくなり，物的耐周年限のくる前に撤去されることになるので，不整合

を解消することが公共建築の耐周年限を延長することになる。本研究は，用途変更さ

れた公共建築を研究対象として，不整合発生の仕組みを明らかにし，機能変更の合理

的な計画方法を提案することを目的とした。

これまでの維持管理に関する研究は， r 材料」 と「建築経済 」 の分野の研究がほと

んどであり，建物の機能的側面の維持管理の必要性は認められながらも， r建築計画

学J の立場からの研究はなかった。

本研究は，まず用途変更された公共建築を調査して研究目標を確認し，現在のわが

国の公共建築の実態を明らかにし，その後，調査結果として得られた分析対象事例の

用途変更前後の平面を比較し，用途や使用内容と平面を構成する諸要素との関係を明

らかにすることとした。

調査は， 2 度の郵送アンケート調査や，建築関連定期刊行物などから用途変更され

た公共建築を抽出し，聞き取りと観察による実地調査を中心に行うこととした

第 2 章は，研究の背景として，わが国の公共建築の維持管理の実態を明らかにした。

わが国の公共建築の着工廷床面積は昭和 40年代から大幅に増加し始め，特に市区町

村では，オイルショ y ク後も昭和 55年頃まで増え続けた。こうした着工延床面積の増

加傾向から，今後は維持管理費を多大に必要とするストックが増加し，建設省のモデ

ル修繕費で算定すれば，約 20年後に最も修繕費が大き く なる。生涯建築費単価の面か

らも ， 建築寿命は長い方が有利であり，維持管理問題は今後ますます重要となり，機

能変更や用途変更の必要性は増大する。
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次に， 公共建築の維持管理 に ついて実績のある自治体や公的組織の建物の維持管理

の現状 を， 実態調査 の結果から 示 し， 定期点検のための施設カルテの状況を記述 した 。

維持管理の基本原票であ る 施設カルテにお け る，建物の機能的側而に対応した項目を，

各組織ごとに採りあげて比較 した。機能に対応した項目はどの組織においても，有効

に 仰l いて い ないこ とがわか っ たので，機能変更に対応するチェ y ク リ ス トの考え方や

項目 の改善方法について考察 した。

第 3 章では， 用途変更された公共建築の実態と用途変更の要因を明らかにした 。

まず，地域需要の変化要因を量的側面と質的側面に分けて概観した。次に本研究の

分析対象施設である公共建築の概要を示し，新築からの経過年数が 16--20年のもの，

新築年度では昭和 36年-- 40年のものが多いことがわかった。

施設用途別の用途変更の傾向で特徴的な点は以下の通りである。

①庁舎は人口増による狭少化で，他に新築移転した空き建物の再利用が多い。新用途

は公民館や地区センタ一等の集会施設の他，外殻団体等の事務庁舎が多く，図書館

や美術館になった庁舎もある。

②支所出張所は地区再編成や合理化など行政方針の変更による用途変更がほとんどで

ある。新用途は集会所，作業所，児童館等である。

③幼稚園は幼児人口が減少したため，幼稚園が廃止され，保育所は内容が充実した建

物が新築され移転後の空建物の利用である。既存保育所に乳児保育室を新設するた

め，複合施設として同一棟内の他の施設を用途変更した事例もあった。

④学校は，統廃合によって空いた学校を宿泊施設にする例と，人口増や騒音増，計画

道路にかかるなど都市化によって空いた学校を教育センターや地区センター，庁舎

などに用途変更している。空き教室は集会所や学童保育室になっている。

⑤社会福祉施設は旧用途には少なく，新用途に多い。多いのは小規模な作業所と舞台

付きの老人センターである。

⑤図書館や郵便局，消防署も大規模で内容の充実した新築建物に移転して用途変更さ

れている。

⑦単身者寮や，公益質屋 都電の変電所，助産センターなどは廃止された用途である。

また，用途変更が生じた理由は以下の 3 つに分けることができる。

①旧用途が変更された理由である空建物の発生は，旧用途の建物が他に新築移転した

場合と廃止された場合とがある。内容が時代に合わなくなったり人口の増減に建物

が対応しきれなくなったのである。

②建て替えたり，廃棄しないで用途変更した理由としては， r耐用年限が来ない，丈
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夫」の回答が多いが， r再開発や利用計画がある」ための暫定的利用 や 「複合建築

の一部である」など建て替えできない事情のあるものが40% ほどもあった。

③新しい用途の決まり方では， r地元の要望や運動があった J r 適切な建物を探 して

いた J r立地上適していた」等の理由が多い。集会所や作業所の場合 は 「 他の利用

希望がない J ，学校や福祉施設では少数なが ら「 補助金があったので」 とか 「管轄

が同じ」と言った消極的な決まり方 もあ っ た 。

第 4 章は典型的 な 用途変更 の事例を 6 施設取り上げ， 各事例の用途変更の経緯や背

景についてケー ス・スタディした。

①く 9 6 >春 日部市武里団地図書分館は，団地の年齢層別人口の偏りから，経年によって

出産可能年齢人口が減少し，同時に付近の医院も増加して，入院患者が減少し， 産

婦人科病棟が廃止されて用途変更された事例である。

② く 66>横浜市老人施設清風荘は会館内の結婚式場が需要の質的変化によって，徐々に

使用されなくなり，老人センターに用途変更された事例である。

③く8>小平市中央公民館は首都圏の衛星都市の人口が急増し，市庁舎が狭少になって他

に新築し，空建物を用途変更した事例である。建て替えや増築案も考慮して，将来

計画から用途変更にした。

④く 91>葛飾区東立石保育所は，建設時期の新しい区内の他の保育園に比べ，乳児保育

室がないなどの差があったが，保育所の上階にあった保母寮を用途変更して乳児保

育室を設置した。工事は施設を使用しながら行われ，建設時期の違いによる施設格

差をなくした事例である。

⑤く 1 1>倉敷市展示美術館は丹下健三設計の市庁舎であった。町村合併によって新市庁

舎に移転して空いた建物を，美術館に用途変更した。現代の名建築を活性的に保存

し，寿命を伸ばすことができた事例である。

⑥く 114>福岡市市民図書館は旧用途が民間のプレイランドである。公共施設にはない

特殊な用途の建物なので 用途変更後も元の用途の時の形が残されている。

第 5 章と第 6 章では，用途変更前後の平面を比較し，用途と建物の平面の関係を明

らかにし，用途変更の計画の合理的な考え方を提案した。

第 5 章では，平面を①面積，②道路，敷地との関係，③室の連結形，④各室の内容，

の要素に分け，また，おおむね工事単価に比例している工事グレードという 6 段階の

尺度をっくり，プランの変更内容と結び付ける事とした。現在の用途変更の工事グレ

ードは用途変更の生 じる理由によって決まる傾向にあり，再開発計画などがあって暫
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定的な利用とされている場合は改装程度の侭い工事グレードで用途変更され，複合施

設の一部であったりして空建物になった部分だけを建て替えできない場合は躯体利用

などの高い工事グレ ー ド で改修されている実状を明らかにした。

面積については，統計資料と分析対象施設から分析を行い ， わかった事は以下のと

お り である。

①公共建築の l 施設当 り の面積の平均は同一用途では大き く なる傾向にあるが， 図書

館やホ ー ル等の文化施設では小規模な施設も増 え， 多掠化の傾向にある。

②施設数が急激 に増加 しているのは児童館， 図書館， 公民館， 会館などの文化教育施

設であり，減少し て いる施設は質屋 ， 支所出張所で，保育所， 小学校 ， 幼稚園，な

どもやや減少の傾向がある。

③利用者一人当りの面積は全体的に増加傾向にあり，庁舎は特に著 し い増加を し て い

る。小学校や保育所などでは，数の増加が止まった時期か ら一人当り面積が増加し

ている。

④調査事例では，用途変更によって 1 施設当り面積 は 5001m'以上の施設が減少 し，

201.......500rrf以下の施設が増え全体として小規模化している。複合施設化する用途変

更が多いためである。

⑤事例は少ないが，保育所，公民館の面積は用途変更前の旧用途時より 変更後の新用

途の施設の方が大きいものが多く，図書館は 500 m'以下の小図書館と 2001m'以上の 図

書館が増えている。

分析対象事例の用途変更前後の面積を比較すると統計資料と類似の傾向が見 ら れた 。

道路や敷地との関係は， 建物の平面では，出入口の位置と形にあらわれると考え ，

用途変更による変化の内容をみた。その結果，建物の主出入口は施設利用者の利用タ

イプによって違った形をしており，用途が変わればそれに伴って主出入口も変更され

るとわかった。用途変更前後の出入口の形を比較分析の結果は以下の通りである。

①施設を利用者の利用タイプによって 「立ち寄り型 J r事務庁舎型 J r 目的利用型」

「長時間利用型 J r宿泊利用型 J r 業務施設型j とタイプ分けすると，各型によ っ

て出入口の形に特色がある。出入口の形とは道路からのアプローチの仕方，受付形

式，履き替えの有無などである。

②用途変更によって施設の利用型が変化しない場合は，工事グレ ー ドが低くとも使用

上の不都合は生じない。

③用途変更によって利用型が変化した場合は，出入口の形も変更する必要が生じ，工

事 グレ ー ドが (2) 表面仕上げの変更程度では不都合の生じることが多 ~\o
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④履き替え方式の変更は長時間利用型や宿泊型から他のタイプへの変更とその逆の変

更の場合がほとんどで，工事グレードは(4)大規模改修以上の場合が多 い。

第 6 章では，室，空間の連結型をワンルーム型，廊下型，センター型に分 け，更 に

廊下型は片廊下型と中廊下型，渡り廊下型に ， センター型はセン タ ーコア型 ， 中庭型 ，

中央廊下型，階段室型に分 け た。それぞれの連結タイプに水廻と階段の位置を関述付

けて，実際にある事例を も とに，いく つかのプラ ン タイプを設定 した。プランタ イ プ

別に用途変更前後のプラ ンを比較分析し，以下のようなことが分かった。

①室の連結型の変更 は， ワンル ー ム 型→廊下型，廊下型→ ワン ルーム型， が可能 だ が，

スパ ン割が廊下幅にな っ ていないことが条件で，大きなワンスパン空間の場合，あ

るい は構造壁の無い均等スパンの場合である。それ以外のプランでは，室の連結形

の変更は，躯体利用でも主階段の新設などがなければ されにくい。

②階段 (エレベーター，エスカレーター)は，対面接客型以外は原則として主出入口

(及びエントランスホール)の脇，あるいはそこから見える位置に設けられる。用

途変更に伴って出入口が変更された時には，階段の位置も変更された方が望ましし\0

階段の位置変更が困難な場合E 1 Y. の新設で代替可能である。また，階段の位置変更

をしたくない場合は出入口の変更や ， 出入口の新設することによって不都合は解消

される。

③水廻りは対面接客型の施設，あるいは宿泊型の施設の場合は，出入口に対して奥の

利用者に近い場所に設けられる。不特定の利用者が多い目的利用型の施設では，主

出入口の側，あるいは主出入口から見える分かりやすい位置に置く必要がある。

④旧用途施設の一般室以外の部屋は一般室に用途変更されるものが多い。

⑤構造室は増改築によって設置されたものが多い。

⑤地区センターや公民館等の集会施設への用途変更では，談話コーナーやロビーなど

のゆとりのスペ ー スが増えている。

⑦上下足の履き替えのある小規模施設で‘ は階段と水廻の位置はどの位置でも不都合は

生じない。

⑧中廊下型の施設には南に居室を並べる東西軸の居住タイプの施設と事務所のように

方位を選ばないタイプがある。

⑨廊下型の用途変更では，スパン割りが廊下の幅になっている場合，廊下位置の変更

は困難である。

⑪消防署のように，階段室や階段とホールによって，いくつかのゾーンに分かれる平

面型の施設は複合施設になりやすい。
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3. 今後の課題

既存公共住築の用途変更や機能変更は，これまで研究の分野で取り上げられること

がなかったのはもちろん，該当事例も数少ないものであった。そうした状況から，本

論文の目的のひとつは用途変更や機能変更の必要性と可能性を示して ， 既存店物の芳

命延長に資することであった。この論文によってその目的はほぼ達成されたと思われ

る。

もう ひ とつの目的は こ れまで慢示された ことのない用途変更の計画方法の提案で

あっ た。計画方法に は，機能変更が容易 な 建物を新築時から計画する方法 と ，既存建

物 を変更す る 方法があり， 本研究 は 主 として後者 について記述 した。今後 は前者につ

いて研究を進 め， 一般性のある機能変更可能な 建物の計画手法 の提案 を課題 と し た い。

もちろん， 今回の研究から新築の建物にも適用可能な法則もあるが， 計-画上有効 な 数

値を求める所まで到達 していな い し， 主要な点を全て網羅 したわけでもな い。今後 の

課題として研究して行くとして 本論文で明らかにな っ た新築建物に適用可能な結論

をあげれば，以下の通りである 。

①構造壁のないのワンルーム型の平面は室の連結形や室の大きさの変更が容易である 。

②室が廊下によっ て連結する廊下型の平面では，スパン割が廊下幅にな っ て い な い で，

均等スパン或いは大スパンである方が，廊下の位置変更や室の連結形の変更が容易

である。

③階段や水周りは建物の用途によって ， 適切な位置が違っているので， ど ちらにも変

更可能なコーナーに階段や水周 りを設計する事は，用途変更に有効である。

④階高 に余硲があれば，展示空間や大集会室などのような，構造室に機能変更が可能

である。これは，設備室や特別室の変更の様に設備配管の変更を伴う場合やダクト

の変更にも必要であり，今後の公共建築は階高に余裕を持たせる必要がある 。

⑤同じ用途であれば，施設面積は大きくなる傾向にあるので，新築時にはその時点、で

必要とされる面積より広めにするか，他の施設との複合施設にしておいて，必要な

時にはその施設を用途変更して，面積増に対応できるようにしておく必要がある。

⑤出入口の位置と形は，施設の用途や利用形態と関係が深いので変更可能なように，

建物と道路との接点部分には，面積的な余裕が必要である。

⑦機能変更に必要な階段や水周りの位置や大きさの変更は，改修より増築の方が容易

なので，周囲に増築可能な空地があることは，機能変更に有効である。

既存建物を機能変更する方法についても，解決すべき課題は数多くあり，本論文は

その中の，いくつかの事柄を明らかにしたに過ぎない。
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中でも公共建築における地域性は，戦後の公共建築においては，全国一律の標準設

計ーがあったり，設計が東京の設計事務所にまかされる傾向など， 考慮さ れることが少

なかった問題である。公共建築の地域性が今後新たに追求される中で，既存建物も現

在の形態を変化させてゆく必要が生じると恩われる。

また，公共建築の財政支出のあり方は，高度成長期から低成長安定期への移行の中

で，従来のような新築と廃棄を 30 ----40年で繰り返す改築型ではな く， 建物を長期間に

渡って使用しつつ，価値を蓄積 して方向に変化してゆかなければならない。これまで

の財政支出のあり方 とその問題点を明らかにしつつ，そのあるべき姿を追求する事も，

今後の課題である。

この研究のための実地調査を通じて強く感じたのは，わが国の公共建築の維持管理

の貧困さであった。先進的な自治体や組織においてすら，決して十分ではないことは

第 2 章で記述した通りだが，わが国のほとんどの公共建築は，竣工図や工事経歴記録

も残されていないで，かろうじて使用に耐えている状態であった。昨年訪れたプラハ

やウィーンでは，歴史の蓄積を感じさせる町並みのなかで，古い公共建築が丁寧に長

く使用されており，大変感銘を受けてきた。公共建築が健全に使用され続けて我々共

通の財産となるように，今後とも継続的にこの研究を続けていくと同時に，維持管理

に無関心な自治体に対する啓蒙活動もまた， この研究に携わった者の義務と考えてい

る。
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8. 曽根陽子: r ソウル一集合住宅に潜む伝統 東アジア現代住居学 韓国【 6 】 」

建築知識(建築知識社)昭和 63年 12月

9. 曽根陽子: I設計製図の授業から家庭科の住教育を思う」家庭科教育(家庭科教

育社〉平成 2 年 3 月

10. 曽根陽子: I体験記録からみた子ども室のあり方」

すまいろん(住宅総合研究財団)平成 2 年秋季号

1 1.曽根陽子: I地域デザインを考える」地域づくり研究会報告

埼玉県浦和地方県民センタ一 平成 2 年 3 月
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ぬ;立名 (泊~ 9 ~ ,j;1) と比!1! r付17

N
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 lI:lfll (� 2 年 4 月 30 日

bを位名(次災 lìi/) と~史内容

U:lfI15~iド llCìi'i'Jifさ T回i也診療所

民J;~人H病械を問書ií! に

一一

1I(!fll(;()il' 甘CiI'i 3~.~ ){t~m:ï\)易及び ì'j少年凶w釘{

u 2.31'のね帰式以を佼 11.:し、 IF

の円少年問穴却を3Fに移動.

1. 2ドを老人.f'IJII 絡設に災史.

1l1{�.IIS{�"I'. llC泊5ドu F t><役F五
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本ムJ入例の~;'1/(，1.t肘!'d~トに心ってい :H が、仰I"I~ Ill~， I 1ï:r， -C.(.;・ mr~ 、しま-1.

E入者名

μ!lm | 
im内5i 変更苅 夜更後 | 

同t.!. 1 ~:Ef;I 

工事実はどのくらいでしたか? 己認

定三工事実 言万円S:~工事交

その他( ) 百万円

この改定工事以前に大;l~棄な工;:p(外主訪れ土記.局芝京支引をしたZE

がゐりますか?ある場合その号読と内容を芸いてください

言万円

~~!S: 

質問 2 ・改修工事内容について.なにもしない渇会ば「なし」と芸いてください.

|何仕土|
|ザッシ l 
I ~_J.:Jñ氷|
|内部住之|
|治9~水ガス壱|

|冷拐 | 

i 筏逗2性|

|持対策| !防火日!

5Z121 ・用途~~の~a:三何ですか.その~~主そできるだ け :下 しく否いて く ださい.

H:併 時下主主" UD1，"rう誌の ~J: と Dnl長び 11' しあげます.

先~お闘い致しましたアンケートに早速Uo凶答JJlき以にn り競うございました.

同途変更した公共立安の1J~ 伊Ijt"i全国的に見ても数が少なく、交正『な資料として、今後の研

究に活ーかさせていただきたいと存じます. 7 ンケートの集計結巣の一部は今年度の日本u

築学会U\~}I学術筑波会において発表する予定ですが、更に分析を深めて行きたいと考えて

おります.

つきましては、御多忙の中、更にお時間をいただく事になり、本当に心苦しいのですが

、うた舷御回答いただきました下記の施設について、毘ねて別紙のアンケートをお願いした

いと存じます.新築建物と追って、 u存建物の場合、改修工事の図面や資料がそろってい

ないのが通例で、お手数をlliける~になるのは、今までの経験上わかっているのですが、

何分にも事例カo、なく、各自治体の方々の御厚意に頼って研究を進めている状況です.事

情お汲み取りの上、宜しく御凶カお目担いできれば幸いです.

尚、同封致しました報告苔は神戸市、大巨大学岡田研究室と共に昨年まとめたものでご

ざいます.賀市の絡設管理~務に僅かなりともお役に立てばと存じます.又、付け加えま

した給文 It今年 7 月の日本建築学会地域施設シンポジウムに発表予定の私の鈴文です.拙

いものですが何かの折に読んでいただければ幸いと存じます.
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賀商・ 3
アンケート内容で不明の点につきましては共栄学関短期大学 (0487-61-5801)訟恨宛御

連絡ください.曽根不在の場合、御伝言ください.こちらから連絡させていただきます.

以上 よろしくお殴いいたします. 敬具

ト (/J 斗二 主 )!;!ii し、- ~、 - , -2 ・ .... ,_, 、 ーー

"， :.;m;T. l~x 

治法i見日

月i途SE]足したは物 I:!fi りますか?

制作~I &~!r. Jft 

í 1'i り」の 1'1合.

』目立名()1: ~1災)

1J!,'r. 町下~~々jJU1，7~l: o) ' 1; と wll l;'.Iぴ '11 しあげま-;- .

ら没後 ~O;1;r，f を tri的し 、 公 !'. Wîiu.. ;it:.ぶからストックの時代に入ったとばわれ、各自治体

と わnfi.1l 11iJ 0) lil トi 1':-I'I' . \， 'jilf川 /)11 1\ 'l!:~' {L .'I: とむって J絞っつみると!!よわれます.

U. f:tかね 'C より eHdl'物の l i~佐 (I~JM 川 {I ドN について研究を絞り、 (1 治体の所fih在設の経

創作以ゃ~:;~変化と 11\初対 J~~~( どについて学会先去してまいりました.今年度ttU\!1の伝

J11 I' t_!こ iι点をし 1;[ り J:f I'i して .1 ; ります.

っさましては、政dd二おいては物川注を 25;史したII¥!1 (全 Iflí. )(Ii -~ß) が1'T りました

らト~~O);t.!入例をiJll#~~.(1 のうえ DUI"rtちいただければ幸いです.又、政当するU\!1が無い~l

(õにわ「熊 L 、 l 行 i~U ，:1 ~人の| 、 ílll以 ì.tください.

íJU~tLの Uí Ifj と l .t .(j じ J: -rが、どう ぞ .t.ろしく .む似いけl しあげます.

州、伽1"11~いたださ :r:したデータ ー にっさ;tして1:1 、 l取収 u以tに lはよ丸光;分iJ:

以 P外i に i悦企川しない、市lド:を l川巾|ドl し i治会え:まt す.

ー "己

~(j!i"'-!I'l吃

lI:all~lil . 

1I::f1l52II 

bをよ1t名 {変!J.i l灸}

1' 1 '111也;全般ーj前及び

�i li問符 ~r!T分íi'!

巨人.fll川純設 Sfl:

A び iV少年凶;t; w!

F 文化センター

7 ンケート用主民資料:第 2 次郵送アンケートのアンケート用紙

共栄学問短J}I大学講師

日本建築学会建築経済委員会

ピル経営小受口会委員

Z:H{ ~子

区

質問. 4 昭和62年 5月

一一一一一記一一一一一一

この改定工芸て苦労されたのはどんなところでしたか.r:..c."" -:J-...iíロ・ a

他の問主主2主投とととべて、こ のさ物の~い点、惑い点はどんな:;r.ですか.笠間・ 6

.アンケートの回答用紙と一緒に用途変更前と変更後の建物の平面図をぜひともお送りく

くださいますようお闘いいたします.
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